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新型イ ンフルエ ンザ対策 ガイ ドラインについて

近年の鳥インフルエンザ (H5N1)の世界的な流行や人の感染の発生により.新型インフルエ

ンザ出現が強く放念されている｡新型インフルエンザが発生した場合,ほとんどの人が新型のr)イ

ルスに対する免疫を持っていないため､世界的な大流行 (パンデミック)となり.大きな健康被害

とこれに伴う社会的影響をもたらすことが想定されている｡

このため､政府においては､新型インフルエンザ行動計画を策定し､発生段階に応じた国の取組

を明記し対策を推進しているところであるが､新型インフルエンザは.多数の国民の健康･生命に

関わり.また､社会･経済活動に甚大な影響を及ぼすことから.国のみならず,地方自治体､企業､

関係横間等の国民各層において総合的に対策を謙ずることが重要である｡このため､今回､新型イ

ンフルエンザ対策行動計画を凍まえ､新型インフルエンザに係る各種ガイドラインを策定し､新型

インフルエンザに係る各種対矧 こついての具体的な内容､関係機関等の役割等を提示し､国民各層

での取組を推進することとした｡

まず､国外からの病原体の侵入を阻止する水際対策として,水際対策に関するガイドライン及び

検疫に関するガイドラインを示し､国内での感染拡大防止対策として､感染拡大防止に関するガイ

ドラインを示した｡

また,国民への医療サービスの維持と新型インフルエンザの流行による被害拡大を最小限に抑え

ることを目的として,医療体制に関するガイドライン,ワクチン接種に関するガイドライン.抗イ

ンフルエンザウイルス薬に関するガイドラインを示している｡

さらに､新型インフルエンザは個人､企業などが十分な知識と自覚を持ち､自らの問題として対

策を講ずることが重要であることから､個人.家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイ

ドライン､事業者 ･織塀における新型インフルエンザ対策ガイドライン,情報提供･共有 (リスク

コミュ=ケーシヨン)に関するガイドラインを示している｡また､残念ながら感染による被害者が

大iに発生した場合においても,御連体を適宜適切に取り扱う必要があることから､埋火葬の円滑

な実施に関するガイドラインも示している｡

こうした水際対策､公衆衛生対応,医療対応､社会対応などを総合的に講ずることによって､可

能な限り兼行のスピードを緩め､感染者数のピークを抑えることで､医療提供体制､社会 ･経済活

動を維持し､被害を最小化することが可能となるものと考えられる｡

国､地方自治体､医療機関等の関係機関はそれぞれ連携し､本ガイドラインを参照し､対策を講

ずることが期待される.なお,本ガイドラインは､国としての対策の基本的な故紙を示すものであ

り､法令に基づかない記述についての対応は､各主体の判断により行われるものであるが､それぞ

れ積極的に取り組むことが期待される｡

また､本ガイドラインrまー現在までに得られた最新の知見に基づいたものであり､今後も継続的

に検討し.必要に応じて随時更新していくものである｡

なお,実際の発生状況については､様々なパターンが想定され､地域によって大きく異なること

も考えられることから､各段階での対策は,短期間で次の段唯に移行していくことがあり得ること

も念頭に置きつつ.状況に応じた柔軟な対応を行うことが必要である｡
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第1葦 はじめに

○ 海外で新型インフルエンザが発生した場合､国内への新型インフルエンザウイルスの侵

入を防止するため､関係省庁のあらゆる施策を総合的に実施し､協調､連携して､水際対

策に取り組む必要がある｡本ガイドラインは､水際対策に関係する省庁の役割を明確にし､

連携して､迅速かつ実効性のある､きめ細かな対応を行うために必要な指針を示したもの

である｡

1.水持対策の基本方針

○ 海外で新型インフルエンザが発生した場合､水際対策を構築するに当たっては､次に掲

げる課題の両立を可能な限り追求する必要がある｡

･新型インフルエンザに感染した又は感染したおそれのある者 (以下 ｢感染者｣とい

う｡)の水際での侵入防止を徹底し､国内でのまん延を可能な限り防ぐこと

･帰国を希望する在外邦人の円滑な帰国を実現すること

2.側 の撫

○ 海外で新型インフルエンザが発生した場合､直ちに新型インフルエンザ対策本部を設置

し､関係省庁は､在外邦人への感染症危険情報の発出､新型インフルエンザに係る検疫を

実施する空港 ･港 (以下 ｢検疫実施空港 ･港｣という｡)の集約化や濃厚接触者 (｢検疫に

関するガイドライン｣に規定する濃厚接触者をいう｡以下同じ｡)等に対する停留措置を開

始する｡また､感染者の侵入防止を徹底するために､新型インフルエンザの発生国 ･地域

(以下 r発生国｣という｡)からの外国人の入国や第三国を経由した入国を制限することを

視野に入れつつ､発生国における在外邦人の安全と帰国手段の確保に努める｡(参考資料1

参照)

第2葦 水蘇対策の実施方針

1.軸

○ 海外で新型インフルエンザが発生した場合､新型インフルエンザ対策本部は､その致死

率､感染者が入国する可能性等を腐まえ､医学､公衆衛生の専門家からなる諮問委員会の

意見を聞きつつ､総合的に検討を行い､実施方針を決定する｡ただし､現場において混乱
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が生じないよう､在外邦人の帰国や外国人の入国については､国内の受入体制 (検疫､停

留の収容能力等)と整合的である必要があることに留意する｡

○ 水際対策の具体的な実施方針 (在外邦人の帰国手段､帰国した在外邦人の停留､外国人

の入国等のあり方)については､発生国における感染拡大の状況に応じ､いくつかのパタ

ーンが考えられる｡

※ 対応パターンの例

パターン1 パターン2

日的 感染者の入国を最大限防止 感染者の入国を抑制

直行便のある主要都市で発生し､ 辺境地で発生し､当面､感染者

緊迫した状況にあり､感染者の搭 の入国の可能性が低く､感染者

秦 .乗船が十分予想される○ の搭乗.乗船がほぼ想定されない

検疫実施空港 .港 集約化 集約化

停留措置の対象 当該主要都市又は発生国からの 濃厚接触者 (医療親閲.宿泊地

入国者全て (宿泊施設等に最大10日間停留) 設等に最大 10日間停留)

航空機等の運航自粛 全便を対象に要請することを検討 当面なLo感染拡大r=応じ検討

在外邦人の帰国手段 代替輸送手段 定期便で帰国

(注l)対応パターン1及び2は､極端な状況を想定しており､実際には様々な対応が

あり得る｡

(注2)濃厚接触者の範囲については､新型インフルエンザの発生後､ウイルスの感染

力等について得られた知見を踏まえて､早急に判断する｡

2.薪型インフルエ ンザ発生前

○ 厚生労働省は､企業の社員等が､新型インフルエンザの発生が予想される国 ･地域I=赴

任 ･出張をする場合は､あらかじめ国内の医療機関で医師の処方を受けた上で､抗インフ

ルエンザウイルス薬を海外に持参し､服薬する方法等について広報 ･周知する｡

○ 外務省は､在外邦人が､滞在国における新型インフルエンザの発生の際に､自らの判断

と責任において､帰国するか否かを適切に選択することができるよう､滞在国における感
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染拡大の状況､医療体制や治療薬など治療手段の入手可能性､滞在国政府の方針等につい

て適時正確な情報を発出する｡

○ 外務省.厚生労働省及び関係省庁は､新型インフルエンザの発生時における混乱を避け､

帰国を希望する在外邦人の円滑な帰国を実現するために､日頃から新型インフルエンザの

発生情報r=関して諸外国や国際機関と緊密に情報交換できる体制を整え､新型インフルエ

ンザの発生の疑いの段階で情報を入手する｡

3.薪型インフルエ ンザ先生時の初h対応

1)初動対応の検討 ･準df

O 海外で新型インフルエンザが発生した疑いがある場合､政府は､関係省庁対策会議を開

催し､情報の集約 ･共有 ･分析を行うとともに､WHOや諸外国の動向を踏まえつつ､政

府の初動対応について協諌 ･検討するo

O 関係省庁対策会誌の決定を受け､関係省庁は次に掲げる対応をとる｡

･ 外務省は.最初の感染症危険情報 (不要不急の渡航延期､退避の可能性の検討)杏

先出し､査証申請の際､r健康状態質問票｣等の追加書類を徴収し､査証事重を厳 封ヒ

する｡

･ 厚生労働省は､航空機 ･船舶に対する検疫を浄化するよう検疫所に指示する｡

･ 関係省庁は.発生が確認された場合に備え.水際対策の実施に向けた協議 ･検討を

開始する｡

○ 新型インフルエンザが発生した疑いが強まった場合､WHOでは､フェーズ4の宣言を

行うのに先立ち､地域封じ込めの検討に入ることが予想されることから､その時点で､関

係閣僚会議を開催し､検疫実施空港 ･港の集約化等の準備について指示を行う｡

2)新型インフルエン棚 本部の設置と初動対応方針の決定

o wHOがフェーズ4を宣言すると同時に､新型インフルエンザ対策本部を設置する｡同

本部は､WHOや諸外国の動向も踏まえつつ､感染症危険情報の発出､検疫実施空港 ･溝

の集約化､停留の実施､外国人への査証発給の停止 (外交 ･公用目的での渡航及び緊急事

案を除く｡)を開始することを決定する｡

O WHOの宣言が遅れ､それ以前に我が国として早急に対応すべきと判断される場合には､

wHOの宣言を待たずに､関係閣僚会議において､上記決定を行うC
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3)感染症危険情報の発出

○ 外務省は､WHOによる勧告､発生国の状況 (感染拡大状況､医療体制等)､主要国の動

向を踏まえ､状況の変化に応じ､関係省庁対策会議又は新型インフルエンザ対策本部に報

告の上､感染症危険情報を発出する｡また､WHOが地域封じ込めを行う場合､在外邦人

に対し､協力を呼びかける｡

新型インフルエンザの発 r不要不急の渡航については､延期も含め検討し七ください.∫

生の疑いを把握 したとき言前) ｢あらかじめ今後の退避の可能性も含め検討してください.｣

｢渡航は延期してください○｣

r今後､出国ができなくなる可能性及び現地で十分な医療が受

言される等新型インフル けられなくなる可能性もあります.退避については､これら

の点も含め検討してくださいoJ

たとき r帰国に際しては､停留される可能性もあることに留意してく

ださい○｣

例外的ケース ｢現地の安全な場所に留まり､革染防止策を徹底してくださ

○ 外務省は､在外邦人に対し関連情報として､以下の情報を突出する｡

･感染者の発生状況

･感染防止策

t現地の医療体制､防疫措置 (出国制限等)の状沢

･民間航空機等の運航状況

･現地に留まる場合の注意事項 (生活物資の備蓄等)

･大使虎相談窓口の連絡先及び領事窓口体制

･我が国における検疫強化の具体的情報 (濃厚接触者の考え方を含む｡)

･関係省庁が発出する国内措置

4)現地r=留まる在外邦人支援のための在外公館の体制

○ 在外邦人及び在外公館の職員などのための抗インフルエンザウイルス薬･個人防護具(マ

スク等の個人を感染から守るための防護具)等の重点的備蓄や､医療関係者の派遣を検討

する｡

○ 在外公館の職員等に対するプレパンデミックワクチンの接種を行う｡
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第3章 帰国を希望する在外邦人の支援

(1)基本的な考え方

○ 感染者を除き､園内の受入体制に留意しつつ､帰国を希望する在外邦人を円滑に帰国さ

せる｡

○ 発生前後の時期では､在外邦人の多くが民間航空機の定期便で帰国するものと思われる

が､仮に､発生国政府の方針や新型インフルエンザ対策本部の決定による運航日粛要請等

により､発生国からの定期便の運航が停止することがあれば､特に､医療事情の悪い地域

において､帰国手段を断たれた在外邦人の退避オペレーション (代替輸送手段の活用等)

力勺B要となる｡(参考資料2参照)

○ なお､WHOの方針に基づいた発生国政府の決定により､地域封じ込めの観点から運航

停止や出国制限の措置がとられた場合､これに対する協力を行うとともに､在外邦人の帰

国が速やかに行われるよう最大限努力する｡退避オペレーションを進めるかどうかについ

ては､公衆衛生上の観点や国際世論等を見極め､慎重に判断を行う0

(2)柵四手段の確保

1)民間航空鎖等の定期便 ･臨時便

○ 帰国を希望する在外邦人については､感染者の搭乗等が想定されない状況において､で

きるだけ早く定期便で帰国してもらうことが望ましい｡このため､在外公館を通じ､在外

邦人に早期帰国を呼びかけるとともに､航空会社に臨時便 (増便)運航の検討を呼びかけ

る｡

○ 直行便が発着する都市で新型インフルエンザが発生し､緊迫した状態r=ある場合､感染

者の侵入防止の徹底や国内の受入体制に対応した入国者の量的 ･時間的調整を行う観点か

ら､航空会社や船舶会社に対し.発生国からの航空機 ･旅客船の運航自粛等を要請する｡

○ 運航自粛要請を行う場合､帰国を希望する在外邦人に与える影響は重大であることから.

新型インフルエンザの致死率や感染力､帰国を希望する在外邦人の数､利用可能な代替輸

送手段の有無とその能九 発生国による代替輸送手段受入れの可能性､第三国経由の入国

者が増加する可能性､国際的義務､国際社会の動向等を踏まえ､総合的かつ慎重に検討を

行うことが必要であるD

O 運航自粛要請を行う場合の手順は.次に掲げるとおりとする｡ (参考資料3参照)
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･ 厚生労働省は､発生国からの航空機 ･旅客船の運航自粛等の必要性について､【H

Rの要件の充足の有無を槻 するとともr=､国土交通省との連携の下.当該措置の国

際的な水準から見た妥当性に関し悦重な考慮を払いつつ､検討を行う.

･ 厚生労働省は.外務省及び国土交通省との協議の上､新型インフルエンザ対策本部

に運航自粛についての方針を上申し､同本部は方針を決定する｡

･ 同本部の決定を踏まえ､国土交通省は各事業者あて決定内容を伝達し､外務省は在

外邦人に対し決定内容を周知するよう努める｡

2)民間航空牡等のチャーター便

○ 新型インフルエンザの感染拡大の状況や国内の受入体制を踏まえ､在外邦人の帰国を早

めてもらう必要がある場合､臨時便とともに､チャータ-1更の活用を検計する｡

○ また､発生国側の事情により定期便が運航停止した場合や､航空会社や船舶会社に対し

定期便の運航自粛を要請する場合は､在外邦人の帰国手段を確保するため.政府専用機等

の派遣の検討を進めるとともに､チャ-タ一便の活用について航空会社等と協諌する｡

(注)チャーター陵は､基本的には在外邦人を対象とするが､友好国から同国の国民

の退避への協力を要請された場合､国際協力及び人道的観点から配慮することも

ある｡

3)政府専用棟､自衛隊の航空機 ･艦船の派辻

○ 政府専用機､自衛隊の航空機 ･艦船による在外邦人の輸送については.民間航空機等の

輸送能力､利用可能な航空機等の機種､機体の手配に要する時間等を総合的に勘案して､

在外邦人の保護についての新型インフルエンザ対策本部の決定r=基づき､外務省から防衛

省への依掃により行うOこの場合､自衛隊機等により､在外邦人を発生国から検疫実施空

港 ･港まで輸送することを検討する｡(参考資料4参照)

○ 外務省から在外邦人の輸送依頬があった場合､防衛省は､輸送の安全について外務省と

協議し､これが確保されていると羅めるときは､自衛隊法 (昭和29年法律第 165号)第

84条の3の規定に基づき､当該邦人の輸送を行うことができるが､このためr=は､いくつ

かの条件を満たすこと力勺必要となる｡(参考資料5参照)

4)海上保安庁の航空機 ･巡視船の派遣

○ 海上保安庁の航空機等を使用する場合､新型インフルエンザ対策本部の決定を踏まえ､

外務省から邦人輸送について協力要請を行う.ただし､海上保安庁の航空機 ･巡視船の輸

送能力は限定的であり､巡視船の場合､一定の日数がかかることに留意する必要がある｡

(参考資料4参照)
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○ 海上保安庁の航空機等[=ついても､自衛隊枚等の鳩舎と同じく､輸送の安全を確保する

ための条件を満たすことが必要である｡

(8)新型インフルエンザに感染した又は感染したおそれのある在外邦人への対応

○ 外務省 .在外公館では.在外邦人に対し､発生国において､現地医療機関の対応能力幸

夫r=より十分な治療を受けられなくなる可触 †あることから､早期の退避を検討するよ

う勧めるが､新型インフルエンザに感染した又は感染したおそれのある在外邦人に対して

は､現地医療機関の診察 ･治療を受けるよう､医療機関や受診方法などを案内する｡

○ 感染した又は感染したおそれがある在外邦人に対しては､現地医療機関の対応能力喪失

や抗インフルエンザウイルス薬払底等の緊急 ･特例的な状況下において他に代替措置がな

い場合に､応急措置的に在外公館備蓄分の抗インフルエンザウイルス薬の授与等を検討す

る｡

○ 国土交通省は､感染した又は感染したおそれがある在外邦人がチェックインしようとし

た場合には､厚生労他省が科学的知見に基づき作成した指針に従い拒否を行うべきことを､

航空会社 ･旅客船会社に注意喚起する｡

(4)発生四から枯野した児童 .生徒への対応

○ 文部科学省及び外務省は.発生国にある日本人学校等から帰国した児童 ･生徒について

は､帰国が一時的なものであっても､就学の機会が適切に確保されるよう周知する｡

第4章 我が国来航者への対応

l.発生国か ら入国 しようとす る外国人への対応

(1)基本的な考え方

○ 海外で新型インフルエンザが発生した場合､帰国する在外邦人が急増し､検疫 ･入国審

査の手続が大幅に遅れたり,停留場所の確保が困矧 こなることが予想される.このため､

在外邦人の帰国を優先させるとともに感染者の侵入防止の徹底を回る親点から､発生国か

らの外国人の入国を可能な限り減少させるため､状況に応じ措置を講ずる｡
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(2)在外公#lこおける捨置

○ 発生国に所在する在外公館では､厚生労働省の検疫強化措置に連携して､査証申請時に

r健康状態耳間葉｣等の追加手短を徴収し､感染が疑われる場合には､査証を発給しない｡

(参考資料2郵髄

○ 事態の進展に応じ､新型インフルエンザ対策本部の決定に基づき､緊急事案等の必要不

可欠な渡航を除き､査証発給を停止する (発生国が査証免除措置対象国の場合は.査証免

除措置を一時停止の上､査証発給を停止する.)｡さらに､感染拡大が進めば､これらの措

置の対象国 ･地域を拡大する｡ただし.水際対策としての査証措置の実効性については､

次に掲げるとおり限界がある｡

･査証担当者には検疫上の知見はなく､関係書類の確認を行うにすぎないこと｡

･査証の有効期間は3か月であり､上記の措置の実施前r=査証を取得した者が感染して

来航する可能性があること､また､査証取得後に感染して来航する可能性があること｡

･上記の査証措置を行っても､事前に取得した査証をもって来航する者がいるため､直

ちr=来航者を絞り込むことは困難であること｡

･我が国への入国に際し､査証取得が不要な看､すなわち､再入国許可取得者､数次査

証取得者 (有効期間3-5年)及び発生国に居住する第三国の査証免除措置対象国籍

者は､捨置の対象外となること｡

(3)入国書壷における措荘

○ 新型インフルエンザに感染した外国人は､入管法第5条第 1項第1号に規定する上陸拒

否事由に該当する｡検疫手続において､外国人が感染していることが発見された場合､検

疫所から入国管理局に隔離捨置を行う旨通報され､入院措置が終了すれば､上陸申請前の

状態に戻されることとなる｡

○ なお､入国審査において､感染者を発見した場合は､直ちに検疫所に通報し指示を仰ぎ､

検疫手続に善し戻す｡

(4)密入国者への対応措置

○ 発生国からの密入国が予想される場合､取締機関相互の連携を強化するとともに､密入

国者の中に感染者がいるとの情報を入手し､又は認めたときは､検疫所等との協力を確保

しつつ､必要な感染防止策を講じた上､所掌の手続をとる｡

○ 水際対策関係省庁は､発生国から到着する航空機 ･船舶に対する立入検査､すり抜けの

防止対策､出入国審査場や トランジットエl)アのパ トロール等の監視取締りの強化を行う｡
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○ 都道府県警察及び海上保安庁は､感染者の密入国を防止するため､沿岸部及び海上にお

けるパ トロール等の警戒活動を強化する｡

2.第三国を軽由 して入国 しようとす る発生恥 ･滞在者への対応

(1)基本的な考え方

○ 国内の受入体制､発生国から入国する外国人の入国制限等の観点から､発生国からの直

行便について運航自粛を要請したとしても､第三国r=-旦入国し､そこからの入国が自由

であれば､対策の意味がない｡このため､第三国からの入国をチェックし､発生国での滞

在の有無を把握するための方策を講ずる｡

(2)第三国を種由して入国しようとする者の捕捉

○ 第三国を経由して発生国から入国しようとする場合､次の8とおりがある｡

･発生国を出国し､トランジットで第三国を経由して､我が国に至る場合 (旅券上の最

終出国証印は発生国)

･発生国に在住しており､第三国に一旦入国した後､我が国に至る場合 (最終出国証印

は第三国)

･第三国に在住しており､発生時期前後に発生国r=滞在した後､第三国に帰国し､さら

に我鯛国に至る骨旨 く発生国の出国証印があるが､最終出国証印は篤三国)

○ また､第三国を経由し､入国しようとする意図としては､次のようなものが考えられる｡

･席が予約できず､発生国からの直行便r=搭乗できない場合

･発生国に在住していた者が､商用のため第三国r=滞在後､さらに商用で入国しようと

する場合

･直行便で入国した場合の停留措置を回避しようとする場合

･直行便が運航停止となったため､第三国経由で入国しようとする場合

○ 現在､入国審査では､円滑かつ迅速な審査を実施する観点から､快重な審査を要する外

国人を除き､旅券上の全ての出国証印の確認は行っていないが､航空会社等の協力により､

出国証印を簡単に確認することができるようにするとともに､自己申告を促すための工夫

を行えば､第三国を経由して発生国から入国しようとする発生国在住 ･滞在者を把握する

ことが可能になる｡

○ このため､次の方法により発生国での溝在を把握するとともに､虚偽申告を抑止するこ

とする｡
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ア 全便に対する質問票の配付

･全便に対して､検疫法 (昭和26年法律第201号)第 12条に基づき､質問票を機内

アナr)ンスとともに乗客に配付し､発生国に滞在していたことがある場合にはその

旨を舌己載する等により､検疫に申告するよう､乗客に周知する｡国土交通省は､こ

のための協力を航空会社等に要請する｡

イ 出国証印の入国審査や税関における確認

･機内等でのアナウンスや看板により､検疫終了後に､入国管理局や税関において旅

券の出国証印を確認すること､旅券の最終出国証印が押されているページを開いて

入国春重に臨むことを乗客に周知する｡入国審査では､邦人及び外国人の全ての旅

券について､一定程度以降の日付の発生国の出国証印をチェックし､これがあった

場合.速やかに検疫所に通報する｡

第5章 検疫の実施

1.槻吏実施空港 .港の暮約化

(1)基本的な考え方

○ 発生国からの入国者の分散化を避け､万が-､入国者の中から新型インフルエンザの患

者が発生した場合であっても感染拡大防止を図るため､また､検疫官を集中的に配置する

ことにより更なる検疫強化を国るため等の公衆衛生上の観点から､発生国から来航する旅

客機 ･客船 (貨客船を含む｡)を7港等に集約するD

･4空港 (成田 ･関西 ･中部 ･福岡)

･3港 (横浜 ･神戸 ･関門)等

(注)貨物船については､上記以外の検疫溝においても対応｡ただし､その積載物等に

より検疫港に入港することが困難である場合には､感染拡大のおそれr=留意しつつ､

別途関係省庁において対応を検討するものとする｡

○ この決定は極めて短期間に行う必要があることから､検疫集約化の実施手順 ･方法､濃

厚接触者等の停留のあり方､入国審査､税関等における対応等を具休的T=整理しておくこ

とが必要である｡

○ 国内での感染が拡大し､対策を続けることの意味がなくなったと考えられる時点で､通

常の検疫体制に戻す｡
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○ 集約した際の検疫実施については､｢検疫に関するガイドライン｣に詳細を示す｡

(2)検疫実施空港 ･滝の集約化の流れ

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザの発生の疑いが生じた場合､水際対策関係省庁に情

報提供を行うとともに､WHO､在外公館､非公式情報ネット､国立感染症研究所等から

のI純 を収集 ･分析し､発生の有無及び検疫集約化の必要性について検討を行い､関係省

庁との協議を開始する｡(参考資料6参照)

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザ対策本部又は関係閣僚会議に検疫集約化の開始を上

申し､同本部等は､必要に応じ諮問委員会の意見を聞きつつ､方針を決定する｡なお､急

を要する場合r=は､同本部等を設置する前から検疫集約化の準備を開始する｡

○ 新型インフルエンザ対策本部等の決定後､直ちに､厚生労働省は各検疫所に対応を指示

し､国土交通省は空港会社 ･港湾管理者や航空会社 ･旅客船会社r=決定内容を伝達し､検

疫所と協力して速やかに検疫集約化を開始する｡

○ 厚生労働省及び国土交通省は､定期便が着陸 ･寄港すべき空港 .港を指定するための具

体的手順を決めておく｡なお､新型インフルエンザが一国内の一部地域で発生した場合､

当該国の国土の広さや国内の移動手段の状況､国内の受入体制等を踏まえ､検疫集約化の

対象地域を感染拡大に応じて順次拡大していくのか､当該国からの便を一斉に集約するの

かといった点について検討を行うことが必要である｡

(3)各機関等の対応 (検疫 ･入国容査 ･税関等)

○ 各検疫所では､PCR検査に必要な検査機器の整備や乗客に配付する簡易マスクの確保

を行うほか､次に掲げる点l=ついて､空港会社等と早急に調整を行う.

･検疫の実施場所 (オープンスポット使用､到着ゲー トの専有化)

･濃厚接触者等の感染のおそれのある者の停留 (後述)

･検疫時の トラブルに備えた警備

･他検疫所からの職員の派遣､医師 ･看杜師の確保.それらの宿泊施設の確保

〇 人国審査 ･梯関では､集約化された検疫実施空港 ･港に対し､必要に応じ､応援のため

の職員の派遣等を行うとともに､そのための宿泊施設の確保等を行う｡

○ 海上保安庁は.航行警細等により,船舶に対して検疫の強化に関する情報を提供すると

ともに､集約化された検疫実施港及びその周辺海域等において､混乱による不測の事態の
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防止を回るため､必要に応じた警戒活動を行う｡

○ 国土交通省は､検疫の静化に伴う離発着の遅延等に備え､空港運用時間の延長について､

あらかじめ関係者との調整を行う.また､検疫所では､離発着が遅延する場合､夜間にお

いても検疫を行う｡

○ 防衛省は､検疫強化に対応するため､厚生労働省との調整により､役割及び所要等を明

らかにし､自衛隊医官等の活用について検討を行う｡

○ 都道府県警察は､集約化された検疫実施空港 ･港及びその周辺において､混乱による不

測の事態の防止を国るため､必要(=応じた警戒活動等を行う｡

2.iLFF接地者等に対す るfI官措t

(1)基本的な考え方

○ 新型インフルエンザについては､感染してから発症するまでに潜伏期間があるため､水

際で侵入を防ぐためには､発症前の健康な状態にある濃厚接触者等に対しても､最大240
時間 (10日間)を超えない範囲で､発症しないことを確敢するために､検疫法第 16条の

規定に基づく停留措置を行う｡

○ 厚生労働省は､医療機関以外の施設においでも停留措置を行えるよう.体制を整備する｡

○ 停留措置に関する実務的な手引きは､厚生労働省が､別途定める0

(2)停留場所等

1)停留qL所の確保

○ 濃厚接触者等の停留場所としては､限られた資源を有効に活用する必要があることから､

医療機関以外の施設を活用する｡その場合､次に掲げる要件を満たす施設が適当である｡

･その時点では発症していない者に一定の場所に留まってもらう必要があるため､肉体

的 ･精神的負担が少なく過ごすことができ､衛生面でも問題がない施設

･発症したとしても､まん延防止捨置をとることが可能な個室管理ができる施設

○ 停留場所の確保については､厚生労働省において､地方自治体や関係団体r=説明すると

ともに､個々の宿泊施設と部屋の借上げについて早急に交渉を行う｡また､職員に対する

研修 .訓練の実施､使用料等についても調整を行う｡

･15･

○ 集約化された検疫実施空港 ･港近辺では.宿泊施設の部屋数は擬られているため､他の

施設の利用についても検討を行う｡

･検疫所から離れた塙所にある宿泊施設へのバス等での移送

･圏や地方自治体､企業等の研修施設､保養施設等の活用

･在外邦人の帰国に利用された客船の活用

○ また､新型インフルエンザの感染拡大の状況r=よっては､予想される停留対象者の数が

既存の宿泊施設等の収容能力を超えることも考えられ､その場合の対応について､在外邦

人の帰国の量的 ･時間的調整や代替的な停留場所の確保を含め､検討を行うことが必要で

ある｡

(3)辞宵対象者への対応方針 ,

O 停留対象者に対する食事等の生活支援については､停留対象者と直接接触しない範囲で

それぞれの停留場所となる宿泊施設等に行ってもらえるよう､厚生労働省r=おいて交渉を

行う｡

○ 厚生労働省は.借上げ対象の停留場所においで､停留対象者と接触する可能性のある香

には､個人防醸具を配付するd

O 感染した可能性がある者に対しては､抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う｡

○ 厚生労働省は､停留対象者の健康状態の観察や抗インフルエンザウイルス薬の予防投与

を行うため､停留場所における医師 ･看護師を確保する｡

○ 検疫法上､停留対象者は､停留場所から外に出ることはできないが､その監視及び外出

しようとする停留対象者に対する説得等については､基本的には､厚生労働省職員が行う｡

停留対象者が相当な数にのぼり､厚生労働省職員だけでは対応できなくなる場合の対応に

ついては､他に協力を求めることも含め､検討を行うことが必要である｡

○ 都道府県警察は､停留場所及びその周辺において､混乱による不測の事態の防止を図る

ため､必要に応じた警戒活動等を行う｡

○ 海上保安庁は､船舶において停留措置がとられた場合には､検疫所からの要請等に基づ

き､巡視船艇 ･航空機等による警戒警備を実施する｡

･16-



3.水脚 荊床者の息染M

O 感染防止の基本は､個人防護具の着用､感染曝露後の抗インフルエンザウイルス薬の予

防投与であるO水際対策関係機関は､事前に個人防護具の整備を行ラ.また､厚生労働省

は､予防投与のための抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を行うとともに､関係機関への

配付方法等について検討を行う｡

○ 新型インフルエンザが海外で発生した場合､水際対策関係者については､直ちに感染曝

露するおそれがあることから､社会機能の維持に関わる者として､発生直後に本人の同意

を得てプレパンデミックワクチンの接種を行う｡

○ 新型インフルエンザの発生前に､臨床研究の結果､プレパンデミックワクチンの安全性

と有効性が確認された場合には､水際対策関係者に対し､発生前にあらかじめ接種するこ

とを検討する｡

第6章 国内で新型インフルエンザが発生した場合の対応

(1)基本的な考え方

○ 我が国で新型インフルエンザの患者が発生した場合.IHRを踏まえ､国際的な責任を

果たす観点から､国外に感染を拡大させないよう.感染者を国内に封じ込めることが必要

である｡

(2)患者の国内封じ込め

○ 新型インフルエンザ対策本部は､患者に対し､不要不急の出国を自粛するよう勧告し､

厚生労働省､外務省等は､ホームページ等においてこれを周知する0

○ 国土交通省は､発熱しているなど感染している可能性が高い者がチェックインしようと

した撮合には､厚生労働省が作成した指針に従い拒否を行うべきことを､航空会社 ･旅客

船会社に注意喚起する｡

○ 外務省は､在外邦人に対し､新型インフルエンザの発生を受けて日本国内で出される警

報や避柑昔置の指示など関係省庁から連絡を受け､情報の迅速な提供r=努める.

･17･

糊 科1 水榊 の塀

rウイルスの良人防止の暮庇lと r舟tEを希呈するを外苑人の円汁な群ttl

-J:㌔/ L,I_J 航空税等】 【検疫】 【入国≠糞】 【国 内】
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糊 料2:弗人と外国人にBlするfBjlと流れの振

新型インフルエンザ発生国の邦人及び外国人に関する措置と流れ(概要)

岨 紬 発生国, XJa, r

<*^> ■■t■… -●寸+■

毛■挿入 -芯琵～J' 沈 没訂 規制替Ltl=よる入EgRLt

''JiJJP 諾光量漂温…帥
別 記 的 ぶて濫用 tTBln mr i
く外四人>
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糊 料3:約 ･旅客船の運航日Jr手折の決定の流れの8E
辛

(資料)厚生労働省､国土交通省､外務省

糊 料4:在外邦人■送時の官書点

1.政府専用鰍ま約140人､C･130は約80人搭乗可能.

2 おおすみ型輸送艦の収容人員は最大約1000人 (簡易ベッド等を使用)｡

3海上保安庁の航空機の輸送人員は10数人､巡視船の輸送人員は最大約70人くい

ずれも運航要員等を除く｡)
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事寺井料5:自書陳による在外邦人始送を行 うための条件

a.管制 ･保安施設､航空機の離発着や船舶の出入港に必要な滑走路､埠頭等が正常

に機能していること､現地でのグランドハンドリングが確保されていること (通

常日本の航空会社を通じて現地業者に委託)など､発生国における輸送拠点とな

る空港 ･港の安全の確保が確認されていること｡

b.機内.艦艇内において有症者が出た場合に備え､医師･看護師を搭乗させること｡

医師等の確保については､自衛隊医務官の活用を含め､関係省庁の協力を得て､

外務省が手配する｡

C 搭乗 ･乗船前に､在外邦人の感染についてチェックを行うこと｡具体的には､在

外公館を通じ､出発国 ･地域の検疫当局への依頼及び搭乗者からの健康状態質問

票の徴収を行う｡

d 自衛隊員に対し､感染予防策を講ずること｡

糊 料6:国触 空4kl旅客船の脚 釣化の方針決定の流れの撫

(資料)厚生労働省.国土交通省
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検疫に関するガイドライン
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第 1葦 はじめに

〇 本ガイドラインは､｢新型インフルエンザ対策行動計画｣及び r水際対策に関す

るガイドライン｣のうち､検疫対策を具体化するものとして作成したものである｡

新型インフルエンザへの感染の有無の確認等を始めとする検疫兼務の強化等によ

り､水際においてできる限りウイルスの侵入を阻止することを目的とするO

想定される新型インフルエンザの致死率及び感染力等を評価した上で､W HOや

諸外国の対応状況を勘案しながら本ガイドラインに示された措置を実施するもの

とする｡

〇 本ガイドラインに基づく検疫措置の強化の開始は､新型インフルエンザ対策本部

又は関係閣僚会議が決定する｡なお､国内での感染が拡大した段階で､状況に応じ

て検疫措置を縮小する｡

1. 本ガイドラインの前捷

〇 本ガイドラインに記述されている対策等については､感染経路において､空気感

染は完全r=否定できないものの､現時点では空気感染が生じる穎度は少ないと考え

られるので､感染経路の大半を占める飛沫感染対箆を主体とする｡

○ 一般的にインフルエンザは､発熱や呼吸器症状を伴うが､新型インフルエンザの

症例定義については､発生後に定義する｡

○ また､新型インフルエンザが確認された時点で､そのウイルスの遺伝的情報も明

/ちかになることから､PCR検査による診断は可能と考えられるが､患者かどうか

の判断については､検体の採取方法や検査の感度を踏まえ判断する｡

○ 国内における新型インフルエンザの発症例が増加した場合には､積極的疫学調査

等の結果を国において集約し､検疫対応の効果を検証し､必要に応じ.検疫措置の

･25･

内容を見直すものとする｡

2.本ガイドラインにおける用音の定■

1)有症者 発熱､咳など､健康状態に何らかの異状を呈している者

2)患者:新型インフルエンザと診断された看及び新型インフルエンザの疑似症香

呈している者であって新型インフルエンザウイルスに感染したおそれがあるも

の

3)濃厚接触者 :渡航中に患者と行動をともにした家族や友人等､搭乗 ･乗船中に

患者の世話をした乗務員･乗組員又は機内･船内等において患者の一定距離内に

着座していた看等であって検疫官が濃厚接触者と判断したもの｡また.濃厚接触

者に該当するかどうかの判断に当たっては､患者の動きなども勘案する｡

なお､濃厚接触者の定義については､新型インフルエンザの症例定義が明らか

になり次第､改めて明確化する｡

4)同乗者 :患者と同じ航空放 .船舶に乗り合わせた着

手2章 基本的事項

(1) 検疫の集約化

○ 新型インフルエンザの致死率や感染力又は感染拡大の状況等に応じて､入国者へ

の検疫対応の質と量を確保するため､厚生労働省は､検疫法 (昭和26年法律第201

号｡以下 ｢法｣という｡)第 14条第2項の規定に基づき､感染拡大防止等の公衆衛

生上の観点から､新型インフルエンザの発生国 ･地域 (以下 r発生国｣という｡)

から来航する航空機･船舶の国内における検疫実施場所を指定し集約化を図ること

について､事前に国土交通省と協議しつつ検討を行う｡

･旅客機については､成田､関西､中部及び福岡空港 (以下 ｢検疫集約空港｣と

いう｡)で対応｡

･客船 (貨客船を含む｡以下同じ｡)については､横浜､神戸及び関Fl産等 (以
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下 ｢検疫集約港｣という｡)で対応｡

･貨物専用機については､検疫集約空港以外の検疫実施空港においても対応｡

･貨物船については､検疫集約港以外の検疫港においても対応｡ただし､その帯

裁物等により検疫藷に入港することが困難である場合には､感染拡大のおそれr=

留意しつつ､別途関係省庁r=おいて対応を検討するものとする｡ また､潜伏期

間を過ぎて､有症者がいない場合は､無線検疫港においても対応する｡

○ 検疫集約化の決定については､関係省庁対策会議等を経て､新型インフルエンザ

対策本部又は関係閣僚会議において行うo

O 厚生労働省は､集約された場合の全国の検疫所からの応援体制の確保について.

応援者の特定.その業務内容及び宿泊施設の確保等を具体的に検討しておくものと

する｡他の検疫所からの十分な応援が困難な場合､他機関等からの応援による人員

の確保に努めることとする｡

(2) 検疫の基本的流れ

○ 世界各国の発生 ･流行状況を適切に把握しつつ､発生国からの入国者 (乗務員 ･

乗組員を含む｡以下同じ｡)については､法第6条の規定に基づく検疫前の通報､

第 12条の規定に基づく健康状態質問票 (以下 ｢質問票｣という｡)の配付､第 13

条の規定に基づく医師の診察等を踏まえ､法第15条の規定に基づく隔離.第 16条

の規定に基づく停留､法第 18条第4項及び感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療r=関する法律 (平成 10年法律第 114号｡以下 ｢感染症法｣という｡)第 15

条の3の規定に基づく健康監視により対応する｡

○ 健康監視の対象者の居所の所在する都道府県並びに保健所を設置する市及び特

別区 (以下 r都道府県等｣という.)においてIま､法第 18条第5項の規定に基づき､

検疫所から新型インフルエンザに慈染したおそれのある者に係る通知を受けた場

合r=は､感染症法東 15条の3の規定に基づき､当顔者に対し､検疫所長が定めた

期間内 (以下 ｢期間内｣という｡)において健康監視を行う｡また､健康状態に異

状を生じた者を確認したときは､その旨及び調査等の結果を厚生労働省に報告する.

当該者について､厚生労働省は､関係都道府県と情報共有する｡

(3)検度の実施体制

○ 検疫の着実な実施を図るため､検疫所長は､危機管理に迅速に対応すべく入国管

理局､税関､海上保安部署､空港管理会社､港湾管理者等､関係機関と連携しつつ､

初動体制を日頃から構築しておく｡このため､各検疫所で作成している危機管理マ

ニュアル等に従って､指揮命令系統及び役割分担を事前に確認の上､本ガイドライ

ンにおける検疫対応を念頭に置き､関係機関も参加して定期的な合同訓練等を実施

する｡

O PCR検査について､検疫所は､実施体制を整備するとともに､都道府県と協議し､

採取した検休の検査を最寄りの地方衛生研究所に依頼するなど相互協力体制を整

える｡

○ 患者の搬送については､事前に法第 15条に規定する隔離に係る入院を妻託する

医療機関 (以下 r委託医療機関｣という｡)との間で､連絡体制.搬送方法等を定

めておく｡

(4)情報の収集及び操供等

○ 適切な検疫を実施する上で､WHO等の国際機関､各国の関係機関､在外公館等

を通じ､患者の発生国や周辺国について､迅速かつ正確な情報収集に努めることは

極めて重要である｡関係省庁は､これらの情報を入手した場合には､相互に情報提

供を行うとともに､当該情報に基づく､対策本部又は関係省庁間僚会議の指示によ

り各検疫所は､迅速かつ的確な検疫を実施する｡

○ 適切な検疫を実施するためには､国民一人一人の自覚と積極的な協力が必要不可

欠であることから､検疫所は､法第27条の2第 1項の規定に基づき.出入国者に

対し､新型インフルエンザの海外における発生状況及びその感染防止策に関する情

報等lこついて､ホームページへの掲載､各空港 ･港の検疫窓口及び出国ロビーにお

けるポスターの掲示､パンフレットの配付､職員による注意喚起等､あらゆる広報

手段を講じ､積極的r=情胡提供を行う｡
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○ 患者等に関する報道機関等への対外的な対応は､原則として厚生労働省で行う｡

(5)関係税関等との連携

○ 新型インフルエンザウイルスの国内侵入を防止するためには､関係機関､都道府

県等における検疫業務への積極的な協力が不可欠なことから､検疫所は､本ガイド

ラインに基づき､関係機関､都道府県等にあらかじめ協力を要請し､情報の共有､

連携強化を因る｡

1)入国管理局及び税関の対応

○ 入国管理局及び税関の職員は､検疫終7枚に､第三国を経由して入国しようとす

る発生国在住 ･滞在者や有症者を､手続の際に発見した塙合には､速やかに検疫所

r=連絡するb

2)書蕪の対応

○ 都道府県警察は､検疫所及び停留場所並びにその周辺地域において､検疫業務が

円滑に行われるよう､必要に応じた警戒活動等を行う.さらに､大規模な混乱が予

想される場合l=は機動隊の運用を行う｡

8)海上保安部署の対応

○ 海上保安部署は､船舶等から新型インフルエンザに感染している可能性がある者

に関する情報を入手し､又はこれを認めた場合には､速やかに検疫所lこ連絡し､必

要な助言を受けるとともr=連携を強化する｡

また､船舶において停留措置がとられた場合には､検疫所からの要請等r=基づき､

巡視船艇 ･航空機等による警戒警備を実施する｡

4)航空会社 ･旅客船会社等の対応

○ 航空会社 ･旅客船会社は､検疫強化に伴う国内での対応状況について､播乗､乗

船時にアナウンスし､理解と協力を得るとともに､有症者が搭乗している航空機等

r=おける感染防止策の周知を図るOまた､空港､港湾事務所等の関係機関は､緊急

時の連絡先の把握等､迅速な対応体制を整備しておく｡

5)在El米軍への協力要諦

･2f)･

○ 厚生労働省は外務省を通じ､発生国から来航する航空機･船舶が､在日米軍施設･

区域から我が国に入国する場合､在日米軍に対し､感染拡大防止のため必要に応じ

て､在日米軍施設 ･区域内で適切な検疫措置が講じられるよう要請する｡

(6)検疫兼務に関連する者の安全確保

○ 検疫所等においでは､検疫業務に関連する者の安全確保のため,次に掲げる対応

をとる｡

･ 感染防止策､発症時の対応､家族に感染させないための方集､公務災害の取

扱等について､説明を行う｡

･ 個人防護具 (マスク等の個人を感染から守るための防護具)の装着方法につ

いて､あらかじめ指導しておく｡

･ 検疫菓掛 こ従事した後の除染のための手洗いや消毒用エタノール等による手

指の消毒､うがいの励行について､周知徹底を回る｡

･ 検疫所職員が､不完全な感染防御で患者と接触するなど感染が疑われる場

合､抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を実施するとともに､感染症法

に基づく措置の対象になり得るため､最寄りの保健所に報告する｡

第3章 具体的な対応

1.稔h

(1)対象者ごとの対応

1)有症者への対応

○ 有症者について､疫学的情報等を勘案し､新型インフルエンザI=感染している可

能性がある場合には.検体の採取を行い､原則として検疫所にてPCR検査を実施

するとともに､法第15条の規定に基づく隔離措置を行うo

O 検体の採取後､当該者を委託医療機関へ搬送する｡pCR検査の結果が陽性の場

合には､検体を国立感染症研究所へ送付し､確定検査を依頼する｡
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O -回目のPCR検査の結果が陰性であった場合であっても､臨床症状や疫学的情

報等から感染が強く疑われる場合は､一回目のPCRの検査は極めて初期の段階の

検査でもあることを踏まえ.当該者に対する隔離を継続し､およそ半日程度経過後

に.原則として地方衛生研究所においてPCRの再検査を実施し､その結果を踏ま

え､判断するものとする｡

○ 上記の対応によって､当該者について､新型インフルエンザウイルスを保有して

いないことが確認されたときは､原則として隔離措置を解除するものとするが､期

間内は法第18粂第4項及び感染症法第15条の3の規定に基づく健康監視を実施す

る｡

2)汲JT接触者への対応

o 濃匡接触者については､法第 16条の規定に基づく停留措置を行う｡なお､搬送

の準備等に時間を要する場合は､準備が整うまでの間､空港 .港湾施設内又は船舶

内等､適切な場所にて待機させる｡患者が隔離された場合には､停留施設等におい

て期間内の停留を行う｡

○ 濃厚捷触者が､健康状態に異状を生じた場合には､当該者に対し､PCR検査を

実施し､必要に応じ､法第 15条の隔離措置の対象とし､委託医療機関への搬送を

実施する｡

○ 患者について､PCR検査等の結果､隔離措置が解除されたときは､その濃厚

接触者の停留措置の解除を行い､法第 18条第4項及び感染症法第 15条の3の規定

に基づく健康監視を実施する｡

3)同乗者及び発生国からの入EZl者への対応

○ 同乗者及び発生国からの入国者については､マスクを配付するとともに､法篭

18粂第4項及び感染症法第 15条の3の規定に基づく健康監視の対象者とする｡

○ ただし､直行便のある主筆都市で新型インフルエンザが発生し､緊迫した状況に

ある等､当該主要都市又は発生国からの入国者全てが感染しているおそれがあると
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判断される場合には､当該入国者は､全て法第 16条の規定に基づく停留措置の対

象となる｡

4)第三国を鮭由して入EELようとする発生EE在住 .滞在者-の対応

○ 第三国を経由して入国しようとする発生国在住 ･滞在者については､r水際対策

に関するガイドライン｣に基づき対策を講ずる｡

5)密入国者に対する対応

○ 密入国者に対する検疫を実施するに当たっては､海上保安部署や都道府県警察等

の協力を得て､検疫職員の安全を確保した上で実施する｡新型インフルエンザに感

染している可能性がある者が確認された場合には､隔離､停留等､必要な措置を講

ずる｡

なお､国内において密入国者が発見された場合には､関係機関が連携して対応す

る｡

(2)その他

l)動線の分離等

○ 発生国を発航してから潜伏期間内に来航する航空機･船舶については､原則とし

て､機内又は船内検疫とする｡また､感染防止の観点から､発生国からの入国者と

非発生国･地域からの入国者の動線の分離について､発生国からの航空機のための

専用到着口を設定する等の対応を検討しておく｡

2)使用する消青葉及び使用方法等について

○ 消毒に用いる薬品及び環境整備等に係る事項については､別途､厚生労働省が定

める｡



2.航空杜の検疫について

(l)発生国から来航する航空梯からの検疫前の通報によLJ有症者がいることが把握

できた稚合の対応

1)到着前の対応について

ア 検疫所長は､航空機の到着前に.確乾された有症者が新型インフルエンザに感

染しているかどうかを判断するためのより詳細な情報について､航空会社を通じ

航空嬢の長に再度確認する.

イ その結果､新型インフルエンザの症例定義に合致する者が搭乗していることが

把握できた場合には､検疫所長は､航空会社を通じ､機内における感染防止策の

実施状況を把握するよう努める｡

り 地内検疫の実施方法については､航空会社等の関係者と協諌するものとする.

エ 検疫所長は､航空機の到着前に､検疫の実施について､入国管理局､税関､航

空局等の関係機関に対し､情報提供を行う｡

2)到斉前の指示事項

○ 検疫所長は､航空会社を通じて､航空機の長に､次に掲げる事項を指示する｡

ア 右症者には可能な限りマスクを着用させる等､ウイルスの飛散防止策を講ずる

こと

イ 有症者への対応を行う乗務員は､できるだけ少人数の専属とし､感染防止策を

実施すること

り 有癌者と他の乗客との開府を可能な限LJ空けること｡基本的には､有症者対応

乗務員により､当該有症者にマスクを着用させる等のウイルスの飛散防止策を講

じた上で､最後方座席等､他の乗客と可能な限り十分な距離が取れる場所に移動

させること

工 有症者と他の乗客との距離がとれない場合には.当該有症者周囲の乗客に対し

てマスク着用等の感染防止策を実施すること

オ 化粗室については､有症者に最も近い場所を当該有症者の専用とし､他の乗客

の使用を禁止すること

･.-1ニト

3)検疫の実施

○ 機内検疫の場合の実施手順は､次に掲げるとおりであるQなお､やむを得ず機内

検疫に替わる方法で行う場合においても､これに準じて実施すること｡

ア 検疫官は機内に赴き､有症者が他の乗客と離れているかどうか､周囲の乗客が

適切r=マスクを着用しているかどうかを確認する｡また､法第 12条及び第 18条

の規定に基づき､乗客､乗務員に質問票及び調査薬を配付し､記入を求める (汰

某23条の2により､事前に到着前に機内で配付されている場合は､その確認を

行う｡)

イ 検疫官 (医師)は､機内で､有症者に対し質問票を基r=診察を行う｡診察の結

果､臨床症状や疫学的情報等から､有症者が患者であると診断した場合には､そ

の旨を検疫所長に連絡し､検疫所長は､法第 15条の規定に基づき､患者の隔離

措置の決定を行う｡

り 検疫官は､患者を速やかと他の乗客と分離し､検体を採取する｡なお､搬送準

備等が整うまでの間は､各検疫所の状況r=応じて､患者を適切な場所に待機させ

る.

エ 濃厚接触者についても､原則機内にて､質問票及びサーモグラフィー等により

健康状態を確認し､健康状態に異状がなければ､マスクを配付するとともに､法

第16条の規定に基づき､停腎施設等において期間内の停留を行ラ.

オ 同乗者については､機内にて､質問票及びサーモグラフィー等により健康状態

を確認し､異状が確詮された場合には検疫官 (医師)による診察等を実施する｡

健康状態に異状がなければ.マスクを配付するとともに､法第18条第4項及び感

染症法第15条の3の規定に基づく健康監視を実施する｡

力 当該検疫所は､実施した措置について､厚生労働省に報告する｡

4)患者等に係る措置

ア 搬送前の基本事項

･ 隔世捨置を行うに当たっては､検疫官 (医師)から本人にその旨を伝えた上

で､搬送を行う｡

･ 検疫所長は､患者を搬送する委託医療機関に対して､到着時に適切な院内感

染対策が行われるように､当該患者の情報､予想到着時間等を事前に連繊する｡

･ 検疫所長は､入国管理局､税関等の関係機関並びに空港及び医療機関の所在
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する地域の保健所に対し､患者を搬送する旨を事前に連絡する.

･ 搬送経路は､安全で確実に通行できる経路が望ましい｡

･ 搬送に当たっては､患者に接触する検疫官等は､必要な感染防止策を講ずる｡

イ 濃厚接触者等の搬送

･ 濃厚接触者等を停留とした場合については､原則として､バス等の搬送車で

停留施設に搬送することとする｡なお､検疫所は､搬送について､都道府県等

の協力が得られるよう､事前に協議しておくこととする｡

･ 搬送時J=は､濃厚接触者等l=ついてもマスクの着用を要請するとともに､検

疫官等の搬送担当者についても､必要な感染防止策を講ずる｡

(2)発生国から来航する航空機からの検疫前の通報により有症者がいないとの報告

があった場合の対応｡

1)暮面による報告

○ 検疫官は､航空也の長に対し､法第 11条第2項の規定に基づく書類の提出及び

呈示を求め､機内に有症者がいないことを書面(明告壬等)で確認する｡

2)苦闘井及び体温測定

○ 検疫官は､原則､法第 12条の規定に基づき､乗客､乗務員に対し､質問票を配

付し､機内での記入を求め､健康状態や入園前に新型インフルエンザに感染してい

る可能性について確詑するとともに､サーモグラフィーや放射体温計等により体温

測定を実施し､有症肴の発見に努める｡

○ また､マスクを配付するとともに､法案18条第4項及び感染症法第 15条の3の

規定に基づき､健康宝視にて対応するものとする｡

3)有症看等への対応

○ 質問票等から､有症者が確認できた場合には､直ち(=検疫官 (医師)による診察

を行う｡この結果､当鼓検疫官が患者と診断した場合には､本章の2-(1)-3)

以降に従って措置を行う｡
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(3)第三国を経由して入四しようとする発生四在住 .滞在者への対応

○ 法第23条の2の規定に基づき､航空会社や入国管理局､税関等の関係機関の協

力を得て､できる限り第三国を経由して入国しようとする発生国在住 ･滞在者を

把握し､健康状態を確認する｡

1)Jl閏兼の配付

○ 法貨12条の規定に基づき､航空会社に対し質問票を機内アナウンスとともに乗

客に配付し､発生国に滞在していたことがある場合にはその旨を記載する等により､

検疫に申告するよう､乗客に周知する｡

2)出Bl証印の確認

○ 機内等でのアナウンスや看掛こより､検疫終了後に入国管理局及び税関において

旅券の出国証印を確認すること､旅券の最終出国証印が押されているページを開い

て入国審査r=臨むことを乗客に周知する.入国審査では､邦人及び外国人の全ての

旅券について､一定程度以降の日付の発生国の出国証印をチェックし､これがあっ

た場合､速やかに検疫に通報する｡

3)出国エリア (兼L)継ぎ)の乗客の確fR

o 検疫所長は､法第23集の2の規定に基づき､航空会社に対して､出国エリア (乗

り継ぎ)の乗客に対し発生国の経由又は当該国における滞在についての申告を呼び

かけるよう､要請する｡また､地上勤務職員等の協力を得て､患者の把握に努める

こととし､有症者が治療等のため入国を希望する場合には､通常検疫により発見さ

れた場合と同様､本章の21 (1)-3)以降の手続に従い取LJ扱うo

a.船舶の検疫について

(l)発生国から潜伏期間内に来航する船舶からの検疫前の通報により有症者がいる

ことが把握できた租合の対応

1)到着前の対応について

ア 検疫所長は､船舶の到着前に､その有症者が､新AIインフルエンザに感染して
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いるかどうかを判断するためのより詳細な情報について､船舶の長に船舶代理店

を通じ､再度確認をする｡

イ その結果､新型インフルエンザの症例定矧 二台致する者が乗船していることが

把握できた場合には､法第 14条第2項の規定に基づき､検疫港 (ただし､客船

においては､検疫集約港に限る｡)において臨船検疫又は着岸検疫tを実施する｡

り 検疫所長は､船舶代理店を通じ当該船舶に対し､法第8条3項の規定により､

臨船検疫又は着岸検疫を実施する旨を指示するとともに､船舶内における､感染

防止策の実施状況を把捉するよう努める.

工 着岸検疫は､当E]の天候等の理由や患者の搬送が難しい場合に実施することと

し､事前に港湾管理者､海上保安部署等と協議し､対応する埠頭､場所等を決定

しておくOまた､入国管理局､税関等の関係機関に対し､情報提供を行うO

2)到着前の指示事項

○ 検疫所長は､船舶代理店を通じて､船舶の長に､臨船検疫又は着岸検疫を実施す

る旨を連絡するとともに､次に掲げる事項を指示する｡

ア 有症者は､個室に隔離すること｡なお､個室がない場合には､可能な限りマス

クを着用させる等､ウイルスの飛散防止策を講ずること

イ 有症者への対応を行う乗組員は､できるだけ少人数の専属とし､感染防止策を

実施すること

り 有症者について､朝夕の体温と症状､使用した薬剤の記録及び報告を行うこと

エ 有症者の使用する化粧室を7R定し､適宜消毒を実施すること｡

オ 船舶代理店を通じて,FAX又は電子メールにより送付した質問票r=､検疫前

に乗客､乗組員が記入すること

力 有症者以外の者に対しては､手洗い･うがいを励行するとともに.必要に応じ

マスクを着用するよう指導すること

3)関係機関事への什報提供等

ア 検疫官は､海上保安部署等､入国を目的としているが､沖合を航行し検疫を受

1 度船検疫及び着岸検疫

臨船検疫とは､入港しようとする船舶を検疫区域に停泊させ､換感官が直接船舶に乗り込み填まを行うこと

で.悪天候や危険物の横位等の理由r=より.検疫区域で換疫を実施することが困難なti合.検疫所長の指示に

i:り接岸した船舶に乗り込み検疫を行うことを5FJt検疫という｡
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けていない船舶に乗船する関係機関に対して､新型インフルエンザの発生地域､

流行状況､感染経路､症状､感染防止策等の詳細な情報について随時提供を行うO

イ 検疫官は､水先人2に対し､原則､別添のとおりの指示を行う｡

4)検疫の実施

○ 臨船検疫及び着岸検疫の場合の実施の手順は､次に掲げるとおりである｡

ア 検疫官は､海上保安部署､港湾管理者等に対して､患者が乗船している可能性

があるため､臨船検疫又は着岸検疫を実施する旨連絡する｡さらに､有症者の重

篤度r=応じて必要な資器材を準備する｡

イ 検疫官は､船舶の長及び衛生管理者等から状況説明を受けるとともに､乗客､

乗組員r=調査票を配付し､記入させる.

り 検疫官 (医師)は､当該船舶の個室において､有症者に対し質問票を基に診察

を行う｡診察の結果､臨床症状や疫学的情報等から､有症者が患者であると診断

した場合には､その旨を検疫所長に連絡し､検疫所長は､法第 15条の規定に基

づき､患者の隔離措置の決定を行い､検疫官に対して､検体の採取､医療機関へ

の搬送準備を指示する｡

エ 濃厚接触者についても､原則船内にて､質問票及びサーモグラフィー等により

健康状態を確認し､健康状態に異状がなければ､マスクを配付するとともに､法

第16条の規定に基づき､停留施設等において期間内の停留を行うO

オ 同乗者については､船内にて､質問票及びサーモグラフィー等により健康状態

を確認し､異状が確認された場合には検疫官 (医師)による診察等を実施する｡

健康状態に異状がなければ､マスクを配付するとともに､法第 18条第4項及び

感染症法第 15条の3の規定に基づく健康監視を実施する｡

力 当該検疫所は､実施した措置について､厚生労働省r=報告するとともに､海上

保安部署､港湾管理者等､関係各機関へ情報提供する｡

5)患者等l=係る措置

ア 搬送前の基本的事項

2水先人

多政の船舶が行き交う港や水域等.交通のH所において.それらの環境r=頼通することが田撫な外航船の船

長を祐勤し.船舶を安全かつ効率的に叫く専門家のこと｡

-38-



･ 隔離措置を行うに当たっては､検疫官 (医師)から本人にその旨を伝えた上

で､搬送を行う｡

･ 検疫所長は､患者を搬送する委託医療機関に対して､到着時に適切な院内感

染対策が行われるように､当該患者の情報.予想到着時間等を必ず事前に連絡

する｡

･ 検疫所長は､入国管理局､税関等の関係機関並びに港及び医療機関の所在す

る地域の保健所に対し､患者を搬送する旨を事前に連絡する｡

･ 搬送経路は､安全で確実に通行できる経路が望ましい｡

･ 搬送に当たって､患者に接触する検疫官等は､必要な感染防止策を講ずる｡

イ 濃厚捷触者等の搬送

･ 濃厚接触者等を停留とした場合については､原則として､搬送車で停留施設

に搬送することとする｡なお､検疫所は､搬送について､都道府県等の協力が

得られるよう､事前に協議 しておくこととする｡

･ 搬送時には､濃厚接触者等についてもマスクの着用を要請するとともに､

検疫官等の搬送担当者についても､必要な感染防止策を講ずる｡

り 沖合にある船舶からの搬送

･ 検疫所長は､流船検疫中又は沖合で停留中の船舶から患者等を搬送する必要

がある場合には､搬送時の安全を確保するため､当惑船舶を着岸させた後に患

者等を搬送することとする｡

･ ただし､着岸できない場合又は患者等が重篤であるため着岸させる暇がない

場合は､海上保安部署等r=対して患者等の搬送を要請する｡

･ 海上保安部署等に対して患者等の搬送を要請した場合には､搬送に従事する

者に対し､感染防止策､搬送後の消毒､職員の健康管理等について助言を行う

とともに､必宴に応じ､資器材等の提供を行う｡

6)その他

○ 検疫所長は.健康宝視を実施した際に､期間内の我が国での寄港地リス トの提出

を求め､乗客､乗組員の健康状態に異状が見られた場合は､検疫を実施 した検疫所

に速やかに報告するよう指示する｡報告を受けた検疲所は､その時点で寄港してい

る港の最寄りの検疫所及び所在地を管轄する都道府県等に速やかに通知するとと

もに､厚生労働省に報告する｡

･391

(2)発生四から潜伏期rFll内に来航する船舶からの検疫前の通報により有点者がいな

いとの報告があった和合の対応

1)到着前の対応について

ア 客船については､検疫集約港において､臨船検疫又は着岸検疫を実施する｡

イ 貨物船については､新型インフルエンザウイルスの侵入防止に万全を期すため

に､検疫所長は､新型インフルエンザに感染しているかどうか判断するためのよ

り詳細な情報について､船舶の長に船舶代理店を通じ､再度確認をする｡その結

果､新型インフルエンザの症例定義に合致する者がいないことが杷撞できた場合

には､法篤14条第2項の規定に基づき､検疫港への入港に限り無線検疫により

対応することとする｡

り 潜伏期間内における乗組員の上陸及び当該船舶への乗組員以外の者の不必要

な乗船については､自粛させるよう要請する｡

2)賞間■及び体温淵定等

○ 検疫官は､客船の場合､原則､法第 12条の規定に基づき､乗客､乗組員に対し､

質問票を配付し､船内での記入を求め､健康状態や入園前の新型インフルエンザに

感染している可能性について確認するとともに､サーモグラフィーや放射体温計等

により体温測定を実施し､有症者の発見に努める｡

○ また､マスクを配付するとともに､法第 相集第4項及び感染症法第 15条の3の

規定に基づき､健康監視にて対応するものとする｡

3)有症者等への対応

○ 質問票等から､有症者が確認できた場合には､直ちに検疫官 (医師)r=よる診察

を行う.この結果､当該検疫官が患者と診断した場合には､本章の31 (1)14)

以降に従って措置を行う｡

4)その他

○ 検疫所長は､健康監視を実施した際に､期間内の我が国での寄港地リス トの提出
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を求め､乗客､乗組員の健康状態r=異状が見られた場合は､検疫を実施した検疫所

に速やかに報告するよう指示する｡報告を受けた検疫所は､その時点で寄港してい

る港の最寄りの検疫所及び所在地を管轄する都道府県等に速やかに通知するとと

もに､厚生労働省に報告する｡

○ 検疫所長は､当該船舶に乗船し業務を行う者に対して､必要に応じ.代理店を通

じ､感染防止策について指導する｡

(3)発生国を発航し､潜伏期間を過ぎた後に来航する場合の対応

1)到着前の対応について

ア 客船については､検疫5掛こおいて臨船検疫又は着岸検疫を実施する｡

イ 貨物船については､新型インフJL,エンザの侵入防止に万全を期すためr=､検疫

所長は､新型インフルエンザに感染しているかどうかを判断するためのより詳細

な情報について､船舶の長に船舶代理店を通じ､再度確認する｡その結果､新型

インフルエンザの症例定義に合致する者がいないことが把握できた場合におい

ては､無線検疫により対応することとする｡

2)賞間黒及び健康管理カー ド

○ 客船については､乗客､乗組員に質問票を配付し船内での記入を求め､健康状態

や入国前の新型インフルエンザに慈染している可能性について確認するとともに､

サーモグラフィーや放射体温計等により体温測定を実施し､有症肴の発見に努める｡

また､マスク及び健康管理カー ドを配付し､健康上の注意点､発症後の対応等につ

いての助言を行う｡

(4)有症者がいた場合の貨物船の荷役について

○ 貨物船については､有痘者以外は全て濃厚接触者となりうるが､濃厚接触者が船

内で停留される場合､仮検疫済証の交付ができず､停留解除するまで荷役できな

い.ただし､貨物がライフラインに影響するものである場合､あるいは､公衆衛生上問題

のない荷役方法が提示された場合には､別途関係機関と荷役の方法について､協議す
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る｡

○ 検疫所長は､当該船舶r=乗船し業務を行う者に対して､必要に応じ､代理店を通

じ､感染防止策r=ついて指導すること｡



別添

水先人への椿示事項

(A)新型インフルエンザの発生国 ･地域 (以下 r発生国Jという｡)から潜伏期間内

に到着する船舶に乗船する水先人への指示事項

a)有症者がいた場合

水先人が当該船舶に乗船することが確認できた場合は､乗船時L=､新型イン

フルエンザに係る適切な感染防止策 (マスク等の着用)を指導するとともに､

ブリッジ (操舵室)以外に立ち寄らないなど､乗組員との接触を必要最小限に

とどめるよう指導するとともに､検疫縮了まで下船しないように指示する｡

検疫区域 (絹地)等において乗船した検疫官は､検疫を実施し､当該水先人

に対し､感染のおそれの程度を判断し､必要に応じ健康監視等の適切な措置を

講じる｡

通常は臨船検疫であるが､天候等の理由によって着岸検疫とする場合もある

ことから､水先人との連佑調整は慎重に行うこと｡

b)有症者がいない場合

有症者がいない場合においても､水先人に対し乗船に当たりマスク等の着用

を指導するとともに､ブリッジ以外に立ち寄らないなど､乗組員との接触を最

小限にとどめるよう指導する｡

検疫官は､あらかじめ下船時のマスク等の処理や消毒方法を指導しておく｡

検疫官の乗船前に下船する場合は､氏名.連絡先等を記載した下船届 く枚癌終

了前下船魔手)を本船r=置いておくよう指導すること｡

･X 水先人の乗船中のマスクの装着等について疑義がある場合や有症者がいな

いと通報があった後に有症者がいることが判明した場合は､有症者がいた場合

の措置に準ずる｡

(ら)その他の船舶に乗船する水先人への指示事項

発生国を発航し､潜伏期間を過ぎた後に来航する場合や発生国以外から来航

する場合においては.事後的に､追跡確認ができるよう必ず記録を残しておく

よう指導する｡

新型インフルエンザの発生時には､流行地域から潜伏期間を過ぎた後に来航

する船舶や流行地域以外から来航する船舶に乗船する場合でも､手袋､マスク

等の携帯を勧める｡

日頃より､下船後の手洗い･うがいの励行､手のアルコール消毒などを指導

しておく｡
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流行地域から潜伏期間中に来港する船舶について

有症者がいる場合

感染防止策等 ･乗船時マスク等を着用 ･乗船時マスク等を着用

･操舵室以外立ち入らない ･操舵室以外立ち入らない

検疫前の下船の可否 ･検疫終了まで下船不可 ･下船届けを提出し､検疫前に下船可
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第1章 はじめに

○ 新型インフルエンザが国内r=流入した段階では､医療提供体制を確保し健康被害を最小限

にとどめるとともに､社会･経済活動を概 に至らせないため､その流行のスピードを緩めるた

めの感染拡大防止対策を講ずることが重要である｡一方､国内発生早期には､ワクチンの供

給体制が整っICいない可能性がある｡

○ このため､木ガイドラインは､主に新型インフルエンザ対策行動計画における第二段階

から第三段階にかけての感染拡大防止対策を示したものである｡

第2葦 感染拡大防止対策の概要

○ 主要な感染拡大防止対策は､以下の3つに大別され､国及び都道府県並びに保健所を設

置する市及び特別区 (以下 ｢都道府県等｣という｡)は､本対策を講ずると同時に､サーベ

イランス情報､積極的疫学調査結果.対策実施状況等を関係機関から収集し､感染拡大防

止対策の評価を実施し､この結果を踏まえ､対策を継続すべきかどうか等を検討する｡

1)患者の入院又は自宅療集

○ 新型インフルエンザの患者に対する対策は､新たな感染経路を抱っこと (患者との新た

な接触者を最小限にすること)及び感染源を減らすこと (抗インフルエンザウイルス薬等

による適切な治療の提供)を目的として､確認された患者を､新たな接触者を増やさない

環境下 (入院又は自宅療養)で､抗インフルエンザウイルス薬等を用いて適切に治療する

こととする｡

○ 都道府県においては､速やかに患者を特定し､医療を提供する体制を準備しておくこと

や､必要量の抗インフルエンザウイルス薬を麻善し､医療機関等に配送できる体制を整備

しておくことが重要である｡

(r医療体制に関するガイドライン｣及び r抗インフルエンザウイルス薬r=関するガイドラ

イン｣ 芋粥)

2)患者との他 者に対する感染防止のための協力要旅等

○ 新型インフルエンザの患者からウイルスの曝露を受けた者は､無症状又は軽微な症状で

あっても､他人r=新型インフルエンザを感染させるおそれがあるため､地域内での感染拡

大を阻止することを目的として､都道府県等は､患者との接触者に対して､感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10年法律第 114号｡以下 ｢感染症法｣

-47-

という｡)第44条の3[=規定する感染を防止するための協力の要請 (低廉観察､外出自粛

の要請等)や抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施する｡

○ 都道府県等においては､本対策を実施するため､国と協力し､抗インフルエンザウイル

ス薬の予防投与や健康観察のための体制整備を行う｡

(｢抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン｣参照)

3)地峡対策及び桝 対策

○ 感染拡大防止のためには､社会的活動r=おける人と人との接触の機会を少なくすること

が必要である｡新型インフルエンザの患者が発生した地域においては､地域対策と職場対

策を実施する｡

(地域対策)

･ 地域対策の目的は､地域内感染を減少させることである｡都道府県は､国と連携し､

学校､保育施設等 (以下 ｢学校等｣という｡)の臨時休業､集会や催し物､コンサー ト､

映画上映､スポーツイベント等不特定多数の者が集まる活動の自粛に加えて､外出の

自粛や公共交通機関の利用自粛を呼びかける.

･ 学校等では､感染が拡がりやすく､また､ このような施設で感染が起こった場合､

地域における感染源となるおそれがあるOそのため.患者力旬転忍され､当該地域内r=

おいて感染が拡がる可触 く否定できない場合､速やかに学校等の臨時休業を実施す

ることが重要である｡

くr個人､家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドライン｣参照)

(職場対策)

･ 職場対策の目的は､職場内感染を防止し､重要業務を継続することである｡そのた

めに､企業等の職場に出勤しなければならない職員を減らす体制をとりながら､必要

とされる企業活動を可能な限り継続する方策をあらかじめ検討する｡

(｢事業者 ･鞍場における新型インフルエンザ対策ガイドライン｣参照)

○ 上記の対策を支えるためには､各世帯において､最低限の食料品 ･生活必需品等の備蓄

を行うことが必要である｡また､食料品 ･生活必需品等が通常の供給ルー トから入手でき

なくなる場合に備え､各市区町村において､これらの備蓄や配付の方法について､住民支

援の一環として検討しておくことが必要である｡
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第3章 各牌 における対策

1.第二雌 における患染拡大防止対米

1)患者の入院

○ この段階では患者数も少なく､新型インフルエンザの患者の感染経路が明らかな時期で

あるため､全ての新型インフルエンザの患者は感染症法第19条の規定に基づく入院措置の

対象となる｡患者は感染症指定医療機関等において､治療に従事する医療関係者以外の者

と接触しないような環境下で､適切な治療を受ける｡

2)患者との持触者に対する感染防止のための協力妻帯等

○ 都道府県等は､患者に対し､感染症法第15条に規定する積極的疫学調査を実施すること

により.患者の同居者､患者との濃厚接触者､患者が通う学校や織場等の施設を特定するD

O 都道府県等は､患者の同居者又は患者との濃厚接触者に対し､感染症法第44条の8の規

定に基づき､感染を防止するための協力を要請する｡同時に､発症を予防するために､抗

インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う｡

○ 都道府県等は､患者と同じ学校や職場等の施設に通う者に対して､それらの施設内で集

団感染が生じるおそれがあることから､患者の行動範囲等を考慮した上で対象者を特定し､

感染症法第 44条の3の規定に基づく感染防止のための協力要請及び抗インフルエンザウ

イルス薬の予防投与を行う｡

3)地域対策及び桝 対策

○ 患者が確認された都道府県は､地域における学枚等の臨時休業､集会や催し物､コンサ

ート､映画上映､スポーツイベント等不特定多数の者が集まる活動の自粛､外出の自粛や

公共交通機関の利用自粛を､適宜呼びかける｡

患者が確認されていない都道府県においても､近隣の都道府県で患者が舵 された場合

は､住民の生活圏や通勤､通学の状況等も踏まえて､これらの対策の実施について検計す

る｡

(学校等)

･ 都道府県は､管内で新型インフルエンザが発生して､感染症法第15条の規定に基づ

く積極的疫学調査を実施した結果､必要があると認めた場合､学校等の設置者に対し､

臨時休業を要請する｡
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･学校等の設置者は､都道府県の要請を踏まえ､臨時休業の開始と終了を判断し､実

行する.学校等の臨時休業が実施された場合､都道府県教育委員会等は､速やかに

文部科学省等へ報告し､同省等から全国の都道府県教育委員会等に周知する.

･臨時休業の開始時期及び終了時期の基本的考え方は､次に掲げるとおりであるが､
地域の実情に応じて､判断されるものとする｡

【開始時期]

原則として､都道府県において第1例日の患者力喝盈された時点とする(ただし､

管内での感染拡大が否定される場合を除く｡)｡なお､都道府県は､生活圏や通勤､

通学の状況等を勘案して､市区町村単位で臨時休業の開始時期の要請の判断を行う

こともあり得る｡

また､患者が他 されていなし噸l道府県T=おいても､近隣の都道府県において学

校等の臨時休業が実施された場合は､生活圏や通勤､通学の状況等を踏まえ､学校

等の臨琳 案について検討し､必要であれば要請する｡

学校等の設置者は､都道府県の要請を踏まえ､臨時休業の開始について判断し､

実行する｡

t終了時期]

都道府県は､原則として.積極的疫学調査の結果等をもとに､回復期になった時

点から概ね7日ごとに厚生労働省等と協績して､臨時休業の解除時期を検討し､必

要であれば要請する｡

学校等の設置者は､都道府県の要請を踏まえ､臨時休業の終了について判断し､

実行する｡

(公共交通機関)

･ 公共交通機関の運行方針については､国土交通省において混牡鹿を指標としたシミ

ュL,r ションによる研究と感染防止策を検討するB

O 朋 対策としては.あらかじめ検討された方策に基づき､企業等の職場に出勤しなけれ

ばならない職員を減らす体制をとりながら､必要とされる企業活動を可能な限り継続す

る｡

(｢事業者･職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン｣参照)

(地域封じ込め)

○ なお､我が国の地理的な条件や人口密度などを考慮した場合､厳格な人の移動制限を伴

うような地域封じ込めを行うことは困難であると考えられるが､一定の条件を満たした場

合､国及び都道府県は､地域封じ込め対策を検討する｡(別添 r新型インフルエンザの地域

封じ込めについて｣を参照)
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2.第三膳 における感染拡大防止対策

○ 第三段階の感染拡大期は､第二段階と同様の対策を継続する｡

1) 患者の入院又は自宅淋

○ 第三段階のまん延期(新型インフルエンザの患者に対する感染症法第19条の規定に基づ

く入院措置による感染拡大Rkdihb黒が低下した段階)以降､都道府県は病床の利用状況等

を勘案し､適時入院措置の解除を行い､軽症者については自宅での療養を勧め､重症者に

ついては､入院にて適切な治療を提供する｡また､都道府県等は､自宅で療養する軽症者

に対して､感染症法第44魚の3の規定等に基づき､感染を防止するための協力く外出自粛

等)を要請する｡

2)患者との接触者に対する感染防止のための協力要輔等

○ 第三段階のまん延期以降､増加する患者r=対して､確実に抗インフルエンザウイルス薬

を授与する必要があることから､この薬の使用については､治療用が優先されるべきであ

る｡

都道府県等においては､まん延期に入ってからは､患者の同居者を除く濃厚接触者に対

する予防投与及び患者と同じ学校や職場等の施設に通う者に対する予防投与は見合わせる｡

○ 都道府県等は､患者の同居者又は患者との濃厚接触者に対し､感染症法第44条の8の規

定等に基づき､感染を防止するための協力 (外出自粛等)を要請する｡

○ まん延期以降における患者の同居者の感染予防を目的とした抗インフルエンザウイルス

薬の予防投与については.それまでに実施された予防投与の効果を評価した上で､継続す

るかどうかを国が決定する｡

3)地域対姓及び榊 対策

○ 地域及び職場の対策については､第二段階に引き続き実施する｡
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(別添)

新型インフルエンザの地嘆封じ込めについて

1 地域封じ込めの日的
(》 地域封じ込めの目的は､新型インフルエンザの発生初期における早期対応により､感染

拡大を可能な限り防止することにある｡

② 人口密度が低く､交通量の少ない地域､離島･山間地域など自然障壁等により交通遮断

が比較的容易な地域で新型インフルエンザが発生し､2に示す要件を満たす場合には､抗

インフルエンザウイルス薬の予防投与に加え.現実的に実行可能な地域封じ込め対策を講

じることとする｡

③ 地域封じ込めを実施する期間については､新型インフルエンザの潜伏期間が最大で 10

日間程度と想定されていること等を考慮すると､20日間程度必要である｡

(注)地域封じ込めを実施する期間については､潜伏期間に関する新たな科学的知見等

が得られた段階で､必要に応じ見直すこととする｡

2 地境封じ込めの実施のための要件
国内で新型インフJL,エンザが発生した場合､地域封じ込めを実施するかどうかについては､

次に掲げる要件を考慮し､検討することとする｡

･ 最初の新型インフルエンザの患者の発生から､遅くとも21日以内に地域封じ込めを

開始し､地域内に抗インフルエンザウイルス薬の地域内一斉予防投与を行う必要があ

ることOただし､新型インフエンザウイルスの感染力が強い場合､地域封じ込めを実

施ナるまでの時間的猶予は短い｡

･ 複数の症例間の疫学的関連が確認できる段階であること､また､症例数が少なく､

それぞれの症例において感染性があると考えられる期間に接触した者が少数であり､

限定できること｡

･ 地域外からの新たな感染者の流入を防ぐことができること｡

･ 人の移動状況や抗インフルエンザウイルス薬の地域内一斉予防投与の服薬率､地域

内外の発生状況等の監視を徹底することができること｡

3 地峡封じ込めの実施のための手f
① 新型インフルエンザが発生した場合､厚生労働省は､国立感染症研究所職員を当該地域

に派遣し､都道府県等r=対する技術的支援を行うo

② 都道府県等は､新型インフルエンザの発生確認後の第一期対応 (第二段階に実施する抗
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インフルエンザウイルス薬の予防投与等)の後､国立感染症研究所の支援を受け､速やか

に初期評価を行うために必要な情報収集を完7し､地域封じ込めの可能性について厚生労

働省に連絡する｡

③ 厚生労働省は､直ちl=内閣官房や地域封じ込めに関係する省庁に連絡するとともr=､出

現した新型インフルエンザウイルスに係る情報や他の地域の状況等について把握する｡

併せて､感染拡大防止のため､当該地域を運行する公共交通機関r=運行自粛の要請が必

要であると考えられる場合.その内容､対象となる公共交通機関の範囲等について国土交

通省と協議を行う｡運航自粛の要請が行われる可触 (ある場合には､国土交通省は､当

該公共交通機関の事業者に対し､その旨を伝達する｡

④ 内閣官房は､速やかに新型インフルエンザ対策本部の諮問委員会を招集し､厚生労働省

の協力を得て､地域封じ込めの実施可能性について意見を聞く｡

⑤ 諮問委員会は､地域封じ込めの可能性を評価するとともに､当該地域の住民の人権等に

配慮しつつ､どのような措置を講ずることが適当か検討を行う (抗インフルエンザウイル

ス薬の地域内一斉予防投与､人の移動制限､住民支援等)｡

⑥ 新型インフルエンザ対策本部は､検討結果について諮問委員会から説明を受けるととも

に､厚生労働省から医療提供体制､薬剤やスタッフの準備状況等について報告を受けて検

討を行い､方針を決定する (当該地域での1例日の発生から概ね3El以内)｡

4 地叫封じ込めの撫

① 地域封じ込めのための手段としては､実行可能性等にかんがみ､強制的な措置ではなく､

住民等への要請･説得r=よLJ行うこととし､次に掲げる措置を講ずることを検討する｡

･ 住民全体に対する外出自粛の要請と生活の支援

･ 地域内外の移動の自粛の要請

･ 地域外r=出ようとする者に対する積極的疫学調査

(診 厚生労働省は､当該地域で新型インフルエンザが発生したこと､まん延防止のために当

該地域内では外出や集会を控えるべきであること､当該地域に入ることを控えるべきであ

ること等の情報を公表し､人の交流､移動の自粛を呼びかける｡

③ 都道府県等は､感染したと疑うr=足りる正当な理由のある者に対し､感染症法第44条の

3の規定に基づく健康状態の報告及び外出自粛の要請を行うが､感染源と考えられる者の

行動範囲によっては.当該地域住民全員に同様の要請を行う｡

その場合､地域外に出ようとする者に対しては､感染症法第15条に基づき地域内で感染

したおそれが生じた日以降の当該者の行動を調査し､感染したと疑うに足りる正当な理由
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があるか否かを判定する｡感染したと疑うに足りる正当な理由があると認められる場合､

感染症法第44条の3第2項の規定に基づき､その場で外出を自粛し､自宅に留まるよう強

く要請･説得する｡

④ 都道府県等は､外出自粛に応ずる者に対し､抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を

行うものとし.保健所職員による毎日の服薬状況の確認などにより､外出自粛r=応ずる者

の割合を高める｡また､感染症法第44条の3第4項の規定に基づき､外出自粛r=応ずる者

の生活維矧こ必要な支援を行い､住民が外出自粛に応じやすくする｡

(9 都道府県等は､新型インフルエンザ対流本部の決定に基づき､事業者に対し不要不急の

業務を縮小するよう要請を行うとともに､交通事業者に対し地域内での運行自粛を要請す

る｡他方.地域封じ込め期間中､住民の生活維持に必要な支援を行う｡

5 地域封じ込めにおけるBB焦者の役aI

地域封じ込めr=ついては､都道府県等が当該地域を含む市町村その他の関係者の協力を得

て実施することが必要と考えられ､国はこれr=対する支援を行うものとする｡

① 都道府県等

･ 都道府県等は､厚生労働省が当該都道府県等まで輸送した地域封じ込めに必要な抗

インフルエンザウイルス薬を､当該地域を管轄する保健所まで輸送する｡

･ 個別訪問による抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の実施､服薬状況や健康状

態の把握を行う｡

･ 地域内外を結ぶ道路における通行人や車両に対する説明､感染症法第15条の規定に

基づく積極的疫学調査､第44条の3第2項の規定に基づく外出自粛の要請､自宅への

搬送､地域封じ込め実施地域である旨の立て看板の設置等を行う｡

･ 学枚等の休業､集会.興行の自粛､公共施設の閉鎖､公共交通機関の運行自粛等に

ついて､地域全体として対策に取り組む必要があることを説明しつつ､関係者に協力

を要請する｡事業者については､最低限の生活維持のために不可欠な公共サービス等

を除き､可能な限り休業するよう要請する｡

また､公共交通機関の運行自粛の要矧こ当たっては､混乱が生じないよう.地域内

外の住民や利用者に周知徹底し､理解を求める｡

･ 都道府県等は､感染症法第44条の3の規定に基づき､住民に対し外出自粛の要請を

行うとともに､都道府県等の職員に個 の々世帯を訪問させ､食料品･生活必需品等の

支給を行う｡世帯数の多さなどのため､訪問が国難である場合.一般住民に対しては､

地域内の集積拠点までの食料品･生活必需品等を輸送し､集積拠点に集まった者に配

分する｡なお､集積拠点への外出は､外出自粛の要請の例外となる｡集積拠点までは､

都道府県等の職員が自ら輸送するか､又は自衛隊に輸送を要請する｡

･ 支援を必要とする高齢者､障害者等のいる世帯､病院･入所施設等に対してlま､集
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穣拠点での配分は匝難であることから､市町村の協力を得て､感染症法第44条の3第

3項の規定に基づき､個々の世帯･施設を訪問し､食料品･生活必需品等を支給する｡

･ 救援物資については､都道府県等t出也域外等の民間事業者に拠出要請を行うほか､

都道府県等力し一般災専用r=備蓄しているものを活用するとともに､不足する場合､都

道府県等から新型インフルエンザ対集本部への軍書ii)くあれば､その決定により､関係

省庁備蓄分 (有償)の放出等によって支援する｡

･ プロパンガスについては､その取り扱いに資格が必要であり､販売事業者による個々

の世帯への配送が必要となっている｡このため.都道府県等は､販売事業者r=最低限

の営業の継続を要請する｡

･ 都道府県等は､あらかじめ封じ込め地域及びその周辺地域の医療体制について､地

域内で多数の新型インフルエンザの患者が発生した場合の対応を確認するとともに､

地域内の医療資源 (医療従事者､医薬品等)が不足した場合の対応や新型インフルエ

ンザ以外の疾患による重症患者が発生した場合の対応(地域外の医療後閑への搬送等)

r=ついて､国や近隣の都道府県等､市町村消防税関等と必要な調整を行う｡

(塾 市町村

市町村においても､都道府県等に協力し､次に掲げる点に取り組むことが適切である｡

･都道府県等の要請があれば､個別訪問による抗インフルエンザウイルス薬の予防投

与を行う｡

･地域内での広幸郎舌動を行う (街圭車､ビラ配布､ポスター掲示､CATV等)｡

･ 学校等の臨時休業､集会･興行の自粛､公共施設の閉鎖､公共交通機関の運行自粛

等について､関係者に協力を要請する｡事業者については､住民の最低限の生活維持

のために不可欠な公共サーービス等を除き､可能な限り休業するよう要請する｡

また､公共交通機関の運行自粛要矧=当たっては､混乱が生じないよう.地域内外

の住民や利用者r=周知徹底し､理解を求める｡

市町村が一般災害用に備蓄している物資の放出を行う｡また､都道府県等に協力し､

個々の世帯を訪問し､食料品･生活必需品等の支給を行う｡住民数の多きなどのため､

訪問が田難である場合､一般住民に対しては､地域内の集積拠点までの食料品.生活

必需品等を輸送し､集積拠点に集まった者に配分するc

Qn 甘辛

･ 都道府県警察は､地域内の治安維持を図るとともに､都道府県等又は市町村からの

支援要請がある場合のほか､必要があると認められる場合には､都道府県等又は市町

村の職員が道路上で住民に説明･説得する際の湿舌U防止や交通整理､抗インフルエン

ザウイルス薬や救援物資の配付に当たっての警備など所要の措置を講ずるb

④ 消防

･ 医療磯節等と連携の上､救急患者を医療機関に搬送する.新型インフルエンザの患
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者搬送については､感染症法上､都道府県等が原則として行うこととされているが､

消防捷関は､保健所の対応能力等を勘案の上､事前の協矧こより､協力.連携体制を

確立する｡

⑤ 自衛隊･海上保安庁

･ 自衛隊は､関係省庁や都道府県からの協力要請があれば､協強の上､抗インフルエ

ンザウイルス薬や救援物資の輸送等を行う｡

･ 海上保安庁は､関係省庁や都道府県からの協力要請があれば､協議の上､離島等へ

の抗インフルエンザウイルス薬や救援物資の輸送等を行う｡

⑥ 民間事業者･公共サービス

･ 地域内の民間事業者は､都道府県や市区町村の要請を受け､可能な限り休業する｡

･ 住民の最低限の生活維持のために不可欠な公共サービス (医療,電気､ガス､水道､

電話､廃棄物処理等)については､サービス提供を継続することが必要である｡

･ 地域内の国の出先機関の窓口については､新型インフルエンザ対策本部の決定を踏

まえ､各省庁の判断により､封じ込め期間中当該窓口が開かれなければ住民生活の維

持が困難になるような場合を除き､槻 する｡まん延防止の観点からは､都道府県や

市区町村の窓口についても､その判断により､同様の取り扱いとすることが望ましい

が､封じ込め期間中であっても必要となる各種行政手続きについては､総合的な相談

窓口を設ける等の工夫により､住民の要望に対応することが必要である｡

6 地域封じ込め耶騒音の感染防止策

① 感染予防の基本は､個人防音装具(マスク等の個人を感染から守るための防廷具)の着用､

感染曝露後の抗インフルエンザウイルス薬の予防投与である｡都道府県等は事前に感染防

護具の整備を行い､厚生労働省は抗インフルエンザウイルス粟の備蓄を行うとともに､関

係機関への配付方法等について検討を行う｡

② 都道府県等は､地域封じ込めに従事･協力する都道府県等や市町村の職員､警察職員､

救急媒員､住民の最低限の生活維持のために不可欠な公共サービスを提供するために地域

内で活動する者等r=対し､個人防護具を配付し適切に着用させることが適切である｡

また､都道府県等は､感染したと疑うに足りる正当な理由のある者に対し､抗インフル

エンザウイルス薬の予防投与等を行うことが適切である｡

(卦 プレパンデミックワクチンの事前接種による一定の効果が期待される場合には､地域封

じ込めに従事･協力する者に対し､本人の同意を得て､新型インフルエンザ発生前にあら

かじめ捧性しておくことを検討する｡その場合､対象者数､接種の実施時期､同意の取り

方､副反応に対する補償等についても検討を行う｡

･56･



医療体制に関するガイドライン
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第 1章 はじめに

〇 本ガイドラインは､新型インフルエンザ対策を推進する医療機関及び都道府県等

の関係機関が相互に連携して､感染拡大を可能な限り抑制し､感染者が速やかに必

要な医療を受けられる体制を整備することを目的として策定された｡

〇 本ガイドラインでは､新型インフルエンザ対策行動計画の発生段階に従い､国内

未発生の第一段階から流行の第一波が終息する第四段階までの各段階別に､医療機

関等における対応を定めている｡ただし､第三段階のうち感染拡大期は.該当する

都道府県においては入院措置が実施されている状況であり､医療体制の面から検討

して､第二段階と併せて対策を示している｡この第三段階の感染拡大期は､地域に

よっては極めて短期である可能性があることに注意すべきである｡各段階での対策

は､次の段階に移行して行くことも念頭に置きつつ､状況に応じた柔軟な対応を行

うことが必要である｡

○ なお､本ガイドラインにおいては､新型インフルエンザについて ｢患者｣､｢感染

している可能性のある者｣､｢感染していると疑うに足りる正当な理由｣尊の用語を

使用しているところであるが､新型インフルエンザが発生していない段階でこれら

の用語について正確な定義を設けることは匝難であるため､実際に新型インフルエ

ンザが発生した段階で､それぞれにつき詳細な基準を設け､診断方法等を示すこと

とするOまた､ある程度の症例経験を重ね.知見が積みあがった段階で.治療方法

~等を示すこととする｡

第2章 発生前からすすめるべき医療体制の整備

(1)医療機関における体制整併

1)発熱外来の準備

○ 都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区 (以下 ｢都道府県等Jという｡)

は､市区町村の協力を得て､地域医師会等と連携し､あらかじめ以下の目的に応じ

た発熱外来を設置する医療機関や公共施設等のリストを作成する｡新たに診療所と

して設置する場合､必要な手続を行う際､発熱外来は一時的なものであることから､

緊急事態発生時における手続上の対応を関係者間で事前に取り決め､事態発生時に

おける設置手続自体は簡易であることが望まれる｡
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○ 第二段階から第三段階の感染拡大期までの発熱外来の目的は､新型インフルエン

ザの患者とそれ以外の疾患の患者とを振り釧ナることで両者の接触を最小限にし､

感染拡大の防止を回るとともに､新型インフルエンザに係る診療を効率化し混乱を

最小限にすることである.したがって､この段階r=おける発熱外来については､こ

の段階において新型インフルエンザの患者の入院診療を行う医療枚関に併設する

ことが望まれる｡

○ 第三段階のまん延期以降における発熱外来の目的は､感染防止策を徹底した上､

新型インフルエンザの患者の外来集中に対応すること.=加え､軽症者と重症者の振

り分け (トリアージ)の適正化により入院治療の必要性を判断することである｡し

たがって､この段階における発熱外来については､希望する者が速やかに受診でき

るよう設置することが望まれる｡

○ 発熱外来は､適切な医療を提供するためには既存の医療機関に専用外来を設置す

る形態が望ましいが､地域の特性に応じて､柔軟に対応することとする｡設置に当

たっては､新型インフルエンザ以外の疾患の患者と接触しないよう入口等を分ける

など院内感染対策に十分に配慮する必要がある｡感染対策が困難な場合は､施設外

における発熱外来設営等を検討する｡なお､実際の運用を確認するため､事前に訓

練等を重ねておくことが望ましい｡

2)入院病床の確保

○ 新型インフルエンザ国内初発例を確認してから第三段階の感染拡大期までは､新

型インフルエンザの患者は病状の程度にかかわらず､感染症の予防及び感染症の患

者l=対する医療に関する法律 (平成10年法律第 114号｡以下 r法Jという.)兼1g

条の規定に基づく入院措置等の対象となるため､都道府県は新型インフルエンザの

患者の入院可能病床数を事前に把握しておく必要がある｡法に基づく新型インフル

エンザの患者の入院に係る医療を提供する医療機関は､次に掲げる医療機関とする｡

1 感染症指定医療機関1

2 結核病床を有する医療機関など新型インフルエンザ対策行動計画r=基

づき都道府県が病床の確保を要請した医療機関 (以下 ｢協力医療機関｣

という｡)

(以下1及び2を r感染症指定医療横間等｣という｡)

○ 第三段階のまん延期以降は､原則として､全ての医療機関において新型インフル

エンザの診療が行われる可能性があるOこのため､原則として全ての医療機関は､

1 番染症指定医療機関
本ガイドラインにおいては､法で規定された一類感染症.二筋患染症､新型インフルエンザ及び斬爵染症の患

者を入院させるための病床をもつ医療枚関であり.特定感染症指定医廉税関､第1捷感染症指定医療推閑及び第2
裡感染症指定医煉tk関を指す｡
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入院可能病床数を試算しておく必要があるD新型インフルエンザについては､飛沫

感染対策による院内感染対策を原則とするため､試算の際には､必ずしも感染症病

床や陰圧病床2等に限定せず､他の病床の利用を検討する｡ただし､この場合も､一

つの病棟を新型インフルエンザ専用にするなど院内感染に配慮した病室の利用を

検討する｡都道府県は､これらの試算をもとに､あらかじめ第三段階のまん延期以

降に重症者の入院のために使用可能な病床数を決定し､対策立案の基礎資料とする｡

3)新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関における体制鼓備

○ 都道府県は､新型インフルエンザ以外の疾患の患者に対する医療を破綻させない

ため､都道府県の判断により新型インフルエンザの診療を原則行わない医療也関等

(例えば透析病院､がん専門病院､産科病院等)を定めることができる｡

○ 新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関等においても､入院患者等か

ら新型インフルエンザが発生した場合の対応策を講じておく必要がある｡特に､透

析患者やがん患者など重症化するリスクの高いものについて､新型インフルエンザ

に確患したとき､速やかに専門医療機関と連携した治療が受けられるよう検討して

おく｡

4)医虎准関の収容能力を超えた場合の準備

○ 都道府県は.第三段階のまん延期においては､入院している新型インフルエンザ

の患者のうち､重症ではないものについては自宅での療養とすることを医療機関に

対して周知し､重症者のための病床を確保する｡

○ 医療機関は､第三段階のまん延期において､入院治療が必要な新型インフルエン

ザの患者の増加に応じて､緊急時には､一時的に定員超過収容等を行うことはやむ

を得ないが.常態化することがないように､病病連携3を十分に活用する.

0 都道府県は､入院治療が必要な新型インフルエンザの患者が増加し､医療機関の

収容能力を超えた場合に備え､医療機関及び市区町村の福祉部局と連携しながら､

新型インフルエンザの患者に対する自宅での療養体制の確保を検討する｡さらに､

医療機関以外においても緊急時における医療を提供する場を事前に検討する｡

○ 医療機関以外において医療を提供する場として､感染拡大の防止や衛生面から､

次に掲げる条件を満たす公的研修施設等の宿泊施設が望ましい｡

2除圧病症

院内感染を防ぐために.病室の内部の気圧をその外部の気圧より任くすることによって.外部に感染症の病原
体を拡散させないようにしている病床.
】病病連携

病院と病院の診療体制における連扶
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･多数の患者の宿泊が可能なスペース､ベッド等があること

･化粧室やシャワーなど衛生設備が整っていること

･食事の提供ができること

･冷 ･暖房の機能があること

･十分な息事スペースや交通の便があること

○ 都道府県は､地域医師会と連携し､必要に応じ医療従事者を訪問させることで､

当該施設内で必要な診療を受けることができるようにする｡

○ 当該施設は､パンデミック時の一時的なものであることから､医療法 (昭和 23

年法律東205号)に規定する病院又は診療所ではなく､居宅等と同等の医療提供施

設として整理する｡

5)その他

○ 医療機関は､El頃より院内感染対黛を推進する.特に､医療従事者を院内感染か

ら守るために､個人防護具 (マスク等の個人を感染から守るための防護具)の着脱

等の感染防止策に係る研修を実施する｡

○ 医療機関は､第三段階のまん延期においては､極端に増加する患者への対応や出

勤可能な職員数の減少等の影響等を踏まえ､医療機関の特性や規模に応じた継続し

て医療を提供するための事業寿陛続計画を作成する必要があるo

O 厚生労働省及び都道府県は､医療機関の機能及び規模別に事業継続計画の内容を

検討し､その作成を支援する｡

○ 滞在する外国人については､医療機関における診療等において差別が生じないよ

う留意する｡

(2)行政の体制整備

○ 都道府県は､原則として､二次医療圏を単位とし､保健所を中心として､地域医

師会､地域薬剤師会､国立病院也横や大学病院等を含む医療機関､薬局､市区町村､

消防等の関係者からなる対策会議を設置し､必要な病床､発熱外来の確保をはじめ､

抗インフルエンザウイルス薬の処方休制､備蓄 ･供給体制等の確立､これらに必要

な医療従事者の確保について､地域の関係者と密接に連携をとりながら､早急に具

体的な体制整備を推進する｡

○ 都道府県においては､知事をトップとし､地域の医療関係者､市区町村､その他
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の関係機関の代表からなる対策本部を設置し､二次医療圏ごとの医療体制の整備状

況を随時フォローアップするとともに､必要な助言､調整を行える体制を整備する｡

○ 都道府県は､第三段階のまん延期には医療従事者が不足する場合が想定されるた

め､地域医師会と連携し,輪番制を組んで発熱外来の診療にあたる等の協力を低級

する｡専門以外の医師についても､新型インフルエンザの診療を行うチームを組む

等して､医療従事者の確保に努めることとする｡

○ 都道府県は､第三段階のまん延期以降は､全ての医療従事者が新型インフルエン

ザの診療に従事することを想定し､研修 ･訓練を実施する｡

○ 病診連携4､病病連携は､地域の自助 ･互助のために重要であり､都道府県は地域

の自助 ･互助を支援するため､平時より新型インフルエンザを想定した病診連携､

病病連携の構築を推進することが望ましい｡

○ 都道府県は､特に発熱外来や医療機関における.個人防護具等の備蓄及び流通の

調整等に係る支援を行う｡

○ 第三段階のまん延期r=は､人工呼吸器等の医療資器材の需要が増加することが見

込まれるので､都道府県は､入院医療機関において必要な治療が継続して行われる

よう､医療資器材の確保がなされているか把握する｡

第3葦 発生度階に応じた医療体制

1.兼一段階における匡女体4I

O この段階では､国内発生に備えて医療体制の整備を進めるとともに､問い合わせ

に対応する相鉄窓口を設置するなど､国民への情報提供を行う｡

(l)四内発生に仲えた対応について

1)診療所等を含む全ての医療稚関の対応

○ 慢性疾患を有する定期受診患者については､この段階において定期薬の長期処方

l病捗連携

病院と診療所の診療件矧 こおける連携

をしておく等､患者の状態に配慮しながら第三段階のまん延期に医療機関を直接受

診する機会を減らすよう調整する｡

○ 慢性疾患等を有する定期受診患者については､この段階において事前にかかりつ

けの医師が了果し､その旨をカルテ等に記載しておくことで､第三段脂のまん延期

に発熟した際に.電話による診療により新型インフルエンザへの感染の有鮒 二つい

て診断ができた場合には､ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の

処方せんを発行することができる｡

2)感染症指定医療税関等の対応

○ この段階においても､新型インフルエンザに感染している可能性があるが患者と

は診断できない者が多数発生し､入院を必要とする例もあると予想される｡このよ

うな場合も感染症指定医療機関等が当該者を受け入れることになるが､新型インフ

ルエンザが否定された時点で､当該者を退院又は一般病院r=転院することを検討す

る｡

3)発行された処方せんに対する薬局での対応

○ 悟性疾患等を宥する定期受診患者について.薬局は長期処方に伴う患者の服薬コ

ンプライアンスの低下や薬剤の紛失等を回避するため､電話での服薬指導等を検討

する｡また､抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を徹底し､ファクシミリ等による

処方せんの応需体制を整備する｡

4)都道府県等の対応

○ 都道府県等は.保健所に新型インフルエンザへの感染を疑って医療機関を受診し

ようとする者 (以下 ｢新型インフルエンザへの感染を疑う者｣という｡)から相談

を受ける発熱相談センターを整備するとともに､ポスターや広報誌等を活用して､

新型インフルエンザへの感染を疑う者は､まず発熱相談センターへ電話等により問

い合わせることを､地域住民へ周知徹底する.

0 都道府県は､感染症指定医療機関等が､この段階から即応態勢をとる必要がある

こと等を踏まえ､全ての医療機関の準備状況を把握し､その準備を支援する (人材

調整､感染対策資器材､抗インフルエンザウイルス薬等)C

(2)発熱相牧センターの役軌 こついて

○ 発熱相談センタ-は､新型インフルエンザの患者の早期発見､当該者が事前連絡

せずに直接医療機関を受診することによるそれ以外の疾患の患者への感染の防止､

地域住民への心理的サポー ト及び特定の医療機関に集中しがちな負担の軽減等を
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目的とする｡

○ 発熱相談センターでは極力対面を避けて情報を交換し､本人の情報 (症状､患者

との接触歴.渡航歴等)から新型インフルエンザに感染している疑いがある場合､

マスクを着用した上､感染症指定医療機関等を受診するよう指導を行う｡また､受

診するよう措暮した医療機関の電話番号を本人又はその家族等に伝え､受診前に必

ず連絡して.受診する時刻及び入口等について問い合わせるよう指導する｡新型イ

ンフルエンザに感染している疑いがない場合は､適切な情報を与え､必要に応じて

近医を受診するよう指導を行う｡

○ 発熱相談センターは､第二段階以降も継続する｡

2.第=段停及び第三段Fe (感染拡大期)における匡*体制

○ 国内で新型インフルエンザが発生してから､都道府県内において入院措置などに

よる感染拡大防止効果が十釧 =得られなくなる状態まで､感染拡大をできる限り抑

えることをEl的として､新型インフルエンザの患者に対する感染症指定医療機関等

への入院措置及び抗インフルエンザウイルス薬等の投与を行う｡

(1)入院措置等による感染拡大防止

1)発熱外来等の対応

○ 発熱相談センターは.この段階において､新型インフルエンザに感染している疑

いがあると判断した肴については､マスク等を着用の上､発熱外来を受診するよう

指導する｡また､受診するよう指導した発熱外来の電話番号を本人又はその家族等

に伝え､受診前に必ず連絡して､受診する時刻及び入口等について問い合わせるよ

う指導する｡

○ 発熱外来において､発熱相談センターの指導を受けた者等から受診の速鮪を受け

た医療従事者は､個人防護具装着等十分な感染防止策を行い､他の疾患の患者と接

触することのないよう動線を確保して対応する｡

○ 発熱外来は､受診者について､新型インフルエンザに感染している可能性がある

と判断した場合､直ちr=保健所に連絡する｡なお､当該者の個人情報保護には十分

に留意する｡
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○ 発熱外来は､受診者について､新型インフルエンザに感染している可能性がない

と判断した場合､当該者に対して､適切な情報を与え､必要に応じて医療を提供す

るものとする｡

2)一般病院及び診療所等の対応

○ 新型インフルエンザへの感染を疑う者は､発熱相談センターに連絡 ･相談した上

で発熱外来を受診することが期待されるが､当該者が.直接､発熱外来を設置して

いない病院又は診療所 (以下 ｢受診医療機関｣という｡)を受診してしまうことも

想定される｡また､受診医療機関の一般来院者から､新型インフルエンザに感染し

ている可能性がある者が確認される可能性も否定できないことであり､そうした場

合の対応を以下に示すこととする｡

○ 受診医療機関は､新型インフルエンザへの感染を疑う者又は一般来院者について､

新型インフルエンザに感染している可能性があると判断した場合､直ちに保健所へ

連絡し､受け入れに適当な感染症指定医療機関等につき､指示を受けるものとする｡

○ 受診医療税目別ま､新型インフルエンザに感染している可能性があると判断した者

に対し､マスク等を着用の上､保健所から指示のあった感染症指定医療機関等を受

診するよう指導する｡受診するよう指導した感染症指定医療機関等への搬送に関し

ては､医療機関又は保健所の搬送車等により搬送するものとし.状況に応じて､自

家用車を利用することとする｡公共交通機関の使用は避けなくてはならない.

0 受診医療機関は､新型インフルエンザに感染している可能性があると判断した者

に関する情報を搬送者に伝え､搬送者は十分な感染防止策をとった上で搬送を実施

する｡

○ 受診医療機関は､新型インフルエンザに感染している可能性があると判断した者

が自家用幸に'C移動する場合､当該者の携帯電言古等の連絡先を､受診するよう指導

した感染症指定医療機関等に伝えるものとする｡また､受診するよう指導した感染

症指定医療機関等の電話番号を本人又はその家族等に伝え､受診前に必ず連絡して

受診する時刻及び入口等について問い合わせるよう指導する｡

○ 受診医療機関は､後に法第 15条に規定する積極的疫学調査の実施が想定される

ことから､当該調査を迅速に実施させるため､待合室等で新型インフルエンザに感

染した可能性があると判断した者と接触したと思われる一般来院者及び医療従事

者について連絡先等の情報を整理した名簿 (以下 ｢連絡名簿｣という｡)を作成し

ておく｡

･66-



○ 受診医療機関は､都道府県等からの法第 15条の規定に基づく積極的疫学調査が

あった場合は､連絡名簿を保健所に提出する｡

○ 受診医療機関は､新型インフルエンザへの感染を疑う者について､新型インフル

エンザに感染している可能性がないと判断した場合､当該者に対して､適切な情報

を与え､必要に応じて医療を提供するものとする｡

8)葱染症指定医療堆関等の対応

○ 発熱外来又は受診医療機関において､新型インフルエンザに感染している可能性

があると判断された者について､受診の連絡を受けた感染症指定医療機関等の医療

従事者は､個人防拝具装着等十分な感染対策を行い､他の疾患の患者と接触するこ

とのないよう動線を確保して対応する｡

○ 感染症指定医療機関等は､発熱外来又は受診医療機関で新型インフルエンザに感

染している可能性があると判断された者について､新型インフルエンザウイルスの

検査に必要な検体の採取を行い､保健所に提出する｡

○ 感染症指定医療機関等は､当該者について､新型インフルエンザの患者であると

診断した撮合､直ちに保健所に連絡する｡当該患者については､法第 19条の規定

に基づく入院措置の対象となることを踏まえ､入院治療を開始する｡

○ 感染症指定医療機関等は､発熱外来又は受診医療機関で新型インフルエンザに感

染している可能性があると判断された者について､患者とは診断できないが感染の

疑いが残ると診断した場合､当該者に対して､任意入院を勧奨するものとする｡

○ 上記の任意入院の勧奨に同意した着 く以下 ｢入院同意者｣という｡)への対応及

び同意しなかった者 (以下 ｢入院非同意者｣という｡)への対応は､次に掲げると

おりとする｡

ア 入院同意者に対する対応 (行政の対応を含む.)

･ 感染症措定医療機関等においては､入院同意者が新型インフルエンザの患

者であると診断されていないことを踏まえ､ほかに入院している新型インフ

ルエンザの患者から入院同意者に新型インフルエンザウイルスが曝露する

ことがないよう､病室等を別にするなどの工夫が必要である0

･ 検査の結果が陽性であれば､入院同意者に対し.法第 19条の規定に基づ

く入院勧告を実施し､法に基づく入院とする｡

･ 検査の結果が陰性であれば､感染症指定医療機関等は､病状に合わせて入

院継続の必要性を検証し､退院又は一般病院への転院を検討する｡
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イ 入院非同意者への対応 (行政の対応を含む｡)

･ 感染症措定医療機関等は､保健所に入院非同意者に係る情報を提供するD

･ 都道府県等は､入院非同意者について､新型インフルエンザに感染してい

ると疑うに足りる正当な理由があると艶めた場合､当該者に対して､法第15

条の規定に基づく積極的疫学調査､第 17条の規定に基づく健康診断又は第

44条の3の規定に基づく感染を防止するための協力要請を実施する｡

･ 検査の結果が陽性であれば､保健所は､その結果を入院非同意者に連絡し､

法第19条の規定に基づき､感染症措定医療機関等への入院捨置を実施する｡

･ 検査の結果が陰性であれば､保健所はその結果を入院非同意者に連絡する｡

4)蔀道府県等の対応

○ 保健所は､受診医療機関から､新型インフルエンザに感染している可能性がある

者に係る報告を受けた場合､管内の感染症指定医療機関等1=連絡をとり､当該者の

受け入れの調整を行う｡

○ 保健所は､感染症指定医療機関等で採取された検体を､地方衛生研究所に運搬し､

新型インフルエンザウイルスの検査を実施する｡

○ 保健所は､新型インフルエンザウイルスの検査の結果が判明した場合､直ちに受

診医療機関又は感染症指定医療機関等の関係機関に結果を報告する｡

○ 新型インフルエンザウイス検査の結果が陽性であった場合､保健所は､検査結果

が陽性であった者の同居者又は受診医療機関における連絡名簿に名前が記載され

ている者等に対し､必要に応じ､法第15条の規定に基づく積極疫学調査､第 17条

の規定に基づく健康診断又は第 44条の8の規定に基づく感染を防止するための協

力要請を実施する｡

○ 都道府県は､厚生労働省と連携し､感染症括定医療機関等に対し､抗インフルエ

ンザウイルス薬､感染対策資器材等が円滑に供冷されるよう調整する (抗インフル

エンザウイルス薬については､｢抗インフルエンザウイルス薬に関するガイ ドライ

ン｣を参照).

5)FF生労働省の対応

○ 厚生労働省は､国内の新型インフルエンザの患者の発生状況を把握しつつしプレ

パンデミックワクチン､抗インフルエンザウイルス薬､感染対策資器材等が適正か

つ円滑に流通するよう調整する｡
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○ 厚生労働省は､国内外で得られた新型インフルエンザについての知見を整理し､

新型インフルエンザの症例定義の変更があれば､随時修正を行う｡

(2)発熱外来に係る留意事項

1)行政の対応

○ 都道府県等は､感染拡大防止の観点から､発熱外来を可能な限り早期に整備する

こととする｡

○ 都道府県等や医療機関等は､ポスターや広報誌等を活用して発熱外来に関する情

報を地域住民へ周知する｡

○ 都道府県は､発熱外来の運営を支援するため､感染対策資器材の調達､人材の配

分､プレパンデミックワクチンの接種体制の整備や､抗インフルエンザウイルス薬

の確保等を行う｡

2)慢性疾患を肴する者に対するかかりつけの医師の対応

○ 慢性疾患を有する者等が､かかりつけの医師の診療を希望する場合でも､発熱を

有する場合はかかりつけの医師にまず電詩をかけ,受診すべき医療機関についての

指導を受ける｡

○ かかりつけの医師は､発熱外来の受診を指導した場合､当該患者に発熱相談セン

ターに問い合わせ､受診する発熱外来に係る指示を受けるよう指示し､指示のあっ

た発熱外来に､患者の基礎疾患等を記載した紹介状をファクシミリ等で送付するこ

とが望ましい｡

3.第三段岸 くまん延期)における匡*体制

○ 都道府県等は､積極的疫学調査により患者の感染経路が追跡できなくなり､入院

措置による感染拡大防止及び抑制効果が得られなくなった構台､新型インフルエン

ザの患者r=使用可能な病床を勘案しながら､厚生労働省と協隷した上､法第 19条

の規定に基づく新型インフルエンザの患者の入院措置を中止する｡

○ 医療資器材の有効活用を国るとともに.医療機関における感染の可能性を少なく

するため､患者のうち軽症者は原則として自宅療養とし､発熱相談センター又はか

かりつけの医師に電話相談するなどして医療機関受診の必要性を判断する.全ての
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入院医療機関において新型インフルエンザの患者が発生又は受診する可能性があ

るが､こうした医療機関は各々の役割分担及び診療体制に応じて新型インフルエン

ザの診療を担う｡更に入院患者数が増加した場合には､医療機関以外においても医

療を提供できる体制を確保する｡

(1)入院措置中止後の体制

1)発熱外来等の対応

○ 発熱相談センターは､新型インフルエンザへの感染を疑う者の相談を電話により

受け､医療機関の受診が必要と判断される者r=対しては発熱外来を受診するよう勧

める｡

○ 発熱外来は､受診者について､症状の程度から入院治療の必要性を判断する｡法

第 19条の規定に基づく入院措置は解除されており､重度の肺炎や呼吸機能の低下

等を認め､医学的に入院が必要と判断される重症の新型インフルエンザの患者 (以

下 ｢新型インフルエンザの重症患者Jという｡)のみが入院の対象となる｡患者に

入院治療の必要性を認めなければ､必要に応じて投薬を行い.極力自宅での療養を

勧める｡

○ 発熱外来においては､新型インフルエンザの重症患者を認めた場合､保健所等の

協力を得ながら､医療機関への入院を調整する.

2)感染症指定医*機関等の対応

○ 既に入院中の新型インフルエンザの患者については､自宅での療養が可能であれ

ば､病状を説明した上で退院を促し､自宅での療養を勧めるO

8)全ての医dt機関の対応

○ 原則として､医療機関は､自宅での治療が可能な入院中の患者については､病状

を説明した上で退院を促し,新型インフルエンザの重症患者のための病床を確保す

る｡

○ 原則として､医療機関は､待機的入院､待機的手術を控えるべきである｡新型イ

ンフルエンザ以外の疾患の患者に対しては､緊急以外の外来受診は避けるよう啓発

することが必草である｡

○ 医療機関は､新型インフルエンザの重症患者の入院については､一時的に新型イ

ンフルエンザ専用の病棟を設定する等して､新型インフルエンザの重症患者とそれ

以外の疾患の患者とを物理的に離し､院内感染対策に十分配慮する.また､この段
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階では､新型インフルエンザの確定診断を全症例l=実施することはできないと考え

られるので､確定診断が行われた患者とそうでない患者で部屋を分けるなどの工夫

が必要である｡

○ 医療観閲は､新型インフルエンザの重症患者の増加に応じて､緊急時の対応とし

て定員超過収容等を行うことはやむを得ないが､この措置は一時的なものに限り､

常態化することがないように､病病連携を十分に活用する｡

○ 医療機関は､新型インフルエンザ以外の疾患の患者に対する医療も可能な限り維

持できるよう､診療体制を工夫するO特に産科 ･小児科医療の維持に努める｡

○ 慢性疾患等を有する定期受診患者については､事前にかかりつけの医師が了承し､

その旨をカルテ等に記載しておくことで､発熟した際に､電話による診療により新

型インフルエンザへの感染の有kについて診断できた場合には､ファクシミリ等に

より抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行する｡

4)発行された処方せんに対する薬局での対応

○ 慢性疾患等を有する定期受診患者について､薬局は長期処方に伴う患者の服薬コ

ンプライアンスの低下や薬剤の紛失等を回避するため､電話での服薬指導等を検討

する｡また､薬局はファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せ

んの応需体制を整備する｡

5)新型インフルエンザの診療を原則行わない医捷畿関の対応

○ 事前に都道府県により新型インフルエンザの診療を原則行わないものとして定

められた医療機関等は､新型インフJL,エンザ以外の疾患に係る診療に専念し､新型

インフルエンザ以外の疾患についての医療を維持する役割を担う｡また､新型イン

フルエンザの診療を原則行わない医療機関等においても､医師等は自宅療養中の新

型インフルエンザの患者の往診や､発熱外来の診療等に､必要に応じて協力する｡

6)都道府県等の対応

○ 都道府県等は､必要に応じて､発熱外来の増設を検討する｡

○ 都道府県等は､新型インフルエンザの重症患者の入院が優先的に行われるよう､

医療機関の空床把握やその情報提供に努める｡

○ 都道府県等は､自宅で療養する新型インフルエンザの患者及びその同居者に対し､

法第 44条の3の規定に基づき､感染を防止するための協力 (外出自粛等)を要請

する｡
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○ 都道府県等は､自宅で療養する新型インフルエンザの患者やその同居者に対し､

広報やHP等を活用して､感染防止策に努めるよう指導する｡

○ 都道府県内で､杭インフルエンザウイルス薬､感染対策用資料 等が適正かつ円

滑に流通するよう調整する｡(抗インフルエンザウイルス薬については､r抗インフ

ルエンザウイルス薬に関するガイドライン｣を参照)｡

○ 都道府県は､新型インフルエンザの重症患者が増加し､医療機関の収容能力を超

えた場合に備え､事前に検討した公的研修施設等の宿泊施設を､医療機関以外にお

いても医療を埴供する場として提供する｡

○ 都道府県は､地域医師会と連携し､医療機関以外においても医療を提供する境に

医療従事者を訪問させることで､必要な医療を受けることができるようにする｡

7)FF生労働省の対応

○ 厚生労働省は､国内外で得られた新型インフルエンザについての知見を整理し､

新型インフルエンザの症例定義の変更があれば､随時修正を行う｡

○ 厚生労働省は､国内で､抗インフルエンザウイルス薬､感染対策資器材等が適正

かつ円滑に流通するよう調整する｡

○ 厚生労働省は､不要不急な外来受診､救急車両の利用を控えるよう国民-呼びか

ける｡

(2)在宅医dEの確保について

○ この段階においては､原則として重症ではない新型インフルエンザの患者は､自

宅での療養とする｡都道府県等や医療機関等は､電話相談､訪問､HP等により､

自宅で療養する新型インフルエンザの患者に対し必要な情報提供等行う｡

○ 自宅で療養する新型インフルエンザの患者に対する往診､訪問看護等r=ついては､

新型インフルエンザの重症患者に係る診療に従事していない医師等が積極的に関

与することが望まれる｡

○ 医療機関等は､都道府県及び市区町村の福祉部烏と連携しながら､下記対応を行

う｡
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･ 発熱外来を受診した後､自宅で療養する新型インフルエンザの患者に対し､診

察した医師が電話による診療により新型インフルエンザの症状の確認ができた

場合､ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの発行を

行い､薬局はその処方せんを応需する｡

･ 新型インフルエンザ以外の疾患のため医療機関を受診した後､自宅で療養する

患者に対し､診察した医師が電話による診療により当該疾患について診断ができ

た場合､ファクシミリ等r=よる当該疾患に係る医薬品の処方せんの発行を行い､

薬局はその処方せんを応需する｡

4.兼三段肝 (回任期)における匡dE休8I

O 都道府県においてピークを越えたと判断した場合は､今後の患者数を推計しなが

ら.各医療機関においては適切な医療資源の配置を検討する｡

く1)対策の殴鞍的縮小

1)医療稚関の対応

○ 医療従事者等の肉体的及び精神的状況について配慮し､必要と認める者には休

暇を与えることを検討する｡特に看取りや遺体安置に関わる医療従事者等の循環

配置を検討する｡

○ 医療機関以外において医療を提供する場については､療養する新型インフルエン

ザの患者には医療機関に転院してもらい.可能であれば自宅での療養を促すなどし

て順次閉鎖する｡

2)行政の対応

○ 都道府県等は､管内の発生動向及び診療の人的体制を勘案し､発熱外来の設置体

制を調整する｡

(2)今後の兼源配分の検討

1)医療棟関の対応

○ 医療機関には､抗インフルエンザウイルス薬､感染対策資器材等の在庫状況を確

認し､今後の患者数の予測を踏まえ適正な資源配分を検討する｡資源が不足するこ

とが予測されるときは､事前に決定していた優先順位に従った配分を決定する｡
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○ 新型インフルエンザに罷患して復帰した医療従事者等やボランティアについて

は､状況を踏まえ着用を検討する｡

2)都道府県等の対応

○ 都道府県は､医療機関の人的被害及び医療資器材の在庫状況を確放し､新型イン

フルエンザやその他の疾患に係る診療が継続されるように調整する｡

5.半円段Ffにおける医dE体制

○ 社会機能の回復を回り､克行の第二波に備えるため､これまで実施した対策につ

いて評価を行い､次期流行に備えた対策を実施する｡また､不足している医療資器

材の調達及び再配備を行う｡

(l)対策の評価及び第二波に対する対策

'[)医療機関の対応

○ 平常の医療サービスが提供できる体制への速やかな復帰を推進する｡

○ 医療機関は､抗インフルエンザウイルス薬､医療資器材等の在庫状況を確認し､

不足分を補充する等､流行の第二波への準備を開始する｡

○ 新型インフルエンザ.=罷患して復帰した医療従事者等については､状況を踏まえ

活用を検討する｡

2)都道府県等の対応

○ 都道府県は､新型インフルエンザの流行による被害を把握し､分析するo

O 都道府県等は､地域の感染状況及びニーズを踏まえ､発熱相談センター及び発熱

外来を中止する｡

3)JT生労tb省の対応

○ 厚生労働省lま､国内外で得られた新型インフルエンザについての知見を整理し､

適正な抗インフルエンザウイルス薬の使用を含めた治療指針を作成し､都道府県等

及び医療機関に周知する.
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第4章 患者搬送及び移送について

○ 法第21条の規定に基づき､法第 19条の規定に基づく入院の対象となった新型イ

ンフルエンザの患者については､都道府県等が､その移送体制の整備について責任

を持つとともに､原則として都道府県等が移送を行う｡

○ しかしながら､法第 19条の規定に基づく入院措置が行われる患者が増加し､都

道府県等による移送では対応しきれない場合は､消防機関等関係機関の協力が不可

欠であり､都道府県等は､事前に消防機関等関係機関と協議し､新型インフルエン

ザ流行時における患者の移送体制を確立させる必要がある｡

○ 法第 19条の規定に基づく入院措置が行われてない患者については､消防機関に

よる搬送が行われることとなるが､消防機関においては感染対策のため必要な個人

防護具等の準備を行う｡

○ 新型インフルエンザの症状を有する者の数が増加した場合､患者を迅速に適切な

医療機関へ搬送できるよう､消防機関等と医療機関は､積極的に情報共有等の連携

を行うo

O 新型インフルエンザの患者等による救急車両の利用が増加した場合､従来の救急

機能を維持するために､不要不急の救急車両の利用の自粛や､症状が鐘様な場合に

おける民間の患者等搬送事業者の活用等の広報･啓発を行い.救急車両の適正利用

を推進する｡



表1 発熱外来の考え方

第二段階から第三段階 (感染拡大期)まで

想定される期間+1

主たる目的 ①増大する医療ニーズに対応
れ以外の患者との振り分け (塾入院治療の必要性判断

電話連絡の必要 発熱相談センターに連絡 .相談 必要に応じて発熱相談センタし､発熱外来に電話した後に受 一に連絡 .相談し､発熱外来

珍 を受診

新型インフルエンザの患者と診断し 全例について保健所に連絡し､ 入院の必要があると判断される重症患者のみ受け入れ医療
感染症指定医療機関等へ移送

*1 期間はあくまで想定である｡

表 2 入院病床の考え方

第二枚階から第三段階 (感染拡大期)まで 第三段階 (まん延期)から

想定される期間■1 数日間-数週間 数週間～数か月間

主たる目的 感染拡大の抑制 重症者の治療

入院となる対象 任意入院及び患者の法的入院 入院治療を要する重症例

対応する医療機関 ･ 感染症指定医療機関等 原則として全ての医療機関

*1 期間はあくまで想定である｡

抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン



目次

第1+ はじめに

第2♯ 抗インフルエンザウイルス兼の淀iyl亜

1.全段井をiLじた対応

2.前段書における対応

3.第一段背における対応

4.兼二段階から幸三段鮮 く感染拡大期)までにおける対応

5.第三段階 くまん延期)以杜における対応

第3♯ 投与方法

1.新型インフルエンザの治*

2.新型インフルエンザ発生時のi♯インフルエンザの治dE

3.新型インフルエンザのJL書を受けた者に対する予防投与

兼4暮 抗インフルエンザウイルス兼のSL訳について

第 1章 はじめに

○ 我が国においては ｢新型インフルエンザ対策行動計画｣lこ基づき､最新の医学的

な知見､諸外国における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況､抗インフルエン

ザウイルス薬の流通状況等を踏まえ､段階的に抗インフルエンザウイルス薬の備蓄

を進めることしている｡

(リン鼓オセルタミビル (商品名 :タ三フル)の備蓄状況)

○ 平成 19年度までにタミフルを治療用として､国及び都道府県の備蓄分と流通備

蓄分を合わせて2.500万人分備蓄している｡治療用の備蓄量については､全人口の

25%が新型インフルエンザに程患すると想定した上で.米国CDCにより示された

推計モデルを用いて､医療機関を受診する患者数を計算することで､算出したもの

である｡また､予防投与用 (封じ込め用)として､300万人分の備蓄も完了してい

る｡

また､平成20年度補正予算では､国の備蓄として1,330万人分を追加すること

としている｡

(ザナミビル水和物 (商品名 リレンザ)の備蓄状況)

○ 新型インフルエンザウイルスがタミフルに耐性を獲得している可能性もあるこ

とから､平成 19年度までにリレンザを､回で135万人分備蓄している｡

また､平成20年度補正予算では､国の備蓄として 133万人分を追加することとし

ている｡

○ 今後はタミフル耐性株サーベイランスの状況等も踏まえ､必要に応じて備蓄量を

見直すこととしている｡

○ なお.新たに開発されている抗インフルエンザウイルス薬についても.情報収集

や支援を行い､全体の備蓄割合を検討することとしている｡

(本ガイドラインの目的)

〇 本ガイドラインでは､新型インフルエンザ対策行動計画の各発生段階における､

抗インフルエンザウイルス薬の流通網塾の在り方.備蓄している抗インフルエンザ

ウイルス薬の有効な使用方法などについて示すこととする｡



第2葦 抗インフルエンザウイルス兼の流通調整

○ 新型インフルエンザの発生時には､適時に.必要な患者に､必要な量の抗インフ

ルエンザr)イルス薬が供給されなくてはならない｡しかし､特定の医療機関や卸売

販売業者等による買占めや薬事法 (昭和35年法律第145号)に基づかない不正な取

引､情報を的確に判断できず不安に駆られた者による不要な買い込み等により､抗

インフルエンザウイルス薬の流通に偏りが生じ､国民生活が混乱する事態も予想し

うるOこうした事態をE]避するため､適切な流通調整を行う必要がある｡

1.全按摩を孟じた対応

○ 国及び都道府県は､備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の保管場所を非公

開とし､十分な警備体制の下で厳重I=管理する.

0 都道府県においては､都道府県警察による医療機関及び薬局 (以下 ｢医療機関等｣

という｡)での警戒活動の実施に備え必要に応じて連携を確認､強化する｡

○ 国及び都道府県は､住民に対して､パンデミック発生を想定した十分な量の抗イ

ンフルエンザウイルス薬を備蓄することとしていることから､パニックを起こさず

冷静に対応するよう周知徹底する｡

○ 国及び都道府県は､医療機関等に対して､市塙における流通量の不足を生じさせ

る可能性が高いことから､必要量以上の抗インフルエンザウイルス薬を購入しない

こと､流行終息後に大量の在庫を抱えても､返品が認められないことを周知徹底す

る｡

さらに.悪質な買占め等と認められる場合には､買占め等を行った機関名を公秦

する｡

2.前段梓における対応

○ 都道府県は､通常のインフルエンザ対策と同様に､地域医師会関係者､地域薬剤

師会関係者､卸売販売業者､学識経験者､保健所職員等からなる抗インフルエンザ

ウイルス薬対策委員会等を設置し､新型インフルエンザの発生時における抗インフ
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ルエンザウイルス薬の安定供給等を図るため､次r=掲げる事項を取り決めるO

･管内の卸売販売業者及び医療機関等の抗インフルエンザウイルス薬の在庫状況

等を短期間に把握する体制整備に関すること｡

･備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の放出方法に関すること｡

3,書一段Fflこおける対応

○ 都道府県は､抗インフルエンザウイルス薬対策委員会等で協議された新型インフ

ルエンザの発生時における抗インフルエンザウイルス薬の安定供給に係る取り決

めを確認するとともに､次に掲げる事項を実施する｡

･管内の卸売販売業者及び医療機関等の抗インフルエンザウイルス薬の在庫状況

等を短期間に把握する体制を整備し､把捉を開始する｡

4.第二段膳から第三段FF (感染拡大期)までにおける対応

1)細道府外が訴すべき措置

○ 兼二段階から第三段階の感染拡大期までは､感染症指定医療機関等 (新型インフ

ルエンザについて､感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (辛

成 10年法律第 114号｡以下 r感染症法｣という｡)第 19条の規定に基づく入院に

係る医療を提供する医療機関をいう｡以下同じ.)において､新型インフルエンザ

の患者等に対する医療を提供することとしている｡

このため､都道府県は､卸売販売業者に対し､流通備蓄している抗インフルエン

ザウイルス薬を早期に確保し､感染症措定医療機関等の発注に対応するよう指導す

る｡

○ 都道府県は､流通備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の在庫量が一定量以

下になった時点で､都道府県が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を､都道

府県が指定した卸売販売業者を通じて感染症指定医療機関等に配送する｡なお､都

道府県は､備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の使用状況及び在庫状況を経

時的に厚生労働省に報告する｡

2)国が講ずべき措置

○ 厚生労働省は､全国の患者の発生状況及び備蓄している抗インフルエンザウイル

ス薬の使用状況を把握し､抗インフルエンザウイルス薬が不足しないよう､都道府
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県に対し､国が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を卸売販売業者を通じて

放出するB必要に応じ､製造販売業者に対して､抗インフルエンザウイルス薬の追

加製造等を進めるように指導する.

5.第三段階 (まん延期)以降における対応

1)都道府県が訪すべき措置

○ 第三段階のまん延期以降は､原則として､全ての入院医療機関において､新型イ

ンフルエンザの患者に対する医療を提供する｡このため､都道府県は､抗インフル

エンザウイルス薬について､各医療捜観での使用状況及び在庫状況に関する情報を

収集し､必要に応じて､卸売販売策者を通じて､各医療枚関の発注に対応する｡

○ 都道府県は､抗インフルエンザウイルス粟の備蓄量が一定量以下になった時点で､

国に補充を要請する.また､治療用の抗インフルエンザウイルス薬を有効に使用す

る観点から､各医療機関に対し､治療を中心とした投薬を行うよう指導する｡

輸道府県は備蓄している杭インフルエンザウイルス粟の使用状況及び在庫状況

を経時的に厚生労働省に報告する｡

2)国が謙すべき措置

○ 厚生労働省は､全国の患者の発生状況及び備蓄している抗インフルエンザウイル

ス薬の使用状況を把握しながら､抗インフルエンザウイルス粟が不足しないように､

都道府県に対し､国が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を､卸売販売業者

を通じて放出する｡

第3章 投与方法

1.新型インフルエンザの治*

○ 新型インフルエンザの抗インフルエンザウイルス薬投与量や投与期間等の治療

方針r=ついては､専門的な知見を踏まえ､厚生労働省が中心となり､随時更新し､

周知することとしている｡

-83-

2.書聖インフルエンザ発生時のjL常インフルエンザの治dE

O 新型インフルエンザの流行中であっても､高齢者や小児､基礎疾患を伴う者は､

通常のインフルエンザによって､重篤な病態が引き起こされることも考えられるこ

とから､抗インフルエンザウイルス薬の使用が必要な場合がある｡しかし､一般に

健常な成人の場合は､通常のインフルエンザが重篤な病態を引き起こすことは稀で

あり､通常のインフルエンザと診断できる状況では,診断した医師の判断で抗イン

フルエンザウイルス薬の投与を控える場合がある｡

○ また､通常のインフルエンザに対しては,発症後48時間以降の抗インフルエンザ

rjイルス薬の効果は､不十分である可能性があることに留意する必要がある8

8.書聖インフルエンザのqt書を受けた者に対する予防投与

(1)予防投与の対象者

○ 新型インフルエンザウイルスの曝露を受けた者は､無症状又は軽微な症状であっ

ても他人に感染させるおそれがあることから､第二段階及び第三段防(感染拡大期)

には､抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施することとする｡具体的に

予防投与の対象として想定される者は次に掲げるとおりであるD

1)愚者の同居者

○ 第二段階において､患者の同居者は､新型インフルエンザウイルスの曝露を受け

ている可能性が高く､予防投与の対象とする｡

○ 第三段階 (感染拡大期)以降は､第二段膳における予防投与の効果等を評価した

上で､患者の同居者に対する予防授与を継続するかどうかを決定する｡

2)同居者を除く患者との漉Jt接触者及び患者と同じ学校､搬租等に通う者

○ 第二段階及び第三段階 (感染拡大期)に患者が確認された場合､感染症法第 15

条の規定に基づき､積極的疫学調査が実施される｡その結果特定された患者との濃

厚接触者 (同居者を除く)､患者と同じ学校､職場等に通う者のうち新型インフル

エンザウイルスの曝露を受けたと考えられるものは､患者の行動範囲等を考慮した

上で予防投与の対象とする｡
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○ 第三段階 (まん延期)以降は､増加する患者への治療を優先し､これらの対象者

への予防投与を原則として見合わせるものとする.

3)医療従事者等 .水際対策関係者

○ 医療従事者等 ･水際対策関係者への発症を予防することは､医療機能の維持や感

染拡大防止のために重要であり､十分な感染防止策を行わずに､患者に濃厚接触し

たこれらの者は予防投与の対象とする｡

○ ただし､有効性が確認された新型インフルエンザワクチンの接種を受けている場

合は､予防投与は見合わせ､発熱等の症状が出現後すぐに､抗インフルエンザウイ

ルス薬の治療投与を行うこととする｡

4)地域封じ込め実施地域の住民

○ 第二段階においては､一定の条件が満たされた場合地域封じ込め対策が実施され

ることがあり得る｡その際は､当該地域内の住民に対し､一斉予防投与を実施する｡

○ 封じ込めに用いる抗インフルエンザrjイルス薬は､圏が予防投与用(封じ込め用)

に備蓄している分を用いることが原則だが､緊急を要する場合には､都道府県が備

蓄している分を先に使用し､後で国が備蓄している分を補充する｡

(｢感染拡大防止に関するガイドライン｣ 参照)

(2)予防投与の実施に係る留意点

○ 予防投与については､必ずしも薬事法で承認を得られていない場合も含め､投与

対象者 (小児の場合は保護者を含む｡)には､その有効性及び安全性について十分

に情報提供し､同意を得た上で行うこととする｡

第4章 抗インフルエンザウイルス兼の選択について

o wHOは.新型インフルエンザ対して､ノイラミニダーゼ阻害薬による治療を推

奨している｡ノイラミニダーゼ阻害薬には､経口内服薬のタミフルと､経口吸入薬

のリレンザがある｡我が国を含め､各国では､経口内股薬で幼児から高齢者までが

服用しやすいタミフルを中心r=備蓄している｡しかし､一部の鳥インフルエンザウ

イルス株は.タミフルに対する耐性をもち､リレンザに感受性を示すことが判明し

ていることから､我が国でもタミフル耐性ウイルスが出現した場合を想定して､危

機管理のためにリレンザを備蓄している.

-85･

注 .リレンザは吸入薬であるため吸入器の装着が必要となる

○ 新型インフルエンザ発生時の治療薬は､タミフルを第-選択とし､地方衛生研究

所や国立感染研究所で行っているサーベイランス等を通じ､流行しているウイルス

がタミフルに耐性を示し,リレンザl=感受性を示すことが判明した場合の治療時に

のみ､備蓄しているリレンザを使用する

○ なお､新型インフルエンザの病状についての予測は常に変わりうること､新型イ

ンフルエンザの予防 ･治療方針等については随時最新の科学的知見を取り入れ見直

す必要があること等から､今後とも国内で流通している抗インフルエンザウイルス

薬の効果や薬剤耐性についての研究､情報収集を行うこととし､抗インフルエンザ

ウイルス薬の投与方法や備蓄量については､適時適切に修正を行うこととする｡



ワクチン接種に関するガイドライン

※ おって策定することとする｡
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第 1章 はじめに

〇 本ガイドラインは､事業者 ･職場における新型インフルエンザ対策の計画と実行

を促進するため､感染防止策と重要業務の継続を検討するにあたり必要と考えられ

る内容を示したものであるB

O 新型インフルエンザの流行によって大多数の企業が影響を受け､従業員等に感染

者が発生することが予測される｡流行時においても､人命の安全確保を第一に考え

るとともに､可能な破り感染拡大による社会 ･経済的な影響を減じるため､事業者

においては､事前に新型インフルエンザを想定した事業継続計画を策定し､周到な

準備を行うとともに､発生時には計画に基づいて冷静に行動することが必要である｡

○ 新型インフルエンザ対策は､外出や集会の自粛､学校や職場等の一時休止､各事

業者における業務縮小等による接触機会の抑制など､薬剤を用いない措置と､ワク

チンや抗インフルエンザウイルス薬等の薬剤を用いた措置を組みあわせて総合的

に行うことが必要である｡

特に､薬剤を用いない措置については､社会全体で取り組むことにより効果を発

揮するものであり.全ての事業者が職場における感染予防に取り組むとともに､感

染拡大を防止する観点から､継続する重要業務を絞り込むとともに､可能な範EElで

業務の縮小 ･休止を積極的に検討することが望まれる｡また､我が国の人口の約半

数が何らかの織業に従事していることを考慮すると､職場が新型インフルエンザ対

策に関する正確な情報の伝達や感染予防に必要な行動を促す場として機能するこ

とも期待される｡

〇 本ガイドラインは､新型インフルエンザ流行時に職場で想定される状況や執るべ

き措置について提示し､事業者に適切な行動を促すことで､感染防止と被害の最小

化を図るとともに､社会機能を維持し､国民生活の安全 .安心を確保することを目

的とする｡新型インフルエンザによる被害の特徴を踏まえると､事業者が自主的に

事案継続の検討を行い､準備を行うことは､企業の存続のみならず､その社会的責

任を果たす観点からも重要であるといえる｡

なお.事業継続計画 (BCP)については.中央防災会議 (内閣府)が主に地震

災害を想定して策定した r事業継続ガイドライン (第一版)Jを公表している｡本

ガイドラインでは､新型インフルエンザに備えた事業継続の検討における留意点に

ついて示すものであり､全般的な事業継続計画の策定方法等r=ついては､中央防災

会話 (内閣府)等の資料の他､巻末に示す参考資料等を参照されたい｡
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第2章 新型インフルエンザの基礎知鞍

1.薪型インフルエンザの七辛

(1)新型インフルエンザの発生

○ 新型インフルエンザウイルスとは､特に鳥類にのみ感染していた鳥インフルエン

ザウイルスが.当初は偶発的に人に感染していたものが､遺伝子の変異によって､

人の体内で増えることができるように変化し､さらに人から人へと効率よく感染す

るようになったものである｡このウイルスが人に感染して起こる疾患が新型インフ

ルエンザである｡

食

.T ;∴ ::●

疫 £:≡ 諦 貢蓋芸′

三 二 ､ 号8 ..･rえは旭fLとにヽ
よL) lILl=
人にZ5枚

0 4インフルエンザr)イJLX

く:) 人のインフルエンザウル ス

● 十色インフJl･エン1ウイJI･ス

図1 鳥インフルエンザと新型インフルエンザの関係

○ 新型インフルエンザウイルスは､人類にとっては未知のウイルスであり､人は免

疫を持っていないため､容易に人から人へ感染して姑がリ､急速な世界的大流行くパ

ンデミック)を起こす危険性がある｡

○ 鳥インフルエンザウイルスにも様々な種類がある.現在最も新型インフルエンザ

に変異する可能性の高いウイルスとして､H5Nlと呼ばれる型のものがあるが､

実際にどの型が流行するかは明らかではない｡
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1)新型インフルエンザと通常のインフルエンザの速い

○ 新型インフルエンザと通常のインフルエンザとの違いについて､現段階で想定さ

れる違いを表1に示す｡

表1 新型インフルエンザと通常のインフルエンザとの遠い

こL､ご:SA細.目 宗､をそ.i;.讃加重㈱ 寮.i+さ照 ぎ三一き細物 轍 :>:=軒J二〇〇+:1)
1_:;A.戦凍病≦重度 急激 急激

W4

､ や

JT享脈 如 ･べ 2-5日

I:J欄 ■ 強い

-.-I済 流行性

Jt､節 a ? 0.1%以下

義竃 ら/.-1′

ヌ1)致死率--定期間における当鼓疾病による死亡音数/-定期間における当該疾病の罷患者数

○ 通常のインフルエンザはインフルエンザウイルスに感染して起こる病気で､風邪

よりも､比故的急速に悪寒､高熱､筋肉痛､全身倦怠感を発症させるのが特徴であ

る｡

○ 新型インフルエンザの症状は未確定であるが､大部分の人が免疫を持っていない

ため､通常のインフルエンザと比べると爆発的に感染が拡大し､非常に多くの人が

罷患することが想定されている｡それと同時に肺炎などの合併症を起こし､死亡す

る可能性も通常のインフルエンザよりも高くなる可能性がある｡

○ 毎年流行する通常のインフルエンザは､ある程度人と共存しており､高齢者や既

に何らかの病気を持つ者を除き､感染による致死率は01%以下である｡我が国では

1年間に約 1,000万人がインフルエンザに羅患し､約1万人が死亡しているという

研究結集もある｡

2)過去に流行した新型インフルエンザからの示唆

○ 過去に流行した新型インフルエンザの一つとしてスペイン ･インフルエンザ

(1918年-1919年)がある｡全世界で人口の25-30%が発症し､4,000万人が死亡

したと推計されている｡当時の記録から､大流行が起こると多くの人が感染し､医

療機関は患者であふれ､国民生活や社会機能の維持に必要な人材の確保が国難にな

るなど､様々な問題が生じることが考えられている｡
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○ スペイン･インフルエンザでは､世界中の流行に6-9か月の期間を要したと伝

えられているが､現代社会では､人口の増加や都市への人口集中､航空機などの交

通機関の発達などから､世界のどこで発生しても､より短期間にまん延する可能性

が高いと考えられる｡

また､スペイン･インフルエンザにおいては3回の流行の波があった｡今後､発

生が予想される新型インフルエンザも同様に流行の波があり､一つの波が約2か月

続き､その後流行の波が2-8回あると考えられている｡そのため､一度流行が終

わったとしても､次の流行に備えて更なる対策を行う必要がある｡

3)薪型インフルエンザの先生段階

○ 新型インフルエンザへの対策は､その状況等に応じてとるべき対応が異なること

から､あらかじめ状況を想定し､各状況に応じた対応方針を定めておく必要がある｡

○ このため､国の行動計画においては､新型インフルエンザが発生する前から国内

発生､パンデミックを迎え､小康状態に至るまでを5つの段階に分類して､それぞ

れの段階に応じた対策等を定めている｡この段階の決定については.WHOのフェ

ーズの引上げ及び引下げを注視しながら､外国での発生状況や国内サーベイランス

の結果を参考にして新型インフルエンザ対策本部が決定することとされているB

O なお､5つの段階は､基本的に国における戦略の転換点を念頭に定めたものであ

るが､都道府県においては､その状況に応じ柔軟に対応する場合もあり得るもので

ある｡また､状況により地域ごとの対応が必要となる場合を考慮し､第三段階を3

つの時期に小分類されているO国､地方自治体､関係機関等は､行動計画とガイド

ラインに従った施策を段階に応じて実施することとされている｡

･ 【前段階】未発生期では､発生に備えて体制の整備を行うとともに､国際的

な連携の下に発生の早期確認r=努めることを目的とする｡具体的r=は､行政機

関及び事業者等の事業継続計画の策定､医療提供体制の整備､抗インフルエン

ザ薬及びプレパンチミックワクチンの備蓄等が行われる.

【第一段階】海外発生期では､ウイルスの国内侵入をできるだけ阻止すると

ともに､国内発生に備えて体制の整備が行われる｡具体的には､発生国に滞在

する在外邦人に対する情報伝達と支援､新型インフルエンザの発生国･地域(以

下 r発生国｣という｡)への渡航自粛 .航空機運航自粛､発生国からの入国任

に対して検痕を実施する空港 ･港を集約､入国者に対する健康監視 ･停留等の

措置の強化等が行われる｡

･ 【第二段階】国内発生早期では､国内での感染拡大をできる限り抑えるため､

患者に対する入院措置 (感染症指定医療機関等)､接触者に対する外出自粛要

請､発生地域での学校等の臨時休業や集会 ･外出の自粛要請､感染防止集の徹

底の周知等の公衆衛生対策等が実施される｡
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【第三段階】感染拡大期/まん延期/回復期では､健康被害を最小限r=抑え

るとともに､医療機能､社会 ･経済機能への影響を最小限に抑えることが主な

目的となる｡感染拡大期は､地域での公衆衛生対策を継続して行うとともに､

患者に対し感染症指定医療機関等への入院措置を行う｡一方､まん延期は､医

療機関における感染の可能性を少なくするため､発症者のうち重症者は入院を

受け入れるが､軽症者は原則として自宅療養となる｡

【第凸段階】小康期では､社会 .経済機能の回復を図り､第三段階までに実

施した対策について評価を行い､次の流行の波に備えた対策を検討し､実施す

る｡

表2 我が国における発生段階の区分

発生段階 状態

第三段階
生じた状態

針 感染拡大期

盟 : まん延期

転 :. 回復期

(参考)改定前の行動計画におけるフェーズ分類と発生段階との対応表

※ ｢A｣国内非発生 ｢B｣国内発生

〇 人から人への感染の増加が確認され､WHOのフェーズ4が宣言された後は､短

時間で感染が拡大し､世界的な荒行となる可能性がある｡このような状況を考える

と､現在は､事業者が事前対策を検討･準備することができる貴重な時期といえる.

なお､現時点の鳥インフルエンザ (H5N1)発生国や人での発症事例について

は､厚生労働省のホームページで公表している.
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4)新型インフルエンザの流行による被青想定

○ 新型インフルエンザが流行した際には､全人口の約25%が発症し､医療機関を受

診する患者数は最大で2,500万人になると想定されている｡また.過去に流行した

アジア･インフルエンザやスペイン･インフルエンザのデータに基づき推計すると､

入院患者は53万人～200万人､死亡者は17万人-64万人となるDまた､地域差や

業態による差があるものの､従業員本人や家族の発症等により､従業員の最大40%

程度が欠勤することも想定される｡

しかし､これらはあくまでも過去の流行状況に基づいて推計されたものであり､

今後発生すると考えられている新型インフルエンザが､どの程度の病原性や感染力

を持つかどうかは不明である｡人口密度の高い地域においてはより多くの人が感染

する可能性もあり､地域差も出ると考えられている｡

流行による社会への一般的な影響は次のものが想定される｡

･膨大な数の患者と死者

･社会不安による治安の悪化やパニック

･医療従事者の感染による医療サービスの低下

･食料品 .生活必需品等､公共サービス (交通 ･通信 ･電気 ･食料 ･水道など)

の提供に従事する人の感染による物資の不足やサービスの停止

･行政サービスの水準低下 (行政手続の遅延等)

･日常生活の制限

･事業活動の制限や事業者の倒産

･莫大な経済的損失

(2)インフルエンザウイルスの感染経路

○ 毎年人の間で流行する通常のインフルエンザの主な感染経路は､飛沫感染と接触

感染であると考えられている｡現段階では､新型インフルエンザが発生していない

ため､感染経路を特定することはできないが､飛沫感染と接触感染が主な感染経路

と推 測されており､事業所においては基本的にはこの二つの感染経路についての対

策を講ずることが必要であると考えられる.空気感染の可能性は否定できないもの

の一般的に起きるとする科学的根拠はないため､事墓所等においては空気感染を想

定した対策よりもむしろ､飛沫感染と接触感染を想定した対策を確実に講ずること

が必要であると考えられる｡

○ また､ウイルスは細菌とは異なり､口腔内の粘膜や結膜などを通じて生体内に入

ることによって.生物の細胞の中でのみ増殖することができる｡ 環境中 (机､ド

アノブ､スイッチなど)では状況によって異なるが､教分間から長くても激十時間

内に感染力を失うと考えられている｡
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図2 新型インフルエンザの主な感染経路

1)飛沫感染

○ 飛沫感染とは感染した人が咳やくしゃみをすることで排池する､ウイルスを含む

飛沫 (5ミクロン以上の水滴)が飛散し､これを健康な人が鼻や口から吸い込み､

ウイルスを含んだ飛沫が粘朕に接触することによって感染する経路を指す｡

なお､咳やくしゃみ等の飛沫は､空気中でl～2メー トル以内しか到達しない｡

2)接触感染

○ 接触感染とは､皮膚と粘膜 ･割の直接的な接触､あるいは中間物を介する間接的

な接触による感染経路を指す｡

例えば､患者の咳､くしゃみ､鼻水などが付着した手で､机､ドアノブ､スイッ

チなどを触れた後に､その部位を別の人が触れ､かつその手で自分の眼や口や鼻を

触ることによって､ウイルスが媒介される｡

(参考)空気感染

空気感染とは､飛沫の水分が蒸発して乾燥し､さらに小さな粒子(5ミクロン以

下)である飛沫核となって､空気中を漂い､離れた場所にいる人がこれを吸い込む

ことによって感染する経路である｡飛沫核は空気中に長時間浮遊するため､対策

としては特殊な換気システム (陰圧室など)やフィルターが必要になる｡

2.3B木的な新型インフルエンザ対策

(l)薬剤を用いた新型インフルエンザ対策
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○ 国では新型インフルエンザ対策として､新型インフルエンザワクチン､抗インフ

ルエンザウイルス薬を用いた対策を行っている.

0 新型インフルエンザの発症予防や重症化防止に効果が期待できるワクチンとし

て､パンデミックワクチンとプレパンチミックワクチンがある｡パンデミックワク

チンとは､実際に出現した新型インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン

であり､国民全員分を製造する計画である｡発症予防や重症化防止の効果があると

考えられているが､実際に新型インフルエンザが発生しなければ製造できない｡現

時点では､新型インフルエンザの発生後､より短期間で製造するための研究開発に

取り組んでいる｡

○ プレパンデミックワクチンとは､新型インフルエンザウイルスが発生する前に､

烏インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチンである｡国は現在流行してい

る烏インフルエンザウイルス (H5N1)に対するワクチンをプレパンデミックワ

クチン原液として製造､備蓄している｡

○ 新型インフルエンザの治療薬としては､毎年流行する通常のインフルエンザの治

療に用いられているノイラミニダーゼ阻害薬が有効であると考えられている｡ノイ

ラミニダーゼ阻害薬r=は､経口内服薬のリン酸オセルタミビル (商品名･タミフル)

と経口吸入薬のザナミビル水和物 (商品名 リレンザ)があり､国や都道府県で備

蓄を行っている｡

なお､詳細については ｢抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン｣を

参照されたい.

(2)個人や事業者が実施できる具体的な感染防止策

○ 新型インフルエンザの感染防止策は､一般の人々が普段の生活の中で実施できる

ものも多い,有効と考えられる感染防止策としては､以下が挙げられる｡

･対人距敵の保持

･手洗い

･咳エチケット

･職場の清掃 ･消毒

･定期的なインフルエンザワクチンの接種

1)対人距離の保持

○ 最も重要な感染防止策は､対人距離を保持することである｡特に感染者から適切

な距離を保つことによって､感染リスクを大幅に低下させることができる｡ 逆に､

人が社会活動を行うことで､感染リスクが高まると言える｡
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(目的)

･ 咳､くしゃみによる飛沫感染防止策

(効果)

･ 通常､飛沫はある程度の重さがあるため､発した人から1-2メー トル以内

に落下する｡つまり2メー トル以上散れている場合は感染するリスクは低下す

る｡

(方法)

･ 感染者の2メー トル以内に近づかないことが基本となる｡不要不急の外出を

避け､不特定多数の者が集まる塀には極力行かないよう､業務のあり方や施設

の使用方法を検討する｡

2)手洗い

○ 手洗いは感染防止策の基本であり､外出からの帰宅後､不特定多数の者が触るよ

うな場所を触れた後､頻回に手洗いを夷施することが推奨される｡

(目的)

･ 本人及び周囲への接触感染の予防

(効果)

･ 流水と石鹸による手洗いは､付着したウイルスを除去し､感染リスクを下げ

る｡また､60-80%の濃度のアルコール製剤に触れることによって.ウイルス

は死滅する｡

(方法)

･ 感染者が触れる可能性の高い場所の清掃 ･消毒や患者がいた場所等の清掃 ･

消毒をした際､手袋を外した後に手洗い又は手指衛生を実施する｡

･ 手洗いは､流水と石鹸を用いて 15秒以上行うことが望ましい｡洗った後は

水分を十分に拭き取ることが重要である｡速乾性横式消毒用アルコール製剤

(アルコールが 60-80%程度含まれている消毒薬)は.アルコールが完全に揮

発するまで両手を擦り合わせる｡

8)噴エチケット

○ 風邪などで咳やくしゃみがでる時に､他人にうつきないためのエチケットである｡

感染者がウイルスを含んだ飛沫を排出して同園の人に感染させないように､咳エチ

ケットを徹底することが王事である｡

(目的)

･ 咳､くしゃみによる飛沫感染防止策

(効果)

･ 咳エチケットによって感染者の排5t!する飛沫の拡散を防ぐことができる｡

(方法)

･ 咳やくしゃみの際は､ティッシュなどで口と鼻を被い､他の人から顔をそむ
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け､できる限り1-2メー トル以上離れる｡ ティッシュなどがない場合は､

口を前腕部 (袖口)で押さえて､極力飛沫が拡散しないようにする｡前腕部で

押さえるのは､他の場所に触れることが少ないため､接触感染の機会を低減す

ることができるからである｡呼吸器系分泌物 (鼻汁 ･癌など)を含んだティツ

シ1は､すぐにゴミ矧 こ捨てる,

･ 咳やくしゃみをする際r=押さえた手や腕は､その後直ちに洗うべきであるが､

接触感染の原因にならないよう､手を洗う前に不必要に周匝に触れないよう注

意する｡手を洗う場所がないことに備えて､携行できる速乾性擦式消毒用アル

コール製剤を用意しておくことが推奨される｡

･ 咳をしている人にマスクの着用を積極的に促す｡マスクを適切に着用するこ

とによって､飛沫の拡散を防ぐことができる｡

4)稚現の汁柵 ･消毒

(目的)

･ 周囲への接触感染の防止

(効果)

･ 感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に,机､ド

アノブ､スイッチなどを触れると､その場所にウイルスが付着する｡ウイルス

の種類や状態にもよるが.飛沫に含まれるウイルスは.その場所である程度感

染力を保ち続けると考えられるが､清掃 ･消毒を行うことにより､ウイルスを

含む飛沫を除去することができる｡

(方法)

･ 通常の清掃に加えて､水と洗剤を用いて､特に机､ドアノブ､スイッチ､階

段の手すり､テーブル､椅子､エレベーターの押しボタン､トイレの流水レバ

ー､便座等人がよく触れるところを拭き取り清掃する｡頻度については､どの

程度､患者が触れる可能性があるかによって検討するが､最低1日1回は行う

ことが望ましい｡消毒や清掃を行った時間を記し､掲示する｡

･ 従業員が発症し､その直前に職場で勤務していた場合には､当該従業員の机

の周辺や触れた場所などの消毒剤による拭き取り清掃を行う｡その際作業者は､

必要に応じて市販の不織布製マスクや手袋を着用して消毒を行う｡作簾後は､

流水 .石鹸又は速乾性擦式消毒用7JL'コール製剤により手を洗うb清掃 .消毒

時に使用した作業着は洗濯､ブラシ､雑巾は､水で洗い､触れないようにする｡

*食器 ･衣矩 ･リネン

食器 ･衣類 ･リネンについては､洗浄 ･清掃を行う｡衣類やリネンに患者

由来の体液 (血液､尿､便､噂痕､唾液等)が付着しており､洗濯等が不可

能である撮合rま､当該箇所をアルコール製剤を用いて消毒する｡

*垂､天井の清掃

患者由来の休液が明らかに付着していない場合､清掃の必要はない｡患者
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由来の体液が付着している場合､当該箇所を広めに消毒する｡

*床の清掃

患者が滞在した場所の床については､有機物にくるまれたウイルスの除去

を行うために､濡れたモップ､雑巾による拭き取り清掃を行う｡明らかに患

者由来の体液が存在している箇所については､消毒を行う｡

*事業所の周辺の地面 (道路など)

人が手であまり触れない地面 (道路など)の清掃は､必要性は低いと考え

られる｡

(消毒剤について)

･ インフルエンザウイルスには次亜塩素酸ナトリウム､イソプロパノールや消

毒用エタノールなどが有効である｡消毒剤の噴霧は､不完全な消車やウイルス

の舞い上がり､消毒実施者の健康被害につながる危険性もあるため､実施する

べきではない｡

*次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウムは､原液を希釈し､0.02-0_11〟V%(200-1,000ppm)

の溶液､例えば塩素系漂白剤等を用いる｡消毒液に浸したタオル､雑巾等に

よる拭き取り消毒を行う､あるいは該当部分を消毒液に直接浸す｡

*イソプロパノール又は消毒用エタノール

70V/V%イソプロパノール又は消毒用エタノールを十分に浸したタオル､

ペーパータオル又は脱脂綿等を用いて拭き取り消毒を行う.

5)定期的なインフルエンザワクチンの接種

(目的)

･ 通常のインフルエンザの羅患者による医療機関の混乱防止

(効果)

･ 新型インフルエンザの発生時T=､通常のインフルエンザに罷患し､自分が新

型インフルエンザに感染したと誤解した者が発熱外来等を受診することで､医

療機関において混乱が発生することが予想される｡

･ 新型インフルエンザと区別がつきr=くい通常のインフルエンザ等の発熱性の

疾患については､予防接種を受けることで､流行時の発熱外来の混雑緩和にも

つながる｡

(方法)

･ 医療機関で通常のインフルエンザの予防接種を受ける｡ただし.副反応のリ

スクも十分理解した上で接種を行う｡

(3)感染防止策に有効な個人防護具と衛生用品

○ 一般的な企業が新型インフルエンザの感染防止策として使用を検討する代表的

･lOIL

な個人防注具は､マスク､手袋､ゴーグル等がある｡感染防止策については､前述

のように外出を控える､手洗いの励行といった方法を主にしながら個人防護具は補

助的に用いる｡

個人防護具は､適正に使用しないと効果は十分には得られない点に留意する必要

がある｡

1)主な個人肪EL具について

○ 一般的な企業において､新型インフルキンザの感染防止策として使用を検討する､

マスク､手袋､ゴーグル､フェイスマスクの考え方を以下に示す｡

ア マスク

･ 症状のある人がマスクを着用することによって､咳やくしゃみによる飛沫

の拡散を防ぎ.感染拡大を防止できる｡ただし､健康な人が日常生活におい

てマスクを着用することによる効果は現時点では十分な科学的根拠が得ら

れていない｡そのため､マスクによる防御効果を過信せず､お互いに距離を

とるなど他の感染防止策を重視することが必要となる｡やむを得ず､外出を

して人温みに入る可能性がある場合には､マスクを着用することが一つの感

染防止策と考えられる｡

･ 一般的な企業の従事者においては､家庭用の不織布製のマスクを使用する

ことが望まれる｡マスクの装着に当たっては説明書をよく読み.正しく着用

する｡特に､顔の形に合っているかについて注意する｡

･ マスクは表面に病原体が付着する可能性があるため､原則使い捨てとし(1
日1枚程度)､捨てる場所や捨て方にも注意して､他の人が触れないように

する｡

･ なお､家庭用の不織布製マスクは.新型インフルエンザ流行時の日常生活

における使用においては､医療用の不織布製マスク (サージカルマスク)と

ほぼ同様の効果があると考えられる｡

･ N95マスク (防じんマスクDs2)のような密閉性の高いマスクは､日常

生活での着用は想定されないが､新型インフルエンザの患者に接する可能性

の高い医療従事者等に対して勧められている｡事業者においても.新型イン

フルエンザの患者に按する可能性が高い者においては､使用が想定される｡

しかし､これらのマスクは､正しく着用できない場合は効果が十分r=発揮さ

れないため､あらかじめ着用の教育 ･訓練が必要となる｡

･ マスクの使用の詳細については､別途､厚生労働省が定める｡

イ 手袋

･新型インフルエンザウイルスは､手から直接感染するのではなく.手につい

たウイルスがロや鼻に触れることで感染する｡つまり､手袋をしていても､

手袋を着用した手で鼻やロを触っては感染対策r=はならない0
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･手袋着用の目的は､自分の手が汚れるのを防ぐためであるoLたがって､滅

菌されている必要はなく､ゴム製の使い捨て手袋の使用が考えられるB手袋

を外した後は.直ちに流水や消専用アルコール製剤で辛を洗うC

ウ ゴーグル､フェイスマスク

･ ゴーグルやつ=イスマスクは､眼の鴇旗からの感染を防ぐために着用が考

えられる｡ゴーグルは､直接的な感染だけでなく､不用意に眼を触ることを

防ぐことで感染予防にもつながる.

･ しかし､ゴーグルは､すぐに曇ったり､長時間着用すると不快である｡購

入(=あたっては､試着して従業員の意見をよく聞きながら選択する｡

･ ゴーグルやフェイスマスクは､患者に接触する可能性が高い場所で必要に

なるため､一般の企業で使用する瑞はそれほど多くないと考えられる｡

2) 個人防沫具の賄入

○ 個人防護具を購入する[=当たっては､次のプロセスで行うことが望ましい｡

･ 感染のリスクに応じた個人防護具を選択し､実際に使用する従蓑員の意見を

聴取する｡その際､個人防護具の密着性.快適性などについても考慮する.ま

た､候補となる個人防護具は複数の型やサイズを選択する｡

･ コス トを評価する｡管理面又は環境面の改善により個人防護具が不要となり

全体として費用がかからないことがある｡

･ 流行時に安定した供給が可能か確認するO

･ 個人防護具の選定を行ったら､個人に配付して一人一人の身体の形にあって

いるかを確認するOその際に正しい着用方法を指導する｡個人にあったサイズ

を確認して､記録しておく｡

･ 選択の際は､使用する時間を想定し､使用可能なものを選ぶ｡

3)個人防護具の管理 ･教育

○ 個人防護具は自らを守るものであり､感染リスクがある場所に入る前に着用する｡

必要な撮所ですぐに入手 ･使用できるよう､供給の管理者を決める必要がある.

o 個人防護具は､定められた着用方法に従わなければ効果が十分には発揮されない

ため､醜明手などを確認して適正に着用できるようにする.その際､個人防護具は

着用により不快感も伴うため､時間が軽つにつれ正確に着用されなくなる可能性も

あることも含めて､教育 .訓練を行う｡さらに､新型インフルエンザ流行時には､

感染に対する恐怖で不必要に個人防護具を使いすぎることの無いよう.適正に使用

するよう教育なども行うことも考えられる｡

4)個人防練兵の廃棄

○ 個人防護具の着用時､廃棄や取り替えの時には､自らが感染したり､感染を拡大

･l〔I3･

するおそれがあるため注意が必要である｡

○ 基本的に､個人防護具は使い捨てであり､できる限り1日に1-2回は交換し､

使用済みのものはすぐにゴミ箱r=捨てるb

O しかし､使い捨てはコス トがかかる上､場合によっては個人防護具が不足する可

能性もある｡そのような状況では､使用時間を長くする､繰り返し使用することも

検討するD

O 全ての個人防護具を外した後には､個人防護具にウイルスがついている可能性も

あるのですぐに手洗いや消毒用アルコール製剤による消毒を行う｡また､廃棄場所

を定め､その処分をする人の感染防止策についても十分に検討しておく必要がある｡

第3葦 事業継横計画策定の留意点

○ 事業者において現在実施すべき対策としては､(l)企業で迅速な意思決定が可

能な新型インフルエンザ対策の体制を確立し､(2)従業員や訪問者､利用客等を

守る感染防止策を実施し､(3)新型インフルエンザ発生時の事業継続の検討 ･計

画策定を行うとともに､(4)定期的に従業員に対する教育 ･訓練を実施すること

があげられる.また､事業継続計画は (5)点検 ･是正を行い､より具体的なもの

にする｡

○ 本章では､新型インフルエンザの発生に備えた事業稚続計画策定の留意点につい

て示すものであり､事業継続計画の策定方法等については巻末に示す参考資料等も

併せて参照されたい｡

l.薪型インフルエンザ対策体制の牧村 .確立

(l)危機管理体制の整備

1)意思決定方法の検討

○ 事業継続計画の立案に当たっては､経営責任者が率先し､危機管理･労務･人事 .

財務 ･広報などの責任者を交えて行うことが必要である｡また､就業規則や労働安

全衛生にも関わることから､産業医等をメンバーに加えることが望まれる｡
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○ 意思決定方法を確立するとともに､意思決定者の発症等r=備え､代替意思決定体

制の検討を行う｡

○ 分散した事業所がある場合には､流行時には各事業所での判断が求められること

になるため､本社の対策本部と連携可能な別細粒を設置することを検討する｡

○ 職場での感染拡大防止のために必要であると判断される場合の一時休業などの

方針や意思決定方法等を検討する｡

2)通常時の体制の運営

○ 通常時から新型インフルエンザについて正確な情報を収集するよう努める｡

○ 感染防止策については､専門的な知抜を必要とすることがあるため､産業医や近

隣の医療機関､管轄の保健所､産業保健推進センターなどを活用して､助言を依頼

することも検討する｡

(2)什報の収集と共有体制の安価

1)発生時におけるfI報収集､連終体制の整備

○ 意思決定に当たっては､平時から正しい情報を収集するとともに､継続して入手

できる体制を構築する｡

○ 国内外の新型インフルエンザの発生状況や公共サービスに関する情報を､国 (厚

生労働省､外務省等)､地方自治体､wHO等から入手する｡

○ 海外進出事業者においては､上記に加え､在外公館､現地保健部局からの情報収

集体制を整備する｡

○ 得られた情報を､必要に応じて､各事業者の計画や対策の見直しに役立てるとと

もに､事業者 ･職場としての対応方針に反映する｡さらに､事業者団体､関係企業

等と密接な情報交換を行う｡

○ 流行時において､日々の従業員の発症状況を確認する体制を構築する｡

2)従業鼻への什報提供体制の兼併､普及啓発

○ 従業員r=対して､感染防止繁を徹底するとともに､新型インフルエンザ発

生時の行動についての普及啓発を行う｡新型インフルエンザ発生時に業務に従事す
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る者に対しては､その感染リスクの低減方法を理解 ･納得させる｡

また､自社の事業継続の観点から必要な取引事業者に対し､感染防止策等の普及

啓発を実施することが望ましい｡

[収集すべき情報]

･一般的な情報

*新型インフルエンザが発生している地域

*新型インフルエンザの概要 (特徴､症状､治療方法等)

･社内の情報

*従業員の緊急連績先や学校 .保育施設に通う子どもの有無､要介護の家族の

有無､その他支援の必要性の有無等を把握する.

*従業員の直近の海外渡航状況を把握する｡発生国への渡航歴がある場合､出

社の可否や健康診断受診の軍曹などを判断する際の材料となる｡

･海外進出企業等

*当該国の薬事法制など､抗インフルエンザウイルス薬の取扱方法等

8)サプライチェーンl(事集推続に必要な一連の取引書業者)の確度

○ 新型インフルエンザ発生時にサプライチェーンが機能するかどうか､どの業務を

どの程度継続するか､関連事業者間でどのように相互支援を行うかなどについて協

譲する｡

2.感染防止兼の換肘

○ 事業者は､従業員に対して安全配慮義務を担う｡事業者は､新型インフルエンザ

発生時に従業員を勤務させる場合､必要十分な感染防止策を講じる必要がある｡そ

のため､現時点 (未発生期)から開始するものを含め､発生段階ごとに実施する感

染防止策を定める｡

(l)職軌 こおける感染リスクの評価と対策

○ 聴け引こおける感染リスクについて､職場ごとに評価し､リスクを低減する方法を

検討する｡以下に､リスクの評価と対策の手順の例を示す｡

･ 従業員が新型インフルエンザの患者の2メー トル以内に近づく可能性がある

かを確認する｡

1ある事案に関わる全ての取引事業者を指す.直接的な取引事業者だけでなく.2次 ･3次の取
引事業者やライフライン事集者など｡
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･ 発熱などの症状のある人の入室を防ぐ方法を検討する｡例えば､従業員や訪

問者等の中に感染した可能性がある者が､直ぐr=発見･報告される仕組みを構

築する (例 :従業員や訪問者等の体温測定等)｡

･ 不特定多数の者と接触する競会のある事業者においては､矧 こ感染防止策を

充実させる必要がある｡来客に対しても､その理解を得つつ､必要と思われる

感染防止策の実施を要請する｡

･ 感染者に接触する可能性が高い場合､接触する機会を減少するために職場環

境や勤務形態の見直しや従業員への個人防護具の装着を検討する｡

(2)事前車体

○ 感染防止策に央効性を高めるため､職場で感染した可能性がある巷が発見された

場合を想定し､以下のような対応措置を立案する｡

･ 職場で感染の疑いのある者が発見された場合を想定し､職場での感染防止

策を徹底する役割を担うとともに職場で感染の疑いのある者が発見された場

合に対処する作業班を決める｡作業班のメンバー用に必要な個人防護具を用意

し､試用を行う｡

t 感染防止策について日頃から訓練を行い習熟しておくとともに､必要な資器

材等を備蓄する｡

･ 社会機能の維持に関わる事業者は､あらかじめプレパンデミックワクチンの

接種対象者数を検討する｡その際､プレパンデミックワクチンについては､副

反応のおそれがあること､効果が未確定であるため接種後にも感染防止策を講

じなければならないことなどについて､説明して同意を得る｡

(a)海外勤務する従業見等への対応

○ 新型インフルエンザが発生した場合.事業者は､海外勤務､海外出張する従業員

等及びその家族への感染を予防するため､｢海外派遣企業での新型インフルエンザ

対策ガイドライン｣(平成 19年 5月18日改訂 労働者健康福祉機構 海外勤務健

康管理センター)等を参考としつつ､必要に応じて､以下の措置等を講ずる｡

･ 発生国に駐在する従業員等及びその家族に対しては､外務省から発出される

感染症危険情報や現地の在外公館の情報等を踏まえ､現地における安全な滞在

方法や退避の可能性について検討する｡

･ 発生国への海外出張については､やむを得ない場合を除き､中止する｡また､

感染が世界的に拡大するにつれ､定期航空便等の運航停止により帰国が困難と

なる可能性があること､感染しても現地で十分な医療を受けられなくなる可能

性があること､帰国しても最大 10El間停留される可能性があること等にかん

がみ､発生国以外の海外出張も原則中止することが望ましい｡
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3.才型インフルエンザに書えた■兼♯続の検討

○ 新型インフルエンザ発生時に想定される被害を勘案しつつ､事態の進展に応じた

事業継続計画を作成しておくことで､従業員等の感染とともに事業への影響を最小

限に抑えることが可能となると考えられる｡

○ 事業継続計画は本来､脅威の種類を問わず(=策定するものとされているが､我が

国では地震災害を主な対象に策定を進めている事業者が多い｡新型インフルエンザ

を対象とする事業継続計画は､地震災害を対象としたものと共通する要素もあるが､

両者の相違を把握した上で･､事業稚続を検討することが重要である｡

○ 地震災害に対しては､重要業務の選定を行い､それらの中断を防止することやで

きる限り早期の復旧を図ることが事業継続方針とされる｡他方､新型インフルエン

ザr=対しては､事業を継続することに伴い従業員や訪問者､利用客等が感染する危

険性 (リスク)と､社会のために自らの企業が推挽しなければならない社会的必要

性､経営維持 ･存続のために収入を確保する必要性などを勘案して､重要業務の選

定を行い､事業継続のレベルを決めなければならない｡

○ 新型インフルエンザが大流行した場合､その影響は長期間にわたって全世界に及

び､サプライチェーンの確保が匝難となることが予想される｡事業者は､重要業務

の継続に不可欠な取引事業者を洗い出し､新型インフルエンザ発生時においても重

要業務が継続できるよう,当該取引事業者とともr=必要な対策について検討を行う｡

その際､海外事業者との取引を含めた周到な対策を講じておくことも重要となる｡

表3 事業継続計画における地震災害と新型インフルエンザの相違

項目 地斉災害

+***

方針 斗旧を回る

被害の対象

地理的な影響

範囲 の補完が可能) が困難)

裾着の期nn
響想定が可能



災害発生と祇 (
幸制御 間､準備力可能

事集への

(l)事業継続方針の検討

○ 新型インフルエンザ発生時における事業継続に係る基本的な方針を検討する｡一

般の事業者において､事業継続をどの程度行うかについての決定は､従業員や訪問

者､利用客等の感染防止策の実施を前提として､事業者自らの経営判断として行わ

れる｡ただし､業種 ･業態によっては､社会槻能の維持に必要な事業の継続を要請

される事業者や､感染拡大防止のため事業活動の自粛を要請される事業者がある｡

○ 第二段階 (国内発生早期)においては､感染防止策や業務の縮小 ･休止などの対

策を積極的に講じて､大流行を防いだり遅らせたりすることが有効である｡同時に､

第三段階 (まん延期)に進展しても､経営が破綻しないような方策を構築しておく

が重要となる｡また､第四段階 (小康期)に事集を円滑に執 日するための方策も構

築することが望まれるo

1)社会機能の維持に関わる事業者

○ 一方､2か月間事業を停止することにより最低限の国民生活の維持が困難になる

おそれのある事業者については､その社会的責任を果たす戟点から､社会的に求め

られる機能を維持するための事業継続の検討が必要となる｡

○ 社会機能の維持に関わる者として事業継続を要請される事業者の業種 ･職種につ

いては別途示す｡

2)自粛が貢許される事業者

○ 感染拡大防止の観点からは､不要不急の事業については､可能な限り縮小 ･休止

することが望ましい｡中でも､不特定多数の者が集まる場や機会を提供している事

業者については､感染拡大防止の概点から国や地方自治体が事業活動の自粛を要請

することになる｡なお､国や地方自治体は国民に対して外出自粛を要請したり､不

特定多数の者が集まる境や機会には行かないよう広報することから､事業者が自粛

するかどうかに関わらず利用客等の大帽な減少が予測されるDこれら事業者におい

ては､自粛要請や利用客等の減少を前提として､事業継続方針を立案しておく必要

がある｡
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○ 仮に.それらの事業者が自主的な判断により事業活動を継続しようとする場令.

次のような厳格な感染防止策を講じない限り､感染拡大を促進することになりかね

ないことに留意する必要がある｡

[講じることが必要な感染防止策]

*従業員や訪問者､利用客等などが常に2メー トル以上の距離にあり､互

いの接触 ･接近が防止される

*入口などで発熱などの症状のある人の入場を防ぐ

*入口などに手洗いの場所を設置する

*突発的に感染が疑われる訪問者､利用客等が来場した場合にも､十分な

感染防止策を講じることができる体制を構築する

[自粛が要請される可能性のある事業者の例]

*不特定多数の集まる施設 集客施設､興行施設等

(集会施設､美術館､博物館､動物園､図書館､映画館､劇場､スポー

ツ施設､遊園地等)

3)一般の事美音

○ 一般の事業者においては､従業員や訪問者､利用客等の感染リスクを低減する必

要があること､また感染拡大に伴う社会状況の変化に伴い事業が制約を受けること

が想定されることから､当該事業者にとっての重要業務を特定し､重要業務の継続

に人的 ･物的資源を集中しつつ､その他の業務を積極的に縮小 ･休止することが考

えられる｡なお,感染拡大防止の観点からは､不要不急の業務については､可能な

限り縮小 ･休止することが望ましい｡

○ 一般の事業者であっても､社会機能の維持に関わる事業者との取引については､

当該者との協議等により､その継続の必要性を判断することが望まれる｡

4)海外進出企業

○ 海外進出企業においては､現地で新型インフルエンザが発生した場合の､現地の

事業継続の有無､安全な事業雑続の方法､日本人従業員やその家族の帰国の有無,

といった事業継続方針を立案する.現地の公衆衛生対策レベルや現地従業員との協

働等の視点からも検討する必要がある｡

(2)事業影事分析と王事兼務の特定

○ 全ての事業者において､多くの従業員が感染したり､サプライチェーンに大きな
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制約を受けることが考えられる｡このため､事業者は､新型インフルエンザ発生時

の影響について分析し､新型インフルエンザ発生時でも継続を図る重要業務を発生

段階ごとに特定する｡

･ 一般の事業者は､新型インフルエンザ発生時の事業に対する需要の変化を予

測し､従業員の感染リスクと軽嘗維持の観点から総合的に判断の上､植続する

重要業務を絞る｡業種によっては､需要が増加したり､売上げが減少したりす

ることが考えられる｡

･ 社会故能の維持に関わる事業者は､第三段階のまん延期においても､社会機

能の維持のための重要業務を継続することが求められる｡このため､必要な重

要業務を特定するとともに､重要業務の継続に不可欠な取引事業者を洗い出し､

まん延期においても重要業務が継続できるよう､当該取引事業者と必要な新型

インフルエンザ対策について検討を行う｡

一表4 重要業務特定の視点

事業者の区分

一般の事業者 から)

ム管理等)

(3)重要な要素 ･資源の確保

○ 新型インフルエンザ発生時l=重要業務の継続を実現するため､その継続に不可欠

な要素 ･資源を洗い出し､あらかじめ確保するための方策を講ずる｡

○ 新型インフルエンザ発生時､多くの従業員が出勤困難又は不可能となるおそれが

あり､こうした事態を想定して代替策を準備しておく必要がある｡

･ 海外拠点の操業制約や輸出入の制約を前提としつつ､感染防止策の実施下で

無理なく事業継続を実現する必要がある｡

･ 第二段階 (国内発生早期)以降､学校､保育施設等の臨時休業や､一部の福

祉サービスの縮小などにより､共働きの世帯等は出勤が困難となる場合がある｡

また.感染の疑いがある者について､保健所から外出自粛が要請される可能性

があるため､多数の従業員が長期間欠勤すること､仮に自社や取引先の従業員

の40%程度が数週間にわたり欠勤するケースを想定し､継続する重要業務を絞

り込んでおく(地域や業種等によって40%以上欠勤する可能性があることも想
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定し､数通りのケースについて検討しておくことが望ましい｡)｡

特に､感染拡大の初期段階 (国内発生早期)では､同じ職場で感染者が発見

された場合､濃厚接触者が自宅待機 (最大 10日間)するケースが想定される.

そのため､継続する重要業務を決定する際には.濃厚接触者が自宅待機するこ

とを想定した検討を行う必要がある｡具体的には､次のような者が濃厚接触者

とされることが想定されている｡

養5 濃厚接触者について

ア.同居者

ィ.医療関係者

○ 新型インフルエンザ発生時､サプライチェーン全体が機能するかどうかが問題と

なる｡重妻業務を継続するには､その継続r=不可欠な取引事業者を洗い出して､新

型インフルエンザ発生時の事業継続のレベルについてあらかじめ調整し､必要な措

置を講じる必要がある｡

･ 取引事業者間で､事前対策の促進について相互協力するとともに発生時の相

互支援等について決定する｡

･ 調達困難となる原材料等I=ついては､備蓄を増やす等の措置を行う｡

○ ライフライン､交通槻関､金融､食料品 ･生活必需品等の製造 ･販売等は､社会

機能の維持に関わる事業者が事業を継続することにより､某三段階のまん延期にお

いても必要最小限は維持されると想定される｡

○ 新型インフルエンザ発生により事業縮小することなどが､法律上の問題が発生し

ないかどうかをあらかじめ確言盈する｡

･ 新型インフルエンザの影響により業務を停止した場合､免責となるかどうか

約款を確羅し､必要に応じて取引先と協議 ･見直しを行うO
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･ 新型インフルエンザ発生時に従業員に対して勤務を命 じる場合の留意点につ

いて検討する｡例えば､新型インフルエンザに備えて新たな事業継続計画を立

案 した場合､勤務する人員1人あたりの労働時間が延長することが労働基準法

等に抵触 しないことを確艶する｡

･ なお､国は､社会枚能の維持関わる事業者が事業継続体制を構築できるよう､

新型インフルエンザ発生時において企業の一定の義務を免除する関係法令の

運用面を含めた周知や､企業の義務を定める規定の各種規制の弾力運用等につ

いて検討を行うこととしている｡

○ 新型インフルエンザ発生時､従業員の安心とともに社会的信用を保つことができ

るよう､事業者内外のコミュニケーションについて検討しておく｡

･ 感染防止先の内容､継続する事業の内容とレベルについて､従業員及び取引

先にあらかじめ周知 し､理解を求める｡

･ 感染した可能性がある者が発見された場合の発表､新型インフルエンザによ

る業績への影響などついて､必要な時に広報できるようあらかじめ準備する｡

(4)人見計画の立案

○ 新型インフルエンザの流行時は､各職場においても､従業員本人の発症や発症 し

た家族の看病等で､一時的r=は､相当数の従業員が欠勤することが予想される｡

○ 事業者は､当該事業者や取引事業者の従業員が長期にわたり多数欠勤 した場合に

備えて､取引事業者や補助要員を含む運営体制について､業務の性格に応 じた検討

を行い､対集を講ずるとともに､従業員等に対する教育 ･訓練を行う｡

○ 事業を継続する場合､事業者は､従業員の感染拡大防止のための指導のほか､訪

問者､利用客等に対 しても感染防止策の順守を要請する｡また､織塙 とともに家

庭生活におけるリスクを下げることを検討する｡以下に､考えられる感染防止策の

例を示す｡

表6 業務を継続する際の感染防止策の例 (1)

目的 区分 対策例

従集且の慈 業務の絞込み

染 リスクの低減 全般

外出先等

利用する

その他施設

ど)

破領内での

感染防止 入場防止のための

検温

する

を保つ

通行にする○

接触距離を保つ

飛沫蘇染､接触感



表7 業務を継続する際の感染防止策の例 (2)

日的 区分 対策例

椎壌内での 手洗い

感染防止

所の把握

要具の確保

発
症
者
数
な
ど

三 2ケ月事呈度 →

図2 新型インフルエンザ発生時の､事業継続の時系列イメージ
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○ 図2に､新型インフルエンザ発生時の企業r=おいて業務量､就業可能な者の数等

のイメージを提示する｡早い段階で感染防止策を講じること､欠勤者数が増加する

前に計画的に業務量を減少させることが重責である｡

○ 有効な対策として､人邑計画に複数の現が交替勤務を行う班交代刺 (スプリット

チーム制)等を探り入れ､発症していない従業員をチーム毎に計画的に自宅待機さ

せることが考えられる｡その場合､万が一､就業している従業員の中から感染者が

でたとしても､濃厚接触者を含めて休業させ､自宅待機していたチームが代替要員

として就業することができる｡

○ 事業者は､新型インフルエンザ発生に備えて発生段階ごとの人員計画 (従業員の

勤務体制や通勤方法など)を立案する｡従業員の感染リスクを下げるとともに､仮

に従業員が感染しても代替要員が重要業務を継続することができる人員計画とす

ることが重要である.以下に､想定される検討内容､留意点等の例を示す｡

〔第一段階 (海外発生期)〕

･ 海外勤務者及び海外出張者がいる事業者については､これら従業員に関する

人員計画 (どのような感染防止集を講じて現地勤務を続けさせるか､いつどの

ような手段で帰国させるかなど)を立案する｡

･ その他の事業者においても､急速に国内で発生する可能性を想定し､第二段

階 (国内発生早期)r=備えた準備を行う｡

〔第二段階 (国内発生早期)〕

･ 事業者において感染防止策を実施した場合､ある程度業務に支障が生じるこ

とが考えられる｡こうした影響を想定した上で人員計画を立案する｡

･ 国内発生早期には､学校等の臨時休業や福祉サービスの一部休止が想定され､

共働き家族等は仕事を休んで対応することとなるC 事業者は､欠勤の可能性

の高い従業員をあらかじめ把握し､人員計画に反映する｡

･ 重要業務については､感染機会を減らすために宿直制の採用､感染者が出て

も重要業務を継続できるよう班交替制の採用について検討する｡宿直制を採用

した場合は､そのための食料や毛布等の備蓄等についても検討する｡

･ 業務において不特定多数の者と接触することを避ける (帆 .出張 .会議の中

止)

･ 都市部の事業者においては､満員電車や満員バス等による通勤を避けるため

時差出勤を採用したり､自家用車等での通勤を許可したり､在宅勤務を進める｡

その際､在宅勤務の就業規則等をあらかじめ策定することが考えられる｡

･ 従業員や訪問者､利用客等の中に感染者が発見された場合､その濃厚接触者

である従業員は出勤できない(保健所により最大 10日間の自宅待機等を命ぜら
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れる)可能性があることも憩走した人員計画も立案する｡

〔第三段階 (感染拡大期､まん延期､回復期)〕

･ 国内に感染が拡大した状況下において､一般の事業者が職場のある地域への

立ち入り制限等を要請されることはないが2､感染防止策を講じる必要がある｡

また､事業所内において感染の拡大が認められた場合には､自主的に一時休業

することも想定して､どのような状況で事業所を一時休業すべきかを事前に検

討する｡

･ 従業員本人の発症や発症した家族の看病等のために､多数の従業員が長期間

にわたり欠勤する可能性がある｡事業者においては､従業員の40%程度が数週

間にわたり欠勤することを前提とした人員計画を立案する｡

〔第四段階 (小康期)〕

･ 感染した従業員の多くは､発症から 10日間程度で治療すると考えられ3､発

症 ･治癒した者はウイルスに対する免疫を持つ｡小康状態においては､治癒し

た従業員も含めた人員計画を立案する｡(ただし抗体検査などにより確認は必要

となる｡)

t 新型インフルエンザ発生時に有効な人員計画とするためには､通常時からの

準備が重要である｡例えば感染リスクを下げるため在宅勤務の採用､他の従業

員が重要業務を代替するための教育､意思決定を行う者が感染した場合に備え

た代行者の緒名などをあらかじめ行う0

4.教書 ･計汝

○ 各事業者は､正しい知識を習得し､従業員への周知r=努める｡まず､現時点から

始めるべき感染防止策を実践することが求められる｡

○ 感染防止策は､経営者から従業員一人一人まで全員による行動変容が重要である｡

そのため､現時点で始める感染防止策を決め､経営者自らが率先して実践すること

が望まれる｡

○ 通常のインフルエンザについても感染した可能性がある場合.積極的に休んで医

療機関の診察を受けることを励行する｡

･ 我が国では､風邪など病気の症状があっても無理をして出社した場合､仕事

2国内への感染が破托された初期段階において.地域封じ込め等の対策がとられた塙合.地域への立ち入り制限が

発動される可能性がある｡
3新型インフルエンザによる致死率は.大流行した場合(フェーズ6)､発症者の05-2%種皮と考えられている｡
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に対する意欲が評価されることがある｡しかし､新型インフルエンザの感染者

が､症状があるにもかかわらず無理に出社した場合､出社途中や職場において

感染を拡げるリスクがある｡｢症状がある場合は家で自宅療養する｣という基

本ルールを職場全体に浸透させることr=より職場での感染を防ぐことができ

る｡これは､風邪や通常のインフルエンザについても同様である｡

･ 職場における感染防止策について､従業員に対する教育 ･普及啓発を行う (

新型インフルエンザの基薩知識､職場で実施する感染防止策の内容､本 人 や

家族が発症した際の対応等)ら

○ 新型インフルエンザ発生に備えた事業継続計画を円滑r=実行できるよう教育 ･訓

練を行っておく｡

･ 発生前の危機管理組総の体制整備 (立上げ訓練も行っておくことにより､発

生時には､迅速に召集､設置を行い､具体的活動が開始できるようにする｡)

･ クロス トレーニング(従業員が棟数の重要業務を実施できるようにしておき､

欠勤者が出た場合に代替要員とする｡)

･ 在宅勤務の試行 (通勤による感染リスクを下げることができる｡また､共働

き世帯で子どもの面倒を見るためや家族に発症者が出たために出勤できない

場合r=有効である｡)

○ 新型インフルエンザ対策に対する従業員の意識を富め､発生時に的確な行動をと

れるよう､新型インフルエンザの発生に備えた訓練を立案 ･実施する｡

･ 国内発生､国内における感染拡大時に従業員が発症､まん延期に進展など複

数の状況を設定した机上訓練

･ 感染防止策に関する習熟訓練 (例 :個人防護具の着用､出勤時の体温測定等)

･ 職場内で発症者が出た場合の対応訓練(発熱外来への連絡､病院等への搬送､

職場の消毒､濃厚接触者の特定等)

･ 幹部や従業員の発症等を想定した代替要員による重要業務の継続に関わる訓

練

5.点換 ･是正

○ 各事業者は､実効性を維持 ･向上させる観点から､次に示すような取組を定期的

に行うことによって事業継続計画の点検 ,是正を行うことが重要である｡

･監督官庁や保健所等との相談､取引先と協議等

･訓練を実施して対応上の課題が明らかになった

･感染防止策等に関して新しい知見を入手した
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○ 実際に新型インフルエンザが発生した際､本ガイドラインで想定したとおりに事

態が進展するとは限らない.国等が提供する情報を適宜入手し､必要に応じて計画

を見直し､的確な行動をとることが重要である｡

第4章 事業継親計画の発動

○ 新型インフルエンザが発生した際､策定した事業継続計画に従って､感染防止策

及び事業継続のための対策を実施する｡新型インフルエンザが発生した場合､急速

に国内にまん延するおそれもあることから､速やかに対策を講じる｡また､国等が

提供する情報を入手して､計画を適宜見直すことも必要となる｡

1.危♯管理租書の投t .運営

(l)危槻管理組織の放置

○ 新型インフルエンザ発生時には､経営者をトップとした危機管理組按を設置し､

事業所の感染予防､事業継続r=関する意思決定体制を構築する｡

･ 職塙での感染防止策を徹底し､職場で感染した可能性がある者が発見された

場合に対処する作業班を決める｡作業班のメンバー用に必要な個人個人防護具

を用意する｡

･ 産業医や産業看護職がいる場合は適宜助言を受ける｡

･ 正確な情報を収集するとともに､従業員や取引先､地域住民等に対して情報

提供に努める｡

･ 取引事業者間と連携を密にし､必章に応じて相互支援等を行う｡

(2)輔租の収集 ･提供

○ 新型インフルエンザの発生直後は､新型インフルエンザウイルスの病原性や感染

力などの詳細については十分な知見が得られていないため､その後､国の組織等か

ら随時提供される情報を収集する｡

○ 事業者は､国内外の感染状況等に関する情報を入手するとともに､早急に従業員

等に対し感染防止策などの情報を正確に伝える｡また､緊急時における地方自治体

-119-

の保健部局､近隣の医療機関との連縮体制や事業者 ･職場内の連絡網などの危機管

理体制を確認する｡

○ 必要r=応じて事業継続計画等の点検を行い､今後の対応について従業員や関係事

業者等に風軸するとともに､専業者団体､関係企業等と密接な情報交換を行う｡

2.･感染防止策の実行

○ 事業者は､国内I=おいては､国の新型インフルエンザに関する情報に注意しつつ､

その流行の度合いに応じてあらかじめ定めた感染防止策を第一段願 (海外発生期)

で準備し､第二段階 (国内発生早期)になり次第対応等､従業員等に対し実施する｡

以下に､想定される感染防止策の例を示す｡

(l)寮一段階 (海外発生期)

○ 従業員に対し､以下の点について注意喚起を行う｡

･ 新型インフルエンザの感染状況､予防のための留意事項等についての情報に

注意すること｡その際､パニックを起こさず､正しい情報に基づき､適切な判

断 ･行動をとること

･ 個人での感染予防や健康状態の把握に辞めること

･ r咳 (せき)エチケット｣を心がけること

･ マスクの常用､手洗い ･うがいを励行すること

･ 発生国への渡航を避けること

[海外勤務する従業員等への対応]

･ 発生国の現地スタッフと連絡を取り､対応について指示を行う｡

*現地の職場での感染防止策の実施｡在留邦人及びその家族の帰国について､

現地に留まる場合の留意点

･ 発生国から帰国した従業邑等及びその家族について｡

*現地において感染した可能性があると認められる場合､宿泊施設等において

最大 10日間の停留が行われる可能性があるO

*停留措置が講じられない場合であっても､自宅において感染を疑われる症状

を呈した場合には､直ちに保健所に連絡すること (保健所から､都道府県等

で指定された医療機関を受診するよう指導される｡)O

(2)第二段階 (国内発生早期)以降
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1)一般的な留意事項

○ 従業員に対し､以下の点について注意喚起を行う｡

38度以上の発熱､咳､全身倦怠感等のインフルエンザ様症状があれば出社し

ないこと｡

･ 不要不急の外出や集会を自粛するとともに､不特定多数の集まる場所に近寄

らないようにすること｡

･ 外出を余儀なくされた場合も公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど､

人混みr=近づかないことD

･ 症状のある人 (咳やくしゃみなど)には極力近づかないことっ捷触した場合､

手洗い､洗顔などを行うこと｡

･ 手で顔を触らないこと (接触感染を避けるため)｡

2)耽埠における感染防止策の実行 (立ち入り制限や対人距離の確保)

○ 職場への入場制限や､出勤時の従業員の体温測定など､事前に定めた感染防止策

を実行する｡

3)破端の,qt掃 ･消毒

○ 毎日､職場の清掃･消毒を行う｡特に多くの人々が按する場所 (玄関のドア/ブ､

訪問者用の トイレ等)は.清掃 ･消毒の頻度を上げるo

O 現時点において､新型インフルエンザウイルスの主な感染経路が飛沫感染､接触

感染であることを前提とすると､事業所等が空気感染を想定した対策を講じる必要

はないと考えられる｡

4)従業且の牡鹿状態の確認等

○ 欠勤した従業員本人や家族の健康状態の確認 (発熱の有無や発症者との接触可能

性の確認)や欠勤理由の把握を行い､本人や家族が感染した疑いがある場合r=は連

絡するよう指導する｡

5)事業所で従業且が発症した牧舎の対処

○ 発症の疑いのある者を会議室等に移動させ､他者との接触を防ぐ｡発症者が自力

で会議室に向かうことができない場合は､個人防護具を装着した作業班が発症者r=

マスクを着けさせた上で援助するD

O 事業者は､保健所等に設置される予定の発熱相談センターに速解し.発症した日

付と現在の症状を伝え､今後の治療方針 (搬送先や搬送方法)について指示を受け

る｡地域の感染拡大の状況により､入院の勧告から自宅療養まで治療方針は刻々と
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変化するので､発症者を確認するたびに指示を受けることが望ましい｡

6)従業Jiの崇族が発症した牧舎の対処

○ 従業員本人だけでなく､同居する家族等の発症や従業員の感染者との接触につい

ても把塩することが望ましい｡

○ 同居家族が発症した場合､従業員自身又は連絡を受けた事業者は､発熱相談セン

ター (保健所)に連絡して指示を受ける｡

○ 濃厚接触の可能性が高いと判断される場合は､保健所から外出自粛等を要請され

る｡

○ 自宅待機等の期間が経過した後も発症しなかった場合は､発熱相談センター (煤

健所)の意見も踏まえ､その時点で改めて出社の可否を検討する｡

(3)第三段階 (感染拡大期､まん延期､国境期)

○ 新型インフルエンザ拡大時には､引き続きあらかじめ検討した国内発生以降の感

染防止策を徹底することが基本となる｡その際､発生段階に応じた国や都道府県等

の治療方針に従って行動するO

･ 現段階における治療方針としては､初期段階は入院勧告を受けることが想定

されている｡まん延期には､患者の症状の程度から入院の必要性の有無を判断

することになる｡発熱外来において､患者に入院治療の必要性が認められなけ

れば､必要に応じて投薬を行い､極力自宅での療養を勧めることとしている｡

･ 仮に､発熱相談センターから社用車や自家用車等での搬送を指示された場合

は､発症者の搬送は､個人防護具を装着した作業班が発症者にマスクを着けさ

せた上で行う｡使用した自動車は､発症者の飛沫が付着したり､発症者が触っ

た箇所を中心に消毒を行うことで､他の者が感染するリスクを低減できる｡

なお､r医療体制に関するガイドライン｣も参照にされたい｡

○ 従業員が多数発症することを想定して､従業員の感染状況把握や支援の必要性等

の有無について情報収集 ･共有を図る体制を整備する｡

3.事暮♯耕計革の実行

○ 事業者は､国や地方自治体等の情報に注意しつつ､その流行の度合いに応じ､幸
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業継続計画を速やかに実行する｡

○ 各事業者は､あらかじめ策定した事業継続計画を実行し､重要業務の稚続を図る

とともに､その他の業務を縮小 ･休止する｡

(1)第一段階 (海外発生期)

○ 急速に国内発生する可能性を想定し､国内の事業者においても､第二段階 (国内

発生早期)に備えた準備を行う｡

[海外勤務する従業員等への対応]

･ 海外進出している事業者､海外出張者がいる事業者は､現地での新型インフ

ルエンザ発生に備えて策定しておいた事業継続計画を実行する｡

･ 現地及び外務省等からの情報収集に努め4､海外発生の兆候を感知した時点で

直ちに行動する｡

･ 現地で新型インフルエンザが発生した場合に業務を継続するかどうか､現地

の邦人従業員の滞在又は帰国について基本的な方針を立案 ･実行する｡

･ 現地の邦人従業員及びその家族については､全員が即座に帰国することが難

しいケースを前提に安全に留まるための方法について指示を行う5｡

･ 現地の在外公館と連絡を取りつつ､現地事業所の操業等は現地当局の指示に

従い決定する｡

(2)第二段階 (国内発生早期)

○ 情報収集･提供を強化するとともに､あらかじめ検討した事業継続計画を実行し､

重要業務の継続を回るとともr=､その他の業務を縮小 ･休止する0

○ 一般の事業者は､国内外の感染状況や社会の状況､取引事業者の操業状況等を勘

案しつつ､行動する｡職場で発症者や育児や看病のために勤務できない就業者が出

た場合､代替要員に従事させて秦務を継続するか､あるいは復帰するまで業務を一

時休止する.撤塙で感染者が出た場合は.飛沫が付着する可能性のある場所を清

掃 ･消毒し､感染リスクが低減した後に就業することが望まれる｡

○ 社会機能の維持に関わる事業者は､感染防止策を徹底するとともに､取引事業者

の協力を得IC､社会機能の維持に関わる重要業務を継続できるよう努める｡

1外務省は.海外で感染症の危険性が増大した場合､昏染症危険珊報を発出する｡

S現地弗人が多数の場合.即座に会見を帰国させる航空糠を確保することは難しいと考えられる｡
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(8)第三段階 (感染拡大期､まん延期､回復期)

○ 危機管理体制を継続的に運営し､国や地方自治体等が提供する情報r=留意しつつ､

事業継続計画を引き続き実施する｡

○ 重要業務への資源の集中､その他の業務の縮小 ,休止を継続する｡

･ 感染予防のための勤務体制を継続しながら､重要業務に資源を集中するO

･ 業務を絞り込む結果として､事業所の幾つかを一時休業することもある｡

･ 取引事業者の操業状況を把撞し､必要に応じて相互支援を行う｡従業員の労

務管理等に配慮する｡

･ 通常とは異なる勤務体制や班交代制が長期に続くことによって､従業員I=過

度な負担がかからないよう留意する｡

･ 従業員とその家族の全員が発症する場合も考えられ.食料品 ･生活必需品等

の提供等について事業者として検討 ･実施することも望まれる｡財務対策の検

討 ･実施を行う｡

･ 新型インフルエンザの影響が長期間に及んだ場合､事業者によっては､財務

対策 (キャッシュフローの確保等)の検討を行う必要が生じる｡

○ なお､新型インフルエンザ発生時における中小企業向けの金融対策については.

国において適切な措置を講ずることとしている｡

○ 感染者の発生状況や社会状況等を踏まえ､国や地方自治体等から事業者に対して

様々な要請がなされることも想定され､可能な範囲で協力することが望まれるb

O 社会機能の維持に関わる事業者は､感染防止策を徹底するとともに､取引事業者

の協力を得て､ほぼ通常どおり重要業務を継続できるよう努めるp

(4)第四段階 (小康期)

○ 小康状態6[=なった場合､感染防止策を維持しつつ､一部の義務を回復させる.

･ 発症した従業員の多くは治癒するため､これら従業員も観葉可能となること

が想定される7｡

･ 小康状態の後､我が国にも第二波､第三波が来る可能性がある｡この間にウ

イルスが大きく変異した場合､発症･治癒した者も再度感染するおそれがある｡

○ 社会機能の維持に関わる事業者は､小康状態においても､感染防止策を徹底する

6我が国では大流行の波が-旦収束し､全世界で大流行の波が継続している状況｡その後､我が国にも第2凍､第3波

が乗る可能性がある｡
7致死率は発症者の05-2%と考えられているが.発症者の多くは25GL聞程度で回tlすると思われる｡
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とともに､取引事業者の協力を得て､ほぼ通常 どおり重要業務を継続できるよう努

める｡

第5葦 著書責科

[国の新型インフルエンザ関連情報】

･内閣官房 (r新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議｣)

http//yvrwGas.gojp/jp/scISaku/ful/lndexhtnl

･厚生労働省 http//yryvlmhlygoJP/

FF生労働省 新型インフルエンザ対策関連情報

http//wwmhlwgo｣p/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshouO4/

検疫所 http//vryvforthgojp

国立感染症研究所 http//yw.nlhgD.jp/nHd/lndexhtml

国立感染症研究所感染症情報センター http//ldscnlhgD｣p/mdex-jhtJnl

･讐喪庁 httpt//yrm.npagojp/kelbL/blkL6LO80918infLuenZaPdf

･外務省 (r海外安全ホームページ｣) http//WWanZenmOfagoJP

･文部科学省 http//ynyw.nextgo｣F)/b｣menu/houdou/17/ll/05112500htm

･経済産業省 http//vw neti,gojp/press/20070327007/20070327007.htnL
･農林水産省 http//wvrvlnaffgo｣p/j/syouan/douel/torl/lndexhtnl

･国土交通省 http.//ywwnlltgO｣P/klSha/klShaO8/15/150325_htmI

･海上保安庁 http//ww.kaihonlitgo｣p/secLJrlty/indexhtml

･環境省 http//yw envgD.jp/nature/dobutsu/blrd_flu/lndexhtmE

tその他新型インフルエンザに関する参考情報〕

･労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター (r海外派遣企業での新型インフJL'

エンザ対策ガイ ドラインJ平成 19年5月 18日改訂)

http//wyjohac.rofukugoJP/neYIS/061001html

[海外の情報〕

･世界保健機関 (WHO)

トップページ http//Ywwhoint/en/

インフルエンザ関連 http//柵WWholnt/csr/dlSeaSe/lnfluenza/en/

鳥インフルエンザ榊連 http-//YNWYIholnt/csr/dlsease/avJanJnfluenza/en/

新型インフルエンザ関連

http//wwwholnt/csr/d1SeaSe/lnfluenza/pandemic/en/

･アメリカ政府 http//YrvrNPandemlCflugov/
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[事業継続関連情報]

･中央防災会議 (内閣府)r事業継続ガイ ドライン第-価-わが国企業の減災と災害

対応の向上のために-_I(平成17年8月)

http//ww.bouszlIEOjP/MlnkanToShIJyOu/lndexhtmI

･権済産業省 ｢事業継続計画策定ガイ ドライン (企業における情報セキュリティガバ

ナンスのあり方に関する研究会報告書 ･参考資料)｣(平成17年3月)

http●//yrwylmetigojp/press/20050331004/20050331004htnll

･中小企業庁 r中小企業BCP策定運用指針｣(平成18年2月)
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第 1葦 はじめに

○ 新型インフルエンザ対策は,国をあげて推進することとしているが､対策の実効

性を確保し､新型インフルエンザの被害を最小限に食い止めるためには､個人､家

庭及び地域での理解と協力が不可欠であるo

O 本ガイドラインは､個人､家庭及び地域における新型インフルエンザ対策の参考

とするためr=作成したものであり､本ガイドラインを参照し､具体的な対策が講じ

られることが望まれる.

(l)新型インフルエンザの基礎知詫

○ 新型インフルエンザウイルスとは､動物､特に鳥類のインフルエンザウイルスが､

人の体内で増えることができるように変化し､人から人へと容易に感染できるよう

になったもので､このウイルスが感染して起こる疾患が新型インフルエンザである｡

○ 新型インフルエンザは､いつ出現するのか予測することはできない｡人類にとっ

ては未知のウイルスであって､免疫を獲得していないので.これは容易に人から人

へ感染して拡がり､急速な世界的大流行 (パンデミック)を起こす危険性がある｡

○ このような例の一つとしてスペイン･インフルエンザ(1918年-1919年)がある｡

世界では人口の25-30紬†罷患し､4,000万人が死亡したと推計されており､日本

では2.300万人が感染し､39万人が死亡したと記録されている｡その記録から､大

流行が起こると多くの人が感染し､医療機関は多数の患者で混乱し.国民生活や社

会機能の維持に必要な人材の確保が困難になるなど､様々な問題が生じることが予

想される｡

○ スペイン･インフルエンザでは､約 11か月で世界中にまん延したと伝えられて

いるが､現代社会では､人口の増加や都市への人口集中､飛行機等の高速大量交通

機関の発達などから､世界のどこで発生しても､より短期間にまん延すると考えら

れる｡

○ 我が国では､新型インフルエンザウイルスの国内侵入防止のため水際対策を講ず

ることとしているが､多数の邦人が海外で活動しており､国内外の人的交流も盛ん

なため､ウイルスの侵入を完全に防ぐことはできず､我が国だけが影響を受けない

ということはありえないp国においては､新型インフルエンザの発生は国家の危機

管理の問題ととらえ､対策の準備を進めているが､個人､家庭及び地域においても､

感染拡大の防止と発生時の冷静な対応を行うため､事前の対策と準備が必要となる｡
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(2)国 ･地方自治体の対策

○ 国においては､総合的な新型インフルエンザ対策の基本となる計画として ｢新型

インフルエンザ対策行動計画｣を策定､公表している｡さらに､本ガイドラインも

含め､公衆衛生､医療､社会対応等の各分野でガイドラインを作成し､詳細かつ具

体的な対東を公表している｡_

○ 地方自治体においては､国の行動計画等を踏まえ､地域の実情に応じた新型イン

フルエンザ対策の行動計画やマニュアルを策定しており､これらは地方自治体や保

健所のホームページ等に掲示されている｡また､本人が発熱等の症状を呈した時に

アクセスするべき発熱相談センター､発熱外来についての情報も提供することとし

ている｡

○ 特に､市区町村においては､最も住民に近い行政主体であり､地域住民を支援す

る責務を有することから､住民に対する情報提供を行い､新型インフルエンザ対策

に関する意識啓発を回るとともに､支援を必要とする高齢者世帯､障害者世帯等(戟

型インフルエンザの流行により孤立化し､生活に支障を来すおそれがある世帯)へ

の具体的な支援体制の整備を進めることとしている｡

(3)四民の協力

○ 新型インフルエンザは､人が感染者に近康離で接触することによって拡がるため､

国民一人一人が感染拡大防止に関する正しい知J&を持ち､協力して､自分たちの家

庭や地域を守る心構えが肝要である.

0 匡】及び地方自治体は､国の行動計画における新型インフルエンザの発生段階に応

じ､その状況や国民一人一人に求められる行動について広報を行うこととしている｡

これらを入手するためには､テレビ､新聞等のマスメディアやインターネットによ

る情報収集が有力な手段であるが､居住地域の状況については､地方自治体が提供

する情報が最も詳細なものである｡主な公的情報源は､次のとおりである｡

･都道府県及び市区町村の情報

都道府県及び市区町村は､ポスター掲示､ホームページ､相談窓口等を通し

て､地域の感染状況､新型インフルエンザに係る発熱相談センターや発熱外来

に関する情報をその地域に提供する｡

･国の情報

国は､都道府県及び市区町村を通じて情報提供を行うほか､マスメディア等

を通じて直接情報を提供する｡関連するホームページは､別添1を参照された

い｡
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第2葦 各段階における対策

1.新型インフルエンザの発生前 (前段階)の草書

(l)個人､崇庭及び地域での対策

1)什報収集

○ 新型インフルエンザは､いつ出現するのか予測できず､また､起こったときの正

確な状況も予測できない｡重大な被害を受けることも想定し､できる限りの準備を

しておくことが大切であり､日頃から新型インフルエンザに関する情報に注意する

ことが必要である｡

○ 新型インフルエンザやその感染防止策に対する正しい知識を持つため､テレビ､

新聞等のマスメディアやインターネットにより情報収集を行うとともに､居住地域

の状況については､地方自治体の提供する情報の収集に努める｡

2)通常のインフルエンザ対策

○ 新型インフルエンザ対策は､通常のインフルエンザ対策の延長線上にあり､ 通

常のインフルエンザの対応から取組を始めることが重要である｡

○ 通常のインフルエンザの主な感染経路は､飛沫感染と接触感染である｡

･飛沫感染 感染した人の咳､くしゃみ､つばなどの飛沫とともに放出されたウ

イルスを健康な人が吸入することによって感染する｡

･接触感染 感染した人がくしゃみや咳を手で抑えた後や､鼻水を手でぬぐった

後に､机や ドアノブ､スイッチなどに触れると､その触れた場所にウ

イルスが付着することがある｡その付着したウイルスに健康な人が手

で触れ､その手で日や鼻.ロに再び触れることにより､粘膜 ･結膜な

どを通じてウイルスが体の中に入り感染する｡

○ このため､新型インフルエンザの予防には､通常のインフルエンザに対する下記

のような取組を習憤づけておくことが重要であり､国民一人一人がいわゆる r咳エ

チケット｣を心がけることが求められる｡

･咳､くしゃみの際は､ティッシュ等でロと鼻を被い､他の人から顔をそらすこ

と

･使ったティッシュは､直ちにゴミ箱に捨てること

･1.311

･咳やくしゃみ等の症状のある人には必ずマスクを着けてもらうこと (個人が使

用するマスクで最適なのは､不織布製マスク1である｡なお､N95マスク2は､

一般の生活の中で個人が使用するマスクとしては適していない3｡)

･咳やくしゃみをおさえた手､鼻をかんだ羊は直ちに洗うこと

○ また､国民は､ ｢咳エチケット｣以外にも､次の点について心がけることが求め

られる｡

･帰宅後や不特定多数の者が触るようなものに触れた後の手洗い ･うがい

を日常的に行うこと

･手洗いは､石鹸を用いて最低15秒以上行うことが望ましく､洗った後は､清

潔な布やペーパータオル等で水を十分に拭き取ること

･感染者の2メー トル以内に近づかないようにすること

･流行地への渡航､人淀みや繁華街への不要不急な外出を控えること

･十分に休養をとり､休力や抵抗力を高め､日頃からバランスよく栄養をとり､

規則的な生活をし､感染しにくい状態を保つこと

1 不純祁性マスク･繊維あるいは糸等を織ったりせず､熱や科学的lj･作用によって接B'させて作
った和で作成されたマスクっ市販されている家庭用マスクの約97%が不織布艶マスクである｡兆
局やコンビニエンスストア等で通常購入することが可能であり､マスクが不純布製であるかどう
か比､製品の袋に記載されていることが多い｡
2N95マス// 日舘生活において使用することは想定されていない.新型インフルエンザ患都こ
接する可能性の高い医療'a=不着等については､着用が勧められているO
3マスクの使用の考え方については､l亨生労働省が別途示す｡
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r咳エチケット｣

風邪などで咳やくしゃみが出る時に､他人に感染させないためのエチケット

である.慈染着がウイルスを含んだ飛沫を発することにより周EEEの人に感染さ

せないように.噴エチケットを徹底することが王事である｡

<方法>

境やくしゃみの際は､ティッシュなどでロとJLを被い､他の人から顔をそむ

け､できる限り1-2メー トル以上触れる｡ ティッシュなどがない弔合は､ロ

を前腕部 (袖口)でおさえて極力､飛沫が拡散しないようにする｡前腕部で押

さえるのは､他の坤所に触れることが少ないため､接触感染の機会を低減する

ことができるからである｡

呼吸器系分泌物 (★汁 .癖など)を含んだティッシュは､すぐにゴミ箱に捨

てる｡

境やくしゃみをする際に押さえた手や腕は､その後直ちに洗うべきであるが､

捷触感染の原Edにならないよう､手を洗う前に不必要に周囲に触れないよう注

意する｡手を洗うql所がないことにdfえて､携行できる速乾性模式消毒用アル

コ-ル製剤あるいはパック入りのアルコール綿を用意しておくことが推奨され

るb

咳をしている人にマスクの着用を雑種的l=促す｡マスクを適切に着用するこ

とによって､飛沫の拡散を防ぐことができる｡

3)社会 ･経済活動に影響が出た場合への使え

○ 新型インフルエンザが発生した場合.感染拡大を防止するために.(む新型インフ

ルエンザの患者やその同居者等の外出の自粛をはじめ､地域における人と人との接

触機会を減らすための外出自粛､②学校､保育施設等 (以下 r学校等｣という,)

の臨時休業.③企業の不要不急の業務の縮小 ･停止､④集会等の中止､延期等の呼

びかけがなされることになる｡

○ 勤務先の企業や団体に対しては､不要不急の業務の縮小 ･停止が要請されるが､

重要業務を継続する必要がある場合には事業所内での感染拡大を防止するために､

時間差勤務､交代勤務､在宅勤務､自宅待機などの様々な対策が講じられることに

なる｡
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○ このため.例えば､子の通学する学校等が長期に休業になった場合､勤務時間が

変更された場合等には､どのように家庭内で役割を分担し生活を維持していくか等

について､各家庭で検討しておくことが勧められる｡

4)京虚での辞書

○ 新型インフルエンザが海外で大流行した場合､様々な物資の輸入の減少､停止が

予想され､新型インフルエンザが国内で発生した場合､食料品･生活必需品等の流

通､物流に影響が出ることも予想される｡また､感染を防ぐためには不要不急の外

出をしないことが原則である｡

○ このため､災害時のように最低限 (2週間程度)の食料品･生活必需品等を備畜

しておくことが推奨される｡ (別添2参照)

5)その他

○ 糖尿病や高血圧症などの慢性疾患の病状が良好に安定していない場合は､新型イ

ンフルエンザに感染しやすくなるので､平常より主治医による治療を受けておくこ

とが望まれる｡

○ 新型インフルエンザの発生時に､自分が感染したと誤解して発熱外来を受診する

ことを防ぐため､麻疹 (はしか)や通常のインフルエンザ等のような､新型インフ

ルエンザと区別がつきにくい発熱性の疾患については､予防接種を受けておくこと

が望ましいOまた､他の感染症 (結核や百B咳など)I=かかると､新型インフルエ

ンザに感染しやすくなるため､日常の予防接種を普段からきちんと受けておくこと

が重要である｡

(2)住民生活の支嬢

1)情報収集 ･提供

○ 市区町村においては､新型インフルエンザにBEIする情報を収集し､保健所との連

携の下､地域住民が混乱しないように必要な情報を的確に提供できるよう体制を整

えることが重要である｡

○ また､新型インフルエンザに限らず､誰でも感染症にかかる可能性があるため､

感染者に対する偏見や差別は厳に慎まなくてはならないことを､広報等を通じて住

民に啓発することが必要である｡

2)支援を必要とする高齢者世帯､陣専有世帯等の把塩

○ 市区町村は､自治会等と連携して独居又は夫婦のみで生活する高齢者の世帯､陣
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害者の世帯など新型インフルエンザの流行により孤立化し､生活に支障を来すおそ

れがある世帯の把握に努め､発生後速やかに必要な支援ができるようにする｡

3)食料品･生活必需品等の捷供の準備

○ 新型インフルエンザが発生した時には､感染の原因となる接触の楓会を減らすた

め､外出も最低限まで控えることが推奨される｡また､食料品･生活必需品等の製

造･販売事業者については､新型インフルエンザ発生時においても事業の継続を要

請する方針であるが､流通､物流の停滞等により食料品･生活必需品等の入手が困

難rこなる可能性もある｡このため､各市区町村では､地域l=必要な物資の量､流通､

物流の体制等を踏まえ､地方自治体による備蓄,製造販売事業者との供給協定の締

結等､各地域の流通･物流事案者等と連携を取りながら､あらかじめ地域における

食料品･生活必需品等の確保､配分･配付の方法について検討を行い､地域の実情

に応じた計画を策定するとともに､早期に計画に基づく取組を進めることが必要で

ある｡

○ 新型インフルエンザのまん延により､住民が自ら食料品.生活必需品等を購入す

ることが困難となる地域が想定される状況になった場合には､例えば､食料品･生

活必需品等を地域内の集積拠点 (広場､公民館等)まで搬送し､そこに集まった者

に配分することも考えられる.

0 支援を必事とする高齢者､障害者等世帯や病院､入所施設等に対しては､地域の

代表者や市区町村の職員等が､個々の世帯､施設を坊間し､食料品･生活必需品等

を配付する方法も考えられる｡

4)その他

○ 各市区町村では､自宅で療養する新型インフルエンザの患者を見回るため等に必

要な個人防護具 (マスク等の個人を感染から守るための防護具)等の備蓄を行って

おくことが必要である｡

○ 各市区町村では､新型インフルエンザ発生時にも､地域住民の生活支援を的確に

実施できるよう､市区町村自らの業務継続計画を策定することが重要である｡

2.薪型インフルエンザの発生時 (第一段階)以降の対応

(1)個人及び女虚での対応
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l)什報収集

○ 新型インフルエンザの発生に関する情報については､国及び地方自治体において

発生状況を随時公表することとしており､それらの情報収集に努めることが必要で

ある｡特に､本人.家族等が発症した場合に備え､各地域の発熱相談センター､発

熱外来などの情報が重要である｡

○ 新型インフルエンザに関する情*には､国及び地方自治体の提供する情報や企業

が提供する情報 (商業ぺ-スのものとそうでないものがある.)､マスコミが提供す

る情報､噂などがあり､媒体も行政からの広報誌や新聞､雑誌､テレビ､インター

ネットなど様々である｡

○ しかし､中には情報の情惹性､根拠に関して問題のあるものもあり､特r=噂には

虚偽のものが含まれることが多く､こうした情報を過度に信用してパニックが起こ

らないよう､正確な情報を収集し､冷静に対応することが重要である｡

○ 新型インフルエンザに限らず､誰でも感染症にかかる可能性があるため,感染者

に対する偏見や差別は巌に慎まなくてはならない｡

2)感染拡大の防止

○ 発症した人がマスクをすることによって他の人に感染させないという効果は認

められており､自分が発症した場合にはマスクを着用することが必要である｡他方､

まだ感染していない者がマスクをすることによってウイルスの吸い込みを完全に

防ぐという明確な科学的根拠はないため､マスクを着用することのみによる防御を

過信せず､お互いに距離をとるなど他の感染防止策も講ずる必要がある｡

○ 食料品･生活必需品等の買出しや重要業務を継続するためなどのやむを得ない出

勤等の場合を除き､感染を回避するため､不要不急の外出は自粛するとともに､や

むを得ない外出の際にも､混雑した公共交通機関の利用を避けるなどの工夫が必要

である｡

3)本人､家族等が発症した瑞合の対応

ア 発生早期の段階

･ 感染した可能性のある者は､極力､他の人に接触しないよう以下の対応を

行うことが必要である｡

*発熱･咳･全身痛などの症状がある場合､事前連絡なく医療機関を受診す

ると､万が-､新型インフルエンザに感染していた場合､待合室等で他の

疾患の患者に感染させてしまう ｢二次感染Jのおそれがある｡その場合は
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まず､保健所等に設置される発熱相談センターに電話等で問い合わせをし､

その指示に従って指定された医療機関で受診する｡

*発熱相談センターから指定された医療機関を受診するときは､必ず当該医

療機関に電話で事前に連絡し､受診する時刻及び入口等について問い合わ

せる｡この連結を受けて､医療機関は､院内感染を防止するための準備を

することになる｡

*医療機関を受診するときは､マスクを着用する｡マスクがない場合は､咳

エチケットを心がけ､周囲に感染させないように配慮する｡また､受診に

際しては､公共交通機関の利用を避けて､できる限り家族の運転する自家

用車などを利用する｡適切な交通手段がない場合は､発熱相談センターr=

闘い合わせる｡

･ 感染していることが確認された場合､入院して治療を受けること､また､

感染している可能性が高い同居者等やその濃厚接触者は､外出自粛を要請さ

れ､保健所へ健康状態を報告することが､法律により定められている｡また､

状況に応じて抗インフルエンザウイルス薬 (タミフル等)が配付されること

があるので､保健所からの説明をよく聞く必要がある｡

イ 感染が拡大した段階

･ 各地域における新型インフルエンザの流行状況によるが､第三段階のまん

延期には亜症者は原則として自宅で療養する｡これは､多数の医療機関の外

来診療は著しい混雑となり､また､病床が不足する状況において､重症者の

治療を使先することが必要となるためである.

･ インフルエンザ様の症状があり､受診を希望する場合､都道府県等が設置

する発熱外来を受診する.この発熱外来は､他の患者との接触を極力避ける

ことを目的とした医療機関である｡都道府県や市区町村､保健所から設置に

関わる情報が提供されるので､随時情報収集することが必要である｡

･ 受診すべきかどうかの判断がつかない場合､また､発熱外来がどこに設置

されているか分からない場合は､発熱相談センター等r=問い合わせる｡

○ 発熱外来を受診するときは､マスクを着用する｡マスクがない場合は､咳エチ

ケットを心がけ､周囲に感染させないように配慮する｡また､受診に際しては､

公共交通機関の利用を避けて､できる限り家族の運転する自家用車などを利用す

る｡適切な交通手段がない場合は､発熱相談センター等に問い合わせる.

4)患者を看護 .介護する崇族の対応

○ 新型インフルエンザの患者は､極力個室で静養し､家族の居室と別にするととも

に､マスクを着用し､咳エチケットなどを心がける｡また､患者の家族は､患者か

らの二次感染を防ぐよう､手洗い･うがい等を励行し､マスクを着用するO
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○ 流水と石鹸による手洗い又はアルコール製剤による手指消毒が感染防止策の基

本であり､患者の看護や介護を行ったあとは､必ず手持消毒をするように心がける｡

患者の使用した食器類や衣類は､通常の洗剤による洗浄及び乾燥で消毒することが

できる｡

5)医療の確保への協力

○ 第三段階のまん延期には一時的に多数の患者が医療機関を受診するため､医療従

事者や医薬品･医療資器材の不足等､医療を支える体制が極端に脆弱になることも

予想される｡

○ また､まん延期であっても､生命に関わる救急の患者や人工透析などの継続的な

治療が必要な患者もいる｡

○ したがって､不要不急の医療機関受診や軽症での救急車両の利用は控えて､新型

インフルエンザの患者や急を要する患者の医療の確保に協力することが重要であ

る｡

(2)地域における対応

〇 人が多く集まる集会や催し物は､可能な限り延期することが必要である｡

○ 学校等では､感染が拡がりやすいため､そこに通う子どもたちの健康をできるだ

け守る必要がある.また､このような施設で感染が起こった場合､地域における感

染源となるおそれがある｡そのため､新型インフルエンザの患者が確認され､当該

地域内において感染が拡がる可能性が否定できない場合､速やかに学校寺の聴時休

業を実施することが重要であるo

O 学校等が臨時休業になった場合､学校等に行かない子どもたちが地域で多数集ま

れば休業の意味がなくなるため､子どもどうLで接触しないようにすることが必要

である｡

○ 各個人､家庭は､感染防止策を講じつつ､自治会等地域の活動に協力することが

必要である.地域活動は､食料品･生活必需品等の物資の配付のルートになること

も想定されるため､自らの身を守ると同時に､最低限の地域活動の機能を維持する

ことも大切である｡
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(3)住民生活の支援

1)什報提供

○ 市区町村は､管内の住民､事業所､福祉施設等に対し.マスクの着用､手洗い ･

うがいを勧奨する｡

○ 都道府県と連携して､地域住民の混乱を避けるために､必要な情報を適宜提供す

る｡根拠のない虚偽の噂や偏見､差別につながる情報を野放しにしないよう､国や

都道府県と連携し､正確な情報を提供する｡

2)食料品 ･生活必需品等の提供

○ 食料品 ･生活必需品等の供給状況に応じ､新型インフルエンザの発生前に立てた

計画に基づき､住民に対する食料品 ･生活必需品等の確保､配分 ･配付等を行う｡

3)相談悪口の改正

○ 住民からの専門的な相談は､基本的には保健所等に設けられた発熱相談センター

が担うが､保健所は､新型インフルエンザの患者の搬送､入院措置.積極的疫学調

査などの業務で多忙を極め､住民からの相談に十分に応ずることができない事態も

考えられる｡

○ そのため､市区町村は混乱を回避し､住民の不安を解消するために､保健所以外

での相談体制の拡充を図ることが求められる｡例えば､市区町村[=新型インフルエ

ンザに関する専用相談窓口､専用相談電話等を設け､疾患に関する相談のみならず､

生活相談や地方自治体の行う対応策r=ついての質問に至るまで､できる限り広範な

内容の相談 ･問い合わせを受ける体制を整えることも必要である｡

(別添1)

薪型インフルエンザ群連ホームページ

･世界保健機関 (WHO)

トップページ http･//Wwwwhoant/en/

インフルエンザ関連 httpノ/Wwwwhojnt/csr/dISeaSe/hfluenza/en/

鳥インフルエンザ関連 httpソ′/lW Whoint/csr/dJSeaSe/avianJnfltJenZa/en/

･新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

httpン//ww casgoJP/jp/selSaku/ful/lndeyhtml

･厚生労働省 http//wwwmhlwgoJP/

検疫所 http//wwwforthgoJP

国立感染症研究所 httpこ//wwwnlhgoJP/nlid/irLdexhtrTll

国立感染症研究所感染症情報センター

http//ldsGnlhgoJP/Index-jhtm.
･警察庁 http//wwwnp8gCJP/kelbl/blkl6/080918rnflLJCnZaPdf

･外務省(r海外安全ホームページ｣)http.//wwwanzenmofagoJP

･文部科学省 http.//www.nextgoJP/b_rrLenu/houdou/17/11/05112500.h上m

･経済産業省 http//wwwmetlgoJP/press/20070327007/20070327007html

･農林水産省 http//wwwmaffgoJP/J/syouan/douel/torl/1ndexhtml

･国土交通省 http//ww mlltgOJP/klSha/klShaO8/15/158325ーhtml

･海上保安庁 http//wwwk81homllt_gOJP/securlty/lndexhtnll

･環境省 http//www.envgoJP/nature/dobutsu/blrd_flu/lndexhtml

･各都道府県及び市区町村のホームページにも掲載されている場合があります｡



(別添2)

や人ICの俳暮物品の例

○食料品 (長期保存可能なもの)の例

米

乾めん類 (そば､そうめん､ラーメン､うどん､パスタ等)

切り餅

コーンフレーク ･シリアル類

乾パン

各種調味料

レトル ト･フリーズ ドライ食品

冷凍食品 (家庭での保存温度､停電に注意)

インスタントラーメン､即席めん

缶詰

.菓子類

ミネラルウオーター

ペットボ トルや缶入りの飲料

育児用調製粉乳

OEl用品 ･医療品の例

マスク (不織布製マスク)

体温計

ゴム手袋 (破れにくいもの)

水枕 ･氷枕 (頭や膿下の冷却用)

.漂白剤 (次亜塩素酸 :消毒効果がある)

消毒用アルコール (アルコールが60%～80%程度含まれている消毒薬)

常備薬 (胃腸薬､痛み止め､その他持病の処方薬)

鮮創膏

ガーゼ ･コットン

トイレットペーパー

ティッシュペーパー

保湿ティッシュ (アルコールのあるものとないもの)

洗剤 (衣類 ･食器等)･石鹸

シャンプー ･リンス

紙おむつ

生理用品 (女性用)
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ごみ用ビニール袋

ビニール袋 (汚染されたごみの密封等に利用)

カセットコンロ

ボンベ

懐中電灯

乾電池
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第1章 はじめに

○ 新型インフルエンザ対策においては､国や地方自治体が､検疫.医療等の各分野におけ

る検討を進め､その体制を整備することは極めて重要であるが､それのみでは対勤 で有効

に機能しないおそれがある｡新型インフルエンザの発生時には､検疫､医療等の各分野に

おける施策の実施に当たって､国民一人一人が､新型インフルエンザに対する正確な知辞

に基づき､適切l=行動することで､はじめて､感染拡大の防止が可能となる.このため､

国及び地方自治体は､個人のプライバシーや人権I=配慮しつつ､迅速に正確な情報を国民に

提供するとともに､継続的に国民の意見を把握し､国民が主体的に対策に参画できる体制を

整備する必要がある｡また､コミュニケーションに障害のある方(視覚障害者､聴覚障害者等)

に配慮するよう努める｡

〇 本ガイドラインは､このような認識の下､新型インフルエンザの発生段階に応じて､国

及び地方自治体が実施すべき情報収集･提供に係る対応.国民との間での情報共有等につ

いて､あらかじめ整理し､規定するものである｡

第2章 各段階における対応

1.前段背における対応

(l)国における対応

1)榊 体制の整備

○ 厚生労働省及び国立感染症研究所は､海外及び国内の鳥インフルエンザの発生状況及び

新型インフルエンザが疑われる事例の発生状況 (以下 r鳥インフルエンザ等の発生状況｣

という｡)並びに最新の知見等に係る情報収集を行う｡また､外務省は､在外公館を通じた

情報収集を行う｡

○ 厚生労働省及び国立感染症研究所等は､日常的に収集した情報を関係省庁等との間で共

有するよう努める｡

(情報収集に係る留意事項)

○ 海外及び国内の烏インフルエン将 の発生状況に係る情報収集においては､その内容及

び収集源に関し､次に掲げる点について留意する必要がある｡
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海外発生情報 国内発生慨

収 発生国.地域 発生地域発生日時.発表日時 発生日時.報道発表の状況

隻 確定鎌 の状況等 確定診断の状況等

す

べ

普

価 住民,国民の反応 住民,国民の反応

鶴 ･情報の発信元

也 WHO諸外国 ･検疫所からの報告

(注)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号.

以下 r感染症法｣という｡)第12条及び第14条の規定に基づき､医師等から届出が行わ

れる｡

2)什報捷眺体制の亜俳

○ 厚生労触省は､国民に対して迅速にJ群艮提供を行うため､新型インフルエンザに関する

広報担当官とその代理を置くものとし､定期的に新型インフルエンザに係る記者発表を行

うものとする｡当該記者発表については､その頻度を特定し､関係記者会にはあらかじめ

周知を図るものとするo

o 厚生労働省は､地方自治体及び関係機関等への情報提供を行う体制を整備し.必要に応

じて.訓練を実施する｡

(国民に対する情報提供)

○ 厚生労働省は､烏インフルエンザ等の発生状況について随時国民に情報提供するととも

に､国鳥の新型インフルエンザに対する正確な知識の普及を図るため,インターネット､

パンフレット等により､新型インフルエンザに関する基本知識､各家庭で実施できる基本

的な感染防止策､国が実施する対策等について､周知を行っていくものとする｡

IGCVd刊 8I血】lDJtbreakAlertardRcspv.eNetynrk
世界鮒 の発生に対応するために.抑 =世界棚 OVO)わく立ち上げた世界中の脚 関等のネットワーク｡

惑酬 収丸､重襲価根の発情､発生国における棚 算を目的として運用されている｡我が国でl曲 譜

榔 明弘く事加している｡
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(医療関係者に対する情報提供)

○ 厚生労伽省は､医療関係者に対し､新型インフルエンザに関する正確な知識の徹底及び

専門的な知識の普及を図るため､国立感染症研究所ホ-1ムページ､医学雑誌等を通じ､情

輔是供を実施することとする｡

(2)都道府県等における対応

1)什秒晩集体制の軸

○ 都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区 (以下 ｢都道府県等｣という｡)は､管内

の鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集を行うものとする｡

○ 地方衛生研究所r=おいて､本庁及び保健所が収集した情報の集約及びその分析を行い,

本庁感染症担当部局と情報共有する体制を検討する｡

(情報収集r=係る留意事項)

○ 管内の烏インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集の際に留意すべき事項については､

基本的に､国の国内発生情報の収集の際に留意すべき事項と同様であるが､その収集源に

ついては､特に医療機関等からの報告を活用することが望ましい｡このため､都道府県等

は､地域医師会等を通じて医療機関との連携･協力体制の強化を回るものとする｡

2)情馴 辞め蜘

○ 都道府県等は､新型インフルエンザの発生時には､記者発表により随時住民に対して情

報提供を実施することとなることを踏まえ､実務担当の責任者とは別に､新型インフルエ

ンザに関する広報担当官とその代理を置き､広報体制を整備するものとする｡

○ 各関係部局や国の出先機関との情報連絡網を整撫する｡リスク･コミュニケーションの

担当者の養成を行う等､広報体制の強化を図る｡

(住民に対する情報提供)

○ 都道府県等は､住民の新型インフルエンザに対する正確な知識の普及を図るため､イン

ターネット､パンフレットの作成等により､新型インフルエンザに関する基本知識､各家

庭で実施できる基本的な感染防止策､都道府県等が実施する対策等について､情報提供を

行っていくものとする｡

(3)市区町村における対応

○ 市区町村は.最も住民に近い行政主体であることを踏まえ､新型インフルエンザの発生
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時には､住民に対する詳細かつ具体的な情報提供及び住民からの相談受付等について､中

心的な役割をP_うこととなる｡したがって､この樹曙から､情報収集･提供体制を整備し､

国及び酢道府県等が発信する情報を入手すること.=努めるものとする｡また､関係部局間

での情報共有体制を整備する｡

(4日ilと地方自治休の連携

〇 四から都道府県等への情搬提供に際しては､FAX送付とメールを併用することとし､

この旨をあらかじめ周知しておく｡

○ 都道府県等から国への情報提供に際しては.国における情報の集約先を轍定の上､あら

かじめ周知をしておく｡また､烏インフルエンザ等の発生状況に係る情報については､原

則､FAX又はメールにて情報提供を実施するものとし､FAX又はメールを送付した際

には､必ず送付先の担当者に電言舌連縮するものとする｡

○ 都道府県及び管内の市区町村は､新型インフルエンザに関する情報共有のための担当者

をあらかじめ決定し､共有しておく｡

○ 国は､次に掲げる事項について､都道府県等と随時情報共有するものとする｡

･記者発表事項 (新型インフルエンザの発生状況に関する情報等)

･新型インフルエンザに関する最新の知見

(5)四民との間での什報共有

○ 国及び地方自治体は､新型インフルエンザ対策に係る国民の喜田掛こついて､継続的に把

撞するよう努めることとし､その対策の計画･立案に当たっては､可能な限り国民の意見

を聞く場を設けることとする｡

2.第一膳 以拝における対応

(1)国における対応

1)情報収集体制の強化

○ 厚生労恥省及び国立感染症研究所は､海外及び国内の新型インフルエンザの発生状況及

び最新の知見等に係る情報収集体制を浄化する｡また､外務省は.在外公館を通じた情報

収集を行う｡
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○ 厚生労働省と国立感染症研究所等は､引き続き､収集した情報を関係省庁等との間で共

有することとする

(情報収集に係る留意事項)

○ 海外及び国内の新型インフルエンザの発生状況に係る情報収集の際に留意すべき事項は､

前段階における海外及び国内の鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集の際に留意

すべき事項と同様である｡

2)什報提供体制の謝 ヒ

○ 内閣官房､厚生労働省等は､毎日複数回､定例の育己者発表を実施するとともに､必要に

応じて､臨時の記者発表を行う｡

(海外発生情報に係る情報提供)

○ 新型インフルエンザの海外発生状況の情報提供に当たっては.WHO等の国際機関が公

表する情報をベ-スとし､発生状況のみならず､当該時点における我が国への流入の危険

性の評価.感染防止策等についても極力情報提供を行うものとする｡具体的には次に掲げ

る内容を含むものとするO

･発生状況 (発生国･地域の名称等)

･確定診断の状況

･健康被害の状況

･我が国への流入の危険性の評価

･感染防止策

(国内発生情報に係る情報提供)

○ 新型インフルエンザ粥司内で発生した場合の情報提供について.サーベイランス体制の

稼働状況との関連で､発生段階に応じた項目の選択はあり得るものの､基本的には､次に

掲げる内容を含むものとする｡

･発生状況

･発生地域

･確定診断の状況

･牡鹿被害の状況

･感染防止策

･行政の対応

･問い合わせ先

･その他

○ 発生状況の公表r=当たっては､患者のプライバシーの保護に十分留意し､個人が特定さ

れる情報については､公表を差し控えることとする｡なお､発生地域の公表に当たっては､
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原則､市区町村名までの公表とするが､患者と接触した者が感染している可能性を考慮し､

公衆衛生上､当該接触者への対応が必要な場合はその程度に応じて､患者が藩在した場所､

時期､移動手段等を発表するものとする｡

こうした発表の方法等については､マスコミ関係者とあらかじめ検討を行っておくこと

とする｡

(情報提供に係る留意事項)

○ 新型インフルエンザ発生時の情報提供における留意点については､厚生労働省が別途定

める｡

3)その他

○ 厚生労働省は､できるだけ早期に新型インフルエンザの診断､治療に係る方針を定め､

都道府県等や医師会を通じ､医療関係者に対し周知するものとする｡

○ 関係省庁は､随時ホームページを更新し､最新の情報を公表するo

O 厚生労働省は､関係省庁､地方自治体など関係槻謁ごとの連絡窓口を設置し､周知するo

O 厚生労働省は､コールセンタ一一の設置を検討することとする｡また､地方自治体に対し､

相談窓口の設置を依樋し､地域住民に対し､その旨を周知するよう要請する｡

(2)都道府県等l=おける対応

l)什報収集休制の強化

○ 都道府県等は､管内の新型インフルエンザの発生状況r=係る情報収集を行うこととし､

前段階までの体制を強化する｡

(情報収集に係る留意点)

○ 管内の新型インフルエンザの発生状況に係る情報収集の際に留意すべき事項については､

前段階における管内の烏インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集の際に留意すべき事

項と同様である｡

2)柵粗提供体制の弓封ヒ

○ 都道府県等は､国内で新型インフルエンザの患者わ簡 丑された段階で､前段階に整満し

た広報体制により､定例の記者発表を実施するとともに､必要に応じて､臨時の記者発表

を行うものとする｡
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(管内発生情報に係る情報提供)
○ 都道府県等は.管内で新型インフルエンザが発生した場合は､厚生労働省と随時連携杏

とりながら､情報提供を実施する｡また､患者のプライバシーの保護に十分留意し､個人

が特定される情報については､公表を差し控えることとする｡

(情報提供に係る留意事項)

○ 新型インフルエンザ発生時の情鞭提供における留意点については､厚生労働省が別途定

める｡

3)その他

○ 都道府県等は､厚生労働省より示された診断､治療に係る方針について､管内の医療機

関に対して､周知するものとする｡

○ 都道府県等は､随時ホ-ムページ等により､最新の情報や有効な感染防止策等につき､

公表するものとする｡

○ 都道府県等は､相談窓口を設置し住民への周知を図る｡

○ 相談窓口の設置に当たっては､119番や発熱を有する患者からの相談に対応する発熱

相談センターとの役割分担と連携体制を確認する｡

○ 地域医師会との連扶の下､医療税調からの相談にも対応する｡

(3)市区町村における対応

○ 市区町村は､国及び都道府県等が発信する情報を入手し､住民への情報提供に努める｡

また､地域内の新型インフルエンザの発生状況や地域内で今後実施される対策に係る情報､

地域内の公共交通機関の運行状況等について情報提供するものとする｡

○ 新型インフルエンザに関する相談窓口を設け､疾患に関する相談のみならず､生活相談

等広範な内容にも対応できる体制について検討する.

(4)国と地方自治体の速決

○ 国民に対して提供する新型インフルエンザに関する基本情報は､行政主体ごとに異なる

ことがないよう十分に調整する｡国又は地方自治体から独自に情報提供する内容について

は.事前に情報交換を行うO
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埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン
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第 1章 はじめに

○ 今日の我が国における葬法 (埋葬及び火葬等)は､火葬の割合がほぼ 100%を占

めているが､新型インフルエンザの感染が拡大し､全国的に流行した場合には､死

亡者の数が火葬場の火葬能力を超える事態が起こり､火葬の円滑な実施に支障を生

ずるとともに､公衆衛生上､火葬に付すことができない遺体の保存対策が大きな問

題となる可能性がある｡

○ 他方､感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10年法

律第 114号｡以下 ｢感染症法｣という｡)第30条第3項r=おいては､墓地､埋葬等

に関する法律 (昭和 23年法律第 48号｡以下 ｢墓哩法｣という｡)第3条に規定す

る 24時間以内の哩火葬禁止規定の特例として､新型インフルエンザによって死亡

した者については､感染防止の観点から 24時間以内の埋火葬が認められていると

ともに､感染症法第 30条第2項において､このような病原体に汚染され､又は汚

染された疑いがある遺体は､原則として火葬することとされている｡

○ そのため､新型インフルエンザ対策行動計画の第三段階のまん延期において.死

亡者が多数に上った場合も､速やかに火葬を行うことのできる体制をあらかじめ整

備しておくことが必要となる｡

○ また､新型インフルエンザに感染した遺体の保存や埋火葬に当たっては､感染拡

大を防止する観点から一定の制約が課せられることになるが､他方で､地域の葬送

文化や国民の宗教感情等にも十分配慮することが望ましい｡そのため､感染拡大防

止対策上の支障等がない場合には､できる限り遺族の意向等を尊重した取扱いをす

る必要がある｡

〇 本ガイドラインは､新型インフルエンザが全国的に流行した際に､各地域におい

て埋火葬ができる限り円滑に実施されるよう､地方自治体や関係機関において講ず

ることが適当と考えられる措置を中心に取りまとめたものである｡

(参考)既r=､厚生労働省防災業務計画 (平成 13年厚生労働省発給第 11号)第1編

第5幸第1節において､｢都道府県は､近隣都道府県等と協力し､広域的な観点か

ら災書時における遺体の円滑な火葬を支援するための火葬場の火葬能力､遺体の

搬送･保存体制等を記した広域的な火葬に関する計画の策定に努める｡｣とされて

いるところであり､その計画を一つの参考とすることが適当である｡
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, 第2章 各段階における対応

1.P俵枚BIの役+I

O 都道府県は､市区町村の意見を聞いた上で､域内における火葬体制の整備等必要

な体制の整備や調整を図るほか､市区町村が行う個別の埋火葬に係る対応及び遺体

の保存対策等を広域的な視点から支援 ･調整する役割を担うものとする｡

○ 市区町村は､墓埋法において､埋火葬の許可権限等､地域における埋火葬の適切

な実施を確保するための権限が与えられていることから域内における火葬の適切

な実施を図るとともに､個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対策等を講ずる主

体的な役割を担うものとする｡

○ 医療披関等は､遺体が新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され又は汚染

された疑いのある場合､プライバシーの保護にも十分配慮した上で､感染拡大防止

の観点から.遺体の搬送作業及び火葬作業r=従事する者にその旨伝わるよう留意す

る｡

○ 連体の搬送作業及び火葬作業に従事する者は､第三段階のまん延期においては火

葬場の火葬能力を超える死亡者がでることも考えられるため､都道府県の行う調整

の下､市区町村と連携し効率的な遺体の搬送及び火葬に努めるものとする｡

○ 国は､死亡者が増加し､公衆衛生上の聞題が生じるおそれが高まった場合､都道

府県の案請に応じて必要な支援を行うものとする｡

2.前段軒における対応

(1)現状の把握

○ 都道府県は､市区町村の協力を得て､火葬場における稼働可能火葬炉数.平時及

び最大稼働時の一日当たりの火葬可能数､使用燃料､その備蓄量及び職員の配置状

況等の火葬場の火葬能力並びに公民館､体育館及び保冷機能を有する施設など一時

的に遺体を安置することが可能な施設 (以下 ｢臨時遺体安置所｣という｡)数につ

いて調査し.その結果について､域内の市区町村及び近隣の都道府県との情報の共

有を図るものとする｡
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(2)火葬体制の群集

○ 都道府県は､調査の結果を踏まえ､市区町村の意見を聞いた上で､第三段階のま

ん延期に備えた火葬体制の整備を行うものとする｡その際には､遺体搬送手段の確

保のため必要に応じて遺体の搬送作業に従事する考と協定を締鯖する他､都道府県

警察等関係機関と必要な調整を行うものとする.

また､都道府県は､遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止のため

に必要となる手袋､不織布製マスク､新型インフルエンザが全国的に流行した際に

火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにするための消耗品 (火葬の際に必要

となる枢又はこれに代わる板等)等の物資を確保できるよう準備するものとする｡

併せて､火葬業務の実施体制に関しては､緊急時に火葬業務への協力が得られる

火葬業務経験者等をリスト化しておくことも有用である｡

○ 市区町村は､都道府県の火葬体制を池まえ､域内における火葬の適切な実施がで

きるよう調整を行うものとする｡その際I=は戸籍事務担当部局等関係機関との調整

を行うものとする｡

(3)近隣林道府gLとの連携体制の稚集

○ 遺体は､できる限り都道府県域内で火葬することが望ましい｡しかしながら､第

三段階のまん延期に火葬場の火葬能力を超える死亡者が一時的にでることも考え

られるため､郁道府県は災害時の広域火葬に係る相互扶助協定等を活用するなどし

て､近隣の都道府県と遺体を保存するための資器材や火葬に使用する燃料の融通を

迅速に行えるよう連携体制を整備するものとする｡

3.第-段階における対応

(l)兼器材等の備蓄

○ 都道府県は､遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止のために必要

となる手袋.不織布製マスク､新型インフルエンザが全国的に流行した際に火葬場

の火葬能力を最大限に発操できるようにするための消耗品 (火葬の際r=必要となる

枢又はこれに代わる板等)等の物資を確保するものとする｡このほか､火葬場に対

し､火葬塙における使用燃料の備蓄量の増強を要請するものとする｡

また､都道府県は､遺体の保存のために必要な保存剤 (ドライアイス)及び遺体

からの感染を肪ぐために必要な非透過性納体袋等の物資を確保できるよう､域内の

火葬能力に応じて準備をするものとする｡
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○ 市区町村は､都道府県の協力を得て､新型インフルエンザが全国的に流行して火

葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え､遺体を一時的に安置す

るため､流行が予想される時期の季節等も勘案しながら､臨時遺体安置所を確保で

きるよう準備するものとする｡併せて遺体の保存作業r=必要となる人員等の確保に

ついても準備を進めるものとする｡

4.第二段階から第三段FB (感染拡大期)までにおける対応

(l)什報の把塩

○ 都道府県は､随時､火葬場の火葬能力について最新の情報を把握するとともに､

市区町村及び近隣の都道府県との情報の共有を回るものとする｡

(2)資材等の確保

○ 都道府県は､市区町村と連携して､確保した手袋.不織布製マスク､非透過性納

体袋等を､域内における新型インフルエンザの発生状況を確まえ､遺体の搬送作業

及び火葬作業に従事する者の手に渡るよう調整するものとする｡

なお､非透過性納体袋については､都道府県が病院又は遺体の搬送作業に従事す

る者に必要な数量を配付するものとする｡

(8)円滑な火葬及び連体保存の実施

○ 市区町村は､遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し､円滑な火葬が

実施できるよう努めるものとする｡また､火葬場の火葬能力に応じて､臨時遺体安

置所として準備している場所を活用した遺体の保存を適切に行うものとする｡

(4)搬送作美及び火葬作美に従事する者の感染防止策に係る留意事項

1)遺体との接触等について

○ 遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては､遺体からの感染を防ぐため､遺体

について全体を覆う非透過性柵体袋に収容 ･密封するとともに､遺族等の意向にも

配意しつつ､極力そのままの状態で火葬するよう努めるものとする｡

○ また､遺体の搬送に際し､遺体が非透過性納体袋に収容､密封されている限りに

おいては､特別の感染防止策は不要であり､遺体の搬送を遺族等が行うことも差し
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支えない｡

○ 他方､継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては､必ず手袋

を着用し､血液 ･体液 ･分泌物 (汗を除く｡)･排池物などが政r=飛散するおそれの

ある場合には､不織布製マスク.眼の防護 (フェイスシールド又はゴーグル)を使

用するものとする｡また､これらの器具が汚染された場合には､単回使用のものは

適切に廃棄し､再利用するものは適切な消毒を行う｡

○ 火葬に先立ち､遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には､遺族等は手

袋等を着用させる｡

2)消毒措定について

〇 万が一､-時的に密閉状態がなくなった場合など､消毒を行う必要が生じた場合

には､消毒に用いる薬品は､消毒用エタノール､次亜塩素酸ナ トリウム坐剤 (濃度

200-1,000ppm)､70v/v%イソプロパノール等とし､消毒法は､消毒薬を十分に浸

した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望ましい｡消毒剤の

噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり､推奨しない｡ま

た､可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わない｡

3)手指衛生について

○ 手指衛生は､感染防止策の基本であり､遺体に捜触､あるいは消毒措置を講じた

際等には､手袋を外した後に流水 ･石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコ

ール製剤による手指衛生を実施する｡

5.第三度肝 (まん延期)における対応

(l)火葬体制の整備

○ 都道府県は､火葬場の経営者に対し､可能な限り火葬炉を稼働するよう要請する

ものとする｡

○ また､都道府県は､市区町村､遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携

を図りつつ.遺体の搬送及び火葬作業にあたる者の感染防止のために必要となる手

袋､不織布製マスク等の物資を確保することに引き続き努めるとともに.火葬場の

火葬能力を最大限に発揮させるため､速やかに職員体制の整備や物資の配備に努め

るものとする｡
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(2)遺体の保存対策

○ 死亡者が増加し､火葬場の火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合に

は､都道府県は､市区町村の協力を得て､遺体を一時的に安置するため､臨時遺体

安置所を直ちに確保するものとする｡併せて､臨時遺体安置所における遺体の保存

のために必要な保存剤 (ドライアイス)､非透過性納体袋等の物資を確保するとと

もに､市区町村は遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保するものとするo

O 遺体安置所等における遺体の保存及びその搬送に当たっては､可能な限り､新型

インフルエンザに感染した遺体とそうでない遺体とを判別できるよう留意するとと

もに､感染した連体の速やかな火葬について配意するものとする｡

(3)埋葬の活用等

〇 万が-､臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合には､市区

町村は､臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとともに.都道府県か

ら火葬場の火葬能力について最新の情報を得て､円滑に火葬が行われるよう努める

こととする｡

○ また､火葬の実施までに長期間を要し､公衆衛生上の問題が生じるおそれが高ま

った場合には､都道府県は､新型インフルエンザに感染した遺体に十分な消毒等を

行った上で墓地に埋葬することを認めることについても考慮するものとする｡その

際､近隣に埋葬可能な墓地がない場合には､転用しても支障がないと認められる公

共用地等を臨時の公営墓地とした上で当該墓地への一時的な埋葬を認めるなど､公

衆衛生を確保するために必要となる措置について､状況に応じて検討するものとす

る｡

(4)死体の見分について

○ 都道府県警察rま､多数の死体の見分に当たり､十分な感染防止策を講じた上､医

師及び関係機関等と緊密な連携をB]る｡
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(拳考 1)

新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定

(一つの例)

※ 本資料は､厚生労働省の新型インフルエンザ対策専門家会

議が公表した資料 (平成 20年 7月30日)に､一部必要な修

正を加えたものである｡

1.兼料の他社付け

新型インフルエンザの流行が国民の生命 ･健康や社会経済活動等に与える影響は､

ウイルスの病原性や感染力等に左右されるものであり､現時点で正確に予測するこ

とは難しい.しかし､前提となる社会状況等の想定例を示すことは､各府省､自治

体､個人､事業者等における新型インフルエンザのリスクに対する理解を深めると

ともに､各府省､自治体､事業者等が新型インフルエンザ発生時に適切に行動する

ための事業練続盲十回作成を促すことに資すると考えられる｡

そこで､本資料は､不確実な要素があることを前提に.新型インフルエンザ発生

時に想定される感染の状況､社会状況､事業者における対策等について､諸外国の

想定等を参考に一例を示したものである｡

本資料における想定については､新型インフルエンザ発生時の実際の社会経済の

状況とは大きく異なることがあることr=留意の上､事業者等において事業継続計画

等を策定する際の参考として活用されることが望まれる.なお､事業者等が既に独

自の想定に基づいて作成した事業継続計画等を否定するものではなく､本想定がそ

れらの一層の充実に資することが期待される｡

2 想定作成の前提

(1)想定の構成

本資料では.以下のように､人的被害や社会的 ･経済的影響について現時点で想

定される一定の状況を例示するとともに､それを受けて実施される政策や期待され

る事業者の対応について記述を示した上で､社会機能の状況について想定する｡

｣ _ 外部環境 】 l 内部環境 l



事業者等の立場か ら見れば､①､②及び③は事業活動における外部環境､④及び

⑤は事業活動における内部環境である｡したがって､個々の事業者等が自社の事業

継続計画を策定する際には､外部環境を所与の要件としつつ､内部環境 (④事業へ

の影響､⑤ とるべき行動)の検討を行っていくことになる｡

ただ し､外部環境である社会経済の状況については.その構成員である各事業者

の行動等によっても変わ りうるものであり､相互に影響を与える関係にある点に留

意する必要がある｡

(2)想定の数値の根拠

発症率､致死率､感染期間等は､新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関

する関係省庁対策会議で決定された r新型インフルエンザ対策行動計画 (平成 21

年 2月改定)｣における推計数値 を前提 として示 した｡また､欠勤率等の行動計画

に記載のない事項については､今回の被害想定を作成するに当たL)､同計画を大き

く外れない範囲で､欧米のガイ ドライン等を参考 として設定 したものである｡今後､

新型インフルエンザウイルスに関する新たな知見や関係者の意見を踏まえ､必要に

応 じて修正を加えるものとする｡

なお､発症率､致死率等人的被害の想定については､過去の新型インフルエンザ

発生時のデータか ら推計されたものである｡国民生活や衛生水準の大幅な向上､交

通網の発達と人的 ･物的な移動範囲の拡大､新たな医薬品 ･医療技術の開発 ･普及

など､社会経済の状況が過去の発生時と大きく異なっており､過去のデータによる

推計値にどの程度の妥当性があるか､また､現在国によって検討されている政策に

よりどの櫨度被害が軽減されるかについては､不明な点が多い｡しか し.事業者等

による対応方針の検討の参考に供するためには､一定の被害想定を示すことが必要

であるため､ここでは単純に過去の発生時と同程度の割合で人的被害が生 じるとの

仮定を置いている｡

(3)被害想定の作成に際 しての参考情報

我が国における被害想定の作成に際 しては､米国の国土安全保障会議のガイ ドラ

イン等における故事想定を参考 としたが､その概要は､以下のとおりであるD

① HMS P8ndenlClnfluenza (米国HHS DOPt OfHealthandHumanSemcesl保健福祉省])

2-3ヶ月間の流行の波が複数回訪れる｡

地域毎の1回の流行期間は6-8週間と考えられる｡

発症率は人口全体の30%(学齢期の子ども40%､労他者20%)と推定される｡

流行のど-ク時の欠勤率は40%､ピークの前後では低下する｡

(米国HS():

止が予想される○

る従某月を休ませる.

が閉鎖される○

④Anat】onalframeworkforrespondingtoanlnflucnzapandemlC

(英国CablnetOffrcel内閣半株局]&DepartmentofHOalth【保健省】)

1つの流行が3-5ケ月の期間続く､数週間か数カ月後r=次の波が続く可能性がある｡

過去の新型インフルエンザでは25-35%の発症率｡計圃安定上は発症率が50%に至る可能性があるこ

とを想定しておくべき｡

潜伏期間は1-4日､平均的[=は2.3日｡

海外での発生から英国への侵入まで1ケ月程度かか る.

英国到達後は､1-2週間で全国に小規模の感染兼用が発生する｡

英国書初の患者発生から50日後r=は流行のピークとなる｡

1つの波の坤合や､数週間から致ヶ月の間隔の棟数0)波の場合など.流行の態様は様 ｡々



3.新型インフルエンザ発生時に想定される社会権済状況等

(1)人的被害の状況

新型インフルエンザによる人的被晋 (発症率､致死率)の想定について､他国の

ガイ ドラインとの比鼓を表 1に示す｡なお､我が国における欠勤率等の数値は､シ

ミュレーション結果等に基づくものではなく､他国における想定を参考としつつ､

あくまでも一定の被害想定を作成するために便走として設定 したものである点に

留意が必要である｡

表 1新型インフルエンザによる人的被害

採遊戯場 耶 櫛白餅 態包潤 樹 踊簡潔将領 … LtN J

発症率 10-50%頚2)

致死率 0.2%-2,0%

欠勤率 20-40% (記載なし)

に差がある

欠勤期間 10日間程度 10日間程度※2】 (記載なし)

到達時間 (官己載なし)

2J-4週間程度 <<8%>>

程度堀2)

15週間発2)

出所 ･Xl)r新型インフルエンザ対策行動計画J新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する開床省庁対

熊会議 (平成21年2月改定)
･x2)"Anationalframey10rkforresporLdhlgtoanInfluenzapandemic".cablnet

Offlce&DepartmentofHealth
※3)"HHSPandeTnlCInfhlenZ8PJanfortheHeaEthSectorF',USDeptofHearthandHumanS即VJCeS
IX4) '-preparedness,Response,andFiecoveryGuldeforcrltH:alinfrastructure

andkeyres【IurCeS",honelandsecurlty(】OLmClI
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[補足情報】我が国の被害想定 (r新型インフルエンザ対策行動什画｣新型インフルエンザ及び鳥インフル

エンザに関する開床省庁対策会は (平成21年2月改定)による)

重度の場合 -200万人 (スペインインフルエンザを想定)

･年齢別の発症率 :年齢別に発症率の違いがあると思われるが予測は困難oなお､成人の発

(2)感染拡大時における国の対策

新型インフルエンザの感染拡大による社会経済への影響について定量的な予測

を行うことは.そもそも新型インフルエンザの性格自体が不明であるため困難であ

るが.参考のため､新型インフルエンザによる諸外国や我が国における経済被害に

関する推計例をあげた (表 2)｡

他方､定性的には､社会経済への影響についてある程度想定することが可能であ

るが､その際.国による対策や事業者に対する要請の内容により､社会経済の状況

も大きく変化することが予想される｡

感染拡大の各発生段階において国が講 じる新型インフルエンザ対策の内容につ

いては､r新型インフルエンザ対策行動計画｣､r新型インフルエンザにおける水際

対策に関するガイ ドライン｣等l=おいて示されている｡また､T新型インフルエン

ザ対策行動計画｣等によれば､感染拡大防止のため､個々人の行動､社会活動や事

業活動に対し.国による様々な要請が行われることになる｡

これらの対策や要請r=ついては､感染拡大に伴う社会状況の変化と併せ､その内

容を整理した (蓑 3-1-表 3-2)0

(3)感染拡大時における企業活動

企業活動については､基本的には､感染が拡大するにつれ､不要不急の業務や事

業が縮小されるようになる一方､社会機能の維持に関わる事業については､事前に

作成された事業稚続計画r=基づき､必要な物資やサービスの提供を続けることが要

請される｡

これらについては､推奨される事業者の行動 (表 4)､想定される社会機能の状況
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とその維持に当たり企業等に期待される対策 ･目標 (表 5-1-表 5-4)として整理

した｡

表 2 経済被害の井出例 (参考)

◎全世界の経済被事

(NcklbblnWJ.Sldor8nkoAA 2006,LOWYInstltuteforlnternatl0nalPollCy)

･軽症(Mlld)シナリオでGDP損失は約3.300億 ドル (約08㍍日当)

･重篤(Severe)シナリオでGDPf角朱は約1兆4,000億ドル (約34%相当)

･最重篤(Ultra)シナリオでGDP損失は約4兆4.000億ドル (約 126%相当)

◎米国の樺済被害 (米国連邦謙会予某局による推定)

･アジアインフルエンザ､香港インフルエンザ級の場合は､Gt)P損失は約1%

･スペインインフルエンザ級の場合は､GDP損失は約425%

◎アジア地域の経済被害 (アジア開発銀行による推定)

･アジア地域の経済被害は､992億 ドル～2.827億ドル

ISARSの頬合 (予測 180億 ドル)の5-15倍

◎日本の経済被害

IGDP手持尖は約20兆円 (4.1%相当) 第一生命経済研究所による推定

･GDP手兵矢は約30兆円 (6.1%相当) 妻州農業資源催済局による推定

IGDP損失rS約33%(Moderate)-約8.2%(Severe)一約15.7%(Ultra)

LOWYInstltUteforlnternat10n81PoHGyによる推定



表 3-1 感染拡大に伴う社会状況の変化と国の対策 (1)

1感染 ロ感染速度 0 2週間政一4週間 4週間後- 6週間後- 17週間後-□感染拡大の状 ○匡=勾未発生 (海外発生) ○国内で新型インフル ○国内で新型インフル ○匡‖内で急速に感染が拡大

咲 汰 エンザが発生､感染集 エンザの大規模集団発 0匡=勾侵入から6-7週目に感染が

況 田は小さく限られる 生が見られる ピーク､8週日以降から減少傾向○地域毎にピーク時期は異なる､地域毎d)流行期間は6-8週間程度

■体刺 □国の体制 ○新型インフルエンザ対策本部 .関係閣僚会議等による対策の決定 .実施 ○体制継続

■水 想定される状況 ○発生国 .周辺国への海外旅行 .出張の ○海外旅行 .出張の中止 ○海外旅行 .出張の中止 O-部地域 で感染

際料 中止 ○多数の在外邦人が帰国を希望 ○発生国との間を中心に定期便の{;軍 が収束するが､海外渡航者は少ない

策 ○在外邦人の不安拡大､帰国者増加○発生国との問の定期便は徐々に運航本数減少 ○発生国との間を中心に定期便の多くが運航停止 大半が運航停止 ○定期便の一部は運航再開するが､乗客は少ない

対策 ○感染症危険情報の発出 ○海外における感染拡大に伴い､渡航自粛勧告の対 ○海外渡航全般の自粛勧告

≪WHOフ工-ガ4宣言以降≫ 象地域拡大 ○国内での感染拡大に伴い､水際対

･渡航延期､退避検討､停閏の可能性 ○発生国からの帰国者の多くが停留 .隔離 策を終了

≪発生国が出国禁止措置をとる場合≫ ○発生国からの帰国希望者が多い場合､停留場所確保等の状況を勘案し 定期便の運航自粛を要請
･現地滞在､感染予防徹底 感染拡大に伴い､運航日 XE l粛要請の対象地域拡大

○航空会社に臨時便 (増便)運航の検討 ○帰国希望者のために定期便に代わる帰国手段を
の呼びかけ 検討 (政府専用機､自衛隊機等)

○検疫実施空港 .港集約化の開始.感染 ○帰国できない在外邦人に対する在外公館の支援



表 3-2 感染拡大に伴う社会状況の変化と国の対策 (2)

発生段階 ♯-段Nl(兼外発生期) ｢諾 壬生." )

H医痩の 想定される状況 ○国民の不安が高まり､受診者が増加 ○受診者が急増 ○患者が急増 し.病床や医薬品が不足□隔離.入院 対策 ○疑い患者への入院 ○感染症指定医療横関に ○患者受入れ医療機関 ○全医療機関で患者への診断.治 ○治療継続

堤 勧告 (患者隔離) おける治療､疑い患者へ の拡大 痩 ○医療体制の点検と建て直し

秩 ○医師会等への情報 の入院勧告 (患者隔離) ○疑い患者への入院勧 ○重症患者のみ入院､軽症患者は

提供 ○患者への抗インフルエンザ薬投与､患者との濃厚接触者への予防投薬 普 (患者隔離)○患者への抗インフルエンザ薬投与 自宅療養○患者への抗インフルエンザ薬投与

□発熱外来 対策 ○外来.電話相談の設置準備 ○外来 .電話相談開始 ○外来 .電話相談の規模を拡大､二次医療圏内の診療所が発熱外来を応援 ○外来 .電話相談の規模を拡大 ○発熱外来の機能継続

Ⅰ感染千防 ロ ブ レバ ンテ ミックワクチン 想 定 される状況 ○国内発生早期から8週間以降に接種の効果が発現することが期待 (ただし､不確実)対策 ○製剤化を開始 ○製剤化段階 (予定) ○製剤化次第､医療従 ○製剤化完了 (見込み)､医療従

○既完成分を医療従事者等の一部に接種開始 ○既完成分を医療従事者等の一部に接種開始 事者等に順次接種開鰭 事者等に継続的に接種

ロパ ンデ ミ､ツク ワクチン 対策 ○新型インフルエンザ株の特定 ○株の特定､鶏卵等の確保ができ次第､生産開始 ○生産段階○国民全員分のワクチンの完成までに 1.5年前後 (試算)

l一 □集会.興行 想 定 され ○百貨店､劇場､映画館等の集客施設-の来客が減 ○集客施設-来客が激減o全ての ○集客施設の多くは､休業

鰭栄紘大防止 等 の 自粛要請 る状況 少o休業する施設が増加 施設が休業

対策 ○情報提供 ○全国で集会 .興行等の自粛要請 ○全国で集会.興行等の自粛要請 ○集会,興行等の自粛継続を要請

□学校休校の要請 想 定 される状況 ○学校での感染拡大のおそれ○休校する学校が増加○ ○全国全ての学校が休校 O-部休校の終了

対策 ○情報提供 ○全国で休校の要請 ○全国で休校の要請 O-部休校の終了を要請

□不要不急 想 定 され ○発生地域の公共交通機関 .職場で感染のおそ ○公共交通機関の本数減少O多く O-部事業所が再開

の事 業活動 中止 の る状況 れO-部の事業所が休業 の事業所が休業対策 ○情報提供 ○不要不急の事業活動自粛の要請 ○不要不急の事業活動自粛の要 ○不要不急の事業活動日粛軍



表 4 推奨される事業者の行動

発生段階 策一段酵(井外発生期) ～1轟 薄 墾 郵 済 ノ:重義-'転 意
□事業所内における惑 ○感染防止策の強化 ○感染防止策の強化 ○感染防止策の強化 ○必要備品 (マスク､
染防止策 ･マスク着用､手洗い.ラ ･感染者に近づかない ･マスク着用､手洗い .うがいの徹底 消毒薬等)の再調達

がいの徹底 ･マスク着用､手洗い.うがいの徹底 ･事業所内の換気､消毒等の徹底 ○感染防止策を継続
･事業所内の換気､消毒等 ･事業所内の換気､消毒等の徹底 ･従業員間の接触を減らす措置 (勤務スペースのレイア
の徹底 ･従業員間の接触を減らす措置 (勤務 ウト変更､会議自粛等)

○必要備品 (マスク､消毒薬 スペースのレイアウト変更､会議自 ･来訪者管理の徹底 (マスク着用指示等)
等)の調達 粛等) ･フロア毎の立ち入り制限等

○従業員の健康管理の強化 (従業員に感染者が出た場合､出勤停止､医療機関への受診､接触者の自宅待機等) ○従業員の健康管理の強化

ロサービス利用者間の ○感染防止策の強化 (利用者へのマスク着用依頼､施設内の換気､消毒等の徹底､利用者間の接触 ○感染防止策を継続
感染防止策 を減らす措置等)

□従業員に対する感染 ○食料品.生活必需品の備蓄 ○感染防止策の強化 (マスク着用､手洗い .うがいの徹底等) ○感染防止策を継続
予防のための生活指 強化 ○不要不急の外出自粛Oやむを得ず外出する場合､公共交通機関の利用を控えるなど､他人との接
導 他を減らすよう行動

□一般企業の事業活動 ○業務箱小 (在庫整理､事業 ○不要不急の業務の籍小 ○不要不急の事業の休止(従業員の安全確保と企業の存続 ○取引事業者､協力会
所閉鎖､操業停止等)の拳 ○事業継続計画に基づく人員体制等の 等のバランスを勘案の上､必要最小限の事業を継続) 社,流通業者等を含
価 変更 ○事業継続計画に基づく人員体制の変更 めた業務体制立て直
○取引事業者 (サプライチエ ･通勤手段の変更 し
-ン)､協力会社､流通業者 ･時差出勤の導入 ○在庫品.備蓄品の再

等関係者への情報提供 ･在宅勤務の導入○関係者-の情報提供 調達 等

□社会機能の維持に関 ○事業継続に向けた準備 ○事業継続計画に基づく人員体制等の ○社会機能の維持に関わる事業の継続と不要不急の事業 ○取引事業者､協力会
わる企業の事業活動 ○取引事業者 (サプライチエ 変更 の休止 社.流通業者等を含

-ン)､協力会社､流通業者 ･通勤手段の変更 ○事業継続計画に基づく人員体制の変更(人員投入の重点 めた業務体制立て直
等関係者-の情報提供 ･時差出勤の導入 化) し

○必要物資の備蓄強化 ･在宅勤務の導入･スプリットチーム制 (従業員の同時感染リスクを回避するため業務を複数のチームに分けて遂行)等○不要不急の業務縮小○関係者-の情報提供 ○在庫品.備蓄品の再調達 等



表 5-1 想定 され る社会機能の状況 とその維持に当た り企業等に期待 され る対策 ･目標 (1)

発生段階 I-JSRL(弗外発生期) 樹 …',ふp羅し.一.. pド.:-1

□医療サービス 想 定 され ○保健所､医療機関等へ ○保健所､医療機関等-の問合せ O-部の医療機関では新型インフルエンザへの業務資源の
る状況 の問合せが増加 が増加 重点的投入のため､診療科日を限定

○抗インフルエンザウイルス薬を ○煉発的に需要が増え､医療機関における業務資源 (医療従
求めて医療税関を訪れる市民が 事者､医薬品､資器材､ベッド等)が大きく不足.一時的
増加 に業務を中断せざるを得ない医療機関が出現するおそれ p

対策 ○危機管理組織の設置等の準備○感染防止策の強化 ○感染防止策の継続的強化 (防護服 .マスク着用､タミフルの予防投与等) ○感染防止策の継続

目標 ○通常医療体制の維持 ○通常医療体制+新型インフルエ ○通常医療体制を維持 ○通常医療体制を維
ンザ対応体制の確立 ○新型インフルエンザ対応体制を維持 (業務資源を集中) 持

□介護サー ビス(入所施設) 想 定 される状況 ○感染者が1人でも出れば､施設内は短期間でまん延

対策 ○入所者の外出自粛､外部者の訪問自粛 ○外出自粛等の継続

目標 ○通常サービスの維持 ○通常サービスの維持 ○通常サ-ビスの維持 ○通常サービスの維持

□電気 .水道.ガ 想 定 され ○感染防止の観点から､窓口業務やカスタマーサービス業務

ス .熱供給 る状況 等を中断○保守 .運用の従業員不足により地域的 .一時的に停電等が生じるおそれ

対策 ○危機管理組織の設置 ○感染防止策の継続的強化 ○感染防止策の継続的強化 ○感染防止策の継続

等の準備○感染防止策の憩化 ○最小限の従業員による勤務体制への移行 ○最小限の従業員による勤務体制の継続

目標 ○通常レベルの供給 ○通常レベルの供給を維持 ○通常レベルの供給を維持 (保守 .運用業務を維持するが､ ○通革 レベルの供給

※ 国の対策として､別途､医療従事者.社会楼能維持に関わる者へのプレパンデミックワクチンの段階的な接種を検討.(接種対象､接種時期については検討中｡)



表 5-2 想定される社会機能の状況とその維持に当た り企業等に期待される対策 ･目標 (2)

発生段階 *-段Ft(海外発生期) 萱転 覆 筆濁 触 姦恕感
口行政サービス 想 定 され ○行政窓口への問合せ ○住民からの問合せが急増 ○搬員不足又は感染防止の観点から､窓口業務が中断す

る状況 が増加 るおそれ

対策 ○危機管理組織の設置 ○感染防止策の継続的強化 ○感染防止策の継続的強化 ○感染防止策の継緯
等の準備 ○最小限の従業員による勤務体制 〇回民生活維持に必要な最低限のサービスを提供○他の ○縮小.中断した業務の
○感染防止策の強化 への移行 業務は緒小 再開

○国民生活維持に必要な最低限のサービス (行政手続き､ゴミ収集等)を維持o他の業務は縮小○住民相談窓口の設置 ○住民相談窓口の継続

目標 ○通常サ-ビえを提供 ○必要最低限のサービスを維持 ○必要最低限のサービスを維持 ○通常サービスを提供

□公共交通 想 定 され ○外出自粛により公共交通機関に ○従業員不足により､運行本数が減少
る状況 対する需要が減少 ○外出自粛 .通勤手段の変更により､公共交通機関-の

○徒歩 .自転車 .自動車等による通勤が増加 需要が大幅減少

対策 ○危機管理組織の設置 ○感染防止策の継続的強化 ○感染防止策の継続的強化 ○感染防止策の継続

等の準備○従業員の感染防止策の強化 ○最小限の従業員による勤務体制への移行 ○感染防止策の継続

目標 ○通常運行を維持 ○通常運行を維持 ○需要に応じた運行水準を維持 ○需要に応 じた運行水準を維持

□燃料供給(ガソリンスタンド) 想定 される状況 ○ガソリン不足を予想し､客が増加 ○公共交通機関を避け.乗用車の利用が増加するものの､社会活動水準が大きく低下するため､ガソリンに対する需要は減少○発生国 .地域によっては､燃料輸入が中断○従業員不足により､地域的 .一時的に供給停止○中小企業の資金繰りが悪化

対策 ○危機管理組織の設置等の準備○感染防止策の強化 ○感染防止策の継続的強化○最小限の従業員による勤務体制への移行 ○感染防止策の継続的強化 ○感染肪止集の継続

･x 国の対策として､別途､医療従事者､社会機能維持に関わる者へのプレパンデミックワクチンの段階的な接種を検討｡(接種対象､接種時期については検討中.)



表 5-3 想定 され る社会機能の状況 とその維持に当た り企業等に期待 され る対策 ･目標 (3)

□通悟 想 定 され ○外出自粛や在宅勤務体制-の移 ○外出自粛や在宅勤務体制への移行等により､電話 .イ
る状況 行等により､電話 .インターネッ ンタ-ネットの通信需要が増加

トの通信需要が増加 ○通信需要増に伴う一時的な通信速度の低下○窓口業務､カスタマーサービスの中断 (従業員不足又は感染予防対策のため)

対策 ○危機管理組織の設置 ○感染防止策の継続的強化 ○保守 .運用業務を維持 (その他の業#は縮小 .中断) ○感染防止策の継続

等の準備 ○最小限の従業員による勤務体制 ○感染防止策の継続的強化

○感染防止策の強化 への移行 ○最小限の従業員による勤務休制の継続

目標 ○通常機能を維持 ○通常機能を維持 ○通常機能を維持 ○通常機能を維持

□金融 想 定 され ○現金を引き出す市民が増加 (ATM ○従業員不足又は感染防止の観点から､窓口業務､力ス

る状況 の利用が増加) タマーサ-ビスが中断するおそれOATMへの現金流通が滞り､-時的にサ-ビス中断

対策 ○危機管理組織の設置 ○感染防止策の継続的強化 ○決済､資金の円滑な供給等最低限必要な業務以外の業 ○感染防止策の継続

等の準備 ○最小限の従業員による勤務体制 務を縮小 .中断

○感染防止策の強化 への移行 ○感染防止策の継続的強化○最小限の従業員による勤務体制の継続

目標 ○通常機能を維持 ○決済､資金の円滑な供給 (ATM機 ○決済､資金の円滑な供給 (ATM機能の維持を含む)等 ○機能の回復

能の維持を含む)等最低限必要な業務を継続 最低限必要な業務を継続

□物流 (貨物運 想 定 され ○事業活動休止又は稼働率低下に ○従業員不足による集配の遅延､サービスの中断

送､倉庫等) .る状況 より､物流量が減少 ○物流量が大幅に減少

○中小事業者は休業する可能性○宅配､通信販売等に対する需要が増加 ○宅配､通信販売等に対する需要が大幅に増加

対策 ○危機管理組織の設置 ○感染防止策の継続的強化 ○食料品.生活必需品供給､社会インフラ維持のための ○感染防止策の継続

等の準備 ○最小限の従業員による勤務体制 物流を確保するため､業務資源を集中
○感染防止策の強化 への移行 ○感染防止策の継続的強化

目標 ○通常機能を維持 ○通常機能を維持 ○食料品.生活必需品供給､社会インフラ維持のための物流機能を維持 ○需要に応 じたサービスを提供



表 5-4 想定 され る社会機能の状況 とその維持のために企業等に期待 され る対策 ･目標 (4)

発生段階 第-段陣(海外発生期) 爺墾坂輪 ー 侶.,(4耐難撃卿 )

□食料品.生活必 想 定 され ○食料品.生活必需品 ○市民の買い占めにより食料品.生 ○海外での感染拡大に伴い､食料品等の輸入が一時的に中断

需品の輸入.製追 る状況 を買い求める市民が増加 活必需品が不足､価格上昇 ○国内での感染拡大伴い,食料品等の製造が減少

対策 ○危機管理組織の設 ○感染防止策の継続的強化 ○感染防止策の継続的強化 ○感染防止策の継続

置等の準備 ○最小限の従業員による勤務体制 ○食料品.生活必需品の中でも.特に社会的要請の高いもの ○縮小.中断した業務
○感染防止策の強化 への移行 の生産に業務資源を集中する の再開

目標 ○通常の供給を維持 ○国民の健康維持のため必要な最小限の品目を確保 ○匡l民の健康維持のため必要な最低限の品目を確保 ○輸入.製造を可能な限り増加

□流通 (小売､卸 想 定 され ○中小事業者は休業する可能性 ○従業員不足 .休市等により卸売市場機能が低下し､生鮮食

売) る状況 ○宅配､通信販売等に対する需要が 料晶等の流通も一時的に中断

増加 ○小売店の従業員不足や物沸機能の混乱により物資流通が遅延又は中断 ~○宅配､通信販売等に対する需要が大幅に増加

対策 ○危枚管理組織の設 ○感染防止策の継続的強化 ○地方自治体との事前協定等に基づき､スーパー､コンビ二 ○感染防止策の継続

置等の準備 ○最小限の従業員による勤務体制 など地域の拠点となる食料品.生活必需品店の営業を継続o

○感染防止策の強化 への移行 それらの関連事業者は､必要性の高い食料品等の流通に業務資源を集中○感染防止兼の継続的強化

※ 国の対策として､別途､医療従事者､社会機能維持に関わる者へのプレパンデミックワクチンの段階的な接種を検討｡(接種対象.接種時期については検討中.)



(参考2)

新型インフルエンザ対策における

国 .都道府県 ･市区町村の役割分担について

新型インフルエンザ対策については､新型インフルエンザ対策行動計画及び

新型インフルエンザ対策ガイ ドラインにおいて具体的な内容や関係機関の役割

等を示したところである｡

幅広い政策分野においてきめ細かな対応が求められる新型インフルエンザ対

策を推進するためには､国 ･都道府県 ･市区町村が相互に連携 しながら､それ

ぞれの役割を果たしていくことが重要である｡

このため､行動計画やガイ ドラインに示す新型インフルエンザ対策における

各機関の役割分担が理解 しやすいよう､下記の対策に関して別添のとおり整理

を行った｡各都道府県及び市区町村においては､地域の実情等を踏まえ､必要

に応 じて､業務分担を調整 し､各都道府県等の新型インフルエンザ対策行動計

画等に明記することが望まれる｡

対策(大項目) 対策(小項目) 参照ガイドライン

国内侵入防止 水際､検疫､健康監視 (表1) 水際対策､検疫

国内まん延防止 接触機会の低減 (表2) 感染拡大防止､事業者.職場､個人､家庭及び地域

積極的疫学調査､抗インフルエンザ 感染拡大防止､

ウイルス薬の予防投与(表3) 抗インフルエンザウイルス薬

医療体制の整備 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄.放出 (表4) 抗インフルエンザウイルス薬

発熱外来､入院病床 (表5) 医療体制

住民生活対策 Jl生活支援 (表6) 個人､家庭及び地域
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表1 国内侵入防止(水際､検疫､健康監視)

分担 細 1 前段階 第一段階 第二段階 第三段階 _ 第四段階未発生期 軸外発生期 国内発生早期 感染拡大期 まん廷叫 回柳 小康期

国 水際.検疫 ●家きん類の輸入動物における ●感染症危険情報の提供 ●海外発生期の対策の ●国内の感染拡大状況等を鑑みて､ ●従来 .

品病原性鳥インフルエンザ防疫対策 ●検疫空港 -港の集約化 (4空港､3 継続 順次体制を縮小

●在外邦人支援の準備と､情報提供 港等)●隔離 .停留の実施 ●感染のおそれのある者の不要不急の出国自粛の勧告 ●対策本部における､水際対策の検討

●停留施設の確保●検疫体制強化の準備 (個人防護具や器材の備蓄等)●烏インフルエンザ (H5N1)の有症者の早期発見 ●第三国経由者対策●航空 .船舶会社に運行自粛等を要請●在外邦人支援と帰国希望者の支援●渡航自粛の呼びかけ●外国人に対する査証措置 (審査の厳格化､発給の停止)●密入国者の取締強化 ●在外邦人の支援の継続 の計画杏秤価翠波に備える

健康監視 ●健康監視体制の整備 ●健康監視対象者名簿の都道府県への送付 ;(終了時 ま…期は､国 i
●都道府県からの報告の受理 喜が判断) 萱

都道府県 水際,検疫 ●検疫所の実施する訓練等への ●渡航自粛の呼びかけ ●海外発生期の対策を ★国の方針により､対策変更が生じる可し ●
参加●鳥インフルエンザ情報の提供 ●海外発生状況などの情報提供●密入国者の取締強化 継続 能性あ) 国の方針に従い再整備

健康監視1)●入国者における健康監視体制の斐備 ●健康監視の実施及び国への結果報告 (終了時毒期は､国…が判断) …

市区町村 水際.検疫 ●国及び都道府県の要請l=応じ､適宜協力

l)r健康監視Jについては､保健所を設置する設置する市及び特別区は､都道府県と同様の役割を担う.



表2 国内まん延防止(接触機会の低減)

分担 前段階 第一段階 第二段階 第三段階 第四段階

未発生期 海外発生期 El内発生早期 如 拡大期 lまん酬 回牡期 小康期

国 ●感染拡大防止対策についての体制整備 ●都道府県等又は業界団体等に対する感染防止対策に関する要請(外出自粛､活動自粛､学校の臨時休業等) ●各地域の ●従来の計

感染動向を

踏まえつつ､外出や集会の自粛の解除､学校や適所施設等の再開等を行う時期について

都道府県 ★ ●地域における感染症防止対策に関する要諦

(学校等の臨時休業､集会や催 し物等不特定多数の者が集まる の検討､及 画

患者栄坐 活動の自粛､外出の自粛や公共交通機関の利用自粛等) ぴその実施時における周知 杏評価罪義に★ ★都道府県内で患者が発生 していなければ､未発生期の対応を継続する○
患 近隣の都道府県で患者が確認された場合は､住民の生活圏や通勤､通学 備

者未栄生 の状況等も踏まえて､これらの対策の実施について検討する. える

★:｢患者発生｣とは､その都道府県管内で感染が生じた場合



表3 国内まん延防止(積極的疫学調査､抗インフルエンザウイルス薬の予防投与)

分担 対策 前段階 第-段階 第二段階 貰三段階 第四段階

未発生期 海外発生期 国内発生早期 感染拡大期 まん延期 l 回社期 JNk期

国 積極的疫学調査 ●都道府県の職員を対象とした研修等の実施 ●発生地における積極的疫学調査の支援 (必要に応じて国立感染症研究所職員の派遣) ●中止 ●従来の●画を秤価第義に

予防投与 ●都道府県への放出手順について確認1 ●予防投与の効果を評価 ●予防投与の効果や備蓄量を踏まえ､患者の同居

+全国の患者発生状況及び抗インフルエンザウイルス薬の使用状況を把握●不足した都道府県に対し卸売業者を通じて備蓄分を放出●必要に応じ製造販売業者に対して追加製造を指導 者に対する予防投与の継続を検討

都道府県リ 積極的疫学調査 ●積極的疫学調査に係る通知等を参考に､政見の研修の実施 ●症例ならびに接触者の調査の実施 ●中止

予防投与 ●抗インフルエンザウイルス薬対策委員会 ●積極的疫学調査に基づいて予防投与開始(同居者､濃厚接触者及 ●患者の濃厚接触者 (同居者を除く)及び患者と

等を設置し ぴ患者と同じ学校､織蟻等に通う者) 同じ学校､職場等に通う者への予防投与の中止

･在庫状況等を把捉する体制整備･備蓄の放出方法 ●十分な感染防止策を行わずに患者と濃厚接触した医療従事者や水 ●十分な感染防止策を行わずに患者と濃厚接触し @冗.る
について取り決める 際対策関係者についても予防投与開始 た医療従事者等や水際対策関係者については予防投与を継続

市区町村 積極的疫学調査 ●患者が発生した市町村においては､保健所の要請により積極的疫学調査に協力 ●都道府県の積極的疫学調査が終了した時点で､協力を中止

1):保健所を設置する設置する市及び特別区は､都道府県と同様の役割を担うo



表4 医療体制の整備(抗インフルエンザウイルス薬の備蓄.放出)

分担 l 前段階 第一段階 第二段階 第三段階 第四段階

兼発生期 海外発生期 Fl内発生早期 感染拡大期 まん- l 回棚 JNk期

国 ●抗インフルエンザウイルス薬の備蓄 ●全国の患者発生状況及び抗インフルエンザウイルス薬の使用状況を把櫨 ●従莱の計画を

+都道府県への放出手順について確認 ●不足した都道府県に対し卸売販売業者を通じて備蓄分を放出

●必要に応じ製造販売業者に対して追加製造を指導

都道府県 ●抗インフルエンザウイ ●抗インフルエンザウイ ●卸売販売業者-流通備蓄分を確保し医療機関等の発 ●各医療機関での使用状況及び在庫状況

ルス薬の備蓄 ルス薬対策委員会等で 注に対応するよう指導 こ関する情報を収集 秤

●抗インフルエンザウイ 協議された内容を確認･在庫状況等を把握する ●流通備蓄量が一定量以下になった時点で卸売販売業 ●必要に応じ卸売業者を通じ七各医療機 . 価

ルス薬対策委員会等を設宥し 体制を整備､把握を開始 者を通じ都道府県備蓄分を放出 関の発注に対応 第

L⊆⊇_･在庫状況等を把捉する体制整備･備蓄の放出方法につLIて取り決める ●備蓄分の使用状況及び在庫状況を国に経時的に報告 ●備蓄量が一定量以下になった時点で国に補充を要請●備蓄分の使用状況及び在庫状況を国に経時的に報告 義に備える



表5 医療体制の整備(発熟外来､入院病床)

lA" l 一前段階 第一段階 第二段階 l 第三段階 第四段階乗発生期 海外発生期 帥 艇 早期 l 鵬 拡大期 まん延期 回iE湘 小康期

国 ●都道府県等の体制整備の進捗状況について定期的にフォローアップ●必要となる医療資器材の備蓄 .整備 ●新型インフルエンザの症例定義を明確にし､関係機関に周知●国内発生に備えた医療体制の整備●相談窓口の設置等､国民への情報提供 ●知見を整理 し､症例定義の変更があれば､修正●発生状況を把捜 しつつ､感染対策資器材等が適正かつ円滑に流通するよう調整 ●不要不急な外来受診､救急車両の利用を控えるよう国民への呼び掛け ●従来
都道府県 ●二次医療圏を単位とし ●全ての医療機関の準備状況の把及び準備の支援 ●新型インフルエンザ患者に対し､感染症法に基 ●新型インフルエン ●管内の発生

て､対策会議を設置 し､具体的な体制整備の推進 づき入院勧告●新型インフルエンザが疑われる者への感染症指定医療機関等-の受診の指示 ザの患者の入院措置の中止 動向及び診療の人的体制を勘案し 発熱 の計画

都道府県1)●医療資器材の備蓄 .整備 ●発熱相談センターの整備及び地域住民への周知 ●必要に応じて､発 外来の設置体 を言.l

●患者の接触者への外出自粛､健康観察､有症時の対応の指導等 熱外来の増設の検討●医療機関以外においても医療を提供す 制を調整●医療機関の人的被害及び 秤価第

●発熱外来や医療梯関における､個人防護具等の ●発熱外来の設置●医療機関 .薬局及びその周辺において､必要に る場として提供する 医療資器材の在庫状況を確認 し､診療が 議に

備蓄及び流通の調整等に係る支援 応 じた警戒活動等の実施 継続されるように調整 備える

1):保健所を設置する市及び特別区は､都道府県との協議の上､都道府県と同様の役割を担うことは可能



表6 住民生活対策(生活支援､埋火葬)

分担 l"# l 前段階 第一段階 第二段階 第三段階 第四段階未発生期 海外発生期 EZl内発生早期 感染拡大期 まん延期 回柾朔 小康期

国 生活支援 ●コールセンターの設置 ●従莱'の計

●国民への注意喚起

●都道府県等からの要請に対L､必要に応じて支援

埋火葬 ●都道府県等からの要請に対し､必要に応じて支援

都道府県 生活支援 ●市区町村に対し､必要な支援 ●必要に応じて､都道府県の防災備蓄資材を市町村に配送
●相談窓口の設置

埋火葬 ●火葬体制の整備 近隣都道府県との連携体制 ●資器材等の ●情報の把握､資器材の確保 ●火葬場経営者への可能な限りの火葬炉の稼

の#% 確保 働要請､遺体の保存対策 画を評価第

市区町村 生活支援 ●食料品 .生活必需品等の確保､配分等の方法についての検討 ●住民に対する食料品等の確保.配分.配布等の実施●その他 1必要とFF!われる住民支援●支援を必要とする世帯への食料品等の配布方法の検討■ 演に備える

●新型インフルエンザ発生時に支援を必要とする世帯等の把握 ●社会的弱者への支援

●相談窓口の設置
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ミユニケ-シ∃ンに問題のあった事例

ll.はじめにl

O 新型インフルエンザ対策ガイドラインは､平成21年2月に改定された新型インフルエ

ンザ対策行動計回に基づく､新型インフルエンザに係る各種対策についての具体的な内

容､関係機関等の役割等を提示し､国民各層での取組を推進するために､平成 21年 2
月に策定されたものである｡

○ 平成 21年 4月に新型インフルエンザCA/HINl)が発生し､世界的な大流行となり､その

対策の実施を通じて､実際の現場での運用や病原性が低い場合の対応等について､多く

の知見や教訓等が得られ､対策の検証結果は､平成 22年 6月に､新型インフルエンザ

(A/HINl)対策総括会議報告書として取りまとめられた｡一方､病原性の高い新型インフ

ルエンザ発生の可能性に変わりはなく､その発生 ･まん延に備えて､十分な準備を進め

る必要があるOこのため､平成23年9月には新型インフルエンザ対策行動計画の改定

が行われたo

O こうした経緯を踏まえ､今般､新型インフルエンザ専門家会;&として､新型インフルエ

ンザ対策ガイドラインについて､改定に当たっての医学 ･公衆衛生の専門的見地からの

意見を取りまとめることとした｡

〇 本意見書は､現行の法制度及び平成23年9月に改定された行動計画(以下 ｢改定行動計

画｣という｡)を前提として.平成21年に策定されたガイドラインから改定すべきと考

えられる点を取りまとめたものである0本意見書には､改定すべき点を中心に記載して

おり､概ね現行ガイドラインに準じて対兼を行うべき点については記載していない｡な

お､｢サーベイランスに関するガイドライン｣｢ワクチン接種に関するガイドライン｣に

ついては､未策定であることから､新たにガイドラインを策定するに当たって重要と考

えられる事項を取りまとめた｡また､検疫に関する対策の考え方は ｢水際対策に関する

ガイドライン｣に提示されており､｢検疫に関するガイ ドライン｣は実務面での記載が

中心であることから､本専門密会謀においては r水際対策に関するガイドラインJr=関

する意見として集約した｡

○ 現在､改定行動計画の実効性を高めるために､内閣官房を中心として新型インフルエン

ザ対策のために必要な法制度の検討が行われているところであるが､本意見書では､こ

うした状況の中で､新たな新型インフルエンザが発生する事態に備え､これまでの検討

の成果を取りまとめ､現時点でガイドラインを改定すべき点r=ついて示した｡また､更

に検討すべきと考えられる点についても､併せてその論点を､本意見書に示した｡

〇 本意見書に沿って新型インフルエンザ対策ガイドラインを改定し､新型インフルエンザ

の発生に備えるとともに､病原性及び感染力の高い未知の感染症が発生した際にも､本

意見書を参考にして迅速な対応が図られることを期待する｡
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2.病原性 ･感染力について

(1)病原性

○ 新型インフルエンザウイルスの病陳性については.実際に新型インフルエンザが発生

した際に､行動計画に基づき､ウイルスの性質や疫学情報等について､海外から､国

際機関 (WHO､OIE)等を通じた情報収集や､発生国からの情報収集を強化するほか､

国内においてインフルエンザによる入院患者数や死亡･重症化の状況等を調査 ･分析

することとし､それらによって収集した国内外の状況を踏まえて専門家会合において

検討し､政府の新型インフルエンザ対策本部 く以下 ｢政府対策本部｣という｡)が判

断する｡なお､早期に病原性を的確に把握することはEF難であり､病原性が不明であ

る間においては､その時点で想定される病原性のうち､より高い病原性を想定した対

策を実施する必要が生じる｡

○ 病原性については､致死率等の一つの指標で表されるものではなく､数値化すること

は国難であるが､本意見書r=おいては､行動計画の被書想定に基づき､過去の経験か

ら､概ねスペインインフルエンザ (致死率20%1)並みの場合を高い､アジアインフ

ルエンザ (致死率 053%)並みの場合を中等度､季筋性インフルエンザ並みの場合

を低いと表記することとする｡

(2)感染力

○ 感染力r=ついては､鳥インフルエンザ (ヒトからヒトへの感染は持続しない｡)と新

型インフルエンザ (ヒトからヒトへの感染が持続する｡)との間では.感染の広がり

方やとるべき対策に大きな差があり､また､新型インフルエンザの感染力も様々であ

る｡しかしながら､多くの感染拡大防止策はその感染力にかかわらず必要となること､

感染力は地域の状況､季節等様々な要因で変化すること､感染力の大きさと対策の効

果との関係は複雑であり､感染力を数値化して対策を区分することは困難であること

から､本意見書r=おいては､感染力によって対兼を区分せず､個々の対策の実施の判

断において必要な場合に感染力を考慮することとする｡

1 過去のバンデミックの致死率については､新型インフルエンザワクチンや抗インフルエンザr)イルス薬
等l=よる介入の影響 (効果)､現在のわが国の衛生状況等が反映されているものではないため､今後.
ウイルスの病原性が同程度の新型インフルエンザが発生しても､致死率が同程度になるとは限らない｡
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3.水蘇対集に関するガイドラインについて

(1)病原性書の程度に応 じた水熊対策

○ 海外で新型インフルエンザが発生した場合.政府対策本部は､その致死率､感染者が

入国する可能性等を踏まえ､専門家会合の意見を聴きつつ､総合的に検討を行い､実

施方針を決定するqただし､現場において混乱が生じないよう､在外邦人の帰国や外

国人の入国については､国内の受け入れ態勢 (検疫所の態勢､停留の収容能力等)と

整合を図る必要があることに留意する｡

○ 水際対策は､病原性の程度が不明であるか､高いことが想定される場合に開始するこ

とになるが､以下の点に留意が必要である｡

･水際対策は､対策の開始時に､日本への感染者の到着数が少数と考えられる場合

(発生国での感染の拡がL)が限定的である場合や､発生地とEl本との人の往来が少

なく日本への侵入リスクが低い場合等)に侵入遅延に有効となる可能性が期待でき

る対策である｡

･対策の開始時点において､日本と人の頻繁な往来のある複数の国で流行が確認さ

れている場合や､大規模な流行が確認されている場合には､日本に感染者が多く到

着することが想定され､水際対策r=よって一部の患者を発見したとしても､国内へ

の侵入遅延の効果は期待できないため､発見した患者への適切な医療の提供や帰

国.入国者への発症後の過ごし方に関する注意喚起r=努める (国内r=患者が発生し

ているときも同様)｡

なお､対策の開始後においては､新たな情報が得られ次第､専門家からの意見を聴取

した政府対策本部において速やかに対策の変更 (縮小 ･中止)を決定する｡

○ 水際対策の具体的な実施方針については､感染拡大の状況や､病原性の判明の状況等

に応じ､様々な対応があり得ることから､標準的なパターンを示す｡実際には､ これ

らのパターンを参考r=しながら､状況に応じて､縮小･中止を含め柔軟に対策を実施

する必要がある｡

○ なお､検疫の強化 (入国時の検査や隔離等)により得られた患者等の医学 ･疫学情報

やウイルス株等r=ついては､医療機関や国立感染症研究所等r=掛 共するなどにより､

国内対策の整備等に有効活用することが期待される｡
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巨的 る.

検疫実施空港.港

隔搬措置の実施 実施 実施

停留措置の対象 者全点 患者の同行者

健康監視の対象 なし

在外邦人の帰国手段 代替篇送手段

査証発給停止

･.iLt--1*:紳 $11細嬢:側 蛸 酵戦機 掛鱒狩縁扱ぎ鰯 >̂_:jtligS{:-:,

目的

い)○

者の発生を確認

検疫実施空港.港

隔漁措置の実施 実施 実施 なし

停留措置の対象 なし なし なし

健康監視の対象 周囲の者等 患者の同行者 なし

原則なし なし なし

在外邦人の帰国手段 定期便で帰国 国 国

なし なし

_4_

(2)仲平.tJE監視の対&者の範田

(停留の対象者)

○ 停留を行う場合の対象者 (入国予定者に限るO)の範囲については､以下の(D､(勤の

範囲が考えられるが､原則として①の範囲とするqなお､今後得られる科学的知見や

発生時に得られるウイルスの感染力r=関する情報､機内での患者の状況等も踏まえ､

場合によっては②の範囲とすることも考慮することとする｡

① 患者と同一旅程の同行者 (出発空港 ･誰で初めて合流 した者を除く｡以下同じ｡)

② 患者と同一機内 ･船内の者で次のうち検疫所長が必要と判断した者

ア)患者と同一旅程の同行者

イ)患者の座席周囲の者 (飛沫の飛散する概ね2m範囲内､客船の場合は同一客室

などとし､空調等を考慮する.旅客機の場合は､確定患者の左右前方2m以内の

者とする｡)
ウ)乗務員等で患者の飛沫に暴露 した者

(例)マスクを介さずに患者と対応した乗務員等

※ なお,極めて病啄性が高い場合であって.在外邦人 (日本に居所のある者を含む｡)のみ

輸送した場合には､その全員を停留対象とすることも考慮する｡

(健康監視の対象者)

○ 健康監視 (入園者に限る｡)の対象範囲は､以下の①から④のパターンが考えられ､

原則として②の範囲とする.なお､停留を実施する場合は､健康監視の対象者は､停

留者の範囲よりも広 くなる｡

① 患者と同一旅程の同行者 (停留を実施 しない場合)

(参 患者と同一機内 .船内の者で次のうち検疫所長が必要と判断した看

ア)患者と同一旅程の同行者

イ)患者の座席周囲の者

り)乗務員等で患者の飛沫に暴露した着

工)発生国又はその一部地域において､感染した又は感染したおそれのある者と接

触のあった者

③ 確定患者の発生した旅客機又は客船の全員

④ 発生国からの全員

○ 第三国を経由して入国した者に関連する停留や健康監視については､上音己に準じた対

応とするが､停留ができない海空港 (集約海空溝以外の海空渚)においでは､関係自

治体と連携の上､厳格な自宅待機 (より厳重な健康監視)により対応することとする｡

なお､集約海空港において停留対象者が既に入国している場合にも､同様の対応とす

る｡
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○ 質問票の配付･徴集を実施している期間においては､健康監視の対象者以外の帰国者

についての情報についても､勧道府県並びに保健所を設置する市及び特別区(以下r都

道府県等｣という｡)が設置する帰国者 .接触者相談センター等での活用をEI的とし

て､検疫所から都道府県等に提供することが考えられる｡

(3)水際対米の頼小 ･中止時期

○ 検疫の強化については､発生後に判明した情報や状況の変化等により､合理性が認め

られなくなった場合には､措置を縮小又は中止することとなる｡

(縮小の判断)

○ 発生直後に適用した水際対策の合理性について､以下に示す契鰍 こおいて再検討し､

対策を合理性のあるものに変更する｡

> 判断する契機

① ウイルスの病原性が判明しつつあり､致死率が当初の見込み以下であること

が判明した時点

② 国内における医療体制 (ウイルス検査を含む｡)が整った時点

③ 国内において､発生国への渡航歴があって､かつ.健康監視下にない患者が

数名程度確認された時点

④ 国内において､発生国への渡航歴がない患者が確認された時点

@ 発生国から複数の国へ流行が波及した時点

> 対策の変更の具体例 (例えば､日 )のパターン2をパターi;3から5のいずれ

かに変更する｡)

① 停留期間の変更

② 隔離の中止

③ 停野を健康監視に変更､これに伴う検疫空港 ･港の集約化の中止

④ 運航自粛の解除

⑤ 通常の査証発給対応に戻す｡

※ 水際対策関係者の個人防護具の変更

く中止の判断)

○ 以下の時点においては.水際対策の意義がなくなることから通常の水際 (検疫)体制

に戻すこととする｡

> 判断する契機

(D発生国又はその-部地域r=おいて､流行が終息し､患者発生がなくなった時

点

② 国内において､疫学的リンクを追えない患者が確認された時点

> 対策の中止の具体例

_6.

① 健康監視の中止

(塾質問票の徴集の中止等､通常の検疫対応に戻す.

③ 感染症危険情報の解除

(4)その他

○ 対策の実施に当たっては､日本に渡航しようとする外国人にも対策が理解されるよう､

適切な情報発信を行うとともに､患者の発生時等には､国際保健規則に基づいて必要

な諸外国との情報交換等を適切に行うこととする｡
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l4.感染拡大防止に関するガイドラインについてl

(1)軸 的事項

○ 主宰な感染拡大防止策は,以下の3つに大別される｡国及び都道府県等は､ガイドラ

インを参考に､これらの対策を柔軟に進めると同時に､サーベイランスにより得られ

る情報や､対策の実施状況等に基づき､感染拡大防止策の評価を実施し､その結果を

踏まえ､対策を継続すべきかどうか等を検討する｡

> 患者の入院又は自宅療養

> 患者の接触者に対する感染防止のための協力要請等

> 地域対策及び職場対策

○ また､国は､対策の実施 ･縮小 ･中止等に関する都道府県等の意志決定について､適

時適切に支援するとともに､新型インフルエンザ発生後に感染拡大防止策の実施に資

する新たな知見等が得られた場合については､その実施の目安等を都道府県等に示す｡

○ 地域における感染拡大防止策の実施に当たっては､都道府県等においては､衛生主管

部局だけでなく､他の様々な部局や､教育委員会等が協力して対応する必要がある｡

(2)各段肝における感染拡大防止策

ア.En 先生早期､棚 のうち兼帯が拡大するまでの州の対兼

(目的)

○ 匡】内発生早期から国内感染期のうち流行が拡大するまでの間においては､患者数が少

ない段階で感染の拡大を抑制することができれば､その後の感染拡大のタイミングを

比較的遅らせ､流行のピークを遅延させられる可能性があることから､

･通常の感染防止策を強化する

･入院勧告や接触者への対応等の個人対策を実施する

･場合によっては､一定期間､地域全体で学校 ･保育施設等の臨時休業､集会の自粛

等を行って､感染拡大を抑制する

等の対策を行う｡

(個人対策)

○ 患者の入院､患者との接触者に対する感染防止対策のための協力要諦等については､

現行のガイドラインに準じて実施する｡即ち､地域発生早期においては､隔離､停留､

健康観察･健康監視､入院措置､予防内服､接触者への外出自粛の要請等の個人対策

を実施する｡
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○ 入院勧告を中止した蔀道府県等は､厚生労働省から示された目安を参考に､必要に応

じて､新型インフルエンザ発生時の患者及び患者の同居者に対して自宅待機を求める

ことを検討する (r(3)患者及び患者の同居者の自宅待機期間等の目安｣を参照)｡

(地域対策及び職場対策)

○ 国及び都道府県等は､通常季節性インフルエンザ対汝として実施されている感染防止

対策を､より強化して実施する｡

> 国民に対し､手洗い ･咳エチケット等を強く勧奨する｡

> 消極的学校閉鎖 (欠席率が一定基準に連した際の学級 ･学年 ･学校閉鎖)を､ウ

イルスの病原性等の状況に応じて､通常時より強化して実施する (例 実施の基

準を欠席率10%速度に引き下げる､期間をl週間程度r=延長する等)｡

> 学校.保育施設等rtおいて､患者は一定期間自宅待機 (出席停止)とする｡

> 事業所には､職場における感染予防策を徹底するほか､インフルエンザ様症状の

認められた従業員の出勤停止 ･受診勧奨等を行うよう要請する｡

※ 消極的学校閉鎖とrま､欠席者が増えることに対する学校 (学級)運営上の対応とし

て一地域である程度鮭染拡大して以降に行われる措置｡これに対し領極的学校閉観

とは､地域への感染拡大を抑える目的として､地域での感染拡大の初期段階に行わ

れる措置｡

○ この時期における積極的対策の選択肢として､以下の対策の実施について検討するO

> 地域全体での学校等の臨時休業等

･対策の内容

国内の患者数の発生が少ない場合においては､都道府県等は､患者の発生

している地域において､地域全体での学校 ･保育施設等の臨時休業の要請､

入学試験の延期等の要請､集会の自粛の要請､外出自粛の要請.公共交通機

関の利用自粛の要請等の強力な措置を一斉に実施することが考えられる｡

･実施の期間等

インフルエンザの一般的な潜伏期や平成21年の感染拡大防止策に係る事

例等を踏まえ､ l週間程度2の実施を検討する｡

社会･経済的影響が甚大であることから､その実施の是非及び実施期間の

延長の検討に当たっては､その対策の効果や､新型インフルエンザの病原性

の高さ､社会的な影響を踏まえる必要がある｡

･目標

この方法により､国内の患者の発生数を減少させることができれば､国内

での感染の拡大を遅らせることができる可能性がある｡

2科学的根拠は未だ確立されていないが､一斉の休業によって､社会における人の接触を減らすことによって
感染の機会を減らすことに加え､一般的な潜伏期を上回る期rVl休業することによL).休校中に感染者と非感
染者を見分け､感染者が登校することr=よる更なる憾染の拡大を抑える効果が期待される｡
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> 地域封じ込め

人口密度が低く､交通量が少なく､自然障壁等により交通遮断が比較的容易な

離島や山間地域などにおいて､高い病原性を示す新型インフルエンザが我が国で

初めて発生するなど､地域封じ込めに効果があると考えられるなど､一定の条件

を満たす場合には､政府対無本部は､直ちに地域封じ込めの実施の可否l=ついて

検討を行い､緒論を得る｡

(臨時休業等の広報･休業の意味の周知)

○ この時期において､患者数は少ないことから､感染拡大防止策の意義について個人が

実感できない場合があるが､患者数が少ない段階で感染の拡大を抑制することができ

れば､その後の感染拡大のタイミングを比教的遅らせ､流行のピークを遅延させられ

る可能性がある｡国及び都道府県等は､臨時休業等の意義についてよく周知し､外出

の自粛など行動の徹底について理解を求める必要がある｡

ィ.EEl内感染期のうち､Bt行拡大が並む時期における対兼

(日的)

○ 国内感染期のうち流行が拡大した段階 (例えば定点当たり患者数が1を超えた段階)

においては､感染拡大を止めることは国難であり､対策の主眼を早期の積極的な感染

拡大防止策から被害軽減に切り替える｡学校 ･保育施設等の臨時休業や集会の自粛等

は､地域で一斉に行ったとしても感染拡大を抑制する効果は地域発生早期に比べて小

さく､個別に判断を行うこととなる｡

(個人対策)

○ 地域感染期においては､個人対策のうち､隔離､停留､健康観察･健康監視､入院措

置､予防内服､接触者への外出自粛の要請等は実施しない｡

なお､患者の同居者への予防内服については､効果を評価した上で.継続の有無を厚

生労働省が決定する.

0 引き続き､都道府県等は､厚生労働省が示す目安を参考に､必要に応じて､患者及び

患者の同居者に対して､自宅での待機を求めることを検討する｡なお.感染が拡大す

るにつれて､患者の自宅待機を厳格に行うことによる感染拡大防止策の効果は低下す

ることから､自宅待機を緩和することも考えられる (｢(3)患者及び患者の同居者の

自宅待機期間等の目安Jを参照)｡

(地域対策及び職場対笈)

○ 引き続き､国及び都道府県等Iま､通常季節性インフルエンザ対集として実施されてい

る対集を､より強化して実施する｡なお.感染が拡大するにつれて､感染拡大防止策
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の効果は低下することから､状況に応じて対策を緩和することも考えられる｡

○ 都道府県等は､必要に応じて､集会の自粛の要請､外出自粛の要請､公共交通機関の

利用自粛の要請､入学試額の延期の要請等を実施する｡

○ なお､以下のような対策の実施については､社会経済的影響が甚大であることから､

都道府県等は､病原性が極めて古い等の場合の例外的な選択肢として検討する｡

> 長期にわたる地域全体での学校等の臨時休業等

･対策の内容

地域全体での学校 ･保育施設等の臨時休業の要請等を､流行拡大が進む時

期r=わたり継続する｡

･留意点

･患者が極めて少ない時期から､ワクチン接種の完了まで対策を継続すれば

患者数を減らせる効果が期待できる一方､早期に解除すれば､免疫を掃って

いない患者が一斉に罷患し､ピークの患者数がかえって増加し医療体制等に

悪影響を与える可能性があることにも留意する必要があるO

> 公共交通検閲の運行中止

･対薮の内容

公共交通機関における人の接触を妨げるため､公共交通機関の運行中止を

要請する｡

･留意点

他の方法による人の移動 ･接触が起こることから感染の地域的な広がりを

阻止する効果は乏しいとされていることに留意する必要がある｡

ウ.FI内応染期のうち､流行のピークにおける対米

(目的)

○ 国内感染期において､さらに流行が拡大し､流行がピークとなった場合､感染拡大防

止策の効果は期待できないことから､基本的には対策を緩和することとなる｡ただし､

患者数の増加に伴い地域における医療体制の負荷が過大となり､適切な医療を受けら

れないことによる死亡者数の増加が見込まれる等の特別な状況においては､ピークを

抑制するための対策を講じることが望まれる｡なお､地域での一斉の学校 ･保育施設

等の縞時休業等については､対策解除後にかえって患者数が増加する等のリスクもあ

ることから､情報収集を行い適切に判断することが必要となる｡

(個人対策)

○ 都道府県等は､厚生労働省が示す目安を参考に､必要に応じて､患者及び患者の同居

者に対して､自宅での待機を求めることを検討する｡なお､感染が拡大するにつれて､
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患者の自宅待機を厳格に行うことによる感染拡大防止策の効果は低下することから､

自宅待機を緩和することも考えられる (r(3)患者及び患者の同居者の自宅待機期間

等の目安｣を参照)｡

(地域対策及び職場対策)

○ 引き続き､国及び都道府県等は､通常季節性インフルエンザ対策として実施されてい

る対策を､より強化して実施する｡なお､感染が拡大するにつれて､感染拡大防止策

の効果は低下することから､状況に応じて対策を緩和することも考えられるb

O 引き続き､都道府県等は､必要に応じて､集会の自粛の要請､外出自粛の要請､公共

交通機関の利用自粛の要請､公共交通機関でのマスク着用の励行の呼びかけ､入学試

験の延期の要請等を実施する｡

○ 流行のピークにおいて､地域における医療体制の負荷が過大となり､適切な医療を受

けられないことによる死亡者数の増加が見込まれる等の特別な状況においては､都道

府県等は､積極的対策の例外的な選択肢として､以下の対策の実施について検討する｡

> ピーク期における地域全体での学校等の臨時休業等

･対兼の内容

医療体制への負荷軽減を目的に､地域全体での学校 ･保育施設等の臨時休

業の要請､入学試験の延期等の要請､集会の自粛の要請､外出自粛の要請､

公共交通機関の利用自粛の要諦等の強力な措置を一斉に実施することが考

えられる｡

･実施の期間等

対策の実施に当たっては､医療観関r=おける定数超過入院の発生や医療機

関の診療体制の維持困難､定点当たりインフルエンザ患者数の極度の増加な

どを参考とする｡

この場合の期間についての定説はないことから､概ね1週間程度を単位と

して延長の要否を判断する｡

社会.経済的影響が甚大であることから､その実施の是非及び実施期間の延

長の検討に当たっては､その対策の効果や､新型インフルエンザの病原性の

高さ､社会的な影響を踏まえる必要がある｡

･目標

患者の総数は減少させられないものの､一時的に患者数を減少させピーク

の患者数を減少させることにより､医療体制の負荷が過大となることを回避

し､重症者 ･死者を減らす｡

なお､ピークより早く実施した場合には､対策を解除した後にかえって患

者数が増加するリスクがあること､ピークより遅く実施した場合には大きな

効果が得られない可能性があることに留意が必要である｡
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O -方で､積極的な感染拡大防止策の実施については､働く親や保護者の中I=は乳幼

児･児童の付き添いをする等のために欠勤を求められる者も一定数発生する等､社会･

経済的影響が甚大であることから､その実施及び実施期間の延長に当たっては､その

対策の効果や､新型インフルエンザの病原性の高さ､社会的な影響を踏まえて､都道

府県等は､慎重に決定する｡

(3)点者及びJL者の同居者の自宅特書期rq等の目安

(患者の自宅待機期間の目安)

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザ発生時の患者の自宅待放期間について､対策の立

案r=資するよう､過去のインフルエンザに関する知見を踏まえて目安を示す｡

> 患者の自宅待機期間の目安は､｢発癌した日の翌日から7日を経過するまで､又

は解熟した日の翌々日までのいずれか長い方｣とする｡

○ 患者の自宅待機期間については､実際に新型インフルエンザが発生した後に得られた

知見等を基にして､必要に応じて､厚生労働省が目安を修正して示すこととする｡

> 自宅待機期間は､対策の効果と社会経済-の影響のバランスを考慮し､多くの患

者の感染力が消失するまでの期間を目安とする｡ただし､病原性が高いと想定さ

れる場合にはより慎重に設定する｡

> ハイリスク者に接する可能性がある者の自宅待機期間については､僕圭に設定す

る｡

> 感染が拡大するにつれて､患者の自宅待機を厳格に行うことによる感染拡大防止

策の効果は低下することから､自宅待機を緩和することも考えられる｡

(患者の同居者の自宅待機期間の目安)

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザ発生時に､患者の同居者の自宅待機期間について､

対先の立案に資するよう､過去のインフルエンザに関する知見を踏まえて目安を示す｡

> 患者の同居者の自宅待機期間の目安は､｢患者が発症した日の翌日から7日を経

過するまで｣とする｡

○ 患者の同居者の自宅待機期間については､実際に新型インフルエンザが発生した後に

得られた知見等を基にして､必要に応じて､厚生労働省が目安を修正して示すことと

する｡

> 自宅待機期間は､対策の効果と社会経済への影響のバランスを考慮し､多くの事

例における､一人の人が発症してから次の人が発症するまでの期間 (世代間隔)

を目安とする｡ただし､病原性が高いと想定される場合にはより慎重r=設定する｡

> 感染が拡大するにつれて､患者の自宅待機を厳格に行うことによる感染拡大防止

集の効果は低下することから､自宅待機を緩和することも考えられる｡
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○ 都道府県等は､新型インフルエンザの病原性が通常の季節性インフルエンザと同程度

であることが判明する等､対策の実施意義が薄れた場合については､一律の発症前か

らの自宅待機を求めず､発症後の早期帰宅及び自宅待機等の対応を求めることとする｡

(4)地叫全体での良書施設等のFl時体兼時における対応

○ 新型インフルエンザ流行時で､地域全体での学校･保育施設等の臨時休業をとる場合､

乳幼児 ･児童等については､一義的には､保護者が自宅で付き添うことが考えられ､

事業所が策定する業務継続計画においては､このための欠勤についても見込むことが

求められる｡

> 勤務等の都合により保護者が自宅で乳幼児 .児童に付き添えない場合については､

可能な範囲で､ファミリー ･サポー ト.センタ-事業や､当該事業の一部である

病児 ･緊急対応強化事業等を活用することも考えられる｡

○ 医療従事者や､社会機能維持事業者の事業所内保育事業については､臨時休業の例外

として対応することも考えられる｡

○ また､仕事等の都合で､どうしても乳幼児 ･児童に付き添えない保護者も一定数存在

することも見込まれることから､一部保育施設の部分的開所について認めるが､感染

拡大防止策そのものの効果が減弱する可能性もあること等を考慮するq

O 適所介護事業所の休業については､自宅での家族等l=よる付き添いのほか､必要性の

高い妾介護者については訪問介護等を活用して対応する｡
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lS･サーベイランスに関するガイドライン (新設)について1

(1)稔 書

○ 感染症サーベイランスとは､インフルエンザを含め､患者の発生情報を統一的な手

法で持続的に収集 ･分析し､得られた情報を疾病の予防と対策のために迅速に還元

するものであり､平時から､医療､行政､研究等の関係者の努力と､患者をはじめ

とする多くの国民の協力により維持されている｡新型インフルエンザ発生時に適切

にサーベイランスを行うためには､サーベイランスに関する啓発と､迅速な情報還

元を鉢続して行いつつ､関係者の理解及び協力を得る必要がある.

0 新型インフルエンザが発生した隙には､国内での新型インフルエンザの発生をでき

るだけ早く発見し､その後の感染の広がりや患者数の増加の状況を調べ､公表する

ことで､国民一人ひとりや､自治体 ･医療機関その他様々な関係者が､流行状況に

応じた対策を行うために活用する.また､特に早期に発症した患者の症状や診断 ･

治療の状況､結果など､具体的な情報を分析し､取りまとめて医療関係者に提供す

ることで､その後の患者の診断 ･治療を的確に行うために役立てる｡

○ このため､感染症サーベイランスにより､新型インフルエンザ対策に必要な以下の

ような情報を､都道府県等を通じて厚生労働省が収集し､国立感染症研究所におい

て分析等した上で､国民や医療機関への情報還元や対策の立案に活用する｡

> 新型インフルエンザ国内発生の早期探知

新型インフルエンザ患者の発生当初は患者数が少なく､季節性インフルエン

ザの患者と区別が難しいことから､以下のような方法で早期探知を行う｡

(D患者全数把撞

一定の届出基準に基づき､疑似症患者の全数届出を求め､PCR検査等に

より患者を確定することで､国内発生を探知し感染拡大を防ぐD

② 学校等における集団発生の把握

感染が拡大しやすい集団生活の場である学校等において､休業等の実施状

況についての調査を強化し､インフルエンザ様疾患の集団発生があっi=場

合には､海外渡航歴が無い場合も含め､PCR検査等を行うことにより､

一早く新型インフルエンザの国内発生 ･流行を捉えるとともに､地域流行

の端緒をつかむ｡

医療機関 ･社会福祉施設から集団発生の報告があった場合にも同様にPC

R検査等を行う｡

> 地域ごとの発生段階

地域での発生状況は様々であり､その状況に応じ､地域での感染拡大防止策
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等について柔軟に対応する必要があることから､以下のような方法で地域にお

ける発生の早期探知 ･各段階の移行の見極めを行う｡

① 患者全数把握 (全国)

一定の届出基準に基づき､全ての患者の届出を求め､都道府県別に集計す

る｡

② 患者全数把握 (都道府県)

全国での患者数が数百人程度に遷した段階で､全国での全数報告を中止す

るが､地域未発生期､地域発生早期の都道府県については､地域感染軌 こ入

るまでの間､引き続き実施する｡

@ 積極的疫学調査

把握した患者の感染経路について､積極的疫学調査によって､他の患者と

の接触歴を追えるかどうかを明らかにする｡

> 患者の発生動向の推移

インフルエンザの流行の段階 (流行入り､ピーク､終息等)に応じた対策を

講じる必要があることから､全国約5,000カ所の定点医療機関からのインフル

エンザ様患者の報告により､発生動向の推移を継続して把塩する.

※ このほか､地域的な状況の把握のための地域の独自の取組として､厚生労働省の

規定する定点医痕機関以外の医療機関の状況の把操や､独自のネットワークによ

り､厚生労働科学研究班と連携した情報収集が行われる場合がある｡

> インフルエンザウイルスの型 .亜型や薬剤耐性等

ウイルスの病原性の変化等により､診断 ･治療の方針に影響が及ぶことも想

定されることから､全国約 500カ所の病原体定点医療機関における患者の検

体及び集団発生や全数把握等を端緒として収集される様々な患者からの検体

の検査により､インフルエンザウイルスの型 ･亜型や薬剤耐性等を把握する｡

> 新型インフルエンザの病原性 感染力 臨床像 治療効果等

新型インフルエンザの病原性､感染力､臨床像､治療効果等について､医療

現塙等に情報提供を行い､対策や患者の治療に活用できるよう､以下のような

方法で情報収集を行い､新型インフルエンザの臨床的な傾向等を分析し､診

断 .治療に有用な情報を提供する｡

① 積極的疫学調査等による臨床情報の収集

矧 =発生の阜期r=おいて､全数把握した症例について､都道府県等の協力

を得て積極的疫学調査等により感染経路や臨床情報等を収集 ･分析する｡

(塾 季節性インフルエンザとの比較による入院患者数や重症化の状況の把握

平時から行われている入院サーベイランス (全国約500カ所の基幹定点医

療機関においてインフルエンザによる入院患者数や重症化の状況を調査す

ること)を継続して実施し､季節性インフルエンザとの比較l=より､重症化
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のパターン (重症化しやすい年齢､重篤な症状の発生状況等)を把握するな

どにより､治療に役立てる｡

@ 地域ごとの実情r=応じた情報収集

更に､必妾に応じ地方自治体､医療機関や学会等の協力を得て､個別症例

について症状や治療経過等の情報を収集する｡

⑥ 迅速診断キットの有効性の検証

新型インフルエンザ迅速診断キットの感度･特異度など有効性を検証する｡

⑤ 死亡 ･重症患者の状況の把握

新型インフルエンザr=よる全ての死亡者 ･重症患者の把握を､一定数に至

り重症者等r=ついてある程度の状況が分かるまで実施する｡

※ このほか,圧生労働科学研究班等も活用して必要な情報収集･分析等を実施する｡

> 新型インフルエンザに対する国民の免疫保有状況

新型インフルエンザのまん延の可能性など､流行の予測を行うためr=､国民

における血清抗休の保有状況を調査 ･分析する｡

○ 報告する側 (医療機関 .地方自治体)の負荷を考え､発生時に新たに追加 .強化す

るサーベイランスは必要最小限にとどめることとする｡

○ 政府対策本部 ･厚生労働省 ･国立感染症研究所が十分な連携のもと､都道府県等及

び関係学会等の協力を得て､国民に適時分かりやすく情報提供を行う｡

○ 以下､国全体の状況を把握するために必要なサーベイランスを中心に記載するが､

地域においては､必要性に応じて､関係者の協力を得て､よりきめ細かなサーベイ

ランスを実施することが可能であり､それにより得られた情報も､地域での新型イ

ンフルエンザ対策に活用する｡

(2)各 ■
ア.平時から拙 して行うサーベイランス

(ア)患者発生サーベイランス

① 巨的

インフルエンザの患者数を調査することにより､インフルエンザの流行がどの段階

(流行入り､ピ-ク､終息等)にあるかを把捉し､その段階に応じた対黛を講じる.

② 実施方法

全国約5,000定点医療機関 (小児科定点約3,000カ所､内科定点約2.000カ所)か

らインフルエンザと診断した患者について､一週間 (月曜日から日曜日)ごとに報

告を受け､感染症サーベイランスシステム (NESID)により情報収集し､その結果を

分析し､還元する｡
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なお､各機関の役割については､平成23年3月31日付け健感発0331第 1号 ｢イ

ンフルエンザに係るサーベイランスについて｣によることとする｡

③ 実施時期

通年

④ 報道発表

季節性インフルエンザに関する定期的な報道発表は､原則として毎年9月から翌年

3月までを目途として実施する｡新型インフルエンザ発生時には定期的に結果を公

表する｡

(9 その他

平時より.都道府県等は､報告機関に.報告内容 ･方法等に関する啓発を行う等､

報告r=ついての理解及び協力を求める必要がある.

また､本サーベイランスとは別に､地域的な状況の把糧のため､地域の独自の取組

として､厚生労働省の規定する定点医療機関以外の医療機関の患者数の調査が行わ

れる場合がある｡

(イ)ウイルスサーベイランス

① 日的

インフルエンザウイルスの型･重型､抗原性､抗インフルエンザウイルス薬への感

受性等を調べることにより､診断 ･治療方針等に役立てる｡

また､インフルエンザウイルスの亜型を調べることにより､流行しているインフル

エンザウイルスそれぞれの割合を評価する｡

② 実施方法

インフルエンザ病原体定点医療機関 ((ア)における定点医療機関の概ね 10%)か

らインフルエンザ患者の検体を採取し､地方衛生研究所で確認検査を行い､検査結

果を感染症サーベイランスシステム(NESID)により情報を収集し､その結果を分析､

情報還元する｡

ウイルスサーベイランスのサンプリングについては､地域の実情に応じて適切に行

うこととし､新型インフルエンザの発生時にも可能な限りの検体数で継続する (サ

ンプリングの手法r=ついては別に定める｡).

なお､各機関の役割については､平成23年3月31日付け健感発0331第 1号 ｢イ

ンフルエンザに係るサーベイランスについてlによることとするD

③ 実施時期

通年

④ 報道発表

月報

(9 その他

平時より.都道府県等は､報告機関に.報告内容 .方法等に関する啓発を行う等､

報告についての理解及び協力を求める必要がある｡また､新型インフルエンザの発

生時にも十分な対応ができるよう､平時より､都道府県等においては地方衛生研究
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所の検査体制の整備に努める必要がある｡

(ウ)入院サーベイランス

(か 日的

インフルエンザによる入院者数や医療対応を調査し､例年と比較することにより､

そのシーズンの重症化のパターン(重症化しやすい年齢､重篤な症状の発生状況等)

の概要を把握し､治療に役立てる｡

② 実施方法

基幹定点医療也関 (全国約500カ所の300床以上の医療機関)r=おいて､インフル

エンザによる入院患者の年齢や､重症者に対する検査 ･対応の実施状況 (頭部 CT､

脳波､HRI検査の実施の有無､人工呼吸器装着の有無､集中治療室入室の有無)に

ついて､一週間 (月曜日から日曜日)ごとに報告を受け､感染症サーベイランスシ

ステム (NESID)により情報収集し､その結果を分析､情報還元する｡

なお､各機関の役割については､平成23年7月29El付け健感発0729第3号 Tイ

ンフルエンザに係る入院サーベイランスについて｣によることとする｡

(参 実施時期

通年

④ 報道発表

季節性インフルエンザに関する定期的な報道発表は､原則として毎年9月から翌年

3月までを目途として実施する｡新型インフルエンザ発生時には定期的に結果を公

表するB

⑤ その他

平時より､都道府県等は､報告機関に､報告内容 ･方法等に関する啓発を行う等､

報告についての理解及び協力を求める必要がある｡

(エ)インフルエンザ様疾患発生報告 (学校サーベイランス)

① 日的

インフルエンザによる学校休業の実施状況を調査することにより､感染が拡大しや

すい集Bl生活の塙において-早く流行のきっかけを捉え､必要な対策を講じる｡

② 実施方法

幼稚園､保育所､小学校､中学校､高等学校等から､インフルエンザ様症状の患者

による琉時休業 (学級閉鎖､学年閉鎖､休校)の状況及び欠席者数の報告を受け､

一週間 (月曜日から日曜日)ごとに報告を受け､感染症サーベイランスシステム

(NESID)により情報収集し､その結果を分析､情報還元する｡

なお､各機関の役割については､平成23年3月31日付け健感発0337第 7号 rイ

ンフルエンザに係るサーベイランスについて｣によることとするO

(罫実施時期

期間を限定して実施する｡調査開始､終了時期については別途通知する (季節性イ

ンフルエンザについては､原則として9月から4月末日までを目途とするO新型イ
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ンフルエンザ発生時には季節にかかわらず実施する｡)｡

④ 報道発表

季節性インフルエンザに関する定期的な報道発表は､原則として毎年9月から翌年

3月までを目途として実施する｡新型インフルエンザ発生時には定期的に結果を公

表する｡

(オ)感染症流行予測調査 (血清抗体調査)

① 日的

平時においては,インフルエンザに対する免疫の保有状況を調べることにより､予

防接種の効果的な実施やインフルエンザワクチンの株選定のための基礎資料とする｡

新型インフルエンザの流行に際しては､国民の免疫獲得状況の把捉に役立てる｡

(診 実施方法

都道府県 (都道府県衛生研究所､保健所､委託先の医療機関を含む｡)が､それぞ

れの地域に住んでいる健康な者を対象に､説明を行い同意を得て､血清の提供等を

受ける｡収集した血清について､都道府県衛生研究所において､インフルエンザの

うち流行している韮型や流行が予測される丑型に関する抗体検査を行い､結果を感

染症サーベイランスシステム (NESID)により収集 ･分析し､情報還元する｡

③ 実施時期

調査を開始する場合は､別途通知することとする｡平時においては､概ね7月から

9月までをE]遠に実施する｡

④ 公表時期

毎年12月を目途に速報として公表する｡

(カ)地域ごとの実情に応じたサーベイランス

地域的な状況の把握のための地域の独自の取組として､厚生労働省が規定する定点

医療機関に加えてそれ以外の医療機関の状況を把捉することや､独自のネットワー

クにより厚生労働科学研究班と連携した情報収集を行うことも､流行情報の総合的

な評価や地域の早期探知のために有用である｡このため､平常時よりこれらのネッ

トワーク活動を地域の実情に応じて研究 ･検討する｡

ィ.新型インフルエンザ先生時に追加するサーベイランス

(ア)患者全数把撞

① 日的

全ての新型インフルエンザ患者の発生を把握することr=より､新型インフルエンザ

の国内発生状況を把握する｡

② 届出基準 (症例定義)

疑似症患者及び確定患者の届出基準については､以下の例を参考に､発生時に明確

に定めて通知するほか､新型インフルエンザに関する疫学的情報､臨床情報､イン
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フルエンザ迅速検査キットの有効性等が明らかになり､届出基準を改める必要があ

る場合には修正する場合がある｡なお､現場への周知や継続性の観点からは､頻繁

な変更にはデメリットがあることにも留意する｡

(例)

く当初の基準 (≒海外発生期)>
○ 確定患者

･症状 (38度以上の発熱､急性期呼吸器症状等)

･PCR検査等の結果 (陽性)

○ 疑似症患者

･症状 (38度以上の発熱､急性期呼吸器症状等を基本とし､海外の情報

等から特徴的な症状が明らかな場合は考慮して追加する｡)

･蔓延国への渡航歴 (一定期間内)

･インフルエンザ迅速検査キットの結果 (A型が陽性､B型が陰性)

<進展を踏まえた見直し (〒国内発生早期)>
○ 確定患者

原則として変更しない｡

○ 疑似症患者

･最新の知見を鬼まえ､症状の絞り込み

･海外発生状況を踏まえ､蔓延国への渡航歴の要件の見直し

※ 疑似症患者の届出基準は､狭い範囲とすると届出から漏れるものが増える一方で､広い

範囲とすると検査等の対応が困難となることから.適切な範囲を定める必要がある｡疑

似症患者の届出基準は,臨床的な診断基準とは目的が異なるものであり､また､疑似症

患者は夫の患者とは限らないことに留意する必要がある｡

③ 実施方法

届出基準 (症例定義)が決定された後､全ての医療機関より､届出基準に合致する

患者 (疑似症患者及び確定患者)の報告を直ちに受け､感染症サーベイランスシス

テム (NESID)により情報収集し､その結果を分析､情報還元する｡

なお､届出情報だけでは十分な情報が得られない転帰までの症状及び治療縫過､基

礎疾患､検査データ等r=ついては､積極的疫学調査及びその他の方法により情報収

集することとなるが､医療機関や保健所等の業務量を考慮し､過度の負担とならな

い程度とする｡

④ 実施期間

発生当初の症例の情報は､その後の対策において特に重要であることから､新型イ

ンフルエンザの海外発生期に開始し､全国の報告数が概ね数百例に達するまでの間

実施するとともに､その後の全数把握については､都道府県ごとに地域発生早期ま

で行う｡ただし､地域感染期以時についても都道府県の判断により継続することが
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できるものとする｡

なお､疑似症患者についても､原則として確定患者と同様の時期まで届出を求める

こととするが､都道府県内での患者が増加した段階では､都道府県の判断により中

止できる｡

⑤ 報道発表

定期的に行うとともに､必宴に応じ随時行う｡

⑥ その他

全数把握を端緒として､地方自治体､医療機関や学会等の協力を得て､個別症例に

ついて症状や治療経過等の情報を収集 ･分析し､個人情報に配慮しつつ可能な範囲

で公開し､新たな患者の治療に活用する｡そのための具体的な実施方法については

今後検討し､別に示す｡

※ 実施に当たっての関係機関の役割については､表8に示すq

ウ.薪型インフルエンザ発生時に鼓化するサーベイランス

(ア)インフルエンザ様疾患発生報告 (学校サーベイランス)等

① 日的

インフルエンザによる学校等の休業の実施状況を調査することにより､感染が拡大

しやすい学校等の集団生活の塙において-早く新型インフルエンザの流行や再流行

のきっかけを捉え､必要な対策を講じる｡

② 実施方法

インフルエンザ様疾患発生報告 (学校サーベイランス)の報告施設を､大学･短大･

専門学校まで拡大し､インフルエンザ梯症状の患者による臨時休慕 (学級閉鎖､学

年閉鎖､休校)の状況及び欠席者数を把握し､直ちに報告を受ける.

また､報告のあった集団発生については､可能な限り集団発生ごとに患者の検体を

採取し､患者や医療機関の協力を得てPCR検査等を行う｡結果は､感染症サーベ

イランスシステム (NESID)により情報収集し､分析､情報還元する｡

なお､医療機関や社会福祉施設におけるインフルエンザの集団発生の報告を受けた

際にも､可能な限り､同様に検体を採取 ･検査する:

③ 実施期間

海外発生期､国内発生早期及び小夜期 (国内感染期には報告対象施設の大学･短大･

専門学校への拡大は中止するが､国内感染期であっても地域未発生期 ･地域発生早

期の都道府県においては､集団発生の患者の検体の分析は稚続する｡)

④ 報道発表

実施期間中は随時行う.

･X 実施に当たっての関係機関の役割については､表arこ示す,

(イ)ウイルスサーベイランス

① 日的
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新型インフルエンザ発生時には､平時から行うウイルスサーベイランスに加え､患

者発生サーベイランスにおける全数把握患者及び学校サーベイランス等でのウイル

ス検査を実施することで､インフルエンザウイルスの型･亜型､抗原性､抗インフル

エンザウイルス薬への感受性等を調べることにより､診断 ･治療等に役立てる｡

くさ 実施方法

患者発生サーベイランスにおける全数把握患者及び学校サーベイランス等でのウ

イルス検査を原則として地方衛生研究所にて実施する｡検査する検体数については､

地域の実情に応じて可能な限りI=おいて行う｡

【優先順位の判断の例】

･確定診断が治療方針に大きく影響する重症者 (入院患者､死亡者等)の珍断

･集団発生r=対するウイルスの亜型の確定

･地域未発生期･地域発生早期において､疑似症患者の届出基準を満たさないが､

新型インフルエンザの可能性が高い正当な理由がある場合 等

③ 実施期間

海外発生期から地域発生早期までの間と小康期

④ 報道発表

実施期間中は必要に応じて健時行う｡

※ 実施に当たっての関係機関の役割については､表3に示す｡

(ウ)積極的疫学調査

① 目的

新型インフルエンザ発生時には､届出情報だけでは十分な情報が得られない感染経

路､転帰までの症状 ･治療経過､重症患者の礁床情報､及び基礎疾患等の情報につ

いて.積極的な情報収集を行い､地域ごとの発生段階の把握や病原性 ･感染力等の

把握に役立てるほか､地域発生早期までの間においては必要に応じて接触者の健康

観察や予防投薬など感染拡大防止を回る｡

② 実施方法

患者全数把握､患者発生サーベイランスによる定点医療拙関､学校サーベイランス

による集団発生した学校の患者 (確定患者及び正当な理由がある疑似症患者)及び

接触者について､届出情報だけでは得られない情報を､保健所等の積極的な訪問等

により収集するD

詳細は別に定めるものとするが､収集する主な情報には､以下のものがあり､発生

後の状況も踏まえて必要な調査を行う｡

(l)患者の感染経路

(ll)患者の転帰までの症状及び治療経過

(ili)患者の基礎疾患

(iv)接触者の情報

調査は都道府県等が地域の実情に応じて実施し､必要な場合には国が支援を行う

こととする｡
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また､厚生労働省は､全国の患者から一律に収集すべき情軌 こついて示すとともに､

都道府県等は､調査結果を厚生労働省に報告し､新型インフルエンザの感染力や臨

床的な傾向等の分析に活用する｡

※ 実施に当たっての関係機関の役割についてはー表3に示す｡

(エ)その他新型インフルエンザによる死亡 ･重症患者の状況

入院の有無にかかわらず､新型インフルエンザと診断された患者が死亡した場合や､

死亡した者について確認検査により新型インフルエンザと判明した場合､新型イン

フルエンザによる一定以上(人工呼吸韓の装着等)の重症患者が発生した場合には､

速やかに医療機関から都道府県等を通じて､国へ報告するよう求める｡また､重症

患者を端緒として､症状 .治療経過､臨床情報を収集する｡なお､死亡者数等が数

百人以上に達するなど､速やかな報告の意義が低下した場合には報告を中止する｡

※ このほか､その後も死亡者数については人口動態統計においても把握が行われる｡

○ 病原性の変化等

新型インフルエンザウイルスの遺伝子分析等により抗原性の変化や薬剤耐性等を

確認した場合等､公衆衛生上､迅速な情租提供や対応が必要と思われる場合には､

速やかに都道府県から国に報告するよう求める｡

○ 新型インフルエンザに対する国民の免疫保有状況

新型インフルエンザのウイルス株を速やかに入手し､感染症流行予測調査等で得

た血清を活用し､国民の各年齢層等l=おける抗体の保有状況の調査を海外発生期か

ら可能な限り早期に行う｡

○ 臨床情報の分析

国内発生早期等において､全数把握を端緒にするなどして､積極的疫学調査やそ

の他の方法により､新型インフルエンザの臨床像 (症状､治療効果等)及び重症患

者等の入院経過を含めた臨床情報を可能な限り収集した上で､新型インフルエンザ

の臨床的な傾向等を分析し､診断 ･治療に有用な情報を提供する｡

○ 新型インフルエンザ迅速診断キットの有効性

国内発生早期等において､新型インフルエンザ迅速診断キットの感度 ･特異度な

ど有効性を検証する｡

ー24-

ー▼■~■ー■ー■~■･■~■̀~~~■̀~~■~【~~r【【ー'ー'~'~■ー■ー■̀■̀~~■ー■̀~~~■･■̀~̀~ー~~~I~~~~IHMM~■~■~■∩~~~~~~~一I～MMMH-'一一HHHL'∩∩~~I'~H'MM'-'ヽ
(今後の検討課題)

本意見書の検討を行った際に､新型インフルエンザの発生時に発生状況を把握するため､以下

のようTj:課冠が毘超された｡

○ 集Eg]発生に対するサーベイランス (クラスターサーベイランス)について臥 発生の早期探 l
知等を行う上で有効ではある机 実矧こ当たっては現場において集団発生を把握する方法や …
報告の体制など､整理すべき問題点が残されていることから､S後の検討課題とする｡
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表1 平時のサーベイランス

患者発生 入院 学校 ウイルス

サーベイランス サーベイランス サーベイランス サーベイランス

目 的

よる入院患者数や よる学校休業の実

が拡大しやすい兼 集への感受性等を

て-早く流行のき

把握し､その段階 てる. イルスの性質の変

じる○ る｡ 役立てる○

実施方法 基幹定点医療撫関 幼稚園､保育所､ 病原捧定点医療槻
i､ら週単位での報

単位での報告 LL 単位で報告 採取し.地帯研で検査し結集を報告

実施.集計暗 期 通年 通年 月-3月を目処) 通年

厚生労働 月報

表2:新型インフルエンザ発生時に追加 ･強化するサーベイランス

患者全数把握の実施 学校サーベイランス.ウイルスサーベイランスの強化

目 的

を論じる.

強化内容 紘
紘

強化時期 ･小康期

※ このほか.新型インフルエンザ発生時には､穣極的疫学調査等により.臨沫情報の収兼など

を実施し､分析を行って什報提供する0
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表8 各サーベイランス等における各機関の役割

サー 全数把握 学校 ウイルスイ機関 サーベイランス サーベイランス

学校 管轄保健所へ報土ヒ_検体採取への協力 検体提供 調査対象が学生等であった場合調査協力

医 療 機関 診断 .届出検体採取 検体採取 .痩供 調査協力

保健所 内容確認 .報告 内容確認 .報告 検体回収 .搬送 感染症法第 15条に 基 づ く覗 査(患者 .接触者 .医療機関等)

地衛研 検査実施 .分析 検査実施 .分析 検査実施 .分析 検査実施 .分析

都 道 府 報告 .分析 .情 報告 .分析 .情 報告 .分析 .情 報告 .分析 .情

県等 朝還元 報還元 報還元 寺臣還元

感染研 情 報 集 積 .分 情 報 集 積 .分 情 報 集 積 .分

柿 .情寺艮還元 柿 .情報還元 折 .情報還元 逮 .調査情 報 集 積 .分柿 .情報還元

※ it帝還元については､庫生労働省･国立感染症研究所･政府対米本部及び発生地域の都道府県

等が十分に連携して行うこと｡
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表4 ･実施時期の一覧

海外発生期 国内発生早期 国内感染期地域発生早期 地域 地域発生早期 地域感染
都道府 都道府県内患 都道府 都道府県内患 都道府 都道府県内患

県内患育:少 香:多(※1) LtFq患香:少 者:多(※1)感染期 県内患者:少 者:多(※1) 期

全数把理の目的 感染拡大防止 ○ ○ ○ ○ ○ ゝ ○ () 】く

動向の把撞.由床什報収I ○ (⊃ 0 ○ ○ (⊃ A A メ

全数把握の実施 疑似症患者 ○ ○ ○ ○ 原則○(必要r=応じて中止守) X ○ 原則○(必至[=応じて中止可) メ

確定患者 0 ○ ○ ○ ○ (⊃ ○ ○ ヽ

疑似症患者全例へのPCR検査等の実施 ○ ○ 原則?(必yr=応じて中止可) ○ 原則○(必東に応じて中止可) ヽ ○ 原則○(必gEZ=応じて中止可) 〉く

(参考)帰国者.接触者外来 ○ ○ 原則○(必実r=応じて中止可) ○ 原則0(必実I=応じて中止可) 〉( ○ 原則○(必要に応じて中止可) X

(※1)このほか､勝抜都道府県で多くの患者が発生する､一般の医療機関における患者数が増加する等の

状況によL)､都道府県が､対策の継続を国難又は不合理と判断した租合を含む｡
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L6･医療体制に関するガイドラインについて】

(1)発生前から進めるべき医dE体制の亜dF

ア. 地♯ レベルの件N桝

(ア)地域における医療の計画

○ 匡‖ま､医療体制の確保について具体的なマニュアル等を提供するなど､日本医師会

等の関係機関と調整し､都道府県等に対 し必要な助言等を行うとともに､都道府県

等の体制整備の進捗状況について定期的にフォローアップを行う｡

○ 都道府県等は､2次医療圏等の圏域を単位とし､保健所を中心として､地域医師会､

地域薬剤師会､地域の中核的医療機関 (国立病院機構､大学病院､公立病院等)杏

含む医療機関､薬局､市区町村､消防等の関係者からなる対策会議を設置 し､地域

の関係者と密接に連携を図りながら地域の実情r=応じた医療体制の整備を推進する｡

○ 都道府県においては､知事を トップとし､地域の医療関係者.市区町村､その他の

関係機関の代表からなる対策本部を設置 し､保健所を設置する市及び特別区が管轄

する地域を含め､2次医療圏等の圏域ごとの医療体制の整備状況を随時フォロ-ア

ップするとともI=､必要な助言､調整を行える体制を整備する｡

○ 医療の分野での対策を推進するに当たっては､対策の現場である医療機関等との迅

速な情報共有が必須であり､地方自治体を通 じた連携だけではなく､日本医師会 ･

地域医師会 ･学会等の関係機関のネットワークの活用が重要である｡

ィ. 世棚 Nに焦る休q暮♯

(ア)診療継続計画の作成

○ 医療機関は､地域感染期においては､極端に増加する患者への対応や出勤可能な職

員数の減少等の影響等を踏まえ､医療機関の特性や規模に応 じた継続 して医療を提

供するための診療継続計画を作成する必要がある｡

○ 厚生労働省及び都道府県等は､医療機関の機能及び規模別に診療継続計画の内容を

検討 し､その作成を支援する｡

(イ)帰国者 ･接触者外来､縞国者 ･接触者相談センターの整備

○ 都道府県等は､市区町村の協力を得て､地域医師会等と連携 し､あらかじめ帰国者 ･

接触者外来を設置する医療機関や公共施設等の設置を準備 し､リス トを作成する｡

新たに診療所を開設する場合の手続きについては､帰国者 ･接触者外来は一時的な

ものであることも考慮 した上で､緊急事態発生時における簡易な手続の方法につい
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て､関係者間で事前に取り決めておく｡また､帰国者 ･接触者相談センターの設置

の準備を進める｡

○ 帰国者･接触者外来の目的は､発生国からの帰国者や､患者との濃厚接触者が発熱 ･

呼吸器症状等を有する場合､新型インフルエンザに罷患している危険性が､一般の

患者と大きく異なることが想定されるため､帰国者 ･接触者相談センターを通じて

これらの者を検査体制等の整った医療機関へ確実につなぐとともに､患者を集約す

ることで感染の拡大をできる限り防止することである｡

○ したがって､帰国者 ･接触者外来については､感染症措定医療機関のみでなく､身

近な地域で受診できるよう､その体制を確保することが望ましく､都道府県等は､

少なくとも概ね人口 10万人に 1か所程度､帰国者 ･接触者外来を当該管轄地域内

に確保する｡

○ 帰国者 ･接触者外来は､適切な医療を提供するためには既存の医療機関に専用外来

を設置する形態が望ましいが､地域の特性に応じて､柔軟に対応することとする.

設置に当たっては､新型インフルエンザ以外の疾患の患者と接触しないよう入口等

を分けるなど感染対策に十分に配慮する必要がある.施設内で入口を分けることが

困難な撮合は､施設外r=おける帰国者 .接触者外来設営等を検討する｡なお､実際

の運用を確認するため､事前に訓練等を重ねておくことが望ましい｡

(ウ)入院病床の確保

○ 新型インフルエンザ国内初発例を確認してから国内発生早期までは､新型インフル

エンザの患者は病状の程度にかかわらず､感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律 (平成 10年法律第114号｡以下 ｢感染症法｣という｡)第19条

の規定に基づく入院措置等の対象となるため.都道府県は新型インフルエンザの患

者の入院可能病床数を事前に把握しておく必要がある｡感染症法に基づく新型イン

フルエンザの患者の入院に係る医療を提供する医療機関は､次に掲げる医療枚関と

する｡

1.感染症指定医療機関

2 結核病床を有する医療機関など新型インフルエンザ対策行動計画に基づき都道

府県が病床の確保を要請した医療機関 (以下 r協力医療機関｣という｡)

(以下1及び2を ｢感染症指定医療機関等｣という｡)

○ 都道府県等は､地域の実情に応じ､感染症指定医療機関等のほか､公的医療機関等

(国立病院機構､国立大学病院.公立病院､日赤病院､済生会病院､労災病院等)

で入院患者を優先的に受け入れる体制を整備すること｡

(エ)院内感染対策
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○ 一般の医療機関は､新型インフルエンザの患者が帰国者 ･接触者外来以外の医療機

関を受診する可能性があることも踏まえて対応する必要があるため､新型インフル

エンザ患者を診療する場合に備えて､研修の実施等の通常の院内感染対策とともに､

個人防蔭具 (マスク等の個人を感染から守るための防護具)の準備等を進める｡

IX 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与並びにプレパンデミックワクチン及びパンデミ

ックワクチンの接種については､r7 抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライ

ンについて｣及び ｢8 新型インフルエンザワクチンに関するガイドラインについてJ

を参照

(オ)新型インフルエンザの初診患者の診療を原則行わない医療機関における体制整備

○ 都道府県等は､新型インフルエンザ以外の疾患の患者に対する医療を破綻させない

ため､都道府県等の判断により新型インフルエンザの初診患者の診療を原則行わな

い医療機関等 (例えば透析､がん､産科等に特化した専門医療機関)を定めること

ができる｡

○ 新型インフルエンザの初診患者の診療を原則行わない医療機関等においても､入院

患者等から新型インフルエンザが発生した場合の対応策を講じておく必要があるO

(力)地域感染期以降の診療体制の構築

○ 地域感染期となった地域においては､一般の医療機関で診療する体制に切り替える

こととなることを踏まえ､診療継続計画の作成､院内感染対策等を進める｡

○ 新型インフルエンザ患者の入院に備え､医療機関は､入院可能病床数を試算してお

く必要があるCインフルエンザについては､飛沫感染対策が主体となるため､試算

の際には､必ずしも感染症病床や陰圧病床等に限定せず､他の病床の利用を検討す

る｡ただし､この場合も､一つの病棟を新型インフルエンザ専用にするなど感染対

兼を考慮した病室の利用を検討する｡都道府県は､これらの試算をもとに､あらか

じめ地域感染期以降に重症者の入院のためr=使用可能な病床数を決定し､対策立案

の基礎資料とする｡また､患者数が大幅に増加した場合にも対応できるよう､重症

者は入院､軽症者は在宅療養に振り分けるとともに､医療提供体制の確保を図るこ

ととする｡

○ その際､感染症指定医療機関等以外の医療機関や公共施設等r=患者を入院 ･入所さ

せることができるよう､地域においては､事前に､その活用計画を策定しておく必

要がある｡また､在宅療養の支援体制を整備しておくことも重要である｡

○ 都道府県等は､地域感染期には医療従事者が不足する場合が想定されるため､地域

医師会と連携し､軽症者をできる限り地域の中核病院以外の医療機関で診療する､
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地域の中核病院の診療に他の医療機関の医療従事者が協力する等､地域全体で医療

体制が確保されるよう協力を依頼する｡また､内科や小児科等の診療体制が破たん

しないよう､医療機関内において他科の医師を含めた協力体制を構築する等により､

医療従事者の確保に努めることとする｡

○ 病診連携､病病連携は､地域の自助 .互助のために重要であり､都道府県等は地域

の自助 ･互助を支援するため､平時より新型インフルエンザを想定した病診連携､

病病連携の構築を推進することが望まし い ｡

○ 都道府県等は､地域感染期以降は､全ての医療従事者が新型インフルエンザの診療

に従事することを想定し､研修 ･訓練を実施する｡

○ 地域感染期には､人工呼吸器等の医療資器材の需要が増加することが見込まれるの

で､都道府県等は､入院医療機関において必要な治療が継続して行われるよう､医

療資器材の確保がなされているか把握する｡

くキ)医療機関の収容能力を絶えた場合の準備

○ 現行ガイドラインに準じる｡

(ク)その他

○ 都道府県等は､特に帰国者 ･接触者外来や医療機関における､個人防護具等の備蓄

及び流通の調整等に係る支援を行う｡

○ 滞在する外国人については.医療機関における診療等において差別が生じないよう

留意する｡

ウ. 枚主体Nの亜*

(ア)検査体制の整備

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザに対する迅速診断キットの開発を支援する｡

○ 厚生労働省は､都道府県等[=対し､地方衛生研究所における新型インフルエンザに

対するPCR検査等を実施する体制を整備するよう要請し､その技術的支援を行う｡

(2)地J*発生早期までの医ホ体制

7. *F者 ･捷h者外来の股tI=ついて

(ア)目的

○ 発生国からの帰国者や､患者との濃厚接触者が発熱 ･呼吸器症状等を有する場合､
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新型インフルエンザに推患している危険性が､-般の患者と大きく異なることが想

定されるため､これらの者を帰国者 ･接触者相談センターを通じて､検査体制等の

整った帰国者 ･接触者外来へ確実につなぐとともに､患者を集約することで感染の

拡大をできる限り防止する｡

(イ)実施の目安

(実施する条件)

○ 病原性が高い塙合に実施することとするが､発生当初は病原性に関する情報が限ら

れていることが想定されることから､病原性が低いことが判明していない限り､原

則として帰国者 ･接触者外来を設置する｡

(開始)

○ 新型インフルエンザが海外で発生した場合 (海外発生期以降)､帰国者 ･接触者外来

を設置する｡

(終了)

0 原則として､各々の地域における発生段階が地域感染期に至った場合には.帰国者･

接触者外来を中止する｡

○ 地域における発生段階が地域感染期に量らない段階であっても､以下の場合等､帰

国者 ･接触者外来の意義が低下した場合には､都道府県等の判断により､帰国者 ･

捷触看外来を指定しての診療体制から､一般の医療機関 (内科 .小児科等､通常､

インフルエンザの診療を行う全ての医療機関)で診療する体制に切り替える｡

> 帰国者 ･接触者外来の受診患者以外からの患者の発生数が増加し､帰国者 ･接触

者外来での診療と一般の医療機関での診療を分離する意義が低下した時

> 帰国者 ･捜触者外来の受診者数の著しい増加により対応困難となった時

> 園内感染期において､地域発生早期までの段階の地域ではあるが､隣接する都道

府県で患者が多数発生するなど､国内の流行状況を踏まえると､帰国者 ･接触者

外来を指定しての診療体制を継続して実施する意義が低下した時

○ なお､病原性が低いと判明する等により､帰国者 ･接触者外来の実施の必要性がな

くなった場合には､国の判断により､帰国者 ･捷軸者外来を中止する｡

(ウ)具体的な対応

(分 国の役割

(帰国者 ･接触者外来の設置に係る要請等)

○ 厚生労働省は､帰国者 ･接触者外来を設置するよう各都道府県等に要請する｡

○ 帰国者 .接触者外来を医療機関以外の場所 (医療機関の屋外や公共施設等)に設置
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するため､診療所が新たに開設される塙合に､地方厚生局における保険医療機関の

指定に係る手続きを迅速に行う｡

○ 新型インフルエンザに対する PCR等による検査体制を速やかに整備する (詳細は

『検査体制の整備』の項を参照)｡

○ 厚生労働省は,日本臨床検査薬協会に対し､インフルエンザ迅速診断キットを帰国

者 ･接触者外来を実施する医療機関に優先的に安定供給するよう要請するD

② 都道府県等の役割

(帰国者 ･接触者外来の設置及び運営等)

○ 新型インフルエンザが海外で発生した場合.速やかに帰国者 ･接触者外来を設置す

る｡

○ 新型インフルエンザに対するPCR等による検査体制を速やかに整備する (詳細は､

『検査体制の整備』の項を参照).

o 帰国者 ･接触者外来の対象者や役割等の情報について周知を行う｡帰国者 ･捷触看

外来の場所については､帰国者 ･捷触者相談センターが相談を受け付け､受診が必

要であると判断した場合I=知らせることを原則とし､一般への公表は行わない｡

○ 帰国者 ･接触者外来の運営を支援するため､感染対策資器材の調達､人材の配分､

プレパンデミックワクチンの接種体制の整備や､抗インフルエンザウイルス薬の確

保等を行う｡

(新型インフルエンザ疑い患者 ･患者発生時の対応等)

○ 新型インフルエンザ疑い患者が発生した場合には､保健所が医療機関から提出を受

けた検体を地方衛生研究所に搬送して検査を行う｡

○ 検査の結果､その患者が新型インフルエンザ陽性であった場合には､患者が受診し

た医療機関に検査結集を伝えるとともに､感染症法第 19条に基づき､感染症指定

医療機関等に入院勧告する (詳細は 『感染症指定医療機関等における診療』の項を

参府)｡

○ 必要な場合には､感染症法第 21条により､入焼する患者を感染症措定医療機関等

に移送する｡

○ 新型インフルエンザウイルス検査の結果が陽性であった場合､保健所は､検査結果

が陽性であった者の同居者又は受診医療機関における連絡名矧 こ名前が記載されて
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いる看等に対し､必要に応じ､感染症法第 15条の規定に基づく積極的疫学調査､

第17条の規定に基づく健康診断又は第44条の3に基づく感染を防止するための協

力案請を実施する｡

③ 帰国者 ･接触者外来を設置する医療機関の役割

○ 帰国者･接触者外来を設置する医療機関が､受診者から受診の連絡を受けた際には､

受診する時刻及び入口等､来院や受診の方法について受診者に伝える｡

○ 医療従事者は個人防護具装着等十分な感染防止策を行い､他の疾患の患者と接触す

ることのないよう動線を確保して対応するOその具体的方法としては､以下のもの

が挙げられる｡

> 入口を他の患者と分ける｡

> 受付窓口を他の患者と分ける｡

> 受診 ･検査待ちの区域を他の患者と分ける｡

○ 受診者を新型インフルエンザ患者と診断した場合には､患者が感染症措定医療機関

等r=入院するよう､都道府県等に協力して対応する.それまでの問は､次のように

対応する｡

> 感染症指定医療機関でない場合､移送までの間､他の患者と接触しない場所で

待機させる｡

> 感染症措定医療税関である場合､入院する病室r=至るまで､他の患者と接触し

ない動線とするo

O受診者について､診察の結果､新型インフルエンザウイルスに感染している可能性

があると判断した場合､直ちに保健所に連絡するとともに､地方衛生研究所におけ

る検査に必要な検体を採取し保健所に提出する｡なお､当該者の個人情報保護には

十分留意する｡

○ 受診者について､新型インフルエンザウイルスに感染している可能性がないと判断

した場合､当該者に対して､適切な情報を与え､必要に応じて医療を提供するもの

とする｡

○ 医療従事者が十分な感染防止策を実施できるよう､個人防護具等を適宜補充する｡

ィ. *EEl有 り*牡者81&センターの汝tについて

(ア)目的

○ 発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者であって､発熱 ･呼吸器症状等を有する

者から電話で相談を受け､帰国者 ･接触者外来 (詳細は 『帰国者 ･接触者外来の設
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置』の項を参照)へと受診調整する帰国者 ･接触者相談センターを設置し､検査体

制等の整った医療機関への受診を促すとともに､新型インフルエンザに羅患してい

る危険性が高い者を集約することで感染の拡大をできる限り防止する｡なお､対象

者以外からの電話への対応窓口として､一般的な相談に対応するコールセンター等

を設置し､帰国者 ･接触者相談センターへの負担を減らす｡

(イ)実施の目安

○ 帰国者 ･接触者外来と同様

(ウ)具体的な役割

① 国の役割

(帰国者 ･接触者相談センターの設置に係る要請等)

○ 厚生労働省は､帰国者.接触者相談センターを設置するよう都道府県等[=要請する｡

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザに関する一般的事項､受診調整に関すること等､

Q&Aを作成し地方自治体に周知する｡

(診 都道府県等の役割

(帰国者 ･接触者相談センターの設置及び運営等)

○ 新型インフルエンザが海外で発生し帰国者 ･接触者外来を設置した場合､速やかに

帰国者 .接触者相談センタ-を設置する｡

○ 帰国者 ･接触者相談センターは､全ての発熱 ･呼吸器症状等を有する者から相談を

受けるのではなく.発熱 ･呼吸器症状等に加え､発生国への渡航歴や患者との濃厚

な接触歴がある者を対象としていること､また､これに該当する者は､まず帰国者 ･

接触者相談センターへ電話により問い合わせること等を､インターネット､ポスタ

ー､広報誌等を活用し,地域住民へ広く周知する｡

○ 帰国者 ･接触者相談センターは､発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者であっ

て､発熱 ･呼吸器症状等を有する者から電話で相談を受け､帰国者 ･接触者外来へ

と受診調整する｡その際､受診するよう指導した帰国者 ･接触者外来の電話番号を

本人又はその家族等に伝え､受診前に必ず連絡して､受診する時刻及び入口等につ

いて問い合わせるよう指導する｡

○ 状況に応じて､相談対応､受診調整が円滑に実施されるよう､適宜､対応人数､開

設時間等を調整する｡

○ 新型インフルエンザに感染している疑いがない場合は､適切な情報を与え､必要に

応じて一般の医療機関を受診するよう指導する｡
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ウ.入帥 昔の美並について

(ア)実施の目安

(実施する条件)

○ 病原性が高い場合に実施することとするが､発生当初は病原性に関する情報が限ら

れていることが想定されることから､病原性が低いことが判明しない限り､新型イ

ンフルエンザと診断された患者は､原則として､感染症指定医療機関等に入院勧告

することとする｡

(開始)

○ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症として位置づけられ

た場合､感染症法第 19条の規定に基づき､感染症指定医療機関等に入院勧告の上､

入院させる｡

(終了)

○ 蘇則として､各々の地矧 こおける発生段鰭が地域感染期に至った場合には､感染症

法に基づく入院勧告を中止する｡

○ 地域における発生段階が地域感染期に至らない段階であっても､都道府県等の判断

により､帰国者 ･接触者外来を指定しての診療体制から､一般の医療機関 (内科 ･

小児科等､通常､インフルエンザの診療を行う全ての医療機関)で診療する体制に

切り替える僻に､感染症法に基づく入院勧告も中止する｡

○ なお､病原性が低いと判明する等により､患者全てを入院させて治療することの必

要性がなくなった場合には､回の判断により､感染症法に基づく入院勧告を中止す

る｡

(イ)その他

○ 入院勧告の実施にかかるその他の事項については､現行のガイドラインに準じて実

施する.

工.一般の匡dEaNにおけるB*

(ア)日的

○ 一般の医療機関は､新型インフルエンザの患者が､帰国者 ･接触者外来以外の一般

の医療機関の外来を受診する可能性があることを踏まえて対応する必要があるD

(イ)実施の内容
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○ 発熱 ･呼吸器症状等を有する者のうち､発生国への渡航歴や患者との濃厚な接触歴

がない者 (帰国者 ･接触者外来受診の対象とならない者)を対象として､診療を実

施する｡

〇 本乗帰国者 ･接触者外来を受診すべき考であることが受付等で判明した場合,帰国

者 ･接触者外来へ受診するよう指導する｡

○ インフルエンザの異常な (季節外れ､大規模等)集団発生の情報がある場合､新型

インフルエンザに特徴的な症状の急激な増悪がみられる場合等､新型インフルエン

ザに感染している可能性が高いと考えられる場合は､保健所に連絡し､確定検査の

宴否について確認する｡

○ 確定検査の結果が判明するまでは､患者は､他の患者と接触しない状況下で待機､

入院､又は公共交通機関を利用せずに帰宅し自宅において外出を自粛することとす

るO

(ウ)その他

○ 一般の医療機関における診療の実施にかかるその他の事項については､現行のガイ

ドラインに準じることとする｡

オ.♯生体廿の兵書

(ア)目的

○ 新型インフルエンザの感染拡大防止策の実施等のために､適切に新型インフルエン

ザの確定検査を実施できるよう､インフルエンザ迅速診断キット及びpcR等によ

る検査体制を整備する｡

(イ)実施の目安

(始期)

○ 新型インフルエンザが海外で発生した場合に (海外発生期以降)､速やかに検査体制

を整備する｡

(全例に対するPCR検査等の実施期間)

○ 検査体制が整備されてから地域発生早期の間､原則として全ての疑似症患者へのP

cR検査等を実施する｡

○ 地域感染期に至った段階では､全ての疑似症患者へのPCR検査等による確定診断

を中止する｡また､地域発生早期であっても､患者数の増加､隣接都道府県におけ

る患者の発生状況等に基づき都道府県等の判断によって全ての新型インフルエンザ

_38.

患者に対する入院勧告を中止した段階においては､全ての疑似症患者へのPCR検

査等による確定診断を中止することができる｡

○ 病原性が低いと判明する等により必要がなくなった場合には､国の判断により､全

ての疑似症患者へのPCR検査等による確定診断を中止する｡

(ウ)具体的な対応

① 国の役割

(新型インフルエンザ迅速診断キットに係る対応等)

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザが発生した場合､既存のインフルエンザ迅速診

断キット､または､開発を進めてきた新型インフルエンザ用の迅速診断キットの新

型インフルエンザに対する感度 ･特異度が不明であるため､迅速診断キットの有効

性を評価しつつ､実用化を図る｡

○ 厚生労働省は､既存のインフルエンザ迅速診断キット､または､開発を進めてきた

新型インフルエンザ用の迅速診断キットの新型インフルエンザに対する感度 ･特異

度等､これら迅速診断キットの有効性に関する調査研究と分析を速やかに行う｡

○ 厚生労働省は､インフルエンザ迅速診断キットを安定供給するよう､日本臨床検査

薬協会に対し要請する｡

(pcR等による検査体制に係る葺許等)

○ 国立感染症研究所は､ウイルス株の情報r=基づき､新型インフルエンザに対するp

cR等による検査体制を確立する｡国立感染症研究所においては､都道府県等にお

ける検査体制が整備されるまでの間､必要な検査を実施する｡

○ 厚生労働省は､PCR等による検査体制を速やかに整備するよう､都道府県等に対

し要請するとともに､国立感染症研究所を通じ､地方衛生研究所において新型イン

フルエンザに対するPCR等による検査を実施するための技術的支援を行う｡

○ 国立感染症研究所は.新型インフルエンザ診断検査のための検体を送付する場合の

検体の梱包方法､運送手段等について､技術的な情報提供を行う｡

(診 都道府県等の役割

(pcR等による検査体制の整備及び運営等)

○ 地方衛生研究所におけるPCR等による検査体制が整備できるまでの間は､必要な

場合に､新型インフルエンザ診断検査のための検体を国立感染症研究所へ適切に送

付する｡
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○ 地方衛生研究所において新型インフルエンザに対するPCR検査等を実施するため

の検査体制を速やかに整備し､検査を実施する｡

○ 検査体制が整備されてから地域発生早期の間､原則として全ての疑似症患者へのP

cR検査等を実施する (中止時期については rオ 検査体制の整備 (イ)実施の目

安｣に示すとおり)｡

○ 時期にかかわらず､病原体定点医療機関等の検体を用いて､サーベイランスのため

のPCR検査等を実施する｡また､以下に示した状況等において､都道府県等が必

要と判断した場合に新型インフルエンザのPCR検査等を実施する｡検査のキャパ

シティから全ての検査が困難である場合には､都道府県等が公衆衛生上の観点から

pcR検査等の実施の優先順位を判断する｡

> 確定診断が治療方針に大きく影響する重症者 (入院を要する､死亡等)の諺断

> 集団発生に対するウイルス亜型の確定

> 地域未発生期 ･地域発生早期において､疑似症患者の届出基準を満たさないが

新型インフルエンザの発生の可能性の高い場合 等

※ なお､感染していないことや治癒したことの証明を求められた等の重宝に対するPC

R検査等は実施しないものとする｡

(保健所における対応等)

○ 新型インフルエンザが疑われる患者から採取した検体を､適切に梱包し､地方衛生

研究所に搬送する｡

○ 新型インフルエンザの検査の結果が判明した場合.直ちr=帰国者 ･接触者外来又は

感染症指定医療機関等の関係機関I=結果を報告する｡

@ 医療機関の役割

(確定診断に係る対応等)

○ 新型インフルエンザが疑われる患者から､亜型の検査を行い確定診断するための検

体を採取し､保健所に提出する｡なお､当該者の個人情報の取り扱いには十分留意

する｡

九 新型インフルエンザの初B点者のAFdEをfJJ行わないFE*札BIの対応

○ 都道府県等は､地域の医療機能維持の観点から､がん医療や透析医療､産科医療等

の常に必要とされる医療を継続するため､これらの専門的な医療に特化した医療機

関等､必要に応じて新型インフルエンザの初診患者の診療を原則として行わないこ

ととする医療他聞を設定できる｡
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○ 既にがん医療､透析医療等を受けている者が新型インフルエンザに罷患した場合､

既に診療を受けている医療機関においても診療が受けられる｡

○ 外来受付において､新型インフルエンザに感染している可能性があると判断した者

に対し､マスク等を着用の上､新型インフルエンザの診療を行っている他の医療機

関へ受診するよう指導する.

0 新型インフルエンザの初診患者の診療を原則行わない医療機関等に従事する医師等

は､地域における医療提供体制の中で､当該医療機関以外での新型インフルエンザ

患者への診療等には､必要に応じて協力する｡

辛.その他の対応

○ 厚生労働省は､全ての医師に新型インフルエンザ患者の届出を求め､全数把握を実

施する (詳細はサーベイランスに関するガイドライン参照)｡

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザの診断 .治療に資する情報等を､医療機関及び

医療従事者に迅速に提供する.

ク, ホJF性に暮づく対兼の五択

○ 病原性に基づく対策の選択のE]安についてrま､表5を参照することとする｡

(3)地域感染期以降の匡兼任制

7.t古市BJL書のファクシミリ処方について

○ 在宅で療養する患者に対し､医師が電話による診療により新型インフルエンザへの

感染の有無や慢性疾患の状況について診断ができた場合､医師がファクシミリ等に

より抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行できることとする｡処方せん

の送付は医療機関から薬局に行うことを原則とする｡

○ 具体的に､ファクシミリ等で処方せんを送付できる場合として､以下のような場合

が考えられる｡

(a)慢性疾患等を有する定期受診患者の場合

① 新型インフルエンザに程患していると考えられる場合

> 新型インフルエンザの発生後､患者にインフルエンザ様症状がない段階

で､患者がファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方

を希望し､かつ､かかりつけの医師が7来した場合には､その旨をカル
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テ等に記載しておくこととする｡

> カルテ等に記載がある患者については､発熱等の症状を認めた際に､電

話による診療により新型インフルエンザへの感染の有無について診断で

きた塙合に､ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処

方せんを発行できる｡

② 慢性疾患患者に対する医薬品が必要な塙合

> 当該患者の慢性疾患が安定しており､かつ電話により必要な療養指導が

可能な場合には､医療機関内における感染を防止する観点から､電話に

よる診療でファクシミリ等による処方せんを送付することができる｡

(ら)インフルエンザ様症状のため最近の受診匿がある場合

> 電話による診療にてインフルエンザと診断した環合には､ファクシミリ

等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行できる｡

○ 新型インフルエンザ患者に､薬局への来局も含めて外出を自粛するよう指導する(新

型インフルエンザ患者以外の場合には,患者の慢性疾患の状態等に応じて､外出の

可否等について指導する.)0

○ 薬局に従事する薬剤師は､可能な限り新型インフルエンザ患者との接触を避けるこ

ととし､地域感染期においては､医薬品は患者以外の者であって新型インフルエン

ザを発症していない者 (同居者､親戚､患者の依頼を受けた者等)が薬局に赴き受

け取ることを基本とし､服薬指導については電話で行うことでも差支えない｡

○ 医療機関は､ファクシミリ等で送付した処方せんの原本を保管し､薬局に送付する

か､流行がおさまった後に.当該患者が医療機関を受診した際に処方せんを手渡し､

薬局に持参させる｡薬局は､医療機関から処方せん原本を入手し､以前に送付され

た処方せんを原本に差し替える｡

ィ.新型インフルエンザの初BJL者の■dEをJFJJ行わないJEdt*Pの対応

○ 地域発生早期と同様とする.

ウ.凍土件N

o 時期にかかわらず､病原体定点医療機関等の検体を用いて.サーベイランスのため

のPCR検査等を実施する｡また､以下に示した状況等において､都道府県等が必

要と判断した場合に新型インフルエンザのPCR検査等を実施する｡検査のキャパ

シティから全ての検査が困難である場合には､都道府県等が公衆衛生上の観点から
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pcR検査等の実施の便先順位を判断する｡

> 確定診断が治療方針に大きく影響する重症者 (入院を要する､死亡等)の諺断

> 集団発生に対するウイルス亜型の確定 等

※ なお.感染していないことや治癒したことの証明を求められた等の要望に対するPC

R検査等は実施しないものとする｡

○ その他については､現行ガイドラインに準じる.

工.一般のFE*thにおけるB*

○ 一般の医療機関において､新型インフルエンザの患者の診療を行う｡その際､通常

の院内感染対策に加え､新型インフルエンザの患者とその他の患者とを可能な限り

時間的 ･空間的に分披するなどの対策を行う｡

※ 発熱外来の名称は使用しないこととする

○ 都道府県等は､地域感染期に移行した際に､当初は､インフルエンザ様症状の患者

を集約して診療する等､地域の実情に応じて段階的に診療体制を拡充することも考

えられるが､患者数の大幅な増加に対応できるよう､地域医師会等と連携しながら､

可能な限り速やかに､通常インフルエンザの診療を行う全ての一般の医療機関にお

いて新型インフルエンザの診療を行う体制を確保する｡

○ 蔀道府県及び市町村は､地域における新型インフルエンザ患者の診療体制を､地域

医師会と連携しながら調整して確保するとともに､診療時間を取りまとめるなどし

て住民への周知を回る｡

○ 地域全体で医療体制が確保されるよう､例えば､外来診療においては､軽症者をで

きる限り地域の中核病院以外の医療機関で診療する､地域の中核病院の診療r=他の

医療機関の医師が協力する等､病診連携を始め医療機関の連携を回る｡

○ 入院診療は､原則として内科 ･小児科等の入院診療を行う全ての医療機関において

行うこととするが､地域の実情に応じ､感染症指定医療機関等のほか､公的医療機

関等 (国立病院機構､国立大学附属病院､公立病院､日赤病院､済生会病院､労災

病院等)で､入院患者を優先的に受け入れる｡

○ 患者数が大幅に増加した場合にも対応できるよう､重症者は入院､軽症者は在宅療

養に振り分けることとし､原則として､医療機関は､自宅での治療が可能な入院中

の患者については､病状を説明した上で退院を促し､新型インフルエンザの重症患

者のための病床を確保する｡
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0 医療機関は､新型インフルエ ンザの重症患者の入院については､一時的に新型イン

フルエ ンザ専用の病棟を設定す る等 して､新型インフルエンザの入院患者 とそれ以

外の疾患の患者 とを物理的に離 し､院内感染対策に十分寵慮す る｡

○ その他については,現行ガイ ドラインに準 じる｡

オ.その他の対応

○ このほか.医療機関は､原則 として.待機可能な入院や手術 を控える､新型インフ

ルエンザの重症患者の増加に応 じて.緊急時の対応 として例外的に定員超過収容等

を行 う等､現行ガイ ドラインに準 じた対策を講 じる｡

力.病原性に基づ く対米の主択

○ 病原性に基づ く対策の選択の 目安については､表 5を参照す る｡

(今後の検討課題)

本意見書の検討を行っr=際に､新型インフルエンザの発生時に必要な医療を地域において提供す

るr=め､以下のような課題が提起されたo

ア.公共施設等における医療の提供

0 当面は､現行ガイ ドラインの記載を維持 し､内閣官房において検討中の新型インフルエン

ザ対策のために必要な法制度の動向を踏まえ､今後さらに検討する｡

ィ.医療従事者への被災補償

○ 内閣官房において検討中の新型インフルエンザ対策のために必要な法制度の動向を迩まえ､

今後さらに検討する.

ウ.その他

○ 医療スタッフの確保､院内感染対策等のために必要な支援を検討する必要がある｡

○ 抗インフルエンザウイルス薬に耐性の新型インフルエンザが発生した場合の対応について

検討する必要がある｡
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表 S Jf席性による対米の38択[=ついて (七手)

*ffする対*

■■也 *JitW 催しヽ1台

*生JRIr 地★井生早期まで 桝 書染Iq以■ 地■先生早期まで 地■■染JI胤It

fEIt件N
コールセンター コールセンタ⊥ コールセンター コールセンター-

外米■t#* 帰国者 .接触者外来 -奴の医療機関 一般の医療機関 -椴の医療機関リ処方 方 '

の診療を原則i:して行

入lt■■ 入院勧告

院内感染対策 院内感染対策 院内感染対策 院内感染対策

体N 自粛 の自粛

定見超過入院 定見超過入院

提供

■暮

#1 査 査

予防

甘 薬の予防投与 の予肪投与を検討

什* 浅供 提供

※このrまか､医療従事者への被災輔燐については更に検討
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7.抗 イ ン フル エ ンザ ウ イル ス兼 に関 す るガ イ ドライ ンにつ いて

(1)書暮 .放出のルール

○ 杭インフルエンザウイルス薬の備蓄については､現行のガイドラインの記述に準じた

記載とするが､現在の備蓄状況を踏まえ､国民の45%に相当する量を目標としてい

ること及び現時点での備蓄量等[=ついて記載する｡

○ 抗インフルエンザウイルス薬の放出については､現行ガイドラインの記述に準じた記

載とするほか､予防投与r=ついて､都道府県及び国が備蓄している分を使用できるこ

とを記載する｡

○ 具体的な放出の手順については､関係通知を参照するものとする｡

※｢都道府県において備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の放出方法について｣(平成18

年9月11日付け医政経発第0911001号､健感発第0911001号厚生労働省医

政局経済課長,健康局結核感染症課長通知)

X r政府において備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の都道府県への放出方法について｣

(平成21年7月9日付け事務連絡厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部)

(2)予防投与

○ 予防投与の実施期間は､現行ガイドラインに準じることとする｡

> 原則として､地域感染期に至るまでとする｡ただし､患者の同居者に対する予防

投与については､その効果を評価した上で継続の有無を決定することとする.

(3)その他の対応

○ 新規の抗インフルエンザウイルス薬として､ベラミビル水和物(商品名 ラピアクタ)

とラ二ナ三ビルオクタン酸エステル水和物(商品名 イナピル)が承認されているが､

現時点では有効期間が比較的短期間であり必ずしも備蓄r=適していないことから､従

来どおり､オセルタミビルリン敢塩 (商品名･タミフル)とザナミビル水和物 (商品

名 リレンザ)の備蓄を継続していくこととする｡ただし､新規の抗インフルエンザ

ウイルス薬の備蓄についても､今後引き続き検討していくこととする｡

○ その他については､現行ガイドラインに準じることとする｡

(4)癌原性に基づ く対策の丑択

○ 病原性に基づく対策の選択の目安については表5を参照することとする｡
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8･薪型インフルエンザワクチンにPするガイ ドライン (新設)についてl

(1)基本的な考え方

○ ワクチンの接種により､個人の発病や重症牝を防ぐことは.新型インフルエンザによ

る健康被害や社会 ･経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる｡

○ 新型インフルエンザが発生した場合には､国の責任の下､地方自治体.医療機関等の

関係槻閏や､国民の協力を得て､可能な限り速やかにプレパンデミックワクチン･パ

ンデミックワクチンの接種を行うo

O このための体制整備を未発生期から行う必要があり､国は､プレパンチミックワクチ

ンの製造 ･備蓄､パンデミックワクチンの生産体制の整備等を行うほか､ワクチンの

接種が円滑に行われるよう､接種対象者や接種順位のあり方等を明らかにするととも

に､接種の実施方法等について決定し､関係機関の協力を得て､接種体制を構築する｡

(2)パンデ ミックワクチンの捷■♯位等

ア.パンチミックワクチンの捷桝 位書にMするaE木的考え方

(ア)パンデミックワクチンの先行接種

○ パンデミックワクチンの接種対象者は全国民であるが､研究開発を進めている細胞培

養技術が確立したとしても.パンデミックワクチンの供給の開始から全国民分の供給

までには一定の期間を要する｡また､プレバンデミックワクチンについて､その有効

性が期待できないことから接種が行われない場合や､接種が行われても有効性が認め

られない場合がある｡

○ このため､パンデミックワクチンの先行接種対象者を定め､まず新型インフルエンザ

患者の診療に直接従事する医療従事者から順に接種を行うこととする｡

○ 社会機能の維持J=関わる者に対するパンデミックワクチンの先行接種については､以

下のような状況が想定される場合に､政府対策本部が､その実施について判断するこ

ととする｡

> 新型インフルエンザの病原性が高いため､早期にワクチンの接種を行わなければ

欠勤率が高くなり､社会機能維持に必畢な人員の確保が国難となると考えられる

場合｡

○ プレパンデミックワクチンが有効であり､パンデミックワクチンの追加接種の必要性

がないことが期待される場合には､既にプレパンデミックワクチンを接種している医

療従事者及び社会機能の維持に関わる者はパンデミックワクチンの対象から外れる
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場合も考えられ､その判断は､本専門家会津の専門家の意見等を踏まえ厚生労働省が

行う (プレパンデミックワクチンの有効性がない又は不明である場合には､パンデミ

ックワクチンの対象とする｡)a

(イ)パンデミックワクチンの優先接種

○ パンデミックワクチンの接種の優先順位については､新型インフルエンザが発生した

後､ウイルスの病原性､各年齢層における重症化率及び死亡率に関する情報等を国内

外から情報収集し､政府対策本部が､接種順位を決定することとする｡

○ 先行接種対象者以外について､以下の4群に分叛する｡

> 医学的ハイリスク者 呼吸器疾患､心臓血管系疾患を有する者等､発症すること

により重症化するリスクが高いと考えられる者

･基礎疾患を有する者

※ 基礎疾患により入院中又は通院中の者をいう｡平成21年のパンデミック時には､

｢新型インフルエンザワクチンの優先接種の対象とする基礎疾患の基準 手引きJ

が取りまとめられており､記載のある疾患.状態を参考にする｡

･妊婦

> 小児 (1歳未満の小児の保護者及び身体的な理由により予防接種が受けられない

小児の保護者を含む｡)

> 成人 ･若年者

> 高齢者 ウイルスに感染することによって重症化するリスクが高いと考えられる

群 (65歳以上の者)

○ 新型インフルエンザによる重症化､死亡を可能な限り抑えることに重点を置いた考え

方を原則とするが､我が国の将来を守ることに重点を置いた考え方や､これらの考え

方を併せた考え方もあることから､こうした考え方を踏まえる｡

(a)重症化､死亡を可能な限り抑えることに重点を置いた考え方

> 成人 ･若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(医学的ハイリスク者>成人･若年者>小児>高齢者の順で重症化しやすいと

仮定)3

①医学的ハイリスク者 ②成人 ･若年者 ③小児 ④高齢香

> 高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(医学的ハイリスク者>高齢者>小児>成人･若年者の順で重症化しやすいと

仮定)

3 1918年に流行したスペイン風邪では､成人･若年者での重篤例が多くみられ､今回のベトナムやイン
ドネシアr=おけるH5Nl型インフルエンザウイルスa)ヒト牽染例でも､成人･若年者での重篤例が多く報
告されている｡
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(か医学的ハイリスク者 ②高齢者 ③小児 ④成人 ･若年者

> 小児に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(医学的ハイリスク者>小児>高齢者>成人･若年者の順で重症化しやすいと

便定)

①医学的ハイリスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人 ･若年者

(b)我が国の将来を守ることに重点を置いた考え方

> 成人 ･若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(医学的ハイリスク看>成人 ･若年者>高齢者の順で重症化しやすいと仮定)

①小児 ②医学的ハイリスク者 ③成人 ･昔年看 ④高齢香

> 高齢者r=重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場令

(医学的ハイリスク者>高齢者>成人 ･若年者の順で重症化しやすいと仮定)

①小児 ②医学的ハイリスク者 ③高齢者 ④成人 ･若年者

(C)重症化､死亡を可能な限り抑えることに重点を置きつつ､併せて我が国の将来を

守ることにも重点を置く考え方4

> 成人L若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(成人 ･若年者>高齢者の順で重症化しやすいと仮定)3

(》医学的ハイリスク者 ②小児 ③成人 ･若年者 ④高齢者

> 高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(高齢者>成人 ･若年者の順で重症化しやすいと仮定)

(》医学的ハイリスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人 ･若年者

(3)ワクチンの社保

7.ワクチンの社長について

(ア)研究開発等

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザ発生後､ワクチン製造用のウイルス株が決定され

てから 6か月以内に全国民分のパンデミックワクチンを国内で製造する体制を平成

25年度中を目途に構築することを目指し.細胞培養法等の新しいワクチン製造法や､

経鼻粘膜ワクチン等の新しい投与方法等の研究 ･開発を促進するとともに､生産ライ

ンの整備を推進する｡

○ 国内での細胞培養法等による製造体制が整備されるまでの間､鶏卵によるパンデミッ

クワクチンの製造体制において可能な限りの生産能力の向上を図る｡

○ 厚生労働省は､プレパンデミックワクチンについては､パンデミック時の有効な接種

42009年に発生した新型インフルエンザ(A/HINl)では､基礎疾患を有する者等において重症化する可能
性が高いたd)｢医学的ハイリスク者｣を最優先としたが､それ以降は小児に僅先的[=接種した｡
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方法等の検討に資するよう､ワクチンの有効性 ･安全性 ･交差反応性等についての研

究を推進する｡

○ 厚生労働省は､予測困難な新型インフルエンザrjイルスの亜型､株に応じて､製造棟

を変更 (亜型の変更も含む｡)できるプロトタイプワクチンの開発を進める｡プロト

タイプワクチンの乗認申請を受け､プロトタイプワクチンに求められる要件に基づき､

適切な審査を行う.

(イ)プレパンチミックワクチンの備蓄 .事前製剤化等について

○ パンデミックワクチンの開発 ･製造には-走の時間がかかるため､それまでの対応と

して､医療従事者及び社会機能の維持に関わる者に対し､感染対策の一つとして､プ

レパンデミックワクチンの接種を行うこととし､厚生労働省は､その原液の製造 .価

蓄を進める.

(参考)プレパンチミックワクチンの備蓄状況

平成20年度 原液約 1,000万人分備蓄 (チンハイ株)

平成22年度 原液約 1,000万人分備蓄 (ベ トナム株/インドネシア株)

平成23年度 原液約 1,000万人分備蓄予定 (アンフイ株)

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザの発生接に迅速な接種が行えるよう､備蓄の一部

をあらかじめ製剤化した形で備蓄する｡

(ウ)発生時のプレパンデミックワクチンの確保

○ 厚生労働省は､海外の状況､プレパンデミックワクチンの有効性の確認及び本専門家

会議の専門家の意見等を踏まえつつ､備蓄されているプレバンテミックワクチンの中

から最も有効性が期待されるウイルス株を選択する｡その際､流行している新型イン

フルエンザウイルスと､以前にプレパンチミックワクチンを接種した者の保存血清か

ら交差反応性を検討し､プレパンデミックワクチンの有効性を早期に判断する｡

○ プレパンデミックワクチンの接種の必要性が高まった場合には､厚生労働省は､直ち

にプレパンデミックワクチンの製剤化を行うことを決定し､季筋性インフルエンザワ

クチンなど他のワクチンに優先して迅速に製剤化を行うよう､製造販売業者に依頼す

る.

0 早期の供給を図るために,供給バイアルサイズは10m)等のマルチバイアルを主とす

る (集Eil的接種を基本とすることを前提).なお､各接種会場における端数の人数及

び小規模な医療機関の医療従事者への接種等に対応するため､一定程度は1ml等の小

さな/くイアルを確保する｡

○ 新型インフルエンザのパンデミックの状況も勘案しつつ､検定を受けるいとまがない
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場合には､厚生労働省は､必要r=応じプレバンテミックワクチンの検定を免除する｡

(エ)発生時のパンデミックワクチンの確保 (国内での製造)

○ 厚生労働省は､国内製造業者に対し鶏卵の確保等の生産体制の準備を依頼する｡

○ 国立感染症研究所は､海外における新型インフルエンザの発生後速やかにパンデミッ

クワクチンに供するウイルス株を入手する｡

> その際､農林水産省は､家畜伝染病予防法第 36条に基づく､病原体の輸入検疫

における許可を迅速に実施する｡

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザ国内分離株及び海外のWHO協力センターから得

られた分離株の抗原分析､遺伝子解析､プレパンデミックワクチン接種前後の血清抗

体に対する新型インフルエンザウイルスの交差反応の検討結果及びワクチン製造販

売業者r=おける各国から提供されたワクチン製造候補株の増殖性の検討を踏まえて､

製造に適した新型インフルエンザワクチン製造棟の選定を行う｡

○ 国立感染症研究所においては､WHO､各国の研究機関及び国内インフルエンザワク

チン製造企業と協力して､国内におけるワクチン製造棟を作製し､製造販売業者に配

布する｡

> 厚生労働省は､新型インフルエンザウイルスの所持 ･保管に係る感染症法第 56

条の 24に基づく基準については､ワクチンの生産の妨げにならないよう適切に

運用する｡

○ 厚生労働省は､生産能力を可能な限り活用して､パンデミックワクチンの生産に着手

するよう､ワクチン製造販売業者に要請する｡

> 通常のインフルエンザワクチンの生産時期に当たる場合には､製造販売業者は､

製造ラインをただちに中断して新型インフルエンザワクチンの製造に切り替え

る等､生産能力を可能な限り最大限に活用する｡

> 全国民分のパンデミックワクチンを供給することとなるが､病原性等､状況に応

じて想定される接種専政 ･接種回数を踏まえ､厚生労働省は､ワクチン製造販売

業者に､必要な製造量を示すとともに､状況の変化に応じて､製造量を訊整する｡

> パンデミックワクチンの製造には､他のワクチン製造と同じ製造ラインを利用す

ることから､必要に応じて調整を行う｡

○ 病原性r=かかわらず､早期の供給を囲るために.供給バイアルサイズは 10ml等のマ

ルチバイアルを主とする (集団的接種を基本とすることを前提)｡なお､集団的接種

が不可能又は不適切である接種対象者､各接種会場における端数の人数及び小規模な

医療機関の医療従事者への先行接種等r=対応するため､一定程度仕lm)等の小さなバ

イアルを確保する｡
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○ 厚生労働省は､プレパンデミックワクチン又はプロトタイプワクチンの素謡に基づき､

製造棟を新型インフルエンザに対するウイルス株に変更したパンデミックワクチンに

ついて､新型インフルエンザのパンデミックの状況も勘案しつつ､プレパンデミック

ワクチン又はプロトタイプワクチンのデータを踏まえ､迅速な審査を行った上で､承

認を行う｡

○ 新型インフルエンザのパンデミックの状況も勘案しつつ､検定を受けるいとまがない

場合には､厚生労働省は､必要に応じパンデミックワクチンの検定を免除する｡

(オ)発生時のパンデミックワクチンの確保 (海外からの輸入)

○ 細胞培養法によるパンデミックワクチンの生産体制は平成25年度中を目途に構築

することとしており､全国民分のパンデミックワクチンを国内で速やかに確保するこ

とが可能となるまでは､海外からのワクチンの細入について検討を行う必要がある｡

○ 厚生労働省は､パンチミックワクチンを全国民分確保するために､新型インフルエン

ザ発生後に国産ワクチンの製造販売集者にできるだけ速やかに(新型インフルエンザ

ウイルスの増殖率などの種々の前提条件を考慮した)製造可能量を試算するよう依頼

する｡

○ 厚生労働省は.国産ワクチンの製造販売業者による製造可能量の試算を基に､国産ワ

クチンだけでは不足が見込まれる場合には輸入ワクチンを確保することを検討する｡

(以下､国産ワクチンでは不足が見込まれ､輸入ワクチンの確保が必要な場合について記

載する｡)

○ 厚生労働省は､輸入ワクチンの製造販売業者に対して､日本への供緯可能性や時期､

供給可能量等について､情報収集を行う｡

○ 厚生労働省は､輸入ワクチンの製造販売業者とワクチンの供給の可否について交渉を

行う｡その際､必要に応じて優先的な供給枠を活用する｡5

0 厚生労働省は､ワクチンの必要量､購入計画に基づき､輸入ワクチンの製造販売業者

と購入契約を締結する｡輸入ワクチンの確保に当たって､予防接種法附則第6条第1

項.=基づく損失補償契約を締結することができるが､その際､同業6条第2項から第

DGSK社との間の合意.=よると､平成21年度に購入したワクチンのアジュバントの有効期FFI(3年)内
に抗原交換を希望する場合､最大5032万回分の抗原r=ついて号先的に供給が受けることができる.また､
ノJくルテイス社とのrP)の合意によると､平成22年6月から4年間にパンデミックが発生した場合に,長
大4000万回分のワクチンr=ついて優先的に供給を受けることができる｡
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4項r=基づいて､閣韓決定を行い国会の東経を得る必要があるo

O 厚生労働省は､特例乗語が必要とされる場合には､製造販売業者からの申請に基づき､

薬事法第 14条の3の規定による特例柔詔を迅速r=行う｡

○ 新型インフルエンザのパンデミックの状況も勘案しつつ､検定を受けるいとまがない

場合には､厚生労働省は､必要に応じパンデミックワクチンの検定を免除する｡

(4)ワクチンの供給体N

T.ワクチンの供冶体Nについて

(ア)禾発生期

○ 厚生労働省は､プレパンチミックワクチン及びパンデミックワクチンを園が売却して

供給することに備え､以下の体制を整備するよう､都道府県に要請するO

> 接種者の予定数を把握し､都道府県卸売販売業組合等により､各都道府県におけ

るワクチンの流通を調整する体制を整備する｡

> ワクチンの偏在が生じないよう､医薬品の卸売販売業者等におけるワクチンの在

庫量を把握するための体制を整備する｡

(イ)海外発生期以降

○ 政府対策本部が定める基本方針に基づき､厚生労働省は､ワクチン製造販売業者と協

議して､供給量についての計画を策定するとともに､その計画に基づき､パンデミッ

クワクチンを購入し､ワクチンの流通を管理することとするo

O 厚生労働省は､保有するプレパンデミックワクチン及び購入したパンデミックワクチ

ンを販売業者に売却するとともに､都道府県ごとの供給量を割り当てる｡その上で､

都道府県が管内における流通を調整する｡

(供給量の調整)

> プレパンチミックワクチン及びパンデミックワクチンの先行接種においては､医

療従事者 .社会機能の維持に関わる者に係るワクチン配分量については､各省庁

が内部部局等を経由して所管する業種の事業者等に鷹会し選定した対象者数等を

厚生労働省が取りまとめ､都道府県ごとの配分量を算出する｡

> パンデミックワクチンの接種においては､厚生労働省は､都道府県ごとの配分量

を.各都道府県の人口や当該優先接種対象者数等の概数などに基づき算出する｡

また､都道府県は､ワクチン配分量と.管轄する市町村から報告された接種対象

者数及びワクチン必要量を基に､各市町村へ供給するワクチン量を決定する｡

> 厚生労働省は､都道府県ごとのワクチンの供給量と供給予定時期など､ワクチン

の供給計画を情報提供する｡また､出荷の都度､都道府県へのワクチン配分量を

都道府県へ通知する｡
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(供槍先の把撞)

> 都道府県は､ワクチンの供給先を把握し､各会場における接種対象音数及びワク

チン必要量を決定する｡

(ワクチンの流通)

> 厚生労働省は､都道府県への配分量に基づき､販売業者へワクチンを売却する｡

> 都道府県は､管内における流通をコントロールするため.都道府県卸売販売業組

合等及びワクチン供給先 (市町村､医療也関等)と連携し､情報を集約し､必要

量を的確に医療機関等に納入することにより､迅速かつ円滑な流通に努める｡

> 都道府県は.都道府県卸売販売業組合等の関係者と十分な協議を行い､各供給先

への納入卸売販売業者を決定する｡

> 都道府県は､厚生労働省からの配分量の決定を受けて､都道府県卸売販売業組合

等の関係者と十分な協議を行った上で､医療槻関等への納入量を決定し､卸売販

売美春に対して各供給先の納入数量を提示し､納入を依頼するQその際､医療機

関等の規模や接種計画等を勘案し､1m[製剤及び10ml製剤等の配分についても決

定する｡

(供絵畳の把握)

> 厚生労働省は､卸売販売業者が集団的接種を実施する会場又は各供給先へ販売し

た畳及び時期に係る情報を定期的に収集し､都道麻県に情報提供する｡

(返品)

> 厚生労働省は､事故返品を不要返品と明確に区別し､不要返品は原則認めないこ

ととすることを関係者へ周知する｡

> 都道府県は.各供給先における接種予定本数及び在庫本数を的確に把握して供給

本数を調整する｡

(5)ワクチンの捷社体制

丁.プレパンチミックワクチンの捷牡停刊について (現時点では､7*牡の法的位tづけ､

実れ主体､*用A担書についてはN焦省庁で牧村しているが.隷書のJt体的なモデル

を示す必辛があるため､書証府gtを兼Jt主体として､予防拝礼法上のdE時捷8として

**する1台を例として示す｡)

(ア)概要

○ プレパンデミックワクチンは､新型インフルエンザ発生後にパンデミックワクチンが

供給されるまでの間､国民の生命を守り.最低限の生活を維持する観点から､医療従

事者や社会拙能の維持に関わる者に対し､接種されるものである｡

○ このため､未発生期から接種体制の構築を図るとともに､発生からできるだけ早期に

接種の準備を行い､実際に接種することが求められるものである｡

(イ)法的位置づけ ･実施主体等
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○ プレバンテミックワクチン接種は､予防接種法上の臨時接種として実施する｡

○ プレパンデミックワクチン接種の実施主体については､予防接種法の臨時接種として

実施する場合､対象者の人数が限られることや､緊急性が求められること等から､都

道府県が実施することが基本となる｡

○ なお.自衛官 ･検疫所職員など国家公務員の一部については､国の責任において実施

すべき業務1こ従事する者であるため､予防接種法第7条の2第 1項に規定する r相当

する予防接種｣として扱い､国を実施主体とすることが考えられる｡

○ 接種費用等については､接種に係るコスト等が適切に評価されるよう設定する｡

(ウ)未発生期における準備

○ 新型インフルエンザ発生からできるだけ早期に接種体制を構築し､医療従事者や社会

機能の維持に関わる者に対し､接種することが求められるものである｡

○ 国及び都道府県は､禾発生期の段階から､ワクチン接種の円滑な実施が可能となるよ

う､市町村､医師会,関係事業者等の協力を得て接種体制の構築を国る｡

> 実施主体となる都道府県は､市町村の協力の下､以下の事項等に留意し､地域医

師会等と連携の上､接種体制を構築する.

･医師､看護師､受付担当者等の医療従事者等の確保

･接種場所の確保 (医療機関､保健所､保健センタ-､事業所等)

･接種に要する器具等の確保

･接種対象者への周知方法 (接種券の取扱い､名簿の作成､予約方法等)

> 事業者において接種する場合については､企業内診療所l=おいて接種体制を構築

する∴又は接種を行う医療機関とあらかじめ発生時に接種に協力する旨の協定を

緯ぶ等により､事業者ごとに接種体制の確保を回る｡

※ プレパンデミックワクチンを企業において接種する方法としては､企業内診療所での

接種､外部の医療機関からの巡回診療による接種が考えられる｡企業内診療所の開設

について新たに許可が必要な確合には.都道府県は迅速に対応する｡

○ 国は.以下の手順により､あらかじめ接種対象者の属する事業者ごとの接種対象人数

を把握し.調整の上で､接種予定者数を事前に定め.都道府県に伝達しておく｡これ

を受けて､都道府県は､事業者等に､接種予定者数を伝達しておく｡

･厚生労働省は､各省庁に､カテゴリー .業種別の接種対象者の取りまとめを依頼す

る｡

･X 事業者又は小規模な事業者については事業者団体 (以下 ｢事業者等｣という｡)ごと
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に､地域ごと (保健所単位程度)の接種対象者数等を取りまとめるよう依頬｡

･各省庁は､内部部局 ･地方支分部局､地方自治体又は事業者国体を経由して､所管

する業種の事業者等に照会を行う｡

･事業者等は､対象者を選定した上で､対象者数等を各省庁に回答する｡

･各省庁は､国が決定した対象者数の枠を超える場合には､対象者数を調整するC

･各省庁は､取りまとめた結果を､厚生労働省に回答する｡

･厚生労働省は､結果を都道府県別に取りまとめ､都道府県に伝達する (国が実施主

体となる接種者については各省庁に伝達)｡

･都道府県は､事業者等に､接種予定者数を伝達する｡

○ 事業者等ごとに､接種予定者について､企業内診療所での接種体制を構築するか､接

種を行う医療機関とあらかじめ協定を結ぶことができるよう､国及び都道府県は､事

業者等に促すとともに､必要な調整を行う｡また､都道府県は事業者等ごとの接種体

制を把握する｡

○ 自衛官 ･検疫所職員など国家公務員の一部について.国を実施主体として接種を行う

場合には､各級闇において接種体制を構築して接種を行うものとする｡

○ 集団的接種を原則とすることから､原則として100人以上を単位として接種体制を構

築することとし､小規模な事業者 (医療機関を除く｡)については事業者団体単位で

接種体制を構築する｡

○ 事前製剤化したプレパンデミックワクチンの接種r=ついては､特に速やかに接種を実

施する必要があることから､国は､対象者の把握や事業者ごとの接種体制について､

未発生期の段階から確実に接種体制を構築しておく｡

(エ)実施の判断

○ 政府対策本部は､海外r=おけるウイルスの吏型や病原性等の情報を踏まえ､プレパン

デミックワクチンの接種の実施について､速やかに決定する｡使用するワクチシにつ

いては､プレパンデミックワクチン既接種者の保存血清と､発生したウイルス株を用

いた交差免疫性の調査を速やかに行うなど､可能な限り効果の高い接種を行うものと

する｡なお､発生した新型インフルエンザのウイルスの亜型が異なったり､抗原性が

大きく異なるなど､有効性が期待できない場合には､プレパンデミックワクチンの接

種を行わない｡

(オ)接種体制等

○ プレパンチミックワクチンを緊急に接種するため､10mlなど大きな単位のバイアルで

ワクチンを供給することを基本とし､原則として集団的に接種を実施する｡なお､各

接種会場における端数の人数及び小規模な医療機関の医療従事者への接種等に対応
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するため､一定極度は1ml等の小さなバイアルを確保する｡

○ 接種は都道府県が主体的に行う｡都道府県内の事業所の従事者に対しては､当該地域

の社会機能を維持する観点から､居住地にかかわらず､都道府県が実施主体となるこ

ととする｡

○ 医療従事者への接種は､勤務する医療機関において実施する.

0 原則として､事業者ごとの接種対象者数は事前に決定した人数を上回らないものとす

る｡

○ 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから､地域医師会等の協力を得て.

その確保を図る｡

(力)都道府県が直接接種体制を構築する場合の接種の調整

○ 事業者等ごとに定めた接種体制に基づいて接種を実施できない対象者が存在する場

合には､都道府県は､必要に応じ市町村の協力を得て､直接､接種体制を構築する｡

接種会場については､保健所 ･保健センター等公的な施設を活用するか､医療機関に

委託する｡

○ 都道府県は､以下の手順により接種の調整を行う｡

･都道府県は.地域ごとの接種対象者の接種日時 ･場所を調整し､各事業者に対し､

接種日時 ･場所及び当該E3時 ･場所ごとの人数を通知する｡

･接種日時 ･場所を踏まえ､適切にワクチンを供給するよう調整する｡

○ プレパンチミックワクチンの接種は､医療従事者 .社会機能の維持に関わる者を対象

とし､その他の者を対象としないことから.以下の方法等により､接種時に接種対象

者であることの確認を行う (接種対象者であることを確認できない者については､接

種を行わないC)｡

(a)名簿で確認する方法

(む 事業者に対し､接種El時 .場所ごとに調整した接種対象者の名簿の提出を求

める｡

② 事業者は､接種対象者に対し､接種日時 ･場所を伝達する｡

③ 都道府県は､接種時､提出された名簿と職員証等で接種対象者であることを

確認し､接種を行うこととする｡

(b)接種券を配布する方法

① 事業者に対し､接種人数に相当する接種券を配布する｡

(塾 事業者は､接種券に記名した上で接種対象者に対し配布するとともに､接種

日時 ･場所を伝達する｡
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(参 接種対象者は､接種会場に接種券を持参し､接種券と職員証等をもって接種

対象者であることの確認を受けた上で､接種を受けることとする｡

※ なお､都道府県は､通知した日に体調等の理由で接種できなかった者への接種予備日を

併せて設定し.事業者に通知する｡

(キ)事業者等ごとに接種体制を確保している場合の接種の調整

○ 原則として､事業者等ごとの接種対象者数は事前に決定した人数を上回らないものと

する｡

○ 都道府県は､事業者等に対し.予定した接種体制に変更がないか確認する.

0 都道府県は､以下の手順により接種の調整を行う｡

･各事業者等に対し､事前に定めた接種対象者数を改めて通知する｡

･各事業者等l=対し､あらかじめ協定を結んだ医療機関等に､接種の実施を依頼する

よう求める｡

･各事業者等に対し､接種予定医療機関名､接種予定者名､及び接種予定人数を､都

道府県へ提出するよう求める｡

･都道府県は､地域医師会を通じるなどして､接種実施医療機関 (企業内診療所を含

む.)との契約を締結する｡

･都道府県は.各事業者等から提出を受けた接種予定人数を踏まえ､ワクチン供給予

定日を伝達するとともに､接種予定医療機関にワクチンが供給されるよう調整する｡

○ 各事業者等と各接種実施医療機関は､都道府県から伝達されたワクチン配分量等を踏

まえて､接種日時等を決定し､接種を実施する｡

○ 各事業者等は各接種実施医療機関に接種予定者名簿を提出することとし､各接種実施

医療機関における接種対象者の確認は､接種予定者名簿及び職員証等で行うものとす

る (接種対象者であることを確認できない者については､接種を行わない｡)｡

(ク)接種の実施

○ 接牲会塙においては､接種を受ける者は､接種券を提出又は身分証明手を提示する等､

都道府県が定める方法により接種対象者であることの確認を受け､接種を受ける (揺

種対象者であることを確認できない者については､接種を行わない｡)｡

○ このほか､接種の実施､安全性の確保等についての詳細は､共通事項として記載するb

(ケ)その他

○ 各接種会塙においては､実際に接種した人数を集計するとともに､都道府県 (国家公

務員への接種については各省庁)に報告する｡都道府県及び各省庁は､接種者数を定
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期的に厚生労働省に報告し､厚生労働省が集計する｡

○ 安全性の確保に係るその他の事項については､別に記載する｡

(コ)広報 ･相談

○ プレパンデミックワクチンの接種については､医療従事者 ･社会機能の維持に関わる

者を対象とした接種であることから､その対象者に的確な情報が伝達されるよう周知

を行うことが必要である｡

○ 各省庁を通じて事業者等に接種者数の照会を行う際に､事業者や綾種対象者に､接種

の目的､実施方法､安全性､有効性等に関する情報提供を行うとともに､インターネ

ットやマスメディアを通じて､随時､以下に示す情報の提供を行う｡

･園は､ワクチン接種に係るデータの収集 ･分析などを行い､安全性 ･有効性の確保

に努めるとともに､安全性 ･有効性に関する知見等について､積極的かつ迅速に周

知する｡また､接種の目的､実施方法等について､分かりやすく周知する｡これら

の情報を分かりやすく取りまとめたQ&Aや広報資材などを作成する｡

･都道府県は､実施主体として､具体的な接種の進捗状況や､ワクチンの有効性 ･安

全性に関する情報､相談窓口 (コールセンタ-等)の連絡先など､接種に必要な情

報を提供する｡

○ プレパンデミックワクチンの接種は､ワクチンの供給量が限られている中､医療従事

者 ･社会機能の維持に関わる者を対象とし､その他の国民を対象としないことから､

その日的 ･趣旨や､接種によって医療体制や社会機能が維持されることにより国民全

体に利益が及ぶことについて､分かりやすく広報を行う必要がある｡また､プレパン

デミックワクチンの接種について､国民の理解を得るためには､パンデミックワクチ

ンの接種の見通しについても明らかにすることが必要である｡

ィ.■Jt性が7(い♯合のJtンデミックワクチンの拝礼体甘[=ついて (現時点では.捷牡

の法的位tづ[+､兼漉主体(*用負担書(=ついては■俵省庁で*肘しているが､桝

の事体的なモデルを表す必辛があるため､市町村を*k主体として､予防鞍牡法上の

dF時棟書として実地する1台をhIとして示す｡)

(ア)概要

○ 病原性の高い新型インフルエンザの発生時に､被害を最小限に抑えるため､ワクチン

を緊急に､可能な限り多くの国民に接種する｡

○ このため､予防接種法上の臨時接種として､かつ､原則として集団的接種を行うこと

により､全国民が速やかに接種することができる体制の構築を回る｡
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(イ)法的位置づけ･実施主体等

○ 病原性が高い場合においては､予防接種法の臨時接種として接種を実施する｡

○ 実施主体については､国民全員が身近な場で接種できる体制を早期に構築する観点か

ら､市町村が実施する｡

○ なお､パンデミックワクチンの先行接種においても､国家公務員であって､国の責任

において実施すべき業務に従事する者については､予防接種法第7条の2第1項に規

定する r相当する予防接種｣として扱い､国を実施主体とすることが考えられる｡

○ 公費で接種を実施することとする｡

○ 接種費用については､接種に係るコス ト等が適切に評価されるよう設定する｡

(ウ)未発生期における準備

○ パンデミックワクチンについては､全国民が速やかに接種することができるよう､未

発生期から体制の構築を図る必要がある｡

○ 実施主体となる市町村は､未発生期の段階から､ワクチン接種の円滑な実施が可能と

なるよう､以下に列挙する事項等r=留意し､地域医師会等と連携の上､接種休制を構

築する｡

･医師､看護師､受付担当者等の医療従事者等の確保

･接種場所の確保 (医療機関､保健所､保健センター､学校等)

･接種に要する器具等の確保

･接種に関する住民への周知方法 (受診券の取扱い､予約方法等)

○ 国及び都道府県は､医師会､関係事業者等の協力を得て､市町村が進める接種体制の

構築を調整する｡また､国は､市町村における接種休制について､具体的なモデルを

示すなど､技術的な支援を行う｡

(エ)実施の判断

○ 病原性が高く臨時接種に相当するかどうかについては､新型インフルエンザの発生

(海外での発生を含む｡)から1-2か月以内に､国内外のデータ等から判断した上で.

政府対策本部が､臨時接種の実施を決定することとする｡

○ パンデミックワクチンは.全国民を対象に接種する (在留外国人を含む｡)｡

○ プレパンチミックワクチンが有効であり､パンデミックワクチンの追加接種の必要性

がないことが期待される場合には､既にプレパンデミックワクチンを接種している医
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療従事者及び社会機能の維持に関わる者はパンデミックワクチンの対蒙から外れる

場合も考えられ､その判断は､本専門家会経の専門家の意見等を踏まえ厚生労働省が

行う (プレパンデミックワクチンの有効性がない又は不明である場合には､パンチミ

ックワクチンの対象とする｡)｡

(オ)接種対象者

○ 医療従事者を対象に先行的に接種する｡

○ 社会機能の維持に関わる者に対するパンデミックワクチンの先行接種については､以

下のさうな状況が想定される場合に､政府対策本部が､その実施について判断するこ

ととする｡

> 新型インフルエンザの病原性が高いため､早期にワクチンの接種を行わなければ

欠勤率が高くなり､社会機能維持r=必要な人員の確保が困難となると考えられる

場 合 ｡

○ 年齢及び重症化率等による接種の優先順位については､前述のとおりo

O社会機能の維持に関わる者への先行接種を実施する場合には､プレパンチミックワク

チン接種の場合と同様の方法で､接種時に先行接種対象者であることを確認する｡

○ 基礎疾患を有し医療機関に通院中の医学的ハイリスク者に対しては､接種時に優先接

種対象者であることが確認できるよう､通院中の医療機関において ｢優先接種対象者

証明書｣を発行する｡

(力)接種体制の構築等

○ パンデミックワクチンを早期に供給し､できるだけ早く接種するためには､ワクチン

の大部分を 10mlなどの大きな単位のバイアルで供給することとし､原則として集団

的接種を行うものとする｡

○ なお､1mLバイアル､プレフィルドシリンジ等の小さな単位のワクチンについては､

妊婦､在宅医療の受療中の患者など､特に必要な者が利用するものとし.これらの者

については個別接種を行うものとする｡

○ 居住する市町村外で接種をする必要がある者への対応については､現行法に基づくと.

次のような方法が考えられ､できるだけ円滑に接種できる仕組みとする｡

> 実施主体の市町村は､居住者だけでなく､その他の者に対しても接種を実施する｡

> 医療従事者及び社会機能の維持に関わる者に先行接種を行う塙合は､当該地域の

医療の確保､社会機能を維持する観点から､プレパンデミックワクチンの接種体

制を活用して､居住地にかかわらず､従事する医療機関又は事業所がある市町村
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(又は都道府県)を実施主体とする｡

※ このほかに.居住する市町村外の医療機関においても接種が可能となるようー市町

村聞及び都道府県間で広域的な協定を結ぶことも考えられる｡

※ 現行法に基づいて接種を行うと_円滑な実施が不可能又は事務手続き等が煩雑で運

用が困難である場合､法改正も含めて検討する必要がある く今後の検討課璃参照)｡

○ 接種の実施会場の確保

> 接種のための会場については､地域の実情に応じつつ､人口1万人に1か所程度

の接種会場を設けて接種を行うものとする｡

> 市町村は､保健所 ･保健センター､学校など公的な施設を活用するか､医療機関

に委託することにより､接種会場を確保する｡

○ 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから､地域医師会等の協力を得て､

その確保を図る｡

○ 集団的接種体制の構築

> 原則として集団的接種を行うこととするため､そのための体制を確保する｡即ち､

各会場において集団的接種を実施できるよう､医療従事者や誘導のための人員､

待合室や接種場所等の設備､接種に要する器具等を確保する必要がある｡

> 基礎疾患を有し医療機関に通院中の医学的ハイリスク者に関しても､集団的接種

を実施する会場において捷種することとし､その際､発行された ｢優先接種対象

者証明書｣を持参することとする｡

※ 医学的ハイリスク者に対するワクチン接種については､接種に係るリスク等も考慮し

て､集団的接種を実施する場合であっても､予診及び副反応に関する情報提供をより

tX重に行うことに留意する｡

○ 医療機関における接種の実施

> 医療従事者､医療機関に入院中の患者､在宅医療の受療中の患者については､基

本的に医療機関において接種を行うO

(キ)接種の予約等

○ これらの接種対象者について､地域の実情に応じてあらかじめ計画した手順で接種の

通知を行い､接種の予約を受け付ける｡なお､被接種者が複数の接種会場に重複して

連絡することがないよう､市町村は窓口を統一した上で､接種会場を適切に振り分け

ることが望ましい｡

(例)

･市町村は､全住民に､氏名を印刷した受診券を送付する｡

･接種の優先順位､優先接種対象者ごとの接種の開始日については､別途広報等によ
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り周知する｡

･接種会場.接種を受けるための具体的な方法について周知を行う｡

･接種の予約の受付は､接種会場ごと､又は自治体ごとに予約受付電話等を設けて行

う｡

※ このほか､市町村が住民に接種予定日を通知し1=上で､変更がある場合のみ予約窓口で

受け付ける等の方法も考えられる｡

(ク)広報 ･相談

○ 病原性の高い新型インフルエンザに対して､ワクチンの接種を緊急に実施するもので

あり､接種時には次わような状況が予想される｡

･新型インフルエンザの流行に対する不安が極めて高まっている｡

･ワクチンの需要が極めて高い一方､当初の供給が限られている｡

･ワクチンの安全性 ･有効性については､当初の情報が限られ､接種の実施と並行し

て情報収集 ･分析が進められるため､逐次様々な知見が明らかになる｡

･臨時接種､集団的接種など､通常実施していない接種体制がとられることとなり､

そのための混乱も起こりうる｡

○ これらを踏まえ.広軌 こ当たっては､次のような点に留意すべきである｡

･接種の目的や優先接種の意義等を分かりやすく伝えることが必要である

･ワクチンの有効性 ･安全性について情報をできる限り公開するとともに､分かりや

すく伝えることが必要である｡

･接種の時期､方法など､国民一人一人がどのように対応するべきか.=ついて､分か

りやすく伝えることが必要である｡

〇 回においては､ワクチン接種に係るデータの収集 ･分析などを行い､安全性 ･有効性

の確保に努めるとともに､安全性 ･有効性に関する知見等について､積極的かつ迅速

に周知するOまた､接種の目的､実施方法 (優先接種対象者や接種スケジュールを含

む)等について､分かりやすく周知する｡これらの情報を分かりやすく取りまとめた

Q&Aや広報資材などを作成する｡

○ 都道府県においては､様々な広報肢体を活用して､具体的な接種スケジュールや接種

の実施場所 ･方法､ワクチンの有効性 t安全性に関する情報､相談窓口 (コールセン

ター等)の連播先等の周知を行う｡

○ 市町村においでは､実施主体として､具体的な接種スケジュールや接種の実施場所 ･

方法､相談窓口 (コ-ルセンター等)の連絡先等の周知を行う｡

○ 国､都道府県は､それぞれ問い合わせに応えるための窓口を設置し､対応を誰化する

ほか､市町村は､実施主体として､住民からの基本的な相談に応じる｡
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ウ.AJX性が書くない1台のパンデミックワクチン捷牲

(ア)概要

○ 発生した新型インフルエンザの病原性が高くない場合であっても､国民の大多数に免

疫がないことから､季節性インフルエンザの感染者を大きく上回る感染者が発生し､

医療をはじめ､我が国の社会経済に深刻な影響を与えるおそれがある｡

○ このため､予防接種法上の新臨時接種として､全国民が接種することができる体制の

構築を回る｡

(イ)法的位置づけ･実施主体等

○ 病原性が高くない場合においては､予防接種法の新臨時接種として接種を行うものと

する｡

○ 実施主体については､国民全員が身近な場で接種できる体制を早期に構築する観点か

ら､市町村が実施するものとする｡

○ 接種費用は､自己負担で実施することとするが､市町村が経済的理由により接種費用

を負担することができない､又は困難であると認めた者に対し接種費用の減免措置を

行うことができるものとする｡

○ 接種費用については､接種に係るコス ト等が適切に評価されるよう設定するD

(ウ)未発生期における準備

○ パンデミックワクチンについては､全国民が速やかに接種することができるよう､未

発生期から体制の構築を図る必要がある｡

○ 実施主体となる市町村は､未発生期の段階から､ワクチン接種の円滑な実施が可能と

なるよう､以下に列挙する事項等に留意し､地域医師会等と連携の上､接種体制を構

築する｡

･医師､看護師､受付担当者等の医療従事者等の確保

･接種場所の確保 (医療機関､保健所､保健センター､学校等)

･接種に要する器具等の確保

･接種に関する住民への周知方法 (受診券の取扱い､予約方法等)

〇 回及び都道府県は､医師会､関係事業者等の協力を得て､市町村が進める接種体制の

構築を調整する｡また､国は､市町村における接種体制について､具体的なモデルを

示すなど､技術的な支援を行う.
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(エ)実施の判断

○ 新型インフルエンザの発生 (海外での発生を含むO)から1-2か月以内に､国内外の

データ等から病原性を判断した上で､政府対策本部が､新臨時接種の実施を決定する

こととする｡

(オ)接種対象者

○ 医療従事者を対象に先行的に接種する｡

○ 年齢及び重症化率等による接種の優先順位については､前述のとおり｡

○ 基礎疾患を有し医療機関に通院中の医学的ハイリスク者に対しては､接種時に優先接

種対象者であることが確認できるよう､通院中の医療機関において ｢優先接種対象者

証明書｣を発行する｡

(力)接種体制の構築等

○ バンデミックワクチンを早期に供鴇し､できるだけ早く棲種するためには､ワクチン

の大部分を 10mlなどの大きな単位のバイアルで供給することとし､原則として集団

的接種を行うものとする｡

○ なお､1m【バイアル､プレフィルドシリンジ等の小さな単位のワクチンについては､

妊婦､在宅医療の受療中の患者など､特に必要な者が利用するものとし.これらの者

については個別接種を行うものとする｡

○ 接種の実施会場の確保

> 接種のための会場については､地域の実情に応じつつ､人口1万人lこ1か所程度

の接種会場を設けて接種を行うものとする｡

> 市町村は､保健所 ･保健センター､学校など公的な施設を活用するか､医療機関

に委託することにより､接種会場を確保する｡

○ 集団的接種体制の構築

> 原則として集団的接種を行うこととするため､そのための体制を確保する｡即ち､

各会場r=おいて集団的接種を実施できるよう､医療従事者や誘導のための人員､

待合室や接種場所等の設備､接種に要する器具等を確保する必要があるO

> 基礎疾患を有し医療機関r=通院中の医学的ハイリスク者に関しても.集団的接種

を実施する会場において接種することとし､その際､発行された ｢優先接種対象

者証明手｣を持参することとする｡

※ 医学的ハイリスク者に対するワクチン接種については,接種に係るリスク等も考慮
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して､集団的接種を実施する場合'eあっても､予診及び副反応に関する情報提供を

より伏重に行うことに留意する.

0 医療機関における接種の実施

> 医療従事者､医療機関に入院中の患者､在宅医療の受療中の患者については､

基本的r=医療機関において接種を行う｡

○ 居住する市町村外で接種をする必宴がある者について､できるだけ円滑に接種できる

仕組みを構築することとする (｢イ 病原性の高い場合のパンデミックワクチン接種

について｣を参照｡)｡

(辛)接種の予約等

○ これらの接種対象者について､地域の実情に応じてあらかじめ計画した手順で接種の

通知を行い.捷種の予約を受け付ける｡なお､被接種者が複数の接種会場に重複して

連絡することがないよう､市町村は窓口を統一した上で､接種会場を適切に振り分け

ることが望ましい｡

(例)

･市町村は､全住民に､氏名を印刷した受診券を送付する｡

･接種の優先順位､優先接種対象者ごとの接種の開始日については､別途広報等によ

り周知する｡

･接種会場､接種を受けるための具体的な方法について周知を行う｡

･接種の予約の受付は､接種会場ごと､又は自治体ごとに予約受付電話等を設けて行

う｡

※ このほか､市町村が住民に接種予定日を通知した上で､変更がある場合のみ予約悪口で

受け付ける等の方法も考えられる｡

(ク)費用撤収

○ 減免の対象者を除いて､被接種者又はその保猛者から､接種費用を撤収する｡

(ケ)広報 ･相談

○ 病原性の高くない新型インフルエンザに対するワクチンの接租 こついては､個人の意

思に基づく接種であり､行政としてはワクチン接種のための機会を確保するとともに､

接種を勧奨し､必要な情報を積極的に提供していく必要がある｡

○ このほか､広報 .相談に関する事項は､r病原性の高い場合のパンデミックワクチン

接種について｣に準じることとする｡

工.ワクチンの捷書の夷XにBlする共丑事功
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(ア)医療機関における接種の実施

○ 接種時間等

> 医療機関においては､一般の来院患者と動線の分敵を行うか､一般の診療時間と

接種の時間を別にすることなどr=より､接種対象者の感染リスクの軽減を図る｡

○ 対象者の確認

> 接種時には,対象者が先行接種対象者又は優先接種対象者に該当することを確認

することとし､原則､都道府県が優先接種対象者ごとに定めた接種開始時期より

前r=は､当該優先接種対象者以外への接種は行わない｡

○ 予診

> 予診票を配布して､被接種者に記入を求める｡予診票は回収し､適切に管理 ･保

管する (接種実施後5年間)｡

> 接種に当たり､予防接種を受けることが適当でない音叉は予防接種の判断を行う

に際して注意を要する者に該当するか否かを確認する (以下 ｢予診｣という｡)｡

○副反応等に関する説明

> ワクチンの効果や限界､リスク､製品の特性､通常起こりうる副反応及び希に生

じる副反応並びに健康被害救済制度について､適切な情報提供を行うo

O接種意思の確認

> 本人又は保護者の意思を確認できない場合は接種してはならない｡

> 未成年であっても､一定の年齢に達した者l=対する接種については､保護者の書

面での同意があり､予診宗により予診に必要な情報が十分に得られた場合には､

接種が可能である｡

○ 接種時の注意

> 接種に当たっては､一般の患者と分離するなど､接種対象者が他の患者から感染

を受けることのないよう配慮する｡

> 従事者の衛生､接種液の確認.接種液の適切な保管 ･保存､接種概器の滅菌等を

行う｡また､予防接種直後の副反応の発生等に対応するための必要な医薬品 ･医

療機器等を備える｡

> 接種回数については､定められた用法 ･用量により行う｡

> 接種後の異常反応や体調変化がある場合は､速やかに医師の診察を受けるよう､

被接種者又は保護者に指導する｡

○ 予防接種後の措置

> 予防接種済証を交付するほか､母子健康手帳に係る乳幼児については接種につい

て記録する｡また､1回目の接種の際には､記録を2回目の捷種時に持参するよ
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う説明する｡

(イ)医療機関以外における接種の実施

○ 医療機関以外における接種 (自治体が自ら実施する塙合と､医療機関が別の会場を設

ける場合を含む｡)は､通常の医療提供の境とは異なる場所で実施されることから､

円滑かつ安全な実施r=支障がないよう､周到な準備が必要である｡

○ 実施に当たっては､関係機関と協議の上､接種対象者数､接種場所､接種日時等につ

いての実施計画を策定する｡

○ 冷蔵庫等接種液の貯蔵設備､接種機器のほか､副反応が起こった際に応急処置ができ

る救急処置物品､医療機関への搬送のための手段を確保することが必要である｡

○ 特に､集団的な接種を行う際には､接種対象者数に応じた適切な待合室や接種蟻所等

の設備が必要であるほか､円滑に接種が実施できるよう動線を計画し､掲示等による

案内を行う｡

○ 予防接種の実施には.予診を行う医師､接種を行う医師､これを補助する看護師､保

健師及び事務担当者が必要であり､実施に遺漏がないよう､これらの従事者が行う業

務の範囲を明確にする｡

○ 接種前には予診を適切に実施するほか､予診を行う際に､予防接種を受けることが適

当でない状態等の注意事項を掲示 ･配布し､被接種者の健康状態 ･既往症等の申出を

促すなど､予防接種を受けることが適当でない状態の者の発見に努める｡

○ 接種終了後は､被接種者の身体を落ち着かせ､医師等が症状を観零できるよう､被接

種者を一定時間接種場所にとどまらせるなど､接種の安全を確保する｡

(ウ)安全性の確保

○ 接種に用いるワクチンは､新型インフルエンザに対して初めて製造され､一定のデー

タの確認に基づき短期間に承認されるものであり､接種の実施と並行して更に安全性

や有効性についての情報収集 ･分析を進め､安全性や有効性の確保を回るとともr=､

医療関係者 ･国民への情報提供を実施する｡

○ 被接種音数の把握については､医療機関 ･接種会場からの報告に基づき､各実施主体

が一定間隔ごとに被接種者数を集計し､(市町村が実施主体である場合は都道府県を

通じ)厚生労働省に報告し､厚生労働省が集計する｡

○副反応報告については､｢(5)り 安全性の確保について｣に記載する｡
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○ 予防接種に伴い生じた健康被害の救済については､予防接種法に基づいて実施する｡

制度について､被接種者､特に予防接種に伴う健康被害が疑われる者について.医療

機関や市町村が周知を行う｡

(6)その他

ア.ワクチンの隷書回tについて

○ プレパンデミックワクチンについては､原則として､2回接種とし､1回目の接種の

後､3週間間隔をおいて2E]目の接種を実施する｡

○ パンデミックワクチンについては､原則として､2回接種とする｡

○ ただし､プレパンデミックワクチンを2回接種した者については､接種者について実

施した有効性に関する評価を踏まえた上で､パンデミックワクチンの接種の必要性に

ついて検討することとし､プレパンデミックワクチンが有効であり､パンデミックワ

クチンの追加接種の必要性がないことが期待される場合には､既にプレパンデミック

ワクチンを接種している者はパンデミックワクチンの対象から外れる場合も考えら

れ､その判断は､本専門家会議の専門家の意見等を踏まえ厚生労働省が行う (プレパ

ンチミックワクチンの有効性がない又は不明である場合には､パンデミックワクチン

の対象とする｡)｡

○ プレパンデミックワクチンを2回接種した者に対し､パンデミックワクチンの接種が

必要と判断された場合には､交差免疫性がある場合､パンデミックワクチンの接種は

1回で効果を有する場合もあることから､更に､接種回数についても検討することと

し､本専門家会議の専門家の意見等を踏まえ､1回で効果を有するとの知見がバンデ

ミックワクチン接種開始前に得られた場合には､厚生労働省の判断により､1回接種

とする｡

○ パンデミックワクチンについては､年齢等により､1回接種で効果を有するかについ

ての評価を行い､接種回数について検討することとし､本専門家会議の専門家の意見

等を騰まえ､効果があれば､厚生労働省の判断により､1回接種とする｡

ィ.書効性にMするyl壬について

○ 新型インフルエンザワクチンは､初めて大規模に接種が行われることとなることから､

接種と並行して迅速に有効性に関する情報を収集し､継続的に接種の継続の可否を判

断するとともに､有効性に関する情報を国民に提供することが必要である｡このため､

厚生労働省は､プレパンデミックワクチン及びパンデミックワクチンの接種に当たっ

-69-



ては､国内外の情報を収集して､科学的な根拠に基づき､有効性の評価を行う.

0 ウイルスの亜型の情報､プレパンデミックワクチン既接種者の保存血清と発生したウ

イルス株を用いた交差免疫性の調査の結果等r=基づき､発生した新型インフルエンザ

の抗原性を評価した上で､厚生労働省は､プレパンデミックワクチンの接種に使用す

るワクチンを決定する｡

○ プレパンデミックワクチン及びパンチミックワクチンの接種に当たって､厚生労働省

は､先行接種対象者の所属事業者や接種実施主体の協力を得て､ワクチン接種者の一

部について､同意を得た上でワクチン接種前後r=血液検査を行い､ウイルス株に対す

る抗体価を測定し､以下に示すワクチンの有効性を評価 ･確認する (調査の対象は､

普遍性を担保するため､幅広い年齢層とするとともに､限定した地域から選出しない

ように留意する｡)｡

① プレパンデミックワクチン接種後

> プレパンデミックワクチン接種の効果及びプレパンデミックワクチン接種

者に対するパンデミックワクチン接種の必要性について

(参 パンデミックワクチン1回接種後

> パンデミックワクチン2回日接種の必要性について

③ パンデミックワクチン2回接種後

> パンデミックワクチン接種の効果について

○ 過去に流行したものと抗原性の近いウイルスが流行した場合には､年齢層によっては､

1回接種で効果を発揮する場合もあることから､厚生労働省は､1回接種で効果を有

するかどうかについても､早期に検討を行うこととする｡

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザの発症防止 ･重症化防止への効果の確認のため､

プレパンデミックワクチンを臨床研究のために事前に接種した青､発生後にプレバン

テミックワクチンを接種した者､パンデミックワクチンを接種した者､何らかの事情

でパンデミックワクチンを接種しなかった者等の発症や重症化の状況を調査する研

究等を実施し､流行後に評価を行う｡

ウ.安全性の確掛 こついて

(ア)副反応報告

○ 新型インフルエンザワクチンは､初めて大規模に接種が行われることとなることから､

接種と並行して迅速に副反応に関する情報を収集し,継続的に接種の継続の可否を判

断するとともに､安全性に関する情報を国民に提供することが必要である｡

○ 予防接種の実施主体は､あらかじめ新型インフルエンザ予防接種後副反応報告書報告

基準を管内の接種医療機関に配布し､医師が新型インフルエンザの予防接種後の副反
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応を診断した場合に､直ちに厚生労働省へ直接報告するよう協力を求める｡医療機関

等 (予防接種を実施した以外の医療機関を含む｡)は､基準に該当する予防接種後の

副反応を診断した場合､報告様式を用い､速やかに厚生労働省に報告する (当該報告

は､予肪接種法に基づく接種としての報告と､薬事法第77粂4の2第2項の報告を

兼ねたものであり､医療機関等は､当該報告のみを弔うことで足りる｡)｡

○ 厚生労働省は､副反応報告を受けて､評価を実施する｡評価に当たっては､ワクチン

接種との関連性や接種規模を踏まえて､因果関係や発生状況等について薬事 ･食品衛

生審議会医薬品等安全対策都会安全対策調査会の専門家による評価等を行い､迅速な

安全対策を講じることとする.評価r=当たって､厚生労働省は､医療機関等の協力を

得て､必要な調査を実施する｡

○ 厚生労働省は､安全対策のため､副反応報告を新型インフルエンザワクチンの製造販

売業者等に対し情報提供することがあるので､医療機関は､薬事法77条の3第 1項

に基づき､製造販売業者等から副反応等に関する情報収集の協力依頼がなされた際に

は､同条第2項に基づき､製造販売業者の当該情報収集への協力に努める｡

(イ)接種者数の把握

○ 副反応の頻度を把握するためには､接種奇数の迅速な把握が不可欠であることから､

各実施主体は､定期的に､接種音数を取りまとめた上､直接､又は､実施主体が市町

村である場合には都道府県を通じて､厚生労働省に報告する｡

○ 厚生労働省は､このほか､ワクチン販売業者及び製造販売業者からの出荷本数につい

ても情報収集を行う｡

○ 厚生労働省は､定期的に接種者数を取りまとめて公表する｡

(ウ)健康被害救済

○ 接種対象者が､予防接種法に基づいて予防接種を受け､健康被害が生じた場合､その

健康被害の状況に応じて､市町村が給付を行う｡

○ 国家公務員の一部に対し国が実施主体となった場合や居住地以外の自治体が実施主

体となった場合で､接種した場所が居住地以外であったとしても､健康被害救済の実

施主体は､予防接種法第 11条第 1項に基づき､健康被害を受けた者が接種時に居住

していた市町村とする｡
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(今後の検討課題)

本意見書の検討を行った際に､新型インフルエンザの発生時にワクチンを迅速かつ円滑に接種す

るr=め､以下のような課題が提起された｡

ア.抜flJF位等について

0 プレパンデミックワクチン及びパンデミックワクチン接種における先行接種対象者の具体的

な範囲については､別に検討し､事前に決定すべきである｡

○ パ ンT-ミックウクチンについては､先行接種対象者以外の対象者について､接種の優先順位

の考え方を示しr=が､今後､国は､国民的な喜議論を踏まえて､優先順位の考え方や決定方法

等を事前に決定しておくべきである｡

ィ.ワクチンの供給体制について

○ 厚生労働省は､被授権書が予約をする窓口を一本化する等､不要な在雄を発生させないため

の流通上の工夫について､更に検討し､あらかじめ示すべきである｡

○ 厚生労働省は､各接種会場にワクチンが平等に供給されるための方策を検討し､あらかじめ

示すべきである｡

ウ.ワクチンの遵7E休制について

〇 本意見書においては､現行法制を前提とした接種の実施主体の例を示したが､市町村等を実

施主体としてワクチン接種を実施することにより､以下のように円滑な実施が不可能又は事

務手続き等が煩雑で運用が困難である場合にlま､国rま､円滑な接種が可能となるよう､実施

主体や接種体制のあり方について､法改正も含めた抜本的な検討を行うべきである｡

> 居住する市町村外でパンデミックワクチンを接種する必要がある場合に､煩雑な事務手

続きを伴う可能性がある｡

> 市町村等を実施主体とした燭台､接種費用や接種方法などが統一されないことから､国

民への接種の周知及び接種の実施等が円滑に実施できない可能性がある｡

○ 国は､国の費用負担を増やす等､責用負担に係る事項について､検討するべきである｡

○ 厚生労働省は､緊急的な接種の実施に当たり､安全性にも配慮しつつ､平時よりも迅速にワ

クチンの接種を実施できるよう､兼Eg的接種体制の構築に必要な事項 (接種に係る医療従事

者､予診の方法､保護者の同伴が必要な年齢､安全性の確保等)についての基準を検討し､

事前に定めておくべきである｡

○ 速やかに全国民に接種するためには､学校における集団的接種の実施が不可欠であると考え

られることから､国は､学校において集団的接種を実施できるように具体的に検討するべき
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○ ワクチン接種を円滑に実施するために､国､都道府県､市町村及び各関係機関が協力して､

予行演習を実施しておくべきである｡

工.プレパンデミックワクチンの擁7tについて

○ プレバンテミックワクチンの接種は､新型インフルエンザ発生後から､接種対象者全員が2

B]の接種を終えるまでに4か月程度を要することが予想され､流行の第一波に間に合わない

可能性があるr=め､国は､発生前又は発生後できる限り早期にプレバンテミックワクチンの

接種を行うことについて検討し､方針を事前に定めるべきである｡

○ 事前製剤化し7Eプレバンテミックワクチンの接種については､水際対策に従事する者,帰国

者 ･接触者外来や感染症指定医療機関等に従事する医療従事者等､感染リスクの高い初動対

応者を対象とすることが考えられるが､その貝休的な接種対象者の範囲や､接控の方法等に

ついて､国は､具体的に検討し､決定しておくべきである｡

オ.プレパンチミックワクチンの事前鞍fllこついて

○ プレパンデミックワクチンの有効性 .安全性に関する臨床研究等を実施し､得られた結果の

評価等に基づき､発生時に即時に第一線で対応する医療従事者及び社会梼能の維持に関わる

者に対し､プレハンデミックワクチンを新型インフルエンザの未発生期の段階で事前接種す

ることについて､国は､検討し､方針を定めるべきである｡

○ さらに､安全性等の評価を踏まえ､プレパンチミックワクチンの事前接種を段階的に拡大し

ていくことについても検討するべきである｡

力.その他

0 政府対策本部及び厚生労働省等の新型インフルエンザ対策に係る権限を明確にし､発生時に

迅速に対応できるようにすべきである｡

○ 各関係機関は､新型インフルエンザ対策の実施に当たり､当該関係機関が関与する対策の実

施における判断の方法､責任者及び具体的な手順等をあらかじめ定めておくべきである｡

○ 乗E]本大震災により被災した自治体やその住民についてrま､ワクチンの接種体制の構築がEfl

難であることから､国は､その対応を検討するべきである｡

＼＼"____MMMMM～M
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l9.事業者 ･職柵=おける新型インフルエン棚 ガイドラインについ匂

(1)人Jttr声の立表

○ 新型インフルエンザの流行時は､各職場(=おいても､従業員本人の発症や発症した家

族の看病等で､一時的には､相当数の従業員が欠勤することが予想される｡

○ 更に､感染拡大防止策として地域全体での学校 ･保育施設等の臨時休業が実施される

場合､乳幼児 ･児童等については､一義的には､保護者が自宅で付き添うことが想定

されていることから､事業所が策定する兼務継続計画においては､このための従業員

の欠勤についても見込むことが求められる｡

○ 事業者は､当該事業者や取引事業者の従薫負が長期にわたり多数欠勤した場合に備え

て､取引事業者や補助要員を含む運営体制について.業務の性格に応じた検討を行い､

対策を講ずるとともに､従業員等に対する教育 ･訓練を行う｡

○ 事業を継続する場合､事業者は､従業員の感染拡大防止のための指導のほか､訪問者､

利用客等に対しても感染防止策の順守を要請する｡また､ 漁場とともに家庭生活に

おける感染リスクを下げるための指導も検討する｡

(2)その他

o r不要不急の業務の一時停止｣との表記については､｢職場における感染予防や事業

継続に不可欠な重要業務への重点化｣という趣旨の表現とすることが望ましい｡
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10.轍 ･共有 (リスクコミュニケーション)にFするガイドラインについ

(1)什報提供体制 (広報担当官を中心としたチームの投書)

【背景】

上 ::L=-.:::.こ､∴ 十い∴ ∴ r∴ Ai::∴ r:.::.;i:. :

公式見解も不明瞭であった等の指摘があった｡

○ そのため､新型インフルエンザの発生時においては､情報を集約して一元

的に発信する体制を構築し､提供する情報の内容に応じた適切な者が情報

を発信することを検討すべきである｡

(広報担当官)

○ 広報担当官は､新型インフルエンザの発生時に､記者発表等を通じて.発生状況や対

策に関する情報を一元的に､分かりやすく継続的に提供するスポークスパーソンとし

ての役割を有する｡

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザの発生時に､以下の視点を考慮して広報担当官を

複数名設定する｡また､未発生期からそのための準備 ･調整を行う｡

○ 広報担当官は､感染症全般に関する一定の知識を有するとともに､新型インフルエン

ザ対集の実施に当たって､厚生労働省における意思決定r=ある程度関与できる立場の

者であることが求められる｡広報担当官は､平常時から研修等を通じて､コミュニケ

ーションスキルの向上に取り組むことが望ましい｡

○ 広報担当官は.行政的な立場で発言する担当官と､専門的な立場で発言できる専門家

が複数名で協同して担当することも考えられる｡

○ 地方自治体においても､上記の厚生労働省の体制を参考に､効果的な広報体制を構乗

する｡

(広報担当チーム)

○ 新型インフルエンザの発生時においては､広報業務の範囲は多岐にわたることから､

厚生労働省は､情報を集約 ･整理し､国民､メディア､地方自治体､医療機関等に対

して一元的かつ効果的に情報提供を行うため､広報担当官を中心とした広報担当チー

ムを設置し､広報業務の窓口を一本化できるようにする｡また､未発生期からそのた

めの準備 ･調整を行う｡

○ 厚生労働省における広報担当チームの設置に当たっては､国立感染症研究所等の専門
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家をメンバーに含めることも考えられる｡

○ 未発生期においては､厚生労働省は､以下の準備を行うことが求められる.

> 平常時から感染症対策業務に携わる複数の担当者が､研修等を通じて広報技術の

向上を回り､新型インフルエンザの発生時に専従で広報活動を担当する｡

> 感染症危機発生時を想定した広報活動の核となる専従チーム香,平常時から設置

しておく｡

○ 広報担当チームは､新型インフルエンザの発生時において､以下の業務を行う｡

> 新型インフルエンザの発生状況や､実施する対策の状況等の情報の集約 ･整理を

行う.

> メディア､地方自治体､医療機関等に対して､ニーズに沿った情報を発信する｡

その際､受け取り手や媒体に合わせ､情報を分かりやすく編集 ･加工する｡

> メディア､地方自治体､医療機関等からの問い合わせ等に対応する｡

○ 新型インフルエンザの発生時に､一元的な情報発信を行うため､広報担当チームの運

営においては以下のような工夫が考えられる｡

> メディア､地方自治体､医療機関等.=対する窓口をそれぞれ一本化する.

> メディア､地方自治体､医療機関等からの問い合わせ内容を集約 ･整理し､0&A

の作成等に反映させる｡

> 日r=複数回開催される､対矧 こ関わる担当者の代表の連絡会議において､収集さ

れた情報や実施する対策の内容を集約し､記者発表等で提供すべき情報の整理を

行う｡

> 集約した情報をチーム内で共有する｡共有の方法は､メール等の活用､定期的な

ミーティング等が考えられる｡

○ 地方自治体においても､上記の厚生労働省の体制を参考に､効果的な広報体制を構築

する｡

(記者発表)

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザの発生時における記者発表に当たって､以下の点

に留意して適切な情報提供に努める｡

> 記者発表に際しては､関係する地方自治体と情報を共有し､タイミングと内容を

合わせることによって､情報提供の一元化を図る｡

> 記者発表は､原則として発表者を国定して行うこととし､広報担当官が行うか､

又は行政官と専門家が同席して行う｡

> 国立感染症研究所との合同による記者発表も随時開催する｡

> 記者発表については､その頻度を特定し､関係記者会にあらかじめ周知を回る｡

> 国内での患者発生等について記者発表を行う場合は､個人情報の公表の範囲につ
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いてプライバシーと公益性のバランスを考慮する｡

○ 記者発表後は､メディアの報道状況によって以下の対応を行う｡

> 発表の趣旨や内容が正しく伝わっているかどうか確認し､十分に伝わっていなけ

れば再度の説明を行う｡

> 報道に関する国民の意識 (どのような情報を求めているか)を把握し､更なる情

報提供に活用する｡

> 万一､報道内容に明らかな誤りが見られた場合､当該メディアに対して事実や経

､ 韓を丁寧に説明し､今後のために相互の信頼関係を確立するよう努めるとともに､

ホームページ等で当該報道への対応や.正しい情報を再度公開する零して､速や

かに国民の誤解を解消するよう努める｡

> メディアの報道内容や､報道について国民､地方自治体､医療機関等から寄せら

れた意見を､厚生労働省の新型インフルエンザ対策に対する反応､ニーズ､疑義

と捉え､塙合によっては､それらを政府対策本部の意思決定の議論r=反映させる

よう努める｡

○ 地方自治体においても､上記を参考に記者発表を行う｡

(情報提供における政府対策本部や関係省庁との調整)

○ 新型インフルエンザの発生時においては､内容に応じて.厚生労働省ではなく､政府

対策本部や関係省庁が主体となって情報発信を行う場合もあることから､政府対策本

部は関係省庁の間で情報を共有し､対策の実施主体となる省庁が適切に情報を提供で

きるよう調整する｡

(2)dF租捷供手段

【背景】
r61loro-占盲石森壷才;/71)-LTi=-i;1m(芯hTN7㌢盲妄面-=-義Ltl,青石~̀南 東廃藩l

体としてテレビや新聞等のマスメディア活用を基本としたが､情報を受け

取る媒体や受け取り方は千差万別であり､情報が届きにくい人にも配慮す

る必要がある等の指摘があった｡

○ そのため､新型インフルエンザの発生時においては､情報の受け取り手r=

応じ､利用可能な複数の媒体 ･機関を活用し､理解しやすい内容で､でき

る限り迅速に情報提供を行うことを検討すべきである｡

丁.EZI民に対するfH 捷供

(国民に対する情報提供手段)

○ 厚生労働省は未発生期から､ホームページ､パンフレット等により､新型インフルエ

ンザ対策の周知を行うD
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○ 新型インフルエンザの発生時において､厚生労働省は定期的に記者発表を行い､テレ

ビや新聞等のマスメディアを通じて､国民が広く情報を得られるよう努める｡

○ 厚生労働省は､紀者発表の模様を､動画投稿サイト(Ustream､YouTube等)を通じ

てインターネットで配備するとともに､情報をソーシャルメITJィァ (Twltter等)でも

提供し､国民が情報を得る機会を増やすよう努める｡

○ 従来の方法では情報が届きにくい方に対しても､厚生労働省や地方自治体は､可能な

限りの手段を用いて情報を提供するよう努める.その際､以下に例示するような手段

も考えられる｡

> 回覧板､タウン誌 ･紙等､地域独自の媒体の活用

> 民生委員等を通じた情報提供

> 電子看板の活用

> 公共交通機関の車内放送の活用

> 防災無線の活用

ィ.コールセンターによるff*捷8t

(コールセンターの設置 ･運営の工夫)

○ 新型インフルエンザの発生時において､厚生労働省は､コールセンターを設置し､国

民からの問い合わせに対応する｡

> コールセンターへの問い合わせの多い内容を定期的に取りまとめ､08Aを作成し

てホームページで公開する等､国民の知りたい情報をあらかじめ提供するよう努

める｡

○ 新型インフルエンザの発生時において､地方自治体も､上記及び他の地方自治体の対

応を参考にコールセンターを設置し､現場の実情に応じた対応を行う｡その際には､

保健所等の医師･保健師等の専門職が担当すべき他の公衆衛生業務に支障を来さない

ようにすることが重要であるD

く例)

> コ-ルセンター機能を各保健所に設置するのではなく､集約する.

> 一般的な問い合わせには事務職員を活用する等､医師 ･保健師等の専門職との役

割分担を図る.

> 発生時から一定期間は.地方自治体の職員で対応し､0&Aを作成した上で外部の

民間業者に委託する｡

> コールセンタ-拙能を外部民間業者へ全面委託する｡

> コールセンターの設置に当たって､音声ガイダンスでの番号入力により､相談内

容を事前に振り分ける｡ただし､耳の不自由な方や高齢者等への対応も併せて検
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討する｡

> コールセンターの設置に当たって､一般の問い合わせと医療機関からの問い合わ

せが混在しないよう､医療機関からの問い合わせを受け付ける専用窓口を設置す

る｡

※ 地方自治体及び保健所の電話対応に関する参考資料 ･

･平成21年度厚生労働科学研究糞補助金

新型インフルエンザA(HINl)への公衆衛生対応に関する評価及び提言r=関する

研究分担研究 ｢新型インフルエンザの初期対応の評価と提言｣

研究分担者/緒方剛 (茨城県筑西保健所)

httD//WVIVIDhcd.lD/shiryo/shlnlnflu/1002shininflutaiouhvoukatelge

n_ShiryoUL妊
･平成21年度厚生労働科学研究費補助金

r2009年度第一四半期の新型インフルエンザ対策実施を踏まえた情報提供のあ

り方に関する研究｣

研究代表者/安井良則 (国立感染症研究所感染症情報センター)

<厚生労働科学研究成果データベース>

httD://mhlyI一grantSnlDhgoiD/

ウ.発け怒り手に応じた柵 捷供

(外国人に対する情報提供手段)

○ 厚生労働省は､各国大使館や海外メディアに情報を提供する等､外国人が接触する可

能性が高い機関･媒体を通じて､外国人ができる限り速やかに情報を得られるよう努

めるC

(障害をもつ方に対する情報提供)

○ 厚生労働省は､障害者団体等にも情報を提供し､団体等を通じて､障害をもつ方がで

きる限り速やかに情報を得られるよう努める｡

○ 厚生労働省は､障害に応じて情報の提供方法を工夫するよう努める｡

(例)

> 日の不自由な方向けに､ホームページの読み上げ機能を活用する｡

(地方自治体に対する情報提供)

○ 新型インフルエンザの発生時において､厚生労働省は､メーリングリストや動画配信

等を通じて､地方自治体にできる限りI)アルタイムで直接情報を提供するよう努める｡

(医療関係者に対する情報提供)
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○ 厚生労働省は､医療関係者に対し､ホームページを通じ､情報提供を行う｡

○ 厚生労働省は､日本医師会等の関係団体を通じて､医療関係者にできるだけ速やかに

情報を提供するよう努める｡

○ 厚生労働省は､メールマガジン等を通じて､医療関係者にできる破りリアルタイムで

直接情報を提供するよう努める｡

くそのほか検討が考えられる情報提供手段>

> 地上デジタルテレビのデータ放送等の活用

> 携帯電臥 スマー トフォン等による緊急速報サービスの活用

> E3本譜以外でもホームページ上に情報を掲載する等､外国人ができる限り速

(3)リアル タイムかつ正接的な方法での双方向の什報共有のあ り方

【背景】

0 2009年の新型インフルエンザ (A/HINつ)発生時においては､地方自治

体や医療機関がまだ国から提供されていない情報を報道で知る等､国か

ら現場への情報提供に時間がかかったとの指摘や､国と地方自治体､地

方自治体と医療機関との間のコミュニケーションも上手く取れていな

かった等の指摘があった｡

○ そのため.新型インフルエンザの発生時においては､関係者同士がリア

ルタイムかつ直接的に､双方向で新型インフルエンザに関する情報を共

有し､対策の方針の迅速な伝達と､対策の現場の状況を的確に把握でき

る方法を検討すべきである｡

(地方自治体との情報共有)

○ 厚生労働省は､新型インフルエンザの発生に備えて､未発生期から､地方自治体との

間で､互いに窓口となる担当者を複数名設定しておく.また､緊急時の連絡先電話番

号 ･メールアドレスについて事前に共有し､新型インフルエンザの発生時において､

相互に直捷連絡がとれるよう準備しておく｡

○ 新型インフルエンザの発生時において､厚生労働省と地方自治体がより密な情報共有

を図るための方法として､下記のものが考えられる｡

> 発出した通知等の内容に関する地方自治体からの問い合わせ等に対応する窓口

を設置する｡

> 地方自治体からの問い合わせ等を取りまとめ､0&Aの形で､その他の地方自治体
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とも速やかr=共有するD

> 実施する対策の決定の理由やプ｡セス等についても､できる依りメールで配布､

又はホームページに掲載する等して､地方自治体と共有する｡

(医療関係者との情報共有)

○ 新型インフルエンザの発生時において､厚生労働省は､メールマガジン等を通じて､

医療関係者と直接情報を共有する｡併せて､医療関係者からの情報や問い合わせに対

する回答をメールマガジン等でフィードバックすることが望ましい｡

くそのほか実現可能かを含めて検討が考えられる方法>

> 厚生労働省と都道府県等を結ぶテレビ会謙システムの導入O

> インターネット電話サ-ビス (Skype等)を活用して､地方自治体等

と直接議論できるシステムの導入.

> 厚生労働省と地方自治体との共有情報､プロセスを､他の地方自治体

もさかのぼって閲覧できるインターネット掲示板等のシステムの専

入○

※ いずれも､不確かな情報が公開されることによって､国民の混乱を招
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l(参考1,l
2009年の薪型インフルエンザ (A/HITll)発生時における

リスクコミュニケーションにrqJSのあった+例

書BIl)大阪府茨木市

【事実関係】
･2009年5月の大阪における新型インフルエンザの発生では､158名のRT-PCR検査院性患

者の多くが茨木市内に位置するÅ中学校･高等学校の生徒･教職員及びその家族であった｡

･特に最初の患者の発生が報告された5月16日からの1週間は､行政機関や教育機関をも

巻き込んで大きな混乱が生じた.

【誹譲中傷 ･風評被害の実態】

･最初の1週間は､̂ 中学校 ･高等学校に連日 r茨木市から出ていけ｣r生徒を外に出すな l

うつったらどうしてくれるんだ｣などといった電話が相次いだ.

･インターネット掲示板等でも根拠ない手き込みが認められた｡

･次々にかかってくる電話に対して､学校側が繰り返し謝罪をしなければならなかったリ､

学校再開に当たって必要はないことを専門家も指摘していたにもかかわらず､r清潔な学

校｣であることをアピールするために校舎やバスの消毒を実施せざるをえなかった.

AA中学校 ･高等学校Iま､誤った報道に対しては抗議を行ってきた｡

【得られた教訓】

1)リスクコミュニケーションとして

(》平素より､感染症に擢患した者は悪いことをしたわけではなく､非難をしても何の解決に

もならないという意識を多くの国民やマスコミ関係者が共有するように働きかけていく｡

②無用な恐怖感や嫌悪感による誤解を生み出さないように､今回のように新しい感染症が発

生した場合には､その病態や対策に関する正確で分かりやすい情報を迅速に伝達する｡

2)行政棟関 (国や大阪府等)

①報道提供する際には､できる限り中傷や風評被害の原因とならないように提供する情報を

吟味し､また報道機関にも協力を呼び掛けていく｡

②誹訣中傷や風評被害は起こり得るものだという認識のもと､学校等の関係機関とも連携し

て､誹諌中傷や風評被害の察知に努める｡

③誹訣中傷や風評被害が察知されたら､直ちにその被害を最小限にするように情報発信を行

い､加えて被害を受けた者に対するケアを行う｡

国立感染症研究所尭地疫学専門家養成コース (FETP) 具芳明､古官伸洋,国立感染症研究所啓染症ff
報センタ- 神谷元､安井良則､岡部信彦 大阪R引こおける新型インフルエンザ集団発生事例疫学鵠査
報告書別冊 PT4-19平成21年9月 より抜粋.要約

_82-

事8I2)東京事

【事実関係】

･川崎市内の私立高校に通う東京都在住の高校生が､学校の課外授業として米国での教育プ
ログラムに参加､帰国後の2009年5月19日､医療機関への受診で新型インフルエンザと
診断された｡

･都内初発事例となった患者の高校に､メディアの取材のみならず､外部からの電話 ･メー
ルが相次いだ｡

【誹誘中傷 ･風評被害の実態】

･東京都では､プライバシー保護の観点から高校生の最終下車駅を公表しなかったが､結局､
報道された｡

･その駅で降りる当該高校の生徒は 1人だけであり､｢今後､その駅に立っていたら後ろ指
を措されるのではないか｣と保護者は非常に心配し､学校を辞めなければならないのでは

ないかとまで思いつめたという｡

･生徒の新型インフルエンザ感染を受け､私立高校の校長は記者会見を開き､涙ながらに謝
罪した｡

･当初は学校での感染拡大の可能性はないため､授業は継続する方針だったが､生徒の通学

時の風評被等を懸念して､1週間の休校を実施した｡学校には､感染を心配する電話が数
十件あり､同校及び同校生徒への接触を畏怖する傾向が見られたb

･正規の教育プログラムであり､渡航制限も行われていなかったにもかかわらず､生徒を米
国へ派遣したことへの非難が学校へ向けられ､ネット上では学校批判の書き込みが大量に
投稿された｡

【得られた教訓】

･東京都は記者発表に際して

〉公衆衛生対策 (感染拡大予防)に必要な内容のみ発表

〉対策上必要としない情報は発表しない

〉個人を特定できる情報は発表しない

という基準を掲げたのに対し､メディアは

〉目的は当該事項について読者の注意を喚起し､行動の変容を促すこと

〉そのためには読者の興味を引くリアリティのある記事が必要

〉基本的にはすべての情報を発表すべき
〉個人を完全に特定する内容のみ発表しない

こととして都の発表方針を強く批判､乱横を生んだ｡

･行政側としては､理由もなく伏せているわけではないこと､対策上は公表の必要がないこ

と､個人が特定されてしまうのを避けるためであることを､繰り返し分かりやすく説いて
いく必要がある.

安井良則 厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学研究特別研究事業 r2009年度第-四半期の新型イ
ンフルエンザ対策実施を踏まえた情報提供のあり方に関する研究｣平成21年度総括･分担研究報告書
新型インフルエンザ対策におけるリスクコミュニケーションの課児-東京都の塘合一､新型インフルエ
ンザ発生初手剛こおけるリスクコミュニケーションの実態と謙虚 自治体における緊急時のメディア対応
の実際と課題-横浜市･神戸市･東京都の桂浜から- P38182､P83-TO3平成22年3月 より並粋･
要約
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事例 3)兵Jtk神戸市

【事実関係】

･神戸市内の高校生の検体について､16日､国立感染症研究所で検査 し､陽性を確認した

ことにより､新型インフルエンザ患者の国内第 7号の発生が確定したO

･神戸市は､いち早く市民に対 し情報開示を行うとともに､面的な学校園の休業や神戸まつ

りの延期など迅速な決断を下した｡

･一方で ｢風評被害｣が発生 し､神戸の小売業や観光業などへの経済的影響が見られた｡

【誹誘中傷 ･風評被害の実態】

･神戸市は､訓練同様､個人名の公表は行わなかったが､兵庫県と意見が分かれる形となっ

た｡

･感染が確詮された 16日以降､学校への誹誘､中傷の事実が明らかになり､市民に対し誹

譲､中傷を行わないよう呼びかけを行った｡

･マスクを着用 した市民や閑散としたまちの様子がマスメディアをとおして発信され ｢神戸

は危ない｣との誤ったイメージが広がり､小売商業では売上が大幅に減少する店舗もあっ

た｡

･観光客も大幅に減少し､宿泊施設においても多数のキャンセルが発生するなど大きな損害

を受けることになった｡

【得られた教訓】

l)個人 ･学校の誹誘･中傷への対応

･この間題は､感染者情報の公表の問題と深く関係 している｡

･感染症法では ｢感染防止のためには､情報の公開が必要｣とされているが､一方で､個

人情報保護の観点からその取 り扱いには注意を要する｡

･感染拡大防止の公益性と個人情報の保護とのバランスをとる必要がある｡神戸市 (市立

学校圃)では､原則として学級開銀などの学校名は公表する方針であり､兵庫県も同様

の方針をとることとなった｡

･個人 ･学校への誹誘 ･中傷があった場合r=は､社会に訴え､抗議する.

･市民や企業等に安心情報を提供する｡

2)経済的損失への対応

･利用者数や観光客数の減少を回復させるため､様々な取租を行う｡

･報道機関への情報提供を迅速に行うとともに､安心情報の発情やイベン ト等の広報に当

たっては､インパク トのある方法を工夫する｡

･神戸では国内初の発生ということで､手探 りの対応となる中で､一部の施設等に休業を

要請することになった｡それに伴う収入減など影響については､｢特別の犠牲｣という

側面もあり､その補填を行う等の対応を行うことも合理性があると思われる｡

神戸市新型インフルエンザに係る検証研究会 神戸市新型インフルエンザ対応検証報告暮 4-26 平成

21年12月 より抜粋 ･要約
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l(参考2,i
公衆♯生対米に焦る科学的知見等

1.書鵜的事故RJLeについて

(早期における括樺的学校閉鎖)

○ 神戸市及び大阪府でとられた地域全体での学校休業及びその他の感染拡大防止策の結果､
再生産係数は1以下となっただけでなく,その流行に起EElするウイルスが消失したことが
分子学的に判明している｡7.8

0 学校休業の開始時期､期間､及び規模 (地域全体又は単独の学校のみ)については､科学

者の間では統一した見解が得られていない｡しかし､流行の初期における学校休業につい
ては.感染拡大を抑える可能性があることが判明している｡9

0 wHOrま､流行初期に行う学校休業についての明確な開始基準はないが､これまで提案さ
れてきた基準には､生徒又敬具に初めて患者が確認された時,学校において初めて集団感
染が起こった時,近隣の学校における集団感染が起こった時がある.としている｡10

0 WHOは､教理モデル研究では､学校臨時休業は涜行の非#に早い段階で一 理想的には､
人口の1%が雁患する前に一講じられた場合､最も効果的であると考えられ､さらに理想
的想定の下ICは-学校瞳時休業は､新型インフルエンザピーク時において､ヘルスケアの
需要を30-50%減らすことが可能である､としている｡ll

0 押谷らは,｢横棒的臨時休業Jは､地域で最初の感染が確認された時点などで､積極的な臨
時休業を行うことで感染拡大を抑える効果があると考えられている､としている｡12

0 押谷らは､地域が流行の初期段階にあると判断する基準としては､1)インフルエンザサ
ーベイランスでの定点当たりのインフルエンザ患者数､2)近隣の学校での発生状況､3)

当該学校でのこれまでの発生状況などが考えられる.としている｡13

平成21年度厚生労伽科学研究生補助金 (新興再興感染症研究書兼事業)｢新型インフルエンザ大流行時の公衆
衛生対策にTnする研究｣(主任研究者 神谷ヒ)研究取 r新型インフルエンザ流行時における学坂閉鎖に関
する基本的考え方｣
NIShluraH,Castlllo-Chav8ZC.etalTransrMSSIOnPOtentlaloftherleVlrnfJu8nZaAOllNl)vlruSand
lt8age-SPeClfLClty(∩Japan EuroSurvBHI2009Jun4.14(22)
ShllnOT.OkabeN.etalHoleGularevolutIOnaryanalysISOfthelnfluenzaA(HIM)pdln.May-Sept釧ber,
2009 t印lpOralandspatlalspreadlrtgPrOflleofthevlruSeSlnJapan PLDSOnE)2OTO.5(6)
CauchemezS.ValleronAJ,ctalEst(matlngtheImpactOf8Choolclosur80nlnfluenzatraJISrnlSSIOn
fromSentlnOldata Nature2008Apr10.452(7188),75014
WorldHealthOrgarHZatlOn.Measureslnschoo一sOttlngS,PandenllC(Hlrn)2009brhTFlrlgrLDte10.日
Septenlber2009
http//yrm ylholnt/csr/dlSeaSe/sYr川BfJu/notes/hlnLsGhoolJnBaSureS_20090911/en/川doxhtmI
平成21年9月24日文部科学省書林連絡 ｢新型インフルエンザr=関する対応について｣
平成21年9月11E川t)一tdttealthO柑an12もtlDnr学校における対集について (仮訳*)新型インフルエ
ンザ(HINl)2009プリ-フィングノート10｣
http//yMYrnextgO｣P/aJnenU/lnflutalSaku/syousaL/】lCSFlles/afleldflle/2009/09/28/1285232_4pdf
押谷仁ほか FF生労加科学研究井補助金特別研究書業.新型インフルエンザ対策における検疫の効果的･効率
的な実施に関する研究 (研究代表者 神谷亡) 平成21年度総括･分担研究年産額7報告書 平成22(2010)
年3月
神谷仁ほか 任生労働科学研究兼補助金特別研究書兼 新型インフルエンザ対策r=おける検疫の効果的･効率
的な実施に関する研究(研究代表者 押谷仁)平成21年度総括･分担研究年度終了報告書 平成22(2010)
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○ 神谷らは､積極的学校閉鼓の実施期間については､5日から7El間が必要であLJ,その実
施r=当たって考慮すべき事項として.1)学校閉鎖を行った場合の地域への社会的･経済的

影響､ 2)地域-の感染拡大を抑えるために他の対策も同時に行う必要性.3)学校閉鎖
中に生徒が接触する機会 (スポーツ大会･塾など)の制限の必要性､をあげている｡14

(早期からの長期にわたる積極的学校閉鎖)

0 数学的モデル研究の中には.12週間の学校閉鎖も含めた社会距離戦略(soGlaldIStanClng)
対策を行った場合,開始時期によっては､その対策中止後に､実施しない場合と殆ど同じ
程度の,流行のピークを引き起こすものがあることを示すものもある015

(流行のピークにおける積極的学校閉鎖)

○ 感染が拡大した後の.学校休業の効果については,明らかになっていない｡しかし,数学

的モデルからは､流行が拡大した (Laterstageofapandemic)時期に隔離､検疫及び抗
インフルエンザ薬といった他の感染拡大防止策とともに､地域全体での学校休業を行うと
(OXtendedschoDIclosure)､一定の条件の下では､流行のピ-クの時期を遅らせると共に､

そのピークの高さを低くすることが示されている｡16,17

2.消耗的学校FItについて

0 2009年の新型インフルエンザ(A/HINl)の流行時においては､都道府県における休業期

間のうち､最も多かったのは7日間 (17都道府県)､次に4日間 (13都道府県)となっ
ている｡18

0 2009年の新型インフルエンザ(〟H川1)の流行時においては､都道府県における休校の
El安のうち､最も多かったのは､r棟数学年で学年閉鎖J(18都道府県)､次に r学年を超
えて感染拡大のおそれ｣ (12都道府県)となっている｡19

0 福見らは､アジアインフルエンザ当時の東京都の公立小学校において休校期間が3日の場
合には再休校率が35 7%､4日の場合には26 5%なのに対して､6日間の場合に
は6 4%と低いことを挙げている｡20

3.自宅特書期rPlについて

(1)*伏■集期/LatentP8riodについて

年3月
神谷亡ほか Jt生労働科学研究兼補助金特別研究事業 新型インフルエンザ対策r=おける検疫の効果的･効率
的な実施に関する研究(研究代表者 神谷亡)平成21年度総括.分担研究年度解7報告書 平成22(2010)
年3月
Ho日lngSYIOrthTD,KllnkenbergD,etalMltlgat10nStrategleSforpandenllClnf=｣enzaA.balanclng
confllctlrlgPOllGyObJ8CtlV8S FLoSCcnlPutBiol2011F8bTO,7(2)
FE)rEuSOnNN.CurnmlngSDA,etalStratBgl閃formltlgatlnganlnfruertzapandelnlCNature2006JuJ
27.442(7101)448-52
GernlannTC,KadauK,etalMltlgatl0nStrategleSforpanderMClnfJuenzalntheLlnltedStatesPros
NatlAcadSGl
平成21年9月

対応について
平成21年9月

対応について
福見舞従ほか

USA2006Aprll,103(T5)5935-40
17日文部科学省スポーツ･青少年局学校健康教育課事務連絡 r新型インフルエンザに関する
(情報提供)J
17E]文部科学省スポーツ.青少年局学校健康教育課事務連絡 ｢新型インフルエンザに関する
(情鞭提供).I
-ァジアかぜ流行誌 A2インフルエンザ流行の記録1957-1958〝.E]本公衆衛生協会.1960
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六非感染性期とも言われる.また､多くの研究においては潜伏期間と同じとされる｡

O WHOは､季節性インフルエンザの知見を根拠に､パンデミックインフルエンザの潜伏感
染期の想定を0.512日としている｡21

(2)蜘 /tnfBCtiou8Perid について

※感染可能期間とも言う

※感染性期については､二次感染を起こしうる期間という定義であり.これは直接観察ができな
い概念であるため.明確に規定されることは少ない｡

O WHOば,季蕗性インフルエンザの知見を根拠に､パンデミックインフルエンザの感染性
期の想定を大人で5日としている (小児は遷延)｡22

0 CauchemezSらは､過去の知見を根拠に､-定のモデルを用いて､季節性インフルエンザの
感染性期を平均3 8日 (95駆Tr31 461)と推定している｡23

0 CDCは､季節性インフルエンザの知見を柵 に.新型インフルエンザく州 の感染性
期を発症前日から発症後7日と推定している｡24

(8)YirLLSShddirtlTiRB/ウイルス… について

O WHOは,Carratらのレビューにおいて,■腔内清下等による野生株のB型インフルエン

ザウイルス崖揮後8日fjに対象者の20%に当たる5人がウイルスを排出していたとの研
究がある一方で､A型のインフルエンザ(H3N2)ウイルス接種後9日日にウイルスを排出し
ていたとの研究もある､としている｡25

O WHOは､GambclttOらのレビューにおいで､インフルエンザ(H5Nl)ウイルスのRNAは五
大3週間患者の気道から検出されるが､十分なデータはない.としている｡26

0 WHOは,Carratらの研究において,インフルエンザウイルスの排出期間を
と推定されていることを示している｡〟

O CDCは,季節性インフルエンザの知見を根拠に､インフルエンザウイルスの嫌出期間を-

当初は発癌の前日から発症後7日,その後は発症の前日から発症後517日と推定している
(小児等では遷延)｡ 2829

WorldrTealthOrgamzatIOn PandenlClnfluenzapreparednessandresponsO
http//dlqllbdDG.YlhoirLt/pubJlcatl0rlS/2009/978924T547680_eTlgPdf
WorldHealthOrganlZatlDn ParLdenlCInfluenzapreparcdnE)SSandresportse.
http.//仙qllbdDGYlholot/publlCatl0rtS/2009/978924T547680_en岩pdf
CauchemezS.CarratF.BtalAbayeSlanMCMCapproachtostudytransnlSSl0nOfInfluenza.app日Cat10n

tohouseholdlongltudlnaldata StatlStNed2004,233469-3487.
CentersforDISeaSeControlaTldpr8Ventl0nlnterhguldanc8forclrnlClanSDr=d8ntifylngandcarrng
forpatlentSYrlthswlne-OrlglnlnfluenzaA(HINl)vlruSinfeGtlOrl(Nay4.20094.45FWET)
WorldHealthOrganizatJOn PandemlCJnfluenzapreparednessandresponse
http//dlqllbdocylholrlt/pubIICatH】rlS/2009/9789241547680_engpdf
VlorldHea一thOrganlZat10n PandenllCJTIfluenzapreparednessandrcsponso
http//ylhqllbdocyrholnt/publlCatlOnS/2009/9789241547680HCngPdf)
WorFdHea(thOrganlZat10n PandeTnEClnf!uenzapreparedrleSSandresponse
http//dlqllbdocyrT10lnt/publlc8tlOnS/2009/9789241547680_E)ngPdf
CentersforDJSeaSCCDTItrOlandpreventl0nlnterlmgUldanceonlnfectl0nCDntrOlmeasuresfor2009
HINllnfluenzalnhealthcareSettlngS,lnCludlngPrOteCtlOnOfhealthcarepersonn81(JuLy15,2010,
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O CarratFらは､対象者375人におけるインフルエンザウイルス捷出期間の平均データを
根拠に､季節性インフルエンザの,)イルス執出期間を4 8日 (95弧I｢4315291)と推
定している.30

0 菅谷らは､季節性インフルエンザの知見を根拠に､抗インフルエンザウイルス薬 (ノイラ

ミニダーゼ阻害薬)の内服をした群としない群を比較した場合､主監軌間については内服
群において未内服群よりも有意に短くなったが､rjイルス抜出期間については両者に有意
な差はなかったとしている｡有熱期間 (375℃以上)については,タミフル内服群では
(420±12.0時間)､リレンザ内服群では (447±143時間)､未内服群では (610土146

時間)であったとしている｡引

O DawoodFS.らは､新型インフルエンザ(A/HI…)の知見を根拠に､亜撃インフルエンザ
(〟HIM)のウイルス排出期間を発症前日から発症後5-7日 (小児 ･免疫不全患者では遷
延)と推定している｡32

0 WHOは.発症後8日の新型インフルエンザ(A/HNl)の患者の18%においてA腔粘膜の
スワブから感染性のあるウイルスの検出が認められ､また小児において感染性のr)イルス
が検出されなくなるまで解熱後最大6日かかる､としている｡3ユ

(4)… /InCubqtionP8riodについて
O WHOば.車筋性インフルエンザの知日を根拠に､パンチミックインフルエンザの潜伏期

の想定を､1-3日としている｡34

0 DayoodFSらは.新型インフルエンザM INl)の知見を根拠に､厳選インフルエンザ
(A/HI…)の潜伏期を2-7日と推定しているが､追加情報が必要であるとしている｡35

0 CDCは､新型インフルエンザ(A/HNl)の知見を根拠に､新型インフルエンザ(ん¶lrll)の

盈蛙過を1-4日 (最大1-7日)と推定している｡36

0 CDCは､新型インフルエンザ(A/HNl)の知見を根拠に､新型インフルエンザ(A/mNl)の
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盈姐 を1-4日 (平均2El)と推定している｡ 37

0 LesslerJ.らは､新型インフルエンザ(A/HNl)の知見を根拠に,
(A/HINl)の潜伏期を平地 1 4日 (95W3[｢10181)と推定している｡3B

O WHOは､新型インフルエンザ(A/HINl)の知見を根拠に,新型インフルエンザ(AAllNl)の

盈迭盟を約1.5日-3日 (最大7日)と推定している｡39

0 WHOは､西浦のレビューにおいて,1918年のパンデミックインフルエンザの潜伏期
の平均を1 4日と推定している｡40

0 WHOは､鳥インフルエンザ(H別1)の知見を根拠に､鳥インフルエンザ(H5Nl)の潜伏期を
214日間 (玉大8日間)､と推定している｡41

0 WHOは,鳥インフルエンザ(H5Nl)の知見を根拠に､鳥インフルエンザ(H5Nl)のヒトヒト
感染の潜伏期を.個別事例からは2-5日(最大7日)､集団感染の事例からは3-5日(最
大8-9日)と推定している｡船

O WHOは､鳥インフルエンザ(H5Nl)の知見を根拠に､鳥インフルエンザ(H5M)の潜伏期を
2-8日 (最大 17日)とし､実際のフィールド調査や濃旺接触者の調査時には7日を用い
るよう推奨している｡43

0 Uyekim らは､鳥インフルエンザ(Hらm)のヒトヒト感染の4事例から､鼻インフルエン
ザ(H5Nl)におけるヒト-ヒト感染の潜伏期を､それぞれ8-4日 4-5日 819日及び

2-10日と推定している｡44

(5)世代TM (SoriAlintorvAl)/世代細 くGoMr一tionTEN)について
(世帯内又はそれに準じる環境)

O FergusonNMらは,季節性インフルエンザの知見を根拠に､蝕 におけるインフルエン
ザの世代時間を平均2.6日 (95m [2.1,30])と推定している｡45
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InfectlOn NEnglJNed2010.362170B-1719
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Asla Nature20D5Sep8.437(7056)209-14
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0 Hirotsu札らは､季節性インフルエンザの知見を根拠に､生産由におけるインフルエンザ
の世代時間を平均4,3日としている｡引'

O CauchenM S.らは,新型インフルエンザ(A/mrn)の知見を根拠に､堂藍色における亜聖土
ンフルエンザ(A/HIM)の世代間隔を平均2 6±1 3日としている｡41

0 MorganOWらは､新型インフルエンザ(A/MNl)の知見を根拠に､皇艶 における新型イン
フルエンザ(A/HINOの世代間隔を平均4日 (幅 1づ 日)としている｡48

0 WhiteLFらは,1918年のパンデミックインフルエンザ時の2羊の軍隊輸送船における

知見を根拠に､一定のモデルに当てはめた結果を基にして､ 1918年のパンデミックイ
ンフルエンザの世代間隔をそれぞれ､平均3 33日(SE=596L 平均3 81日(SE;36針
と推定している｡49

(一般的な環境)

O Cw=ngBJらは､季節性インフルエンザの知見を根拠に.インフルエンザの世代間隔を里
均3 6日 (95附 r2.9431)と推定し'Cいる｡58

0 LesslerJ.らは.新型インフルエンザ(A/mNl)の知見を根拠に.新型インフルエンザ

(A/HI…)の世代時間を平均2 7日 (95㍍l[2･0.351)と推定している｡51

0 NcBrydeE.らは.新型インフルエンザ (A/mNl)の知見を根拠に､
(A/HINl)の世代時間を平均 2 9日 (幅 lぺ 日)としているh52

0 芸競 .盗 .,f!81.ン27LL(=諾 T oT.nよ雷 獣 ､ LT bJンフルエ〟 M nn'

O WHOは､鳥インフルエンザ(H5Nl)の知見を根拠に､鳥インフルエンザ(H5Nl)の世代時間

(Thecase-to-caseintervalsinhouseholdclusters)を一般的に2日-5日 (最大8-17

旦Lとしている｡54
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NorganOW.ParksS,etaJHous8holdtransmlSSionol=pandernlcMlNl)2009.SamATItOnlO.Texas.USA,
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O WhiteLFらは､1918年のパンデミックインフルエンザ時の複数の地域での流行の知見

を根拠に､一定のモデルに当てはめた結果を基にして､1918年のパンデミックインフ

ルエンザの世代間隔は地域によって2 83(SE=59釦から8 28(SE=951晒)日と大き

な幅があったとしている｡55

4.枚dE･水Ir対米について

(1)一柳

o 平成21年の新型インフルエンザ対応における停留音数は2事例で60人/健康監視者数
は約 13万人であった｡56.57

0 TuberculosisandAirTravelの .GuidelinesforPreventionandControH mO 2006)
によれば,航空機内での感染は限定的であることが示されている｡50

0 新型インフルエンザ (A/mNl)対策総括会議粗告書では､r入国者の健康監視については_
検疫の効果や保健所の対応能力等も踏まえて効果的 ･効率的に実施できるよう､感染力だ

けでなく致死率等健康へのインパク ト等を考慮しつつ､健康監視の対象者の範囲を必要最

小限とするとともに､その中止の基準を明確にするなど,柔軟な対応を行えるような仕組
みとすべきである｡｣とされた｡約

〇 吉村らは､停留は.国民の安全 ･健康を守るための重要な措置である一方.個人の行動を

制限することになるため､人権に配慮することが欠かせないので,停留期間は最短に､対

象者は最小に設定すべきとしている｡60

(2)水脚 こついて

O CowlingBJ.らは､新型インフルエンザ(A/HNl)の知見を根拠に.entry-sWeeningは地域
内感染を7-12日程度遅延させられるかもしれない､としているb61

0 NishiuraH.らは､島牧EiEで検疫がパンデミックインフルエンザ感染者の地域流入を防ぐた

めに必要な検疫期間は4 7日以上 (有効性95別,8.6日以上 (同99別 であり､迅速

検査を併用時にはそれぞれ2 6日､5 7日に短縮される､としている｡62

0 西浦は,理論疫学の手法を用いて,入国検査による新型インフルエンザ(A/mNl)流行発生

VIhlteLF.PaganoM.Tr8nSmlSSlhllltyDfthelnflu8nZaVlruS 川 the191BpandenlCPLoSOne2008JarI
30.3(1)e1498
厚生労働省.参考資料1"今般の新型インフルエンザ(A/H1Nl)対矧こついて一対集の総括のために～"
第3回新型インフルエンザ (A/HINl)対策総括全強資料 東京,2010-04-28.厚生労肋省,2010.p8
FE生労働省 参考資料1''今般の新型インフルエンザ(A/H1Nl)対策について-対策の鮭拓のために～"
第3回新型インフルエンザ (A/HINl)対策魚拓会謙資料 東京.2010104128.厚生労働省,2010,pll
WorldHealthOrganlzat10nTuberculosJSandAlrTraveI(2nd)GuldeHneSforPrcventronandCDntrOl.
2006
平成22年6月10日厚生労軸省 ｢新型インフルエンザ (A/HTNl)対策総括金策 報告書｣
平成2T年度圧生労働科学研究菜補助金 (特別研究事業)｢新型インフルエンザ対策における検疫の効果的･
効率的な夷施に関する研究｣(主任研究者 吉村健清)研究班 統括報告書
CoyrlLngBJ.LauLL etalEntryscreenlngtodelaylocaltransmlSSIOnOf2009pand8mIClnfluenza

A(HINl) BMCInfcctDIS 2010.1082
NIShlUraH,YlllsonN.etalquarantlneforpandemI(=nfluenzacorltrOlatthebordersofsmallLSland
natlOnSBNCInfE)CtDIG2009uarll.927.
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確率の相対的減少は10%未満､流行開始の遅れ効果は半日未満と推定している｡田

o NaloneJDらは,有症者の80%､無症状者の6†ほ検出する能力があるとした場合に､米
国は約50%%の患者を検出出来るqスクリーニングは国際線でのパンデミックインフルエ
ンザの到着を選らせないが､矧 こ出発国でのスクリ-=ンクが偽陰性を大幅に減少させ､
国内の新規症例と死亡数の減少を期待出来ると報告している｡64

0 Nukher｣eePらは､新型インフJL,エンザ(A/Hlrll)の知見を根拠に､サーモグラフィーにおけ
る､3時間以上のフライトr=搭乗していた乾性患者の検出率は40%だった､としている｡
L5

oNukher｣eePらは.流行当初の新型インフルエンザ(A/HINl)患者116名の患者の内､4

分の1が発症後旅行していた.としている｡またその12%がサーモグラフィーによる検
出され､44%が自己申告をし､43%が地域保健管理医によって報告された､としてい

る｡GG

o BakerMGらは､一つのフライトで.9人が確定されたニュージーランドにおける新型イン

フルエンザ (A/HINT)の知見を根拠に､新型インフルエンザ(A/HINl)l=ついては､到着客の
症状スクリーニングは感度を中程度 (咳のような1つの症状)に絞ることが必要かもしれ
ないと報告している｡67

0 島田らは､2009年4月28日～6月24日に国内で確定診断された,海外渡航歴があ
り､発症日情報が得られた147例について.検疫時に感染性を持ちながら.検ttl不可能

だった患者数は82例 (55.8%)であること､を示した｡また､神戸市の新型インフルエン
ザ(A/HINl)患者に対する疫学調査により､渡航歴有り症例中の検疫 .停留による検出率に
ついてーリンク不明群の国内初確認がなされた2009年5月18日までは1OO牝(5/5)

*とそれ以降の期間では3 9% (6/153)と書漉したことを示した｡68
*分子一検疫 ･停留中に検出され確定診断された症例数,分母-国内で確定差入れた症例数
fl

o 藤田らは､国内の新型インフルエンザ(A/HINT)の総患者数と､空港検疫を通過し自宅発症
した海外渡航歴有り患者数とは非常に強い逆相関を示したが (相関係数=-0853.p=0007)､

検疫での診断例は少なかった等の新型インフルエンザ(A/HINl)の知見を根拠に,検疫の有

西浦博.〝新型インフルエンザの国境枚疲(水際対策)の効果に関する理論疫学的分析〟.科学 Vol79,No9,

pp945-950
MaloneJD,BrlgantlC氏.OtaIUS alrPOrtentrySCreenlnglnrCSPOnSetOPandemlClnfruenza
modellJlgandanalysES TravelRedlnfectDIS2009Jul.7(4)181-91.
Mukh8rJeeP.LImPL.etalEpldEm10logyoftraveトa880CiatedpandenllCOllNl)2009lnfectIOnlnl16

patlentS.SlngaPOre ErnergInfectDIS2010.T6(I)･21-6
tAukherleeP.Llnn_,BtatEpldeTnOloEyO†travel-assOclatedpaTld珊tC(tLl糾l)2009mfectiOntnl16

patlerLtS.SlngaporcEmerglnfectDIS2010JarL･16(1)2ト6

BakerMG.ThornleyCN,etalTransmlS810nOfpandeTnlCA/HIN12009lnfluenzaonpass8ng8ralrCraft
retrospectlVecohortstudy BMJ2010May21,340C2424
島田智恵rまか Et生労加科学研究費補助金特別研究事業 新型インフルエンザ対矧こおける検疫の効果的 ･
効率的な実施に関する研究 (研究代表者 吉村健汁) 平成21年度総括･分担研究報告手 平成22(2010)
年3月
島田智恵ほか 厚生労働科学研究兼補助金特別研究事業 新型インフルエンザ対策における検疫の効果的･
効率的な菓姑に関する研究 (研究代表者 苫村健清) 平成21年度稔括･分担研究報告t 平成22(2010)
年3月

_92ー

効性は間接的であった可能性を示した｡10

(8)満堂■内でのJE*リスクについて

o MoserNRらは-エンジン故障による搬陸の遅れのため換気システムが停止しており､かつ
一人のインフルエンザの患者がいる稚内に数時間いた乗客の72%が72時7i''1以内に何ら
かの呼吸器症状を呈したと報告している｡71

0 BakerNGらは,北米からニュージーランドまで長距離ジャンボ横の機内で24名の学生団

体のうち9名が新型インフルエンザ(A/HINl)を発症した｡その周囲2列以内の57名の一
般乗客を観察した所3 5%に発症がみられた｡空港から離れてしまうと追跡は困難で対
応は遅れがちであったとしている｡ 72

0 GuptaJK.らは､飛沫の放出についてシミュレーションし､横内{･の飛沫の広がりを測定し
た研究において,30秒以内に前後1列に広がり､4分後には前後3列まで広がった｡飛
沫圭は､機内の空調システムを用いることで､ 1分後には48%､2分後には32%､3

分後には20%､4分後には12%に減少したと報告している｡73

0 新型インフルエンザによるわが国初の海外感染事例において､感染者の濃厚接触者 (感染
者の同行者,及び機内で2m以内に座っていた者)が停留対象者となった49人のうち1
名が停留期間中に新型インフJL,エンザと診断された｡しかし,航空機内で近くI=座ってい
ただけで停留対象となった人の中からは発症した人rまいなかった｡7A

O NarsdenAGは､1999年に､満席の75人乗りの航空棟内で､8時間20分のフライ ト
中に20人が感染した｡そのうち9人は有症の患者と前後左右3席以内に座っていた｡他

の場所や座席間の移動での接触があった者も棟数あったと報告している｡75

0 FoxyleLLARらは､飛行鰍 こ症状を有していた新型インフルエンザ(A/tuN1)患者の席の前後
2列以内に座っていた場合インフルエンザの感染リスクは､エコノミークラスにいるその
他の感染する恐れのある乗客の感染リスクと比較して,3 6%増大し､前後左右2シー
ト以内に座っていた場合､7 7%増大したと報告している｡76

蕪EBX敬ほか ~バンデミックインフルエンザ2009本邦における検疫成果と統計学的考察〝,宇宙航空環境
医学 Vot.47.uo4.(乞olo)
Moser帆 BenderTRctalAnoutbreakoflrLfluenzaaboardacorrrnerclalalrllneAmJEpidenl0E1979

JuI.110(1)1-6 http//aleOXford｣ournalsorg/conteJlt/110/1/1
BakerNG.ThDrnleyCN.etalTrarlSmlSSIOnOfpande爪ICA/HIN12009InfluenzaonpassengeralrCraft

retrospectlV8Cohortstudy BMJ2010May21.340.62424
http//yw ncbInlrnnlhgov/pmc/artlCle8/PMC2874661/pdf/hn｣C2424pdf
GuptaJK,LI〔ql.etal TrarlSPOrtDfexplratOrydropletslnana.rCraftcabln lndDOrAlr2011
Feb.21(1)3-ll
httpWorLLtrL8日braryyHLeycom/dol/lo†1111/い 600-0668､2010､00676汰/I)df
冨岡鉄平ほか 〟成EEl空港検盛所にて検出された新型インフルエンザ (A/HINIpdm)のJEEiZl発生･隔搬および

停留の対象者に対する疫学調査報告〝,2009年8月12EI
http//Idscnlhgo｣p/dISeaSe/sYIIne｣nuenZa/pdfO9/rcporLnarlta2pdf
NarsdenAG Outbreakoflnfluenza一日keLllnesslcorr8Cted]relatedtoalrtravel‖edJAust 2003

Aug4.179(3)172-3
http//ynvyrnJaCornau/publlC/lSSueS/179IO3_040803/letters_040803JEn-3html
FoxyelEa,RobertSL.etalTransrnsslonofInfluenzaDn川tE)rnat10nalfllghts,rqay2009 Emerg
lnfeGtDLS皇ollJut.17(7)1188-94､
http//yrMnCCdc.gov/erd/artlCle/17/7/pdfs/loll135pdf
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O VIagnerBGらは､新型インフルエンザ(A/HINl)の知見を根拠に､数学的モデルを用いて､
一定の条件の下では､ファース トクラスに感染源がいる場合,飛行時間が5時間の場合0
-1人､11時間の場合1-3人､17時間の場合2-5人の感染伝播が起こり得る｡ま
た同様にエコノミークラスに感染源がいる場合､それぞれの飛行時間で､2-5人.5-
10人､7-17人の感染伝播が起こりえる.また.同じ座席クラス .飛行時間であって

も搭乗率の高低で感染伝播が増減する､としている｡77

く4)水書対十のM始 Lt小について
○ オース トラリアは.DELAYphase(国内に感染者が無く,海外で大I小規模集団発生が一部

の国で見られる段階)を水際対策開始､SUSTAINphase(オーストラリアにパンデミックウ
イルスが定着し､コミュニティに蔓延している段階)を水際対策縮小の目安としている｡TB

o オース トラリアは､もし自国が､パンデミックの影響を受ける最初の国の一つになる場合､

羅患者の出国を防止するために,WHOは IHRの兼務によりexlt-screenhlgの実施を求める
かもしれない､としている｡70

0 シンガポールは､水際対策の効果を最大にするためには,VIHOの声明やウイルスに関する

情報がないような早い段階から開始しなければならないとしている｡また､cm unlty-Ylde
outbreakが発生したら(海外からウイルスが持ち込まれる場合より国内感染のインパク ト
のほうが大きくなったら),水際対策を停止するとしている｡80

0 カナダは､CarladlanPhase4.1and5I(新型ウイJL,スの散発例があり､限られたヒトー
ヒト感染が見られる｡カナダ国内での集団発生はなく､他国では集団発生が見られる)等

での対応に検疫に関する盲己述が見られる.縮小のEl安はPhase61and62(パンデミッ
クウイルスが回内で検出されている｡)としている｡01

〇 二ユ-ジーランドは､KeepltOutPhase(海外の二つ以上の回で新しいインフルエンザウ
イルスの継続的なヒト-ヒト感染がある段階)を水際対策開始の目安としている｡一方,

staq)ItOutPhase(ニュージーランド国内で新しいインフルエンザr)イルスまたはパン
デミックr)イルスが見つかった段階)を水際対策縮小のEl安としている｡B2

WagnerBG.CoburnBJ.etalCarculatlngthepotentlalforylthln-flrghttransmlSSIOnOfJnflLJenZa
A(HINl).BmCNed2009DeG24.781
http//vrNWrlCblnlmnlhgov/pmc/artlCles/PLK:2813231/pdf/174ト7015-7-81pdf
Dopartm8ntOfHealthandAgH1g.Austra=anGovernment.AustrallaAustrallanH8althAlanagenlentPlan
forPANDEMlCINFLUENZA2008
httpJ/W柑 heaLthhgQV礼1/InterrLet/panfLu/pubLIShln8.rLSf/CQntent/8435EDE93CB6FC88CA2573D700128AC
A/SFIle/PandernIC%20FINAL%20yebreadyI)df
DepartnerltDfHealthandAglng.Au8tra日arLGovermnent,Austr8日aAustr8日anflealthNanagenentP一an
forPANDEMClNFLUENZA2008
http//yw health gov.au/川ternet/panflu/publlShlrLgnSf/Content/8435EDE93GB6FCB8CA2573D70012eA
CA/SFllC/ParldEmr蛸20FlNAL蛇Oylebready内f
Th8NlnIStryOf‖orneAffalrS.SlngaPOrBPREPARINGFORAHU肌Ⅶ INFLLIENZAPANDENlCINSINGAPORE.
2009
http//app.crrsLS_gOV､SdData/DocIJm8rLtS/HINl/NSFPpdf
ThePubllCrTealthAgencyOfCanada,CanadaTheCanadJanF'andemlClnftu引1ZaPlanfortheHealth
Sector,2006 http//n8YIPahoorg/hq/dmdocurnents/2010/NlPP_Canadapdf
MlnlStryOfHealth,NeyZ8alandNeyZealandlnfluenZaPandenlCPlanAfr洲eYrOrkforaGtrOn.AprII
2010
http//yMYIhealthgovtnz/System/frles/docuTnentS/pubFICation8/nzIPap-franleYrDrk-for-actIon-aPr20
10pdf
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○ 英国は､これまでのエビデンスやモデリングの結果から.入国を制限した場合のウイルス
の国内侵入を遅延させられる期間については､その効果が90%有効の場合で1-2週間､

99 9%有効の場合でせいぜい2か月としている｡出入国の制限等の水際対策について
は､WHOやECDCなどから実施要請に備える必要があるとしている｡aユ

○ 米国は､パンデミックが国外で起こればアメリカに入国する旅行者にentry-screenlngを
行う可能性があり､国内で起こればアメリカからEtl国する旅行者にexlt-screenlngを行う
べきである｡また国内の移動を制限する可能性がある｡いったんパンチミックが広がれば

exlt-SCreenlngの方が患者発見には有効であると考えているが､それ以上に国内での感染
伝播が進み,国内での感染伝橋が広がればこれらの戦略を中止する､とした｡84

DepartmentQfHealth,urLLtCdKlrLgdomPandemlCfLu, ArLatLOrLalframeyEorkforrespoTldLngtOan
lnflLJeJIZaP即1demIC.Novcnlber2007
http//wNdhgovuk/I)rod_corLSunLdh/groups/dh_dlgltalassets/@dh/Gen/docuTnBrLtS/dlgltalasset/dh_
080745.p]l=
USDeparhentofHealth&HurnanSorvLCeS.USA.SUpplernent9NanaglngTravel-RelatedRiskofDl8eaSe
TransnllSSton http//vnvy.nhsgov/pandenicfLu/plan/sup9html#HE
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l芸 遠

新型インフルエンザ対策ガイドラインの見dELに係る意見書
8E手

相 インフルエンザ書円…

El.はじめにI b.1)

○ 新型インフルエンザ対策ガイドラインは､新型インフルエンザ対策行動計画に基づく､対

策の具体的な内容 ･関係機関の役割等を提示するため､平成21年2月に策定された｡

○ この意見書は､新型インフルエンザ対策ガイドラインについて､

･平成21年4月に発生した新型インフルエンザ(A川1NT)から得られた知見 ･教訓､新型

インフルエンザ(A州1NT)対策総括会議等による検証結果

･平成23年9月に行われた新型インフルエンザ対集行動計画の改定

を踏まえた見直しについて意見を取りまとめたもの｡

○ 現在､内閣官房を中心に､新型インフルエンザ対策のために必要な法制度の検討が行われ

ているところであるが､こうした状況の中で､新たな新型インフルエンザが発生する事態に

備え､現行法制度及び改定行動計画を前提として､現行ガイ ドラインから改定すべき点や､

更に検討すべき論点について､これまでの検討の成果を取りまとめた｡

※宋策定の｢サーベイランスに関するガイドライン｣rワクチン接種に関するガイ ドラインJ

については､新たにガイドラインを策定するに当たっての重要事項を取りまとめた｡

l2.病原性 ･感染力についてl

o 舶 性に応じた封土の考え方を捷未 (EL2)

◆ 病原性については､行動計画の被害想定に基づき､過去の経験から､概ねスペインイン

フルエンザ (致死率2.0%)並みの場合を高い､アジアインフルエンザ (致死率053%)

並みの場合を中等度､季節性インフルエンザ並みの場合を低いとする｡

o 出 力に応じた封*の♯え方を地表 (EL2)

◆ 感染力については､以下の状況を踏まえ､感染力によって対策を区分せず､個々の対策

の実施の判断において必要な場合に感染力を考慮する｡

･多くの感染拡大防止策はその感染力にかかわらず必要となること

･感染力は地域の状況､季節等様々な巽EE)で変化すること

･感染力の大きさと対策の効果との関係は複雑であり､感染力を数値化して対策を区分

することは困難であること

3.水辞対*にBTするガイドラインについて

<行動計画の改定のポイント>

+ 検疫等の水際対策の目的は､あくまでも国内発生をできるだけ遅らせるために行われるも

のであり､ウイルスの侵入を完全に防ぐための対策ではないことを明確化

● ウイルスの特徴 (病原性 ･感染力等)や発生状況等に関する情報を踏まえ､

中であっても､合理性が認められなくなった場合には機動的に措置を縮小

0 如 性書の篭drに応じた棚 的なバターンを例未 (tL4)

◆ 既に海外で複数国において流行がみられるなど侵入遅延の効果が見込めない場合や.病原性が低い

と判明した場合の対策について､停留を実施しないなど､現行ガイドラインより緒小した対応の凍

準的なパターンを例示

◆ 脚 的なパターンを参考に､状況に応じて､縮小･中止を含め柔軟に対策を実施

0 仰 ･■■Eaの対■書の軸 を明示 (D.5.6)

◆ 停留を行う確合の対象者の範囲についてrL 患者と同一旅程の同行者とすることを原則 (ただし､

今後の科学的知見等によっては.患者の座席周囲の者等を対象とすることも考慮)

〇 九t対兼の始小 .中止棚 をJL仕牝 (m6.7)

◆ 合理性が認められなくなった場合r=､措置を楯小し､又は中止する判断の夷枚等を例示

(縮小の契枚の例)

･致死率が当初の見込み以下であることが判明した時点

･国内における医療体制 (ウイルス検査を含む｡)が整った時点

･国内において､発生国への渡航歴がない患者が確認された時点

(中止の契機の例)

･El内において､疫学的リンクを追えない患者が確認された時点



4.感染拡大防止に関するガイドラインについて

<行動計画の改定のポイント>

● 対策の主なEl的は.発生段階によって変化することを明確化し､目的 .段階によって実施 ;

すべき主な対策を切り替え

･国内発生早期 - 感染拡大の抑制が主

･国内感染期 - 被害の軽減が主

O 脚 に応 じた蝕 拡大防止土のJL仕化 (tL8-13)

◆ 国内発生早期以降､通常季節性インフルエンザ対策として実施されている対策 (国民への啓発､学

級閉鎖､患者の自宅待機等)の強化の目安を設定

(例)

･学級 ･学年 ･学校閉鎖0)夷施基準を欠席率10鳩 度に引き下げ

･学級閉鎖等の実施期間をl週間程度に延長

◆ 発生段階に応じた､地域全体での感染拡大防止策の選択肢を設定

(刺)

-国内発生早期～流行拡大以前の間には､感染拡大抑制のため､地域全体での学校の臨時休業等の

稚極策を検討

･流行のピークr=は､医桝 制の負荷が過大となった場合､その軽減のため､地域全体での学校の

臨時休業等の補極策を検討

0 JL寺 ･同居者の自宅痔■XITNIのEI安を没定 (tL13.14)

◆ 過去の知見等をもとにあらかじめ自宅待機期間の目安を提示

･患者の自宅待機期間のE]安 ･発症から7日軌又は解熱の翌々日までの長い方

･同居者の自宅待機期間の目安 患者の発症から7日間

(※ この目安は.発生時に知見を収集し､必要に応じて修正)

○ 息tX没書の依*時における児tへの.対応を明示 (臥14)

◆ 地域全体で保育施設等の油時休業が行われた際の対応を提示

(例)

･事業者の業務地続計画l=､保護者の欠勤を見込むよう要請

･医療従事者等の手兼所内保育事業･一瓢保育施設の開所や､ファミリー ･サポー ト センター等

の活用による対応を提示

日

5.サーベイランスにHするガイドライン (新改)について

<行動計画の改定のポイント>

● 平時からのサーベイランス体制の確立 -

インフルエンザ患者や入院患者の発生動向.学校における発生状況等

● 発生時のサーベイランスの追加 ･強化

新型インフルエンザ患者の全数把握 学校における発生状況の把捉の強化等

0 平曲か らのサーベイランス榊 の稚立 (tL17-20)

◆ 通常の季節性インフルエンザ及び新型インフルエンザr=対応するため､平時から実施するサーベイ

ランスについて.目的､実施方法,実施時湖等を明示

･患者発生サーベイランス (約5.000の定点医療横関によるインフルエンザ発生動向の把握)

･ウイルスサーベイランス (約500の定点医療機関からのインフルエンザウイルスa)分析)

･入院サーベイランス (約500の基幹定点医療拙関による入院患者の発生動向･特鞍の把塩)

･インフルエンザ様疾患発生報告 (全国の学校等r=おける臨時休業の情報収兼)

･感染症流行予測調査 (国民の各年代の血沈抗体調査)

･その他､地域ごとの実情に応じたサーベイランス

0 発生時に追加 ･亜化するサーベイランスの脚 を明示 (D.2044)

◆ 新型インフルエンザ発生時に追加 ･強化するサーベイランスr=ついて.白的.実施方法､実施期間

等を明示

･新型インフルエンザ患者の全敗把握 (確定患者･疑似症患者の届出基準を例示､回内患者数百例等

まで実施)

･インフルエンザ様疾患発生報告の強化 (国内発生早期等において,報告対象を大学 ･書門学校等に

拡大するほか,ウイルス検体を採取して亜型を分析)

･ウイルスサーベイランスの強化 (平時の対象に加え､全数把握患者 (地域発生早期まで)､学校等

での集団発生､重症患者等のウイルスを分析)

･秋値的疫学調査の実施 く感染経路.患者の基牲疾患･症状 ･治療経過､接触者等の調査)

･その他 (死亡 ･重症患者の把握､患者の臨昧慨 の分析 等)



l6･医*体tIに粥するガイドラインについてl

● ｢発熱外来｣を ｢帰国者 ･接触者外来｣に名称変更し､発熱だけではなく.渡航歴等によ

り対象患者を放り込むこととするとともに､帰国者 ･患者との接触者以外の発熱患者は､

内感染対策を講じた上で､一般の医療機関で対応

● 地域の状況に応じた弾力的な運用を基本とし､発生段階にしぼられず都道府県の判断によ

り､診療体制を切り替え

● 国内感染期の対応として

NlJl者 ･捷点者外来の臭Jk集件や主用書を明示 (p.32-35)

◆ 帰国者 ･接触者外来を実施する目安や､国 .都道府県 ･医療機関の具体的役割等を明示

(実施のEl安)

･病原性が高い又は不明の場合r=､海外発生期以降に開始

･地域感染期には原則として中止

(役割)

･国 帰国者 ･接触者外来の設置や迅速診断キットの安定供給等の要請､検査体制の整備 等

･都道舟県等 帰国者 .接触者外来の設置 ･受診調蓬,検査体制の整備､入院勧告 ･移送 等

･医療機関 感染防止対策､受診者の診断.検体の採取 等

0 83lJB■等の判断.=よる地廿の状況に蒔 じた書力的なZ用のFl安を明示 (I.32-41)

◆ 帰国者 ･接触者外来や入院勧告等l=ついて.地域感染期に至らない段階であっても､都道府県等

の判断により､一般の医鵬 関での対応に切り替える際の判断基準を明示 b 33)

(例)帰国者 ･接触者外来の終了を都道府県等が判断できる目安

･帰国者 ･接触者外来以外からの患者の発生数が増加

･帰国者 ･接触者外来の受診者数の著しい増加l=より対応が軸

･地域発生早期までの段階であるが､隣接する都道府県で患者が多数発生 等

◆ 全ての疑似症患者へのPCR検査による確定診断を中止する時期やPCR検査実施の優先順位の

決定についても､都道府県等が判断できることや､判断の目安を明示 h38-40)

(例)pCR検査等の実施の目安

･地域発生早期の間は､原則として全ての疑似症患者の検査を実施

･地域感染期に至った段階では､都道府県等の判断により全ての疑似症患者の検査を中止可能

〇 I-kのEdEm における薪塾インフルエンザ血書の側 の社良

◆ 地域発生早期以前の一般の医棚 の対応を明示 紬 37､38)

(例)異類な集団発生や特散的な症状の増悪等により新型インフルエンザの点者であることを強く

疑った場合には､保健所に連絡し､確定検査の実否を確認 等

◆ 地域感染期以降の一般の医鵬 関の対応を明示 O)43.44)

(例)患者とその他の患者とを可能な限り時間的･空間的に分離するなど院内感染対策を行い､新

型インフルエンザの患者の診療を実施､そのための診療体制を地域において連携して確保

等

O tEE再書点者へのフTクシミリカ方について明示 (I.41,42)

◆ 電話再診時r=ファクシミリ等で処方せんを発行するための具体的運用について明示

(例)壌性疾患等を有する定期受診患者の場合

･患者が希望し､かかりつけ医が了承した場合にrま､事前にカルテ等に記載

･電話による診療により新型インフルエンザと診断できた場合に､抗インウルエンザウイルス薬

のファクシミリ処方が可能

･慢性疾患が安定しており､電話により療射 旨革が可能な場合に､慢性疾患に対する医薬品のフ

ァクシミリ処方が可能

(例)インフルエンザ様症状のため最近の受診歴がある場合

･電話による診療により新型インフルエンザと診断した場合に､抗インフルエンザウイルス薬の

フアクシミリ処方が可能

l7･抗インフルエンザウイルス集にAIするガイドラインについてl

O 坑インフルエンザウイルス集の■書のあり方書 くp.46)

◆ 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄 ･放出のルールについて明示

(例)

･国民の45%に相当するJEを日棟として備蓄

･予防投与r=ついて､都道府県及び国が備蓄している抗インフルエンザ薬を使用可能

･具体的な放出の手順については､関係通知を参照の上で整哩

･新たに乗法された抗インフルエンザウイルス薬は､現時点では有効期間が短く備蓄に適してい

ないことから､従来どおり､タミフル及びリレンザr=よる備蓄を継続 (今後も引き続き検討)



8.新型インフルエンザワクチンにHするガイドライン (新設)について

<行動計画の改定のポイント>

● 事前準備の推進

16か月以内に全国民分のワクチンを製造することを目指し､新 しいワクチン製造方法

投与方法等の研究 ･開発を促進

･ワクチン確保は国産ワクチンでの対応を原則とするが,そのための生産休制が整うまで

は､必要に応じて輸入ワクチンの確保方案について検討が必要

･ワクチンの円滑な洗連体制を構築

･病原性 ･感染力が強い場合には､公費で集団的な接種を行うことを基本とする接種体制

を構築

● 発生時の迅速な対応

･発生時にワクチン関連の対策を速やかに決定できるよう､決定事項及びその決定方法等

を可能な限り事前に定めておく｡

･新型インフルエンザウイルスの特徴 (病原性 ･感染力等)を踏まえ,接種の法的位置づ

け ･優先株種対象者等について決定

● プレパンデミックワクチンの備蓄

･発生時に迅速な接種が行えるよう､必要量をあらかじめ製剤化した形で備蓄することを

○ パンチ ミックワクチンの… 位書に由する益士的考え方 (I.4719)

◆ 医療従事者への先行接種を実施

◆ 社会機能牲辛者への先行接種は､新型インフルエンザの病蘇性が高いため､接種を行わなければ

社会機能維持に必要な人見の確保が困難な頒合に実施

◆ 優先順位については､専門家等の意見を踏まえ､以下のいずれかの考え方に基づき､政府対策本

部が決定

･重症化,死亡を可能な限り抑えることに真点を置く考え方

･我が国の将来を守ることに重点を置く考え方

･重症化､死亡を可能な限り抑えることに重点を置きつつ､併せて我が国の将来を守ることにも重

点を置く考え方

○ ワクチンの鵬 (tL49T53)

◆ 6か月以内に全国民分のパンデミックワクチンを製造することを目指し､細胞培兼法等の新しいワ

クチン製造法等の研究 ･開発を促進するとともに､生産ラインの整備を推進

◆ 早期の供符を図るために､10mI等のマルチバイアルを主として供給

◆ rプロトタイプワクチン｣の承認等に基づく迅速な承認を実施 (必要に応じて検定も免除)

◆ 国産ワクチンだけでは不足が見込まれる壌合には輸入ワクチンの確保を検討

○ ワクチンの8tや仕II(TL53.54)
◆ 国が都道府県ごとの配分を決定し､都道府県が､卸売販売業者等と協力して､各供給先への納入を

調整

○ プレパンデミックワクチンの捷榊 (D.54胡 )

◆ 都道府県を実施主体として､協梼接種として実施する撮合を例示

･未発生期の段階から,各社会機能維持事業者の接種予定者数を調整し､接種体制を構築

･事業所一一とl=接種体制を確保､又は都道府県が直接接種体制を牡築

･事業所単位で集団的r=接種を実施

･プレバンテミックワクチンの接種の実施については､政府対策本部が決定

･名練や接種券の配布等により､接種対象者であることを確認

○ パンチミックワクチンの組 側 (mSか･63)

◆ 病原性が高い場合については､市町村を実施主棒として.臨時接種として実施する場合を例示 (柄

原性が低い場合については､斬臨時接種として乗施)

･未発生期の段階から､地域医師会等と連携の上､ワクチンの接種体制を構築

･接種の優先順位に沿って接種を実施

･公的な施設での実施､又は医療機関章託により､集団的に接種を実施

･地域医師会等の協力を待て､接種に係る医療従事者等を確保

･病原性が高い場合 (臨時接種)は公糞で接種を実施

･地域ごとに窓口を一つに統一する等､予約方法を工夫

0 %の& (Dt69171)
◆ ワクチンの接種回数は､原則として2Ⅰ司

◆ ワクチン接種の前後に血液検査を行い､ワクチンの有効性を評価 ･確認 (1回接種で効果を有す

るか否か等について検討)

◆ 接種と並行して迅速に副反応に関する情報を収集し､副反応の評価.国民等への情報提供等を実

施

9.事兼者 .桝 における薪型インフルエンザ対兼ガイドラインについて

〇 人■triiの立… するVtN を牡示 (m74)

◆ 保護者が乳幼児 ･児童等[=付き添うための欠勤についても兼務継続計画に見込むことが必要

◆ 従業員が長期にわたり多数欠勤した場合に備えて,運嘗体制の検討､従兼良等(=対する教育 ･訓

練等を実施



10.棚 供･共有 (リスクコミュニケーション)に戸村~るガイドラインについ

<行動計画の改定のポイント>

● -元的な情報提供を行うための組輸体制を構築 (広報担当官を中心としたチームの設置等)

● 対策の決定プロセス､対策の理由､対策の実施主体等を明確にし､分かりやすく情報提供

● 対策の現場である地方自治体や医療機関との情報共有体制を構築

O 広也担当書を中心としたチームのBt書 (m75-77)
◆ 厚生労馳省における広報穐当官に望まれる役割等を明示

･広報担当官は.先生状況や討究に関する情報を､分かりやすく凍供するスポークスパ-ソンとして

の役割を有する｡

･広報担当官は､感染症全般に関する一定の知識を有し､厚生労働省における意思決定にある程度関

与できる立場であることが求められる｡行政官と専門家が共同して担当することも考えられる｡

◆ 広報担当官を中心とした広報担当チームの具体的な兼務や運営方法を明示

･情報の先約 .整理 ･発信 ･窓口集秒の実施

･-元的な什報発信のため､各対象への窓口を一本化

◆ it報姓供における政府対策本部や関係省庁との調葦

･対策の実施主体となる省庁が適切に情報を提供できるよう､政府対策本部が調整

0 柵■連鎖手段の社長 (D.77-80)

◆ 国民が情報を得る機会の増加や､受け取り手r=応じた什報提供のため､インターネットを含めた多

様な情報提供手段を活用

◆ 地方自治体がコールセンタ-を設置する際に､他の公衆衛生業務に支障を来さない運用方法を例示

(例)

･一般的な問い合わせには事務職員を活用

･Q&Aを作成した上で外部の民間業者に委託

O lJTルタイムかつ止姓的な方法での双方向の什牡兵書のtB肘 (tL80.81)

◆ 国と地方自治体との情報共有の具体的な方法を例示

(例)

･担当者連絡先の事前共有と､発生時の問い合わせ窓口の設置

･メール等による対策の理由.プロセス等の共有

◆ 医療関係者との底接的な情報共有方法を例示

(例)

･メールマガジン等を通じた棟報共有と､問い合わせ等に対するフィードバック
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